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近世南インド・マイソール王国の宮廷文学における王の表象
『チッカデーヴァラージャ・サプタパディ』の紹介と分析

太　田　信　宏
（アジア・アフリカ言語文化研究所）

A Representation of a King 
in Courtly Literature of the Mysore Kingdom

A Study of Cikkadēvarāja Saptapadi

Ota, Nobuhiro
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa

� is article discusses on Cikkadēvarāja Saptapadi, a Kannada love poem, writ-
ten by one of the court poets of a Maisūru (Mysore) king, Cikka Dēva Rāja 
(r.��	
–�	��) in South India. � e poem mainly consists of fi  y-three indepen-
dent songs (padas) and its theme is love aff airs between the king Cikka Dēva 
Rāja and various anonymous women. It is richly infl uenced by Indian classical 
poetics. For example, just as classical poetics classifi es heroines (nāyikās) by 
their psychological states (avasthā), this poem portrays its heroines according 
to the same classifi cation. � e theology of Śrīvaiṣṇava Saṃpradāya, one of the 
major Hindu sects in south India, also has greatly infl uenced the poem. � e 
relationship between the hero and the heroines is delineated as analogous to 
what the sect’s theologians described as the relationship between the god and 
devotees. In particular, the concluding section of the poem, which deals with 
fulfi lled and enjoyed love (saṃbhoga), is permeated by idioms and concepts of 
the sect’s doctrine of submission to the god (prapatti). � e characterizations 
of the hero and heroines in the poem are also profoundly aff ected by the sect’s 
ideas. For instance, the hero-king of the poem is praised for his generous and 
spontaneous compassion which the sect’s theology regards as one of the most 
important qualities of the god. � is stands in contrast to other courtly poems 
of early modern South India, recently examined by some scholars. In those 
poems heroes-kings are o en praised for their sexual attraction and exploits, 
indicating that sensual enjoyment (bhoga) was an important constituent of 
political authority in South India of that period. The representation of the 
king as a compassionate, rather than passionate hero in Cikkadēvarāja Saptapadi 
shows us a diff erent aspect of the political culture of early modern South India.

Keywords: � e Mysore kingdom, Kannada literature, Indian courtly literature, 
political culture, Śrīvaiṣṇavism

キーワード : マイソール王国，カンナダ文学，インド宮廷文学，政治文化，シュリー・ヴァ
イシュナヴァ派
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はじめに―宮廷文学における恋愛詩

本稿は，現インド・カルナータカ州南部に
かつて存在したマイソール（Maisūru）王国
の宮廷で，�	��年頃に書かれたカンナダ語
恋愛詩『チッカデーヴァラージャ・サプタパ
ディ（Cikkadēvarāja Saptapadi）』（以下，本
稿では『サプタパディ』と略記する）を取り
上げる。最初に，作品の構成と内容を紹介，
分析した上で，作品の主人公である王の表象
に着目し，それが当時の政治文化史的な文脈
の中でにどのような意味を持つのかを考察す
る。

�	世紀前半から ��世紀中頃のインド独立
まで，カーヴェーリ川上流域と周辺地域を支
配したマイソール王国では，王や重臣の庇護
を受けた詩人によって，また王や重臣自らに
よっても，さまざまなジャンルの文学作品が
生み出された。宮廷での活発な文芸活動は，
マイソール王国に限られたものではなく，イ
ンドの諸王朝に一般的に見られた現象であ
る。近年のインド史研究では，こうした宮廷
文学をはじめとする文学作品がもつ史料的価
値が見直されつつあり，それらを積極的に利
用した論考が比較的多く見られる。改めて言
うまでもなく，文学作品そのものは決して目
新しい史料ではない。王朝史研究の中心的史
料は刻文であるが，刻文が必ずしも詳しく記

録するわけではない政治事件史について，知
識と情報を提供する補助的な史料として，文
学作品は利用されてきた。このような研究で
は，文学作品の「虚構」の中から「事実」を
選別することが，主な作業であったと言え
る�）。これに対して，近年の研究では，文学
作品を「虚構」を含む総体で把握し，その書
き手や受容層がもつ問題意識に照らし合わせ
て読み解くことが試みられている。文学作品
を成立当時の文化的，政治的，社会的文脈の
中に位置付け，作品と諸文脈との相互規定的
な関係を解き明かすことは，そうした読解作
業の重要な課題のひとつである。
こうした新しい関心から文学作品の分析に
取り組む歴史研究の対象とされる時代と地域
は，広がりを見せつつあるものの，相対的に
「未開拓」な地域，時代も依然として少なく
ない。例えば，��世紀後半から �	世紀を中
心に，南インド・タミル地方には，実質的に
独立したナーヤカの政権が各地に分立し，そ
れらの宮廷では，ナーヤカを含む支配上層が
テルグ語圏出身者であった関係から，数多く
のテルグ語文学作品が書かれた。これらの作
品について，��年代以降，ラーオなどが読
解作業を行い，支配層の「心性」や価値観，
権力を支える文化的価値体系などを論じてい
る（Rao et al. ����）。こうした活発な研究
状況に比較すると，ナーヤカ政権からは時代
的にやや後になり，地域的にはカンナダ語圏

はじめに―宮廷文学における恋愛詩
第 �章　『サプタパディ』の梗概
　　第 �節　著者について
　　第 �節　形式
　　第 
節　内容紹介
第 �章　 『ギータ・ゴーヴィンダ』と古典詩

論からの影響
　　第 �節　全体の構成

　　第 �節　古典詩論との齟齬
第 
章　 シュリー・ヴァイシュナヴァ派教

学による脚色
　　第 �節　 「プラパッティ」説に基づく第

	部の再検討
　　第 �節　 信者としての女たち，神とし

ての王
結び―「情け深い王」の表象

�） ヴィジャヤナガラ王国に関連する文学作品の抜粋集として ����年に初版が刊行された Ayyangar
（����）は，こうした意味での文学作品の史料的価値への関心に基づいて編纂されたものである。
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に位置したマイソール王国とその宮廷文学
は，「未開拓」な研究領域の一つと言ってよ
かろう。
マイソール王国の歴史において，『サプタ
パディ』の主人公であるチッカ・デーヴァ・
ラージャ（Cikka Dēva Rāja，在位 ��	
年-

�	��年）の時代は，ひとつの画期であった。
ムガル朝支配の南インドへの拡大を背景に，
政治体制が行政的な集権化の方向で整備さ
れ，その一方で，宮廷での文芸活動が盛んに
なり，作品数が増加し内容も多様化した。そ
うした数多くの作品の中で本稿が取り上げた
『サプタパディ』は，性愛を主題とする。性
愛は，近世南インドの宮廷文学がしばしば取
り上げる主題のひとつであった。先に紹介し
たナーヤカの宮廷文学を分析した近年の研究
では，ナーヤカ権力を支える文化的価値体系
の重要な要素のひとつとして，性愛があっ
たことが指摘されている（Rao et al. ����; 
Shulman and Rao ����）。権力者は，性愛
の楽しみを演出し，自ら味わう存在であるこ
とが期待されていた。権力者の実際の性愛生
活がどのようなものであったのかは別にし
て，宮廷文学の中では性愛の達人としての権
力者の姿が盛んに描き出されたという。この
ような歴史的文脈の中で，ナーヤカ政権より
も時代的にやや後になるマイソール王国の宮
廷文学において性愛の主題がどのように扱わ
れているかは，南インドの政治文化が植民地
期に向かって歴史的にどのような方向に展開
していったのかを知る上で，重要で興味深い
課題であると言えよう。本論で詳しく論じる
ように，『サプタパディ』は，ナーヤカ宮廷
文学中の恋愛詩一般とはやや趣きが異なり，
そうした特殊性は，王の権威を支える政治文
化でのマイソール王権の独自性を反映してい
るのではないかと考えられる。

なお，『サプタパディ』に言及する先行研
究は少なくないが，作品全体の内容を具体的
に紹介したものは見当たらないようである。
そこで本稿では，『サプタパディ』の著者や
形式と構成，内容の梗概を説明することから
始める�）。それに続いて，『サプタパディ』の
内容を詳細に検討しつつ，同書の内容に，「古
典的」なサンスクリット詩文学や詩論書
），
さらにはヒンドゥー諸教派（saṃpradāya）
のひとつであるシュリー・ヴァイシュナヴァ
（Śrīvaiṣṇava）派の教学が影響を及ぼし，特
に後者が『サプタパディ』に恋愛詩としては
特殊な趣きを与えていることを明らかにす
る。それを踏まえた上で最後に，『サプタパ
ディ』の主人公である王の表象のあり方と，
その歴史的意義について，近世南インドの政
治文化に照らし合わせながら若干の考察を加
えたい。

第 �章　『サプタパディ』の梗概

第 �節　著者について
『サプタパディ』の著者が誰なのか，現存
写本中にはっきりとした記載が見られない
ようであるが，マイソール王チッカ・デー
ヴァ・ラージャに仕えたティルマラーリヤ
（Tirumalārya）の作品とされることが一般
的である（Basavarāju ��	�: 
�; Hariśaṃkar 
���	: �）。ティルマラーリヤ個人については，
その著作物や非常に簡単な出自的背景を除く
と，詳しいことはほとんど分かっていない。
彼は宰相（pradhāna）の職について国政全
般を担当したという記述が，一部の文献に見
られるが，その信憑性はあまり高いとは言え
ない。彼が実際の王国政治や政策決定過程に
どこまで関わっていたのかは別として，彼は
自作の文学作品の中で，自らとチッカ・デー

�） 本稿では『サプタパディ』のテキストとして，Basavarāju（��	�）に依拠した。

） 本稿で「古典詩論（書）」と言うとき，サンスクリット語を主媒体とした古典詩の理論（書）や，

古典詩理論の一部である修辞学（alaṃkāra śāstra）とその文献だけでなく，古典演劇の理論（nāṭya 
śāstra）とその文献を含めた，より包括的な意味で用いている。
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ヴァ・ラージャ王との，さらにはふたりの父
同士の間の親密な関係をしばしば描いてい
る。また，王の方でも自作の中でティルマ
ラーリヤへの信頼と敬意を表していることか
ら�），ティルマラーリヤがチッカ・デーヴァ・
ラージャ王の宮廷で重要な地位を占めていた
ことは確かと言えよう。
先に述べたように王の宮廷では文芸活動が
盛んで，その中心人物のひとりがティルマ
ラーリヤであった。彼は，サンスクリット語
で神の賛歌数篇を著しているが，より有名な
のは，王の行状や先祖たちの事績に題材を
とって執筆したカンナダ語作品であり，『サ
プタパディ』もそうした王を主人公とする作
品のひとつである�）。
チッカ・デーヴァ・ラージャ王は，南イ
ンドの主要なヒンドゥー諸教派であるシュ
リー・ヴァイシュナヴァ派が説くナーラー
ヤナ（Nārāyaṇa）神（ヴィシュヌ神の別名）

信仰に帰依していたことが知られる。その関
係で，彼の宮廷で文学記述を行った詩人の中
には，同派のバラモンが比較的多い。『サプ
タパディ』の作者とされるティルマラーリヤ
も，そうしたシュリー・ヴァイシュナヴァ派
バラモンであった。王の宮廷文学には，同派
の影響を受けた内容の作品が少なくない。本
論で詳細に論じるように，『サプタパディ』

にも同派の影響が色濃く反映されている。

第 �節　形式
『サプタパディ』は，「パダ（pada）」と呼
ばれる歌曲 �
曲から主に構成される�）。パ
ダとは，ラーガ（rāga，旋律型）とターラ
（tāra，拍子）に従ってゆっくりとしたテン
ポで歌われる比較的短い歌曲のことで，演
技的舞踏（abhinaya）付きで聴衆を前にし
て歌われることが多い	）。パダの歌詞は一
般的に，「パッラヴィ（pallavi）」と呼ばれ
る冒頭部分とそれに続く「アヌパッラヴィ
（anupallavi）」の部分，さらに「チャラナ
（caraṇa）」と呼ばれる節からなる。節の数は
定められていないが，
節の場合が多い。パッ
ラヴィはアヌパッラヴィとともにリフレイン
の役割を果たし，各節のあとに繰り返し歌わ
れる。節の文章がリフレイン部分で文法的に
完成されるように作詞されていることが多
い。
パダは，「キールタネ（kīrtane）」や「ク
リティ（kṛti）」などの歌曲ジャンルと構造・
形式が類似しているが，それらの類似した歌
曲ジャンルからパダを分ける主な特徴は歌詞
の内容にある。一般的に言って，パダの歌詞
はインド古典詩論が「男女間の感情（nāyikā 
nāyaka bhāva）」と呼ぶ異性間の愛の諸相を

�） 『ギータ・ゴーパーラ（Gīta Gōpāla）』後編（Uttara Bhāgam）の「信心の 	曲（Naṃbugeya 
Saptapadi）」第 �曲，並びに「譬えの 	曲（Anyāpadēśa Saptapadi）」第 �，�曲を参照のこと

（Narasiṃhācāryar and Rāmānujaiyaṃgār ����: ��, �
-��）。
�） ティルマラーリヤと彼の著作については，Basavarāju（��	�），Sītārāmayya（����），Hariśaṃkar

（����）を参照のこと。
�） 『サプタパディ』を「カンナダ語恋愛詩」と呼んだが，全 �
曲中，�曲の歌詞はテルグ語で書かれ

ている。カンナダ語とテルグ語の使い分けと，それがもつ意味については，別の機会に考察したい。
	） パダについては，Parthasarathy（����），Ramanujan et al.（����: �-	）を参照のこと。現在のカー

ナティック音楽の歌曲形式は，その基礎が ��世紀末にティヤーガ・ラージャによって築かれたと
言われる。彼以前の歌曲形式については，よく分からない部分が多く，現在のカーナティック音楽
の歌曲の一ジャンルである「パダ」と，『サプタパディ』中の曲を含む ��世紀以前のパダとが同一
の形式であったと必ずしも言えないようである。「キールタネ」をはじめとするカーナティック音
楽の歌曲形式全般については，� ielemann（����: ���-�
�），Chelladurai（����: �		-���）を参
照のこと。ティヤーガ・ラージャ以前の南インド歌曲形式の問題については，� ielemann（����: 
�
�-���）を参照のこと。なお，本稿が参照した『サプタパディ』刊本では，リフレイン部分が「パッ
ラヴィ」と一括して表記され，パッラヴィとアヌパッラヴィに分けられていない。パダ曲における
アヌパッラヴィ欠落の問題については，Satyanārāyaṇa（���	: 	�-	�）を参照のこと。
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主題とし，性愛的感興（śṛṃgāra rasa）を醸
し出すべきものとされる。パダは，神の賛歌
として成立，発展したという経緯があり，男
性神と女性信者あるいは女神との関係を題材
とするものが多いが，�	世紀のクシェート
ラッヤ（Kṣētrayya）以降，神の代わりに王
を主人公とするパダも一般化した。
代表的なパダ作家であるアンナマーチャー
リヤ（Annamācārya）とクシェートラッヤ
が，主にテルグ語で作歌したように，パダ
といえばテルグ語歌詞のものが有名である
が，テルグ語に続いて，その他の主要ドラ
ヴィダ系諸語の歌詞でもパダが作られた�）。
カンナダ語パダがいつ頃から作られるように
なったのかは不明であるが，マイソール王国
の宮廷文学では，チッカ・デーヴァ・ラー
ジャと次のカンティーラヴァ・ナラサ・ラー
ジャ（Kaṃṭhīrava Narasa Rāja）�世（在
位 �	��年-��年）の時代を中心に比較的多
くのカンナダ語パダが作成された（Pranesh 
���
: 
�, ��）。これらふたりのマイソール王
を主人公とするパダを，シャーストリは南
インドで当時流行した「性愛文学（śṛṃgāra 
kāvya）」の一例として紹介している（Sastri 
��	�: ���）。濃厚な性愛的雰囲気のなかで王
を讃えるという，クシェートラッヤが確立し
たテルグ語パダのひとつのあり方の影響を受
けて，マイソール王の宮廷でも王を主人公と
するパダが作成されたと推測される�）。

パダは本来，ひとつの曲で内容的にも形式
的にも完結するが，『サプタパディ』では全
部で �
曲がひとつの作品としてまとめられ
ている。全 �
曲は最終曲の「祝詞」を別に
して 	部に分けられ，��曲からなる第 �部
を除いて，残る �部は 	曲から構成される。
「サプタパディ」の表題は，各部が基本的に
七つ（サプタ）のパダ曲からなることを反映
する��）。また，全ての曲の前と一部の曲の後
に，曲の内容を簡潔に紹介・解説する散文が
付されている。
パダ曲は聴衆を前に演舞付きで歌唱される
ことが一般的であると述べたが，パダ曲の連
作である『サプタパディ』も，王をはじめと
する宮廷人を前にして演舞付きで上演するた
めに作られたと推測される。これを裏付ける
確固とした記述を史料中に見出すことはでき
ないが，チッカ・デーヴァ・ラージャの宮廷
詩人のひとりティンマ（Timma Kavi）は自
作中，宮廷で女踊り子（nartaki）が歌と楽
器演奏に合せて「舞踊」を披露する場面を
描いている��）。ここで「舞踊」と訳したカン
ナダ語の「ラースヤ（lāsya）」は，踊り全般
を意味するが，特には，「さまざまな身振り
仕草で性愛的情緒を醸し出す踊り」を指す
（Kittel ����: �
��）。当時の宮廷では，性愛
的情緒を醸す演舞付きの歌謡（劇）を上演・
鑑賞することが一般的であったことが推測さ
れる。

�） アンナマーチャーリヤについては，Rao and Shulman（����）を，クシャートラッヤについて
は，Rao（����）と Ramanuja et al.（����）を，タミル語パダについては，Kuppuswamy and 
Hariharan（����）をそれぞれ参照のこと。

�） マイソール王を主人公とするパダにテルグ語歌詞のものが少数ではあるが見られることも
（Pranesh ���
: 
�, ��），この推測を間接的に裏付ける。カンナダ語歌詞のパダについて現在まで
のところ本格的な研究がなく，歌詞出版も低調であり，その歴史について不明な点が多い。多くは
男女間の感情を描くが，それ以外に題材をとったカンナダ語パダも散見される（Basavarāju ��	�: 
�
-��, 
�-

）。カンナダ語パダについて，本格的な研究が待たれる。

��） 『サプタパディ』のテキスト中，「パディ，パダ」は曲全体を指しても，また各曲の節を指しても
用いられている。従って「サプタパディ」は，「パッラヴィと 	節からなるパダ �曲」も意味すれ
ば，「	つのパダ曲」をも意味する。本稿では混乱を避けるために，特に断らないかぎり「パダ」
を曲全体の意味で用いる。なお，『サプタパディ』の現存写本には表題が記されていないという
（Satyanārāyaṇa ���	: 	�）。

��） ティンマ・カヴィ作『チッカ・デーヴァ・ラージャの族譜（Cikkadēvarāja Vaṃśāva
˙
li）』第

�

-�
�節（Maṃjappa Śeṭṭi ����: ��）。
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第 �節　内容紹介
『サプタパディ』の主題は，主人公である
チッカ・デーヴァ・ラージャ王と女たちとの
性愛である。男女の恋愛関係の一局面をそれ
ぞれ描く各曲の中で，男はその名前によって
王であることが特定されるが，それと対照的
に，女はつねに匿名のままである。また，一
般的に言って，男女間の恋愛関係を主題とす
るパダは，遊女の歌，あるいは遊女を愛する
男や遊女の女友達の歌という体裁をとるのに
対して，『サプタパディ』中，王と恋愛関係
にある女の身分や職業をうかがわせる記述は
基本的に見られない。このように，『サプタ
パディ』に登場する女たちを名前や社会的属
性によって特定することは不可能であり，全
部で何人の女が登場しているのかも分からな
い。『サプタパディ』は，特定女性（たち）

と王との愛の展開を，時間軸にそって物語的
に叙述するのではなく，不特定多数の匿名の
女たちと王との（おそらくは架空の）恋愛関
係の中から選び出された諸場面の寄せ集めと
言える。それらの諸場面が，どのような論理
に従って選び出され，ひとつの作品の中で順
に並べられているのかを次章以降で検討する
が，その前に各部毎に曲の内容を簡単に紹介
しておきたい。
第 �部。主人公（kathānāyaka / kṛtināyaka）
であるチッカ・デーヴァ・ラージャ王を紹介
し，讃える序に相当する。歌い手が特定され
ていない最初の �曲で王とその統治を讃え
たあと，マイソール軍の強さを讃える �曲
が続く。宮廷の吟唱者（kaivāri）が歌う第 �
曲では，各地の戦役とくにマラーターとの戦
いで活躍した部将がそれぞれの武者ぶりとと
もに王に紹介される。第 	曲は舞台が戦場に
移り，敵将の側近（hitavigar）を歌い手と
する曲で，マイソール軍と相対峙した敵将に
向かって，マイソール軍と戦っても敗北する
ことは明らかなので和睦するように促す内容
となっている。
第 �部。王を慕う女たち（virahiṇiyar）の

歌 	曲からなり，ここから「男女間の感情」
を描く本題に入る。王の見目麗しさを噂で聴
いてその姿を一目見ることを夢見る女（第 �
曲），王が自分に投げかけた好色な視線に個
人的愛情が込められているのかを悩む女（第
�曲），王に逢えない別離の苦しみを女友達
に訴える女（第 
，�曲），こうした苦しみ
を体験させるために自分を創造した神を詰る
女（第 �曲），王に逢えない苦しみはそれを
表現する言葉がみつからないほどと女友達に
嘆く女（第 �曲），王と再会したときの激し
い抱擁を思い描く女（第 	曲），これらの女
たちの歌 	曲からなる。
第 
部。王と女たちの間を行き来する女使

者たち（dūtikā）の歌 	曲からなる。王に口
説かれ戸惑う初心な女に応対の仕方を指南す
る第 �曲のあと，王に逢えずに煩悶する女た
ちのようすを王に告げ知らせる �曲が続く。
第 �部。王の歌 	曲からなり，愛する女た
ちのようすや，女への狂おしいほどの思いを
王が歌う。愛人の踊りに見惚れて歌う第 �曲，
初心な女との初めての逢瀬の楽しみを歌う第
�曲，性戯に没頭する女を描く第 
曲，他の
男と一緒にいたところに自分が突然現れたの
を見て戸惑う女を描く第 �曲，女との濃密な
抱擁で過ごした夜を思い出して歌う第 �曲，
女との性的逸楽に我を忘れて歌う第 �曲，引
き止めたのに立ち去ってしまった女への未練
を歌う第 	曲，というようにここでは十人十
色の女たちの言動が，王の視点から描かれる。
第 �部。古典詩論において，女に「自然に
現れる（sahajadiṃda puṭṭuva）」とされる
「��の婀娜な風情（pattu śṛṃgāra bhāva）」
（後述）を描く ��曲からなる。各パダの前に
は，パダで描かれる風情を説明するサンスク
リット語章句と，カンナダ語散文による解説
が付されている。各曲で描かれた風情は曲
順に，真似（līle），蠱惑（vilāsa），ぞんざい

（vicchitti），狼狽（vibhrama），ふくれっ面
（kilakiṃcita），隠せない想い（moṭṭāyita），
偽の拒絶（kuṭṭimita），わざとする無視
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（bibbōka），たおやかな歩み（lalita），心と
裏腹な嘘（vihṛta）である。これらの風情は，
女の歌である第 
曲で王のこととして描かれ
る「ぞんざい」を除いて，女たちのこととし
て，王の歌（第 �，�，	，�，�，��曲），あ
るいは女たちのようすを王に知らせる女友達
の歌（第 �，�，�曲）の中で描かれる。
第 �部。王に浮気された女たちが王に
向けて歌う 	曲からなる。歌い手の女た
ちは作者によって，ディーラー（dhīre; 
Skt. dhīrā），アディーラー（adhīre; Skt. 
adhīrā），ディーラーディーラー（dhīrādhīre; 
Skt. dhīrādhīrā）という 
つの範疇に分類
されているが，これは古典詩論が作品の女
主人公を分類する方法のひとつである。第 �
曲の前書きで，ディーラーとは浮気した男
への憤懣（prītikōpa）をあからさまになら
ないように婉曲的に礼儀正しく（vyaṃgya 
maryādeyiṃ）あらわす女，ディーラーディー
ラーとは憤懣をときにあからさまにときにあ
からさまにならないように示す女，アディー
ラーとは憤懣をあからさまにする女のことで
あると解説され，各曲の後書きで歌い手の女
がどの範疇にあたるかが，その理由とともに
記されている。全 	曲中，
曲がディーラー（第
�，�，�曲），�曲がアディーラー（第 	曲），

曲がディーラーディーラー（第 �，�，
曲）

の歌である。
第 	部。前半の �曲では，王をあまりに強
く思慕する自分を心配する女友達に向けて，
あらためて王への思いを吐露し心配が無用
であることを女が歌う。これに続く後半の �
曲は王の寵愛を受けている女の歌で，逢えな
かった期間の苦しみを王に向けて婉曲的に訴
える第 
曲，苦しむ自分にほかの女たちが
投げかけた心無い言葉を思い起こす第 �曲，
王に全てを委ねた自分にとっては寵愛を妬む
ほかの女たちの陰口も気にならないと王に告
げる第 �曲，王に全てを委ねきった心境を女
友達に向けて歌う第 �，	曲と続く。
第 	部のあとの「祝詞（maṃga

˙
laṃ）」と

題された最終曲は，王を讃え，祝福する女の
歌である。

第 �章　『ギータ・ゴーヴィンダ』と
古典詩論からの影響

第 �節　全体の構成
既に述べたように，『サプタパディ』には
物語の筋立てにあたるものが存在しない。噂
話で王の見目麗しさを聴いて胸ときめかす女
の歌（第 �部第 �曲）ではじまり，王に逢え
ない女の煩悶，浮気する王への女の憤懣のあ
と，最後に，王の寵愛を受け，全てを王に委
ねきった女の歌で終わるという全体の構成
は，あたかもひと組の男女の愛が紆余曲折を
経た後に幸福な結末を迎えたかのような完結
感を，聴衆に与える。本章では最初に，ひと
つひとつをとればさまざまな愛の一局面を断
片的に描くだけのパダ曲を巧妙に配列し，連
作曲集にひとつの作品としてのまとまりを与
えている全体の構成方法を検証するととも
に，その構成方法に見られるジャヤデーヴァ
作『ギータ・ゴーヴィンダ』（以下，本稿で
は『ギータ』と略記する）の影響を明らかに
する。
なお，カンナダ語作品である『サプタパ
ディ』が，『ギータ』を手本として作られた
ことは，先行研究によって指摘されている
（Satyanārāyaṇa ���	: 	�-	�）。両者とも男女
間の性愛を主題とする連作歌曲集という点で
共通するが，『サプタパディ』に対する『ギー
タ』の影響についてそれ以上の踏み込んだ分
析は行われていない。本章の検証は，『ギータ』
が『サプタパディ』の手本であったと言える
ならばそれはどのような意味でなのかを明ら
かにする試みである。

��世紀頃，ベンガル地方出身のジャヤデー
ヴァによって書かれた『ギータ』は，クリ
シュナ神とその恋人ラーダーを主人公とす
るサンスクリット語歌曲集で，旋律型と拍
子に従って歌われる ��の曲がその主要部分
を構成する��）。各曲の歌詞はドゥルヴァパ
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ダ（dhruvapada）と複数の節（pada）から
なり，歌詞冒頭のドゥルヴァパダがその後各
節に続いて繰り返されリフレインとしても機
能する。『ギータ』は南インドにおいて「ア
シュタパディ（Aṣṭapadi，�節歌）」の名前
で一般に知られているが，この通称は『ギー
タ』全 ��曲中，��曲が八つの節をもつこと
に由来すると考えられる（Miller ����: xi; 
Lienhard ����: ���-��	）。曲の歌詞の内容
は，互いに恋仲にあるクリシュナとラーダー
が，クリシュナの女遊びが原因で喧嘩したも
のの，女友達のとりなしと助言で最後には和
解し再び結ばれるという筋立てにそったもの
となっている。作者ジャヤデーヴァ自身が歌
い手になっているものを除いて，全ての曲は
ラーダー，クリシュナ，女友達のうちの誰か
が歌い手とされる。
『ギータ』はクリシュナ信仰の普及ととも
にインド各地に伝播し，それぞれの地域の
文学・芸能・宗教に影響を及ぼした。後世，
『ギータ』を手本とした歌曲集が数多く作ら
れたことはその影響力の大きさを物語る。南
インドにおいても，特に �	世紀以降，形式
的，内容的に『ギータ』の影響が顕著なサン
スクリット語連作歌曲集がいくつか作られ
た。これらの歌曲集ではしばしば，主人公が
クリシュナではなく，代わりに著者あるいは
著者のパトロンが帰依する別の神（シヴァ，
ラーマなど）が主人公に据えられたが，主
人公である男性神と女との愛をテーマとす
る点では『ギータ』と共通する�
）。マイソー
ルの宮廷文学の中にも，��世紀中頃のラー
マ・カヴィ（Rāma Kavi）作『サンギータ・
ラーガヴァム（Saṅgīta Rāghavam）』とナ
ンジャ・ラージャ（Naṃja Rāja）作『ギー
タ・ガンガーダラ（Gīta Gaṃgādhara）』と
いう，『ギータ』に倣ったサンスクリット語
連作歌曲集�作品が見られる（Kuppuswamy 

and Hariharan ����; Narasimhia ��
�）。�	
世紀後半以降，カーヴェーリ川下流域を支配
したタンジャーヴール・マラーター王の宮廷
でも数点のサンスクリット語連作歌曲集が作
られた。そのひとつであるドゥンディ・ラー
ジャ（Dhundhirāja）作『シャーハ・ヴィラー
サ・ギータム（Śāha Vilāsa Gītam）』は，神
ではなくシャーハジー王（在位 ����年-�	��
年）を主人公としている（Mahapatra ���	; 
��	-���）。ほぼ同じ時期に書かれたドラヴィ
ダ系諸語のパダ曲で主人公に神だけでなく王
も選ばれるようになったと先に述べたが，サ
ンスクリット語連作歌曲集でもそれと並行し
た現象が見られたと言える。
『サプタパディ』は，不特定多数の女と
男主人公チッカ・デーヴァ・ラージャ王と
の様々な愛の断片的な場面の寄せ集めであ
り，ラーダーとクリシュナとの愛の顛末を
時間軸に沿って描く『ギータ』がもつよう
な，明確な一貫したストーリー性を欠く。こ
うした違いがあるものの，作品全体をまと
める構成手法という点で，『サプタパディ』
に『ギータ』の影響を認めることができる。
その手法とは，古典詩論において論じられ
る「状況（avasthā）」に基づく女主人公の分
類を利用しつつ，同じ古典詩論が「苦しい
愛（viprālaṃbhaśṛṃgāra）」と「成就した愛
（saṃbhogaśṛṃgāra）」に大きく分類する「男
女間の感情」の多様な相をあますところなく
描くことである。
古典詩論において作品の女主人公は，年齢
など様々な基準に従って分類されるが，そ
のひとつに，男主人公との恋愛関係の中で
おかれた状況に基づく �分類がある。その
�分類とは，代表的詩論書のひとつダナン
ジャヤ（Dhanañjaya）作『ダシャ・ルーパ
（Daśarūpa）』の記載順に記すと，「男を言い
なりにする女（svādhīnapatikā）」，「男を迎え

��） 『ギータ』については，Miller（����）と Lienhard（����: ���-���）を参照のこと。
�
） 『ギータ』の模作については，Lienhard（����: ���），Mahapatra（���	），Karambelkar（����）

を参照のこと。
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る女（vāsakasajjā）」，「遠くから男を慕う女
（virahotkaṇṭhitā）」，「浮気された女（khaṇḍitā）」，
「男と諍い，ひとりでいる女（kalahāntaritā）」，
「裏切られた女（vipralabdhā）」，「男が留守
の女（proṣitapriyā）」，「男のもとに走る女
（abhisārikā）」である（Haas ����: ��-�	）��）。
『ギータ』の中でラーダーは，これら八つ
の「女主人公の状況（nāyikāvasthā）」のう
ち「男が留守の女」を除いた残りの七つを，
クリシュナとの関係で順次経験するように描
かれる（Miller ����: 
�-
	; Lienhard ����: 
���）。そのときどきのラーダーの「状況」は，
テキスト中にそのまま用いられている詩論の
専門用語，あるいはそこで描かれている「状
況」の特徴的兆候によって特定される。クリ
シュナとの逢瀬を待望するラーダーは作品の
大部分を通じて「遠くから男を慕う女」の状
況にある。クリシュナが訪れるものと期待し
て身支度を整え迎え入れる準備をしたものの
（「男を迎える女」），その期待は裏切られる
（「裏切られた女」）。さらにようやく現れたク
リシュナの体に他の女との浮気跡を発見し
（「浮気された女」），怒りにかられてクリシュ
ナと喧嘩別れしてしまう（「男と諍い，ひと
りでいる女」）。その後，女友達の忠告もあっ
て，クリシュナのもとへと自らおもむき（「男
のもとに走る女」），再び愛し合う。ラーダー
が，抱擁後の身支度を自分の言うままに手伝
うクリシュナを見て，男を支配下においたこ
とを実感したところで作品中の物語は終わる
（「男を言いなりにする女」）。このように冒頭
から「苦しい愛」を描いてきた作品は，最後
で「成就した愛」を描き，愛の諸相をあます
ところなく表現して完結を迎える。

『サプタパディ』のパダ曲の内容と配列順
には，こうした「状況」を利用して「男女
間の感情」が経る諸段階を表現するという
『ギータ』の作品構成法の影響が認められる。
具体的に言うならば，『ギータ』の中でラー
ダーが経過した「状況」にある女が登場する
パダ曲が，ラーダーが経過した「状況」の
順番にほぼ従って配列されているのである。
『ギータ』同様，『サプタパディ』でも「状
況」の詩論中の名称がテキスト中に用いられ
たり，あるいは「状況」の特徴的兆候が明白
にそれと分かる形で描かれているので，その
点を最初に確認しておきたい。
『サプタパディ』に登場する女たちは基本
的に，王との逢瀬を待望する「遠くから男
を慕う女」の状況にある��）。第 
部第 �曲で
は，王の来訪を期待して身支度を整え迎え
の準備をしたものの（「男を迎える女」），そ
の期待が「裏切られた女」が描かれる。第
�部の 	曲は，王の体に浮気の痕跡を見つ
けた女たちの歌であり，第 	部の前書きに
第 �部が「浮気された女（khaṃḍite）」の
歌であると明記されている。第 �部の 	曲
では，浮気に対する女たちの怒りや恨み苦
しみが表現されているが，なかでも第 �曲
は，浮気をめぐる諍いのあと，王がしばらく
姿を見せず，ひとりでいたときの煩悶を，女
が振り返って歌う内容となっている。この
曲の中で女が回想する，かつての自らの姿
は「男と諍い，ひとりでいる女」のそれであ
る��）。第 	部の前半 �曲は，それらの後書き
に，それぞれの曲の女に「恥らいの放棄とい
う状況が現れている（lajjātyāgaveṃbavasthe 
tōrpudu）」とある。ここにある「恥らいの

��） それぞれの「女主人公の状況」については，Miller（����）にあるサンスクリット語語彙集中の該
当項目も参照のこと。

��） 第 	部第 �曲の前書きで，同曲と次の曲が「遠くから男を慕う女（virahōtkaṃṭhite）」の歌とされ
ている。しかし，第 �部と第 	部後半 �曲を除いて作品の大半に登場する女たちを，「遠くから男
を慕う女」と理解することに問題はなかろう。

��） 第 �部の第 �曲と第 �曲の後書きでこれらの曲が男と諍い（kalahaṃ）をする女の歌と解説され
ている。なお，第 �部の 	曲は，女が王に向かって歌いかける形式であるため，歌い手である女た
ちを「男と諍い，ひとりでいる女」とすることは，厳密にはできない。
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放棄」とは，詩論中，「男のもとに走る女」
の特徴的兆候とされ，『ギータ』でもこの
「状況」にラーダーがあることは，「恥らい
を棄てた（lajjāvyagamad）」という語句で
表現されている（Miller ����: 
	, ���）。そ
して，第 	部後半の �曲は，第 	部第 �曲と
第 
曲の前書きに「男を言いなりにする女
（svādhīnavallabhe）」の歌であると明記され
ている。これらの �曲は，先に紹介したよう
に，王の寵愛を受ける女の歌であり，これま
での曲が基本的に「苦しい愛」を表現するの
に対して，「成就した愛」を表現する。作品
の最終部で「成就した愛」が表現されるのは，
『ギータ』も同様であった。
このように『サプタパディ』では，『ギー
タ』が用いた古典詩論の「女主人公の状況」
概念が取り入れられ，その「女主人公の状況」
を『ギータ』とほぼ同じ順番で聴衆が鑑賞す
るように，それぞれの「状況」を描くパダ曲
が配置されているのである。作品中に織り込
まれた「女主人公の状況」とその推移は，特
定の女主人公が存在しないがゆえに劇的な物
語性を欠く『サプタパディ』に，作品全体を
貫く擬似物語叙述的な推進力を与え，さらに
は作品に全体としての完結性をもたらしてい
ると言えよう。既に『ギータ』を鑑賞する機

会があった可能性が高い当時の聴衆に対して
は，こうした「状況」概念を取り入れて作品
全体にまとまり感を与える構成方法は，より
一層効果的に作用したであろうと考えられる。

第 �節　古典詩論との齟齬
『サプタパディ』では，『ギータ』に倣って
取り入れられた「女主人公の状況」のほかに
も，いくつかの古典詩論の範疇・概念が利用
されている。先に紹介したように，第 �部
の ��曲がそれぞれ描く「��の婀娜な風情」
は，女が自然に見せる魅力として詩論が数え
挙げるものの一部である（Haas ����: ��-��, 
��-��; Ballantyne and Mitra ��	�: ��-��, 
��-��; Ghosh ����: ���-��
）。それぞれの
パダに先行して，風情を説明するサンスク
リット語章句（svarūpa）が置かれているが，
それらは �
世紀のヴィディヤーナータ作『プ
ラターパルドリーヤ』からの引用である�	）。
また先に述べたように，第 �部の 	曲の歌
い手が分類されたディーラー，ディーラー
ディーラー，アディーラーの 
範疇は，詩
論において，男に憤懣やるかたないときの態
度に基づいて女主人公を類型化した範疇であ
る（Haas ����: ��-��; Ballantyne and Mitra 
��	�: 	�-	
）��）。

�	） 引用された章句が原典中に表れる箇所は，Sastri （����: ���-��
）を参照のこと。『サプタパディ』
の作者とされるティルマラーリヤは別の自作品中，『プラターパルドリーヤ』に言及している
（Narasiṃhācār and Rāmānujaiyaṃgār ���
: 	）。ただし，『プラターパルドリーヤ』では，ここで
言及されている ��の風情を含む ��の「風情（śṛṃgāraceṣṭāḥ）」が一括して紹介されている（Sastri 
����: ��	）。その他の代表的詩論書は，これらの風情を「アランカーラ（alaṅkāraḥ）」と呼び，

範疇に分けている。『サーヒティヤ・ダルパナ』第 
章第 ���節は ��のアランカーラを列挙し，

つの「身体的なもの（aṅgajāḥ）」，	つの「無作為なもの（ayatnajāḥ）」，それ以外の残る ��に 

分類する（Ballantyne and Mitra ��	�: ��）。『ダシャ・ルーパ』は ��のアランカーラを列挙し，

つの「肉体的なもの（śarīrajāḥ）」，	つの「無作為なもの（ayatnajāḥ）」，��の「自発的なもの
（svabhāvajāḥ）」に分類する（Haas ����: ��-��）。『ナーティヤ・シャーストラ』第��章第�-�節も，
『ダシャ・ルーパ』と同じく ��のアランカーラを 
範疇に分類するが，範疇名のうち「肉体的な
もの」は「身体的なもの（aṅgajāḥ）」，「自発的なもの」は「自然なもの（sahajāḥ）」と呼ばれてい
る（Ghosh ����: ���-���）。『サプタパディ』で，これら ��の風情が「自然に現れる（sahajadiṃdaṃ 
puṭṭuva）」と呼んでいることから，「自然に生じる ��の風情」という考え方そのものは『ナーティ
ヤ・シャーストラ』に倣ったと推測される。

��） 『ダシャ・ルーパ』では，ディーラーディーラーではなく「マディヤー（madhyā）」の用語が
使われているが，同書の代表的注釈者ダニカ（Dhanika）は『ダシャ・ルーパーヴァローカ

（Daśarūpāvaloka）』の中でマディヤーの代わりにディーラーディーラーの用語を使っている
（Haas ����: ��）。
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�	��年前後に作られたカンナダ語パダ曲
に，サンスクリット古典詩論の強い影響が認
められるという事実は興味深いが，それより
もここでは，『サプタパディ』中におけるこ
れら概念・範疇の用法と代表的詩論書におけ
るそれとの間に齟齬が見られることを強調
したい。例えば，第 �部の ��の婀娜な風情
は詩論のなかでは女に見られるものとされる
（Haas ����: ��; Ballantyne and Mitra ��	�: 
��-��; Ghosh ����: ���）。『サプタパディ』
でも ��のうち �つまでは女の風情として描
かれているが，第 
曲の「ぞんざい」は男
である王の風情として女によって歌われる。
これは明らかに古典詩論書の規定に合致しな
い。
ディーラー以下の女主人公の 
範疇の

扱いにも，『サプタパディ』の独自性が認
められる。第 �部の 	曲中，ディーラー
ディーラーの歌である前半 
曲の後書き
では，歌詞の内容をもとに歌い手である女
の「ディーラー度（dhairyāṃśaṃ）」と「ア
ディーラー度（adhairyāṃśaṃ）」が論じら
れている。第 �曲の女はディーラー度が少
なくて（svalpam）アディーラー度が多い
（adhikam）ディーラーディーラー，反対に
第 �曲の女はディーラー度が多くてアディー
ラー度が少ないディーラーディーラー，そし
て第 
曲の女はディーラー度とアディーラー
度が等しい（samānam）ディーラーディー
ラーとされる。筆者が確認できた範囲内では，
ディーラーディーラーがもつ（ア）ディー
ラー的な要素を計る「（ア）ディーラー度」
という概念は詩論書に見られない。詩論書で
必ず扱われるわけではないディーラー以下の

範疇が大きく扱われ��），さらにディーラー
ディーラーについてはその「（ア）ディーラー
度」が計られるというように，男への女の怒
りの示し方に向けられた『サプタパディ』の
関心は詩論のそれを大きく凌駕している。

「女主人公の状況」についても，その状況
にある女の描き方に，『サプタパディ』の独
自性，言い換えれば古典詩論からの逸脱が認
められる。一般的に理解される「状況」と，『サ
プタパディ』のパダ曲で描かれるそれとの齟
齬は，第 	部の曲中の「男のもとに走る女」
と「男を言いなりにする女」で特に目立つ。
以下，『ギータ』と比較しながら，『サプタパ
ディ』におけるこれら �つの「状況」の描
き方を検討する。
『ギータ』において，「男を言いなりにする
女」の状況は，最後にクリシュナと再び結ば
れたラーダーが抱擁後の身支度をクリシュナ
にさせる歌で描かれる。ここでのラーダーが
そうであるように，古典詩論において「男を
言いなりにする女」は，相手の男を自らの意
のままに操る（ことができると感じている）

女であった。しかしながら，『サプタパディ』
が描く女のあり方は，このイメージと合致し
ない。以下は，第 	部第 	曲の前書きである。

この 	曲目の 
節歌では，自分がチッカ・
デーヴァ・ラーヤの理由無き情けによっ
て（nevamillada nēhadiṃ），可愛がられ
る恵まれた境遇にあることを許せない他
の女たちの脅し言葉を聞いて，心配して
やってきた女友達に向かい，「自恃の心で
（svātaṃtryadiṃ）思い上がったものには
恐れ（bhayaṃ）があるけれども，［チッカ・
デーヴァ・ラーヤの］言うとおりに居る私
に恐れるものはない（nirbhayaṃ）」と自
身の幸福（soubhāgya）を［女が］誇る。

ここで解説されているように，第 	曲で描か
れているのは愛する王に全てを委ねてまかせ
切ることで安心の境地（「幸福」）に至った女
である。本来の「男を言いなりにする女」は，
男が意のままになることを見て男の愛を確信
し安心するのだが，『サプタパディ』の女は

��） 例えば，第 �部でサンスクリット語章句が引用された『プラターパルドリーヤ』では，ディーラー
以下の 
範疇による女主人公の類型が論じられていない。
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反対に自身を男の意のままに任せ，全てを男
に委ねることに安心を見出すのである。
次に「男のもとに走る女」の描き方を見て
みよう。『ギータ』では，クリシュナのもと
へと「恥らいを棄てて」自ら駆けつけるラー
ダーが描かれるが，その彼女の姿は古典詩論
が「恥らいを棄てた女」と説明する「男のも
とに走る女」によく合致する。『ギータ』で
は，ラーダーがこの「状況」に至ったことが
直接的なきっかけとなって最終場面の再会が
実現し，ラーダーは次の「男を言いなりにす
る女」の状況へと移行した。既に述べたよう
に『サプタパディ』でもこの �つの「状況」
が現れる順番は踏襲されている。しかし，『サ
プタパディ』においては，「男を言いなりに
する女」の場合がそうであったように，「男
のもとに走る女」の描き方もまた詩論の規定
と異なる。第 	部第 �曲の前書きには，次に
ように書かれている。

（前略）�曲目の 
節歌では，男を遠くか
ら烈しく慕うある女（virahiṇiyorva

˙
l）が，

男を想うあまり沐浴，食事，キンマ，香料
塗布や身嗜みなどのことに無関心になって
しまっているのを見て，脅かしたり宥めた
りして忠告する女友達に向かって，顔を顰
めて［女が］語る。

そして，同じ曲の後書きは以下の通りである。

この 
節歌では，「頬が痩せこけたからと
いってそれが何？黙りこくっているからと
いってそれが何？」と［女が］恥じ入らず
（nāṃcade）語るところに，恥らいの放棄
という状況（lajjātyāgaveṃbavasthe）が
現れている。

なかなか訪れて来ない王を思慕するあまり，
食事や身嗜みまでもが疎かになったうえに，
それを見かねた女友達の忠告を拒絶する女の
イメージは，一般的な「男のもとに走る女」

のそれからは程遠い。曲の後書きが「恥らい
の放棄という状況」に言及していなかったな
らば，「男のもとに走る女」を意図してこの
女が描かれていると認識することは困難で
あったろう。「男のもとに走る女」は文字通
り，『ギータ』中のラーダーのように恥ずか
しいのを我慢して男のもとへと自ら向かう女
を意味する。しかし『サプタパディ』の女は，
身支度の嗜みを忘れるという意味での恥らい
を捨て去ったものの，男のもとに向かうよう
な積極的で能動的な行動に出る気配はなく，
男への思慕の念とともにますます自閉してい
くようである。
何故，大団円に向けて「恥らいを棄てた女」
を描く場所に，男への思慕のあまり身嗜みに
もかまわなくなってしまった女が登場する必
要があったのであろうか。男との別離に苦し
みながらもそれを終らせるべく自ら男のもと
に向かおうとはしない女のあとに，男の愛を
受ける女が続くことはどのように理解したら
よいのであろうか。章を改めて，これらの問
題を考察する。

第 �章　シュリー・ヴァイシュナヴァ派
教学による脚色

第 �節　 「プラパッティ」説に基づく第 �部
の再検討

『サプタパディ』では，古典詩論の概念や
範疇が取り入れられているが，それらの概念
や範疇が明らかに本来とは異なった意味で，
あるいは異なった文脈で用いられている場合
が見られる。こうした詩論からの『サプタパ
ディ』の逸脱は何に由来し，何を意味するの
であろうか。この疑問を解く鍵は，チッカ・
デーヴァ・ラージャが帰依したヒンドゥー諸
教派のひとつシュリー・ヴァイシュナヴァ派
の教義にあると考えられる。本章の目的は，
同派の教義とくに救済論の視点から『サプタ
パディ』を読み解くことである。
ここでは最初に，『サプタパディ』読解の
鍵となるシュリー・ヴァイシュナヴァ派の
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救済論，とくにプラパッティ（prapatti）の
教説を，同派教学の大成者のひとりとされ
るピッライ・ローカーチャーリヤ（Pi

˙
l
˙
lai 

Lokācārya）の主著『シュリー・ヴァチャナ・
ブーシャナ（Śrī Vacana Bhūṣaṇa）』に主に
依拠して概観する。なお，同派教学の基礎は，
��世紀頃のラーマーヌジャによって築かれ，
その後の教学の体系化と展開の過程のなか
で，��世紀頃までに北派（Vaṭakalai）と南
派（Ten– kalai）と呼ばれるふたつの学派が形
成された。プラパッティの教説についても，
両派の間に見解の不一致が見られる。ここで
取り上げるローカーチャーリヤは，南派教学
を集大成したとされる学匠である��）。
ピッライ・ローカーチャーリヤによれば，
人間の救済（解脱）は世界を主宰するナー
ラーヤナ（ヴィシュヌ）神の恩寵によっての
みもたらされる。神が人間に向ける恩寵に理
由はなく（nirhetuka），したがって救済に向
けた人間の自助努力が意味をもつことはな
い。そもそも人間の自助努力や，その前提と
なる人間の自立性（svātantrya）や主体的行
為が，ありうると考えること自体が，神に依
存した存在という人間の本質と矛盾する誤謬
であり，傲慢（ahaṃkāra）である。救済し
ようとする神の恩寵は常に存在するが，自立
性や自我といった誤った観念を人間が抱いた
とき，神の恩寵の働きがさまたげられ，人間
は神から遠ざかり苦しむのである。したがっ
て，救済に向けて必要な第一歩は，これらの
誤った態度と観念を放棄し，神に完全に自己
を委ねる「プラパッティ（prapatti）」を行
うことである。人間が救済について自ら慮り
努力することをやめたとき，神の恩寵はその
本来の働きをする。プラパッティの本質は，
救済に向けての自助努力を放棄し，全てを神
に委ねる「受動性」にある。救済のための他

の手段（upāya）において不作為が過ちとさ
れるのと対照的に，プラパッティでは作為こ
そが過ちとされるのである。
以上のピッライ・ローカーチャーリヤの救
済論をふまえた上で，「女主人公の状況」の
描き方について，古典詩論との齟齬が顕著
な『サプタパディ』の第 	部を読み直してみ
よう。「男を言うなりにする女」の歌とされ
る第 	曲では，古典詩論が説くところとは反
対に，女の「自恃の心（svātaṃtrya）」を放
棄して全てを王に委ねる心持が表現されてい
た。これが，「自立性（svātantrya）」を放棄
し全てを神に委ねる「プラパッティ」を男女
間の性愛にうつしかえたものであることは明
らかであろう。先に紹介した第 	部第 	曲の
前書きにおいて，女に対する王の情けを修飾
する「理由無き」という形容詞をはじめ，「自
恃の心」と本稿で訳した「スヴァータントリ
ヤ（svātaṃtrya）」などのシュリー・ヴァイ
シュナヴァ派教学の重要用語が借用されてい
ることも注目される。王と女との性愛が，神
と信者との関係に見立てられるなかで，王の
情けは神の恩寵に擬えられ，王と結ばれた女
の心持は，王への全面的依存として描かれて
いるのである。
シュリー・ヴァイシュナヴァ派が説く神＝
信者関係に，王と女との関係を重ね合わせる
ため，古典詩論の「女主人公の状況」概念が
本来とは異なる意味で用いられるということ
は，「男のもとに走る女」についてもあては
まる。「男のもとに走る女」の歌とされる第
	部第 �曲を見てみよう。既に指摘したよう
に，ここは男と女との相愛という大団円を導
く女の行為（羞恥心を振り払い男のもとへと
走る）が描かれるべきところなのであるが，
登場するのは，服は汚れたままで（māsi），
飾り（toḍige）もつけない女である。このよ

��） 『シュリー・ヴァチャナ・ブーシャナ』のテキストと英訳は，Lester（��	�）を参照した。また，同
書中のプラパッティの教説については，Dasgupta（����: 
	�-
	�），Mumme（����: ���-��
）も
参考にした。シュリー・ヴァイシュナヴァ派の教学全般については，Dasgupta（����），Carman
（��	�）を参照のこと。
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うな女の歌が，それに続く「成就した愛」に
悦ぶ女の歌とどのようにつながるのかは，一
見すると不可解であるが，シュリー・ヴァイ
シュナヴァ派教学のおける神＝信者関係と相
似関係にあるものとして王と女たちとの関係
を見たとき，そのつながりは明らかとなる。
先に述べたように，同派の救済論において，
救済の唯一因である神の恩寵の働きを妨げる
のは，救済を目指す人間の自助努力であった。
自助努力とその前提にある自我への執着をと
もに放棄することが，神の恩寵を人間へと導
くのであった。この曲の女が自分自身に無関
心になり，それまで王の寵愛を得るために励
んでいたであろう身嗜みをやめた状態は，神
の恩寵の妨げとなる自助努力を放棄したこと
に対応している。神＝信者関係と相似する王
と女との恋愛関係においては，女は，王の寵
愛を受けるにはその前に，身体的装飾に代表
される作為を全て放棄しなければいけないの
である��）。
この曲では，飾りといった身嗜みに焦点が
あてられている。これとの関連で興味深いの
が，ピッライ・ローカーチャーリヤの救済論
の中で，身体的装飾が救済のさまたげの象徴
として用いられていることである。先に述べ
たように，人間を救済する神の恩寵には「理
由」がないので，救済を何らかの「理由」で
説明したり，期待したりすることは誤った考
えである。しかし，人は「理由」があると信じ，
その「理由」を自らの努力でつくり神の恩寵
を獲得しようとする誤りを犯す。飾りとはこ
の「理由」のようなものであり，それ自体，
神の歓心を呼ばないどころか，「飾る」とい
う自らの努力で神の注意を惹こうという自意
識は神の恩寵のさまたげである。それは，抱
擁しようとする男女にとって，飾りが邪魔物

にしかすぎないのと同様である。人為的な装
飾と反対に，人間の汚れは文字通りその身体
的なものを含めて，神が看過するどころか積
極的に悦び愛でるものとされる。『ラーマー
ヤナ』中の故事―ラーヴァナの幽囚から解
放されたシーターが，ラーマとの再会を前に
幽囚生活の汚れをおとすために沐浴したこと
にラーマが怒ったとされる―が物語るよう
に，汚れたままの飾りのない直截的な献身が，
神の望むところとされる（Hopkins ����: 
�		）。
こうした，シュリー・ヴァイシュナヴァ派
の救済論において身体的装飾と汚れがもつ象
徴的意味をふまえて，『サプタパディ』にお
いては，「成就した愛」に悦ぶ女たちが歌う
第 	部後半 �曲のすぐ前の曲で，女たちの「汚
れた」姿が特に強調されて描かれることに
なったと考えられる。

第 �節　信者としての女たち，神としての王
シュリー・ヴァイシュナヴァ派教学を踏ま
えた上で『サプタパディ』を再検討すると，
第 	部にとどまらず作品全体を通じて，女た
ちと王との関係がプラパッティに至る神＝信
者関係を下敷きにして描かれていることが分
かる。登場する女たちは，王の情けに理由が
無く，そうであるために王の気を引くための
自身の努力は無意味であることを悟って，全
てを王に委ねる心境に至るまでの過程にある
と理解できる。
第 �部第 �曲は，前書きによれば，王と
初めて出会った女が王の視線に（kaṭākṣa 
vīkṣaṇadi）婀娜な戯れ心（śṛṃgāra līlega

˙
laṃ）

を見てとったものの，それが自分への愛情
（olme）によるものなのか，あるいは特に意
識したものではない自然（sāja; Skt. sahaja）

��） 王の愛を実感する女が歌う第 	部第 
曲では，彼女が王に逢えなかった間に，女友達から言われた
様々な言葉が再現されているが，それらのなかに「まったくあなたみたいに身嗜みをおろそかにす
る人を見たこともない」，あるいは「どうして飾りをつけようとしないの」といった女の身嗜みの
乱れを非難する言葉が多く見られる。ここでも，身体的装飾に無関心になった女が，王の愛を実感
するに至ったとされている。
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なものなのか分からない悩みを歌にしたもの
である。ここで注目されるのが，「視線」と「自
然」のふたつの単語である。シュリー・ヴァ
イシュナヴァ派の教義では，神がある時点で
ある人間に向けた特定の恩寵を，神の恩寵一
般から区別するとき，前者は「視線」を意味
する「カタークシャ」と呼ばれる��）。既に述
べたように神の恩寵には理由が無く，神に内
在的に備わった「自然のもの」（サハジャ）

であった。人間を救済する神の恩寵は自然で
自発的なものであるにも関わらず，恩寵には
何らかの理由があるという誤解を抱いたと
き，人間は神から遠ざかり迷い苦しむので
あった。ここでの女の悩みもまた，王の好色
な「視線」が「自然」なものであり，特別な
理由（「愛情」）によるものではないことを理
解しないことに由来するのである。以下，王
の情けには理由があると考え惑い，むなしい
努力と期待により自らを裏切る女たちが登場
することになる。
第 �部第 	曲では，一度の逢瀬以来，なか
なか王が訪れないので苦しむ女が，次に逢っ
たときに執拗な抱擁で王を苦しめる自分を想
像して心慰める一方で，自分が「こんな調子
だから，（王は）手に負えないと思って見捨
ててしまったのかも」と考えをめぐらす。王
が訪れないのは王の気持ちが冷めたからで，
さらにその原因は自分にあるとする女のこと
ばに，王の情けには理由があり，王に愛され
るかどうかには自分の側に要因があるという
考えが透けて見える。
こうした女の考え違いは，第 
部で繰り

返し取り上げられる。第 �曲は，「女主人公

の状況」のひとつ「男を迎える女」を描いた
ものだが，王の訪れを予期して身支度や出迎
えの準備をする女は，華奢な装いと丁重な出
迎えで王の寵愛を勝ち取ろうという自らを恃
む女でもある。それ故に，女の期待は裏切ら
れ，その苦しみは続くのである。続く第 �曲
でも，男の訪れを期待して朝の身支度に勤し
む女が登場するが，これらの女の姿は第 	部
前半の身嗜みにかまわなくなった女と好対照
をなしている�
）。第 	曲は，不在の王に向かっ
て，知らずにしてしまったかもしれない過ち
の赦しを請い，世話が至らなかったのならば
それを忘れるように願う女が描かれる。この
女もやはり王が近くにいない現状の責任を自
らに帰している。
『サプタパディ』の中で，女たちが，神へ
のプラパッティに至るまでの信者に擬えられ
たように，王はシュリー・ヴァイシュナヴァ
派が観念する神の属性や性格を備えた存在と
して表象されている。第 �部の 	曲は，狂お
しいほどに高まる女たちへの性愛を，王が
歌ったものである。これら 	曲を歌う王の姿
が，シュリー・ヴァイシュナヴァ派宗教文学
でしばしば描かれる官能的女性美に我を忘れ
る神の姿と重なることを最初に指摘しておき
たい（Nayar ���	b: ���）。
第 �部の 	曲の中でも，王が女たちに向け
る情けのあり方を知る上で，特に興味深いの
が第 �曲である。ここで王は，女の浮気現
場に出くわしてしまうのだが，王は女を責め
るどころか反対に激しく抱擁する。女が他の
男性との現場を見つけられて慌てて取り繕う
さまや，その後の抱擁に普段以上に激しくこ

��） より正確には，同派の中でも南派の教学においてそのように呼ばれている。北派の教学では，「カター
クシャ」ではなく「プラサーダ（prasāda）」の用語が用いられている（Mumme ���	: ���-���）。

�
） なお，第 �曲の女は「バクティの念をこめて（bhaktibharadiṃ）」王に帰命したとされる。シュリー・
ヴァイシュナヴァ派教学において，「バクティ」は，作為・行を伴った救済手段を具体的に意味す
る。『サプタパディ』が借用する同派教学は，南北両派のうち，基本的に南派のそれと考えられるが，
その南派教学において，バクティはプラパッティよりも劣った救済手段とされる。誤った女の考え・
姿勢を示すために，南派教学がプラパッティよりも劣った救済手段とするバクティの用語で，女の
王への思慕が表現されていると考えられる。南派教学における「バクティ」の位置づけについては，
Forsthoefel and Mumme（����: ��-�
）を参照のこと。
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たえる様子を振り返って歌う王には，新たに
発見した性愛のひとつの形への悦びのみがあ
り，女の浮気への非難は見られない。先に述
べたように，シュリー・ヴァイシュナヴァ派
教学において，神は人間の過ちや欠点を許す
どころか積極的に愛でるとされる。女の過ち
を黙過するどころか，それ故の性愛の高揚を
楽しむ王の姿は，こうした神のあり方に対応
するように描かれたと言えよう。
また，第 	曲は，引き止めるのを聞かずに

女が立ち去った後で，王が女への執着と未練
を歌う内容となっている。シュリー・ヴァイ
シュナヴァ派教学によれば，信者との別離
は神にとって耐え難いこととされる（Nayar 
���	a: ���）。王との別離を女たちが嘆き悲し
むように，王もまた女との別れを嘆き悲しむ
ことが描かれているのだが，それはこうした
神の姿が投影されたものと解釈できる��）。
第 �部が描く ��の婀娜な風情のうち，第


曲が取り上げる「ぞんざい」のみ，古典詩
論の規定とは異なり，女ではなく男である王
のものとして風情が描かれていることを指摘
したが，この規定違反もシュリー・ヴァイ
シュナヴァ派の神観念との関連で理解すべき
であろう。この曲では，王の身体の各部位
（目，歯，肌，爪，足）がそのままで飾り以
上に美しいことを女が讃えている。このよう
な飾りを必要としない肉体美は，シュリー・
ヴァイシュナヴァ派の神を讃える詩文学が
しばしば用いるモチーフである（Hopkins 
����: ���, ���）。「ぞんざい」とは本来，衣
装や飾りを意図的に微妙に崩したり簡素に
したりすることで生まれる優雅な美を指す
が，『サプタパディ』のこの曲では，衣装や
飾りのあり方が問題にならない王の身体その

ものの美が強調されている。飾られていない
ありのままの身体に美的価値をおかない古典
詩論とは異なる価値基準が働いていると言え
る��）。身体的美の持ち主という神の表象に王
を重ね合わせるために，古典詩論の規定が無
視されたと考えられる。
そもそも『サプタパディ』が，『ギータ』
中のラーダーにあたるような特定の女主人公
（たち）を据えずに，王と不特定多数の女た
ちとの愛の諸相を描いた理由のひとつは，や
はりシュリー・ヴァイシュナヴァ派の神観
念にあると考えられる。同派の教義におい
て，万人への平等性（sarva jana sādhāraṇa）
は神の属性のひとつとされる��）。特定の
女にではなく万人に向けた愛（sādhāraṇa 
praṇaya）を主題とすることが，万人に平等
に接する神の姿を王に重ね合せる上で必要で
あったと考えられる。
以上，『サプタパディ』の作品ほぼ全体を
通じて，王と女たちとの関係が，シュリー・
ヴァイシュナヴァ派教学が説く神＝信者関係
を下敷きにして描かれていること，それに対
応して王の姿には同派の神観念・表象が投影
されていることを確認してきた。王を神に見
立てるという考え方は，最後の「祝詞」と題
された 
節歌とその前書きに，作品全体を
通じて最も直截に表明されている。前書きを
見てみよう。

このように 	パダ曲からなる �部と ��パ
ダ曲［からなる �部］において性愛的情
緒を全て（sāṃgamāgi）描いた。この作
品を結ぶ残るひとつの 
節歌では，自ら
に理由の無い情けをかける（nevamillade 
dayegeyva）チッカ・デーヴァ・ラージャ

��） 第 �部の 	曲は，歌い手である王が女たちとのことを振り返り追憶しながら歌うという体裁が取ら
れている。やはり男が過ぎ去った性愛を回想して歌う，有名なビルハナ作のサンスクリット詩『チャ
ウラーパンチャーシカー』の影響が推測されるが，あくまでも推測の域を出ない。『チャウラーパ
ンチャーシカー』については，Lienhard（����: ��-�	）と上村（����）を参照のこと。

��） 古典詩論では，完全な身体的美にとって飾りが不可欠とされる（Ali ����: ���-�	�）。
��） チッカ・デーヴァ・ラージャ自身，自著『チッカデーヴァラージャ・ビンナパ』の中でこの神の属

性に言及している（Iyengar ����: ��）。
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をナーラーヤナ神と見做し（gettu），幾世
にも渡って彼に奉仕することを願う女のこ
とばをもって祝詞にかえる。

王と女たちの愛の諸相が「全て」描かれたあ
とで，最後に登場する女の口から発せられた
のは，王をナーラーヤナ（ヴィシュヌ）神に
見立てる言葉であった。その見立ての根拠は，
女に対する王の情けと神が人間にそそぐ恩寵
が，無理由性をはじめとする共通の性格をも
つことにあるが，その共通性を例証するため
に，第 �部から第 	部があったかのようであ
る。
恋愛詩や「男女間の感情」に関連した詩論
の概念や修辞が，人格神への絶対的帰依（い
わゆる「バクティ」）を礎とするヒンドゥー
諸教派の教学・宗教文学にふんだんに取り入
れられていることは良く知られている�	）。「男
女間の感情」を主題とする『サプタパディ』
は，その反対であり，教派の教学を借用した
恋愛詩で，恋愛が神と信者についての諸観念
で脚色されていると言える。

結び―「情け深い王」の表象

『サプタパディ』は，王と女たちとの性愛
に題材をとった宮廷恋愛詩であり，愛の諸相
が，表面的には，『ギータ・ゴーヴィンダ』
をなぞるかたちで順次展開する。その一方で，
描かれる愛の諸相の内容は，シュリー・ヴァ
イシュナヴァ派教学が説く神＝信者関係が辿
る諸階梯を模して脚色されており，『ギータ・
ゴーヴィンダ』を含むそのほかの恋愛詩とは
趣きが異なるところが大きい。例えば，作品
のやま
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となる「成就した愛」の場面の曲は，
王と女との官能的な充足と陶酔を歌うもので
はなく，女たちが自己への配慮を止め，全て
を王に委ねる決意を吐露する内容になってい
る。ここでは，南インドにおける宮廷恋愛詩

文学と王朝権力との関係を踏まえつつ，恋愛
詩としてやや特異な内容をもつ『サプタパ
ディ』を手がかりに，同作品が成立したチッ
カ・デーヴァ・ラージャ王の時代において，
マイソールの王権がどのような文化的価値の
体現者として自己を表象していたのかについ
て，若干の考察を加えて結びとしたい。

��世紀頃から ��世紀までの近世期の南イ
ンドにおいて，悦楽，とくに性愛の悦楽はこ
れみよがしの浪費と並んで，王が王としての
威光を身にまとううえで大切な要素であっ
たことが指摘されている（Rao et al. ����; 
Shulman and Rao ����）。宮廷を中心とし
た支配エリート層の間では，感覚的な悦楽，
なかでも性愛の悦びが謳歌されていた。快楽
と身体的感覚を肯定する価値観は，身体的感
覚こそ神を知る最善の手段であるという宗教
上の考え方と表裏一体であって，その背景に
は神も官能的な悦楽を追い求めるという神観
念が存在していた。こうした価値体系を象徴
するのが，この時代に数多く書かれた，遊女
の声を語り手・歌い手とする宗教詩であり，
遊女こそ，快楽を求める神の欲望を文字通り
その身体を用いて満たし，そのことを通じて
神を深く知る機会に恵まれた模範的信者とさ
れたのである（Rao et al. ����: ��
-���）。
神々が官能の悦びを楽しむ状況の中で，王
もまた悦楽を追い求め，やがて，悦楽に彩ら
れた両者の姿は融合していくことになる。王
の神格化は，近世期南インドの政治文化を特
徴付ける現象であり，官能的享楽は，神性を
主張する王が神々と共有する属性であった
（Shulman and Rao ����: ��
-���）。こうし
た政治文化を背景として，この時代，宮廷で
は数多くの性愛文学が書かれ，その一部はパ
トロンである王その人の性愛を題材とした。
王が女性から熱烈に求愛され，性的快楽を享
受するさまを描く詩文学は，第一義的には，
王の性的魅力，すなわち女性のなかに性的欲

�	） 「バクティ」詩文学の上に及んだ恋愛詩の影響については，Ramanujan and Cutler（���
）も参照
のこと。
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望を呼び覚まし，それを自ら満たす能力を讃
えるものであった。そして，王の性愛を描い
たテキストである恋愛詩は，その読者（聴衆）

に対しても，「性愛的感興」というかたちで
悦びをもたらす。宮廷性愛文学は，このよう
な二重の意味で，王が悦楽の世界に君臨する
ことを示す仕掛けであったと言える。
『サプタパディ』も，パダ形式が選択され
たことから明らかなように，南インドの宮廷
性愛文学の流れを踏まえて作られている。し
かし，作品のやま
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である「成就した愛」の場
面の曲で歌われるのは，恋愛詩に馴染んだ聴
衆が期待する官能的充足ではなく，女が自己
への配慮を止め，全てを王に委ねるという決
意であった。女たちが王に対して抱く愛の諸
相は，神へのプラパッティに擬えられる献身
的な愛を頂点とする諸階梯に序列化されてい
るのである。途中，官能的な性愛の悦びが入
り込むことはあっても，それは，王に永遠に
奉仕することをのぞむ献身的な愛に至る途中
段階であり，真の愛の悦びは，自己をかえり
みることのない奉仕のうちに見出されること
になる。
このように『サプタパディ』では，官能の
悦びが，自己放棄的な献身の悦びによって包
摂され，前者ではなく後者が，王を愛するこ
とで得られる究極の悦びとされる。それまで
の宮廷恋愛詩で常套的に描かれるのとは異質
の，このような愛とその悦びを女たちに生じ
させたのが，王の「理由の無い情け」であっ
た。王の情けが特別な理由によって自分ひと
りに向けられたものではないことを知ること
で，女は自己放棄と献身の悦びに目覚めるの
である。シュリー・ヴァイシュナヴァ派教学
において，信者が自己を放棄し，ひたすらに
神に献身するプラパッティが，神と一体化す
る最善の手段であり最高の法悦を与えるとい
うとき，その根拠とされるのは，神の恩寵の
無理由性であった。『サプタパディ』では，

こうしたシュリー・ヴァイシュナヴァ派教学
の論理と語彙を借用し，プラパッティ的な献
身愛の悦びへと女たちを導く王の「理由の無
い情け」が描き出されているのである。
『サプタパディ』では，王に性的魅力が備
わることや，官能的な悦びが否定されていな
いが，それらは，情け深さと，自己を放棄し
た奉仕の悦びというより上位の価値のなかに
包摂される。近世南インドの宮廷文学の中で，
多くの場合，王はその性的魅力を讃えられ，
そしてその延長で，やはり性的魅力の持ち主
として宗教詩の中に登場する神の姿に，王が
重ね合わせられることもあった。それに対し
て『サプタパディ』は，王の情け深さを讃え，
シュリー・ヴァイシュナヴァ派教学が理由無
く情け（恩寵）を与える存在と説くナーラー
ヤナ神の姿に，王を重ね合わせるものであっ
たと言えよう。
チッカ・デーヴァ・ラージャ王の情け深
さは，彼の時代の宮廷文学にしばしば登場
する主題であり，様々なジャンル，テーマ
の作品に見られる。ここでは，それらの作
品のなかから一例として，『サッチュード
ラーチャーラ・ニルナヤム（Sacchūdrācāra 
Nirṇayam）』というサンスクリット語作品
を紹介しておく。テキスト中でその著者が王
に仮託されている同書は，ヴァルナ体制のも
と，人びとがヴァルナと住期に応じて日常生
活や儀礼の場で遵守すべき規範を定めた「ダ
ルマ・シャーストラ」文献の一種である。同
書の内容的な特徴は，その表題が示すように
四ヴァルナの最下位とされる「シュードラ」
に対象を限り，彼らが遵守すべき規範が定め
られている点である。本稿との関連で注目さ
れるのは，冒頭の序で本書成立の経緯につい
て，王が「良いシュードラに対する慈悲の念
から（sacchūdrānujighṛkṣayā）」，執筆を思
い立ったという記述が見られる点である��）。
この文献が当の「シュードラ」にとって直接

��） “Sacchūdrācāra nirṇayam,” Oriental Research Institute, University of Mysore, Ms. No. P.����/�, 
folios.�-�.
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的な意義をもっていたかは疑問であるが，社
会の下層に位置する人びとにまで「慈悲の
念」を抱く王の情け深さを発信するという意
味で，王権にとっては重要な作品であったと
考えられる。片やカンナダ語恋愛詩，片やサ
ンスクリット語ダルマ・シャーストラ文献
と全く性格が異なるふたつの文献であるが，
チッカ・デーヴァ・ラージャ王の情け深さが
描き出されているという一点では共通してい
るのである。
本稿の冒頭で述べたように，近世南インド
において，官能的な悦楽が王の権威を創出す
る重要な要素であったことは，ラーオたちに
よって指摘された。彼らは，�	世紀タミル
地方におけるナーヤカ政権の宮廷文学作品を
主な論拠として，そのことを明らかにしよう
とするとともに，同じタミル地方で �	世紀
末から英領期まで存在したタンジャーヴール
のマラーター王国においても，やはり官能的
な悦楽が王の権威と密接に結びついていたと
いう見通しを立てている（Rao et al. ����: 

�	-
��）。それに対して，本稿で明らかになっ
たのは，�	世紀末のチッカ・デーヴァ・ラー
ジャ王時代にマイソール王国で成立した宮廷
文学は，官能的な悦楽を超えた奉仕する悦び
と王の慈悲を，より優先的に発信していたと
いうことである。言うまでもなく，マイソー
ル王国の事例ひとつをもってただちに，�	
世紀末における全南インド的な政治文化の転
換を論じることは不適当である。しかしなが
ら，マイソール王権が生み出そうとした「情
け深い王」という表象は，英領期直近の時期
において，南インドの政治文化が一様ではな
く，変化の兆候を孕む多様なものであったこ
とを示しているとは言えよう。
最後になるが，マイソール王国において，
王の情け深さを前面に押し出す政治的イメー
ジ戦略が本格的に展開されたのは，チッカ・
デーヴァ・ラージャ王即位以降のことであっ
た。同王の治世は，王国の政治制度の発展史
において重要な画期であり，行政的中央集権

化が急速に進展した時代であった。こうした
統治機構レベルでの変化と，政治文化との関
係については，別の機会に考察することとし
たい。
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「華人国家英雄」の誕生？
ポスト・スハルト期インドネシアにおける華人性をめぐるダイナミズム

津　田　浩　司
（東京大学大学院）

The Making of a “National Hero of Chinese Origin”?
Th e Dynamism of Chineseness in Post-Suharto Indonesia

Tsuda, Koji
� e University of Tokyo

Since the fall of Suharto’s authoritarian New Order regime in May ����, the 
oppressive policy of Indonesian government against the ethnic Chinese has 
changed substantially, though gradually. In this emancipative atmosphere, 
some of the ethnic Chinese have been trying to dig up histories of those Chi-
nese who contributed to the “Nation-building” of Indonesia. In so doing, they 
have aimed to recover their once suppressed Chineseness and to claim their 
proper share in this country.

Among these movements of establishing “the history of Chinese Indone-
sian”, this paper will focus on the case of the glorifi cation process of certain 
local heroes, Tan Oei Djie Sian Seng. � ese two historical fi gures, whose sur-
names were Tan and Oei respectively, have long been known to the people of 
Rembang, the northern coastal area of Central Java, as the leaders of the mid-
��th-century massive rebellion in which Chinese and Javanese fought against 
the VOC (Dutch East India Company), and have long been worshiped in 
a few Chinese temples in the area. Recently, these two local Chinese heroes 
suddenly came into the spotlight a er the “re-discovery” of certain historical 
material relating to them, and some Chinese organizations in Jakarta even 
went so far as to make an attempt, which failed, to nominate them as candi-

Keywords: Indonesia, the ethnic Chinese and Chineseness, National Hero, 
creation of history, ethnic consciousness of the center and the local

キーワード : インドネシア，華人と華人性，国家英雄，歴史の創出，中央と地方のエスニッ
ク意識

＊ 本研究の内容は，����年 �月に東京大学で開催された日本文化人類学会第 ��回研究大会で発表
した原稿を基にしている。執筆にあたっては草稿の段階で，東京大学の関本照夫先生，神戸大学の
貞好康志先生に数々の貴重なコメントを頂いた。ここに深くお礼を申し上げる。なお本稿脱稿後の
����年 ��月には，東京外国語大学本郷サテライトで開催された日本華僑・華人学会第 �回研究会／
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究プロジェクト「中国系移民の土着化／ク
レオール化／華人化の人類学的研究」研究会でも発表する機会を与えられたことを申し添えておく。
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�. はじめに

インドネシアの華人�)は一説には 	��万人
を超えるとも言われるが，そもそもその内実

は出身地や渡航年代，居住地域，政治志向な
どの違いにより実に多様であり，決して一枚
岩ではないことが既に多くの学者によって指
摘されてきた�）。����年の �・
�事件を期
に成立したスハルト新秩序体制は，こうした

dates for “Pahlawan Nasional” (National Hero).
In this paper, I will follow in detail the historialization process of Tan 

Oei Djie Sian Seng, showing why these paired heroes of Chinese origin were 
regarded as the representatives of all the Chinese Indonesians. I will also 
explore how this attempt by Chinese-Indonesian leaders to promote Chinese-
ness failed in the end to convince the local Chinese community; I will indicate 
that the ethnic Chinese in Indonesia are still in process of establishing their 
own identities.

�. はじめに
�. 国家英雄制度

�.�. 国家英雄制度のあらまし
�.�. 華人国家英雄の人選
�.
. 中央のアクター


. 『ラセム史話』と陳黄弐先生

.�. 『ラセム史話』の継承

.�. 『ラセム史話』の内容

.
. 『ラセム史話』の出版

.�. 陳黄弐先生に関する伝承の様々なヴァー
ジョン

�. 陳黄弐先生をめぐるアクター間の動き
�.�. 中央のアクターによる陳黄弐先生への

着目

�.�. ローカルのアクターの動き：義勇公の
墓の「発見」

�.
. ジャワ人英雄の義勇公廟への合祀
�. 両アクターの接触・物別れ：ローカルの
論理

�.�. 中央のアクターの接近
�.�. ラセムでの折衝
�.
. 政治化への恐れ
�.�. 寺院管理の問題
�.�. パトロンをめぐる葛藤
�.�. 中国寺院とパトロン

�. 人々の無関心と「アシン」の感覚
	. むすび

�） 「華人」という語は狭義には，仮住まいの意を含む「華僑」に対し，政治的に現居住国に帰属する
ことを示す用語として ��世紀後半から徐々に使われ出した経緯があるが，本稿では国籍の別など
に関わらず広く中国系住民を指す語として用いることとする。

 　オランダ植民地時代，東インド住民は「ヨーロッパ人（Europeanen）」，「外来東洋人（Vreemde 
Oosterlingen）」，「原住民（Inlanders）」に区分され，刑法や民法，商法上それぞれ異なった扱い
を受けた。このうち外来東洋人カテゴリーの大半を占めていたのは華人であり，それまでの支配者
たるヨーロッパ人が去りインドネシアが独立を達成した後もなお，この華人というカテゴリーはし
ばしば，かつての原住民カテゴリーである「プリブミ（Pribumi）」と対立的に語られる。

 　なおインドネシアでは，華人を指す語として長らく“Orang Cina”が公的に使われてきたが，
近年ではこの蔑称のニュアンスを含む語を避け“Orang Tionghoa”という呼称が積極的に用いら
れ始めている。註 �	を見よ。

�） ほんの一例として，インドネシア華人の多様性を概説的に指摘したものとしてMackie & Coppel
［��	�］，現地社会と長期にわたり文化的に混交した中国系住民プラナカン（Peranakan）と，中国
文化を色濃くとどめる中国系住民トトッ（Totok）の対比を述べたものとしては Skinner ［���
］，
植民地期以来の政治潮流を分類したものとして Coppel［��	�］，また �世紀にわたる多様な政 ↗



津田浩司：「華人国家英雄」の誕生？

状況にさらに拍車をかけた。華人が華人でな
くなることを旨とする同化政策のもと，彼ら
は単に政治的発言を抑えられたのみならず，
華人の集団としてのアイデンティティ自体も
否定され
），バラバラな個に分解された上で，
共和国の正統な担い手たる「インドネシア国
民＝インドネシア民族」�）への同化を迫られ
たのである。

����年の �月暴動に続くスハルト体制崩
壊は，こうした状況に一大転機をもたらし
た。「改革の時代（Era Reformasi）」の名の
もと，この国の華人も次第に華人として主体
的に声を上げ，「自分たちの文化」を発信す
るようになったのだ。数年前までは考えられ
もしなかったことだが，今や町中の看板に中
国語が使われるようになり，また華字新聞や
華字雑誌が相次いで発刊されたばかりか，全
国放送のテレビ局で北京官話を伝達言語とし

たニュース番組まで登場している�）。各地の
大学はこぞって中国研究センターや中国語学
科を立ち上げており，中国語教室設立ブーム
は地方都市にまで広まる勢いである。書店の
本棚には，「孝」や「礼」などの教えを説く
児童書，それに太極拳，漢方薬，風水など，
華人文化ルネサンスを反映してありとあらゆ
る中国関連書籍が並べられている。また中国
正月（Imlek）�）ともなると，ショッピング
モールは赤を基調とする中国風の飾り付けで
埋め尽くされ，町中には「恭喜發財（Gong 
Xi Fa Zai）」などと書かれた横断幕があちこ
ちに掲げられる。さらに龍獅子舞の類に至っ
ては，中国寺院の祭や観光客向けのイベント
にとどまらず，選挙向けのパフォーマンスと
して政党に動員されるようにもなっている。
もちろんこうした文化面での「復興」と
並行して，未だにはびこる華人に対する不

↗ 治思想・発言を集めたものとして Suryadinata［���	］がある。特に ����年代の「同化―統合論争」
を扱ったものとしては貞好［����］を見よ。


） スハルト体制下では，「西洋」，「共産主義」，「イスラーム原理主義」と並び，「華人」なるものの他
者化が一層進んだが，そうして他者化されたいわゆる「華人性」を消去することが，政府の採る同
化政策の眼目であった［Heryanto ����: �	］。こうした中，華人たちの多くも一方ではプリブミを
軽蔑しつつ，そのプリブミ同様には「正しいインドネシア人」になれないとの劣等意識を強めると
ともに，華人であること自体に居心地の悪さや罪の意識すら覚えるようになり，彼らの生活から華
人性を消し去ろうとする傾向も見られるようになっていた［Budiman ����: ��-��］。

�） インドネシア語では共に“bangsa Indonesia”と表現される両者を等号で結ぼうとするイデオロ
ギーは，華人との関わりで様々な問題を呈する。註 �
�を見よ。

�） 中国語メディアに対する規制は，����年に華字紙が政府系のHarian Indonesia一紙に制限された
（Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/	

 tentang Pers）のを皮切りに，��	�年には中国語出版・印
刷物の流通が規制され（Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. ��
/KP/XII/	�� tentang 
Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/ 
aksara dan bahasa Cina），後には出版・印刷行為自体も規制の対象となったばかりか，公共の場で
中国語の看板を掲げることなども禁じられた（Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafi ka No. 
��/SE/Ditjen/PPG/K/	�� tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan tulisan/ iklan beraksara dan 
berbahasa Cina）。またこれら諸規制に先立って，中国語を教授媒体とする学校の閉鎖もスカルノ時
代以来進められていたことから（たとえば Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/	

 tentang Agama, 
Pendidikan, dan Kebudajaan），中国語使用は大いに制限されることとなった。��年代に入って，
増大する大陸や台湾からの観光客に対応するため，中国語使用・学習に対する規制は一部緩められ
ていたが，スハルト政権崩壊後の ����年には中国語学習を禁止・制限するあらゆる法令が撤廃さ
れ（Instruksi Presiden No. �/	 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. �
/	
），また ����
年には対華人政策の大幅見直しを謳う大統領令（Keputusan Presiden No.
/���� tentang Pencabutan 
Inpres No.	�/	
�）が出されたことにより，上記諸規制はいずれも完全に効力を失った。

 　華字紙として代表的なものとしては，たとえば Jawa Posグループの日刊紙『国際日報』（����
年 �月創刊，ジャカルタ）が挙げられる。テレビではMetro TVのニュース番組「美都新聞」が
毎日放送されているのが目につく。

�） 中国正月（旧正月）は，ワヒド大統領の ����年には暫定祝日に，メガワティ大統領に代わった翌
年 ���
年には正式な国民の祝日となった。
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当な差別の撤廃，そして今まで満足に享受
されてこなかった様々な権利を要求していこ
うという政治的動きも高まってきた。その運
動の中心となったのが，ジャカルタなど大都
市を拠点に相次いで設立された華人団体で
ある。中には PSMTI（＝Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia; 印華百家姓協
會）や INTI（＝Perhimpunan Indonesia 
Tionghoa; 印尼華裔總會）などのように，
全国の主要都市に支部を持つ巨大組織にまで
成長したものもあるが	），各団体はそれぞれ
のスタンスで差別的施策の撤廃を求め積極的
に政治的ロビー活動を行なう一方で�），貧民
救済や災害援助などの慈善事業を組織した
り，各種セミナーや後援・協賛活動を行なう
など，華人に対する社会の理解が高まるよう
な努力も並行して実施している。
特にこの華人に対する社会一般の理解とい
うことに関して言えば，よく知られているよ
うに，「裕福だがケチだ」，「閉鎖的だ」，「愛
国的でない」などといったあからさまな偏見

が，いくら体制が変わったとはいえ依然根深
く存在していた�）。そうした定式化した見方
を改めさせるべく，ここ数年来様々な人が
様々な形で発言を始めている。それらの中に
は，総じて富裕と見られがちな華人の中にも
実は貧窮のどん底で暮らす人たちがいるのだ
ということを報告するものもあれば��），ジャ
ワにイスラーム教を伝えた伝説的な九聖人
（Walisongo）の大半が実は華人であったと暴
露的に明かすもの��），あるいはプラナカン華
人がどれだけプリブミと交わって社会に尽く
してきたかを列伝風に描くものなどもある��）。
このように数々ある華人に対する偏見打破
の試みの中でも特に重要なのは，歴史的にい
かに華人がインドネシアの独立，あるいは国
家建設や社会発展に寄与・貢献してきたかを
前面に押し出すタイプの主張であろう。とい
うのも，そもそも華人はナショナリズム運動
の発端から「インドネシア民族」の言わば
「他者」，あるいは「鏡像」として措定されて
きた経緯があり�
），独立後も華人は常に統一

	） Herlijanto［���
］は，スハルト体制崩壊後の華人の動きを大きく �つ，すなわち（a）華人とし
てのアイデンティティを第一義的に考えているもの，（b）華人としてのアイデンティティ以外に
第一義的な価値を置くものに分類している。前者の代表として挙げられるのが PSMTIと INTIで
あり，本稿と関わりの深いのも，人権や民主化などを唱える（b）の類型の諸団体ではなく，前者（a）
の方である。

�） 改革の時代以降の華人の政治動向についてのまとめは Subianto［����］を参照。
�） 新秩序体制末期のプリブミ知識人から見た華人像については Jahja［����］を見よ。Suwarsih［����］

は社会心理学の立場から，インドネシア国内の各スク間に存在するステレオタイプを統計的に研究
している。����年の �月暴動を境に華人―プリブミ間関係についてのプリブミの見方に変化の兆
しが現れていることを指摘したものとして Dahana［����］を見よ。

��） 例えば，西カリマンタン州の「原始的（primitif）な華人」の涙誘う姿を掲載した写真雑誌
［Tjandinegara ����］を見よ。

��） インドネシアのイスラーム教の系譜を根幹から揺るがしかねないこの議論は，����年に Slamet 
Muljanaがジャワの王統記とスマラン三保公廟に伝わる史料を基に著した本の中で提起したが，同
書は出版後まもなく発禁処分となった。なお ����年には議論の発端となった当の本が現代綴りに
改められた上で再出版され［Slamet ����］，インドネシア華人の間で鄭和（＝三保公，註 
	・
�
を見よ）やその周辺に注目が集まる中，再び脚光を浴びているようである。興味深いことに，同書
は再版直後にインドネシア最大のイスラーム系日刊紙でも紹介され，インドネシアの地にイスラー
ム教がどのように伝わったか再考を促すための論拠として大きく採り上げられている。Republika
紙 ����年 �月 ��日付オピニオン面に掲載された Asvi Warman Adamの記事“Babad Tionghoa 
Muslim”を見よ。

��） 例えば Jahja［����］，INTISARI誌の特集号［����］を見よ。
�
） 内実が多様な原住民を �つのインドネシア民族へとまとめ上げる端緒となったイスラーム商業同盟

（SDI＝Sarekat Dagang Islam）も，華人業者のバティック産業への進出に対抗するために，共通
の宗教であるイスラームを結束の核として原住民業者が団結したことが，発足のきっかけであるこ
とが知られている［永積 ����: ���］。またそれに先立って，華人の側でも「原住民風」の慣習 ↗
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国家インドネシアへの完全なる帰属と忠誠が
疑問視されてきた��）［津田 ����: ��-��］。こ
うした流れの中でスハルト体制期に入ると，
華人は集団としての主張を完全に封じられ，
ネガティヴなステレオタイプのみがひとり歩
きして社会的にどんどん増幅されてきた感が
ある。しかし，��年の体制崩壊という転機
を受けて華人による華人としての自己主張が
可能になったとき，単に差別撤廃などの今日
的な権利要求をするだけでなく，自分たち華
人が独自の集団でありながらも十全たる「イ
ンドネシア国民＝民族」の一員であるという
ことを示すために，過去に遡って華人の献身
的な事績を称揚することが必要とされたわ
けである。そしてこうした中から，インド
ネシア・ナショナリズムを支える柱のひと
つとして ��年来確立されている「国家英雄

（Pahlawan Nasional）」という顕彰制度に目
を付け，それを利用することでこの国の中で
華人全体が占める位置を高らかに示そうとす
るアクター��）も現れてくる。
だがここで生じる疑問は，元来が多様であ
るインドネシアの地に暮らす華人全体が，こ
のように突如「華人文化」だの「華人として

の価値」だのといった語りが氾濫する中で，
果たして一枚岩となっていくのだろうかとい
うことである。別の問いの立て方をすれば，
全国の華人を巻き込んで糾合すべく声高に主
張されるような華人性といったものは，従来
日々の生活の中では疑いようもなく同じ華人
というカテゴリーを引き受けてきたものの，
華人性なるものを長らく顕示的に語ることの
なかったような人々にとっては，一体どのよ
うに映り，またどのように捉えられるのだろ
うか。
こうした問題関心から本稿が扱うのは，
ジャワ島中部北海岸を舞台に展開された「華
人国家英雄」推戴運動の顛末である。ここ
で焦点となるのは，ルンバン（Rembang）
県��）一帯の中国寺院で古くから祀られてい
た陳黄弐先生（Tan Oei Djie Sian Seng）と
いう一組のローカルな華人の英雄である。そ
こではまず，上で述べたようなポスト・スハ
ルト期インドネシアの華人を取り巻く劇的環
境の変化を背景に，インドネシアの地で活躍
した華人の事績を掘り起こし，それをもって
歴史的に華人がインドネシアのネーション・
ビルディングに積極的に関与してきたことを

↗ を改め，より「中国人らしく」なろうとする運動が広がっていたことも指摘されてよい。なお，イ
ンドネシア・ナショナリズムにとって華人以上に根源的な「他者」とされたのは，少なくとも植民
地期においてはオランダ人であった。華人はしばしばこの「オランダの手先」とも解され，そうし
た文脈からもインドネシア民族として受け入れ難い存在であった。それゆえ後述のように，華人が
プリブミと協力してオランダに抵抗するという語りは重要な意味を持つのである。

��） ����年代前半に Star Weekly誌上で繰り広げられた「同化―統合論争」は，この問題に関して華人
自らが自らの地位・あり方について考えた本格的議論として注目される［貞好 ����］。

��） 以下で用いる「アクター」とは，ある人や物，事柄に能動的に働きかける行為者・行為主体という，
社会学で一般的に用いられる意味に準じている［cf. 三田他（編） ����: ��］。本稿の場合具体的には，
タイトルにもなっている「華人国家英雄」推戴のプロセス周辺で当事者として積極的に関与してく
る人々のことを指している。

��） 本稿の舞台となる中部ジャワ州ルンバン県には，ルンバンとラセム（Lasem）という �つの大きな
町がある。このうち県都ルンバンは，州都スマランから東へ ��� km離れたジャワ海に面した港町
である。����年統計によると，ルンバンの町（Kec.Rembang）の華人人口（統計上の分類は“Cina 
(WNI)”）は �,
��人（総人口の �.��％）である。このルンバンの町からさらに東へ �� km進むと
ラセムの町（Kec.Lasem）があり，ここには �,���人（総人口の 
.��%）の華人が暮らすとされる。
統計上ルンバン県の華人人口は，このルンバンとラセム両町にその ��.�%が集中していることに
なるが［BPS Kab.Rembang ����］，この集住度の数字は実感に適っている。ただし華人人口その
ものに関しては，ルンバンの町の華人世帯数が地元の人の理解（および筆者の感触）ではおよそ
���程度であることを考えれば，����年の統計資料が示す数字（Kec.Rembang: WNI.Cina…�,���
人，WNA…��人，Kec.Lasem: WNI.Cina…
,	��人，WNA…��人）の方が実勢を反映している
ように思われる。
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確固として示そうとするジャカルタの華人団
体関係者の動きが採り上げられる。陳黄弐先
生はこの中央のアクターにより，過去におけ
る「インドネシアに貢献する華人」の理想的
姿を体現したものとして評価され，さらには
今日華人全体がこの国の中で一定の地位を占
めることをアピールするためのシンボルとし
て，「国家英雄」に仕立て上げられようとす
るのである。
一方，焦点となったこの英雄を祀ってきた
中国寺院を抱える地元でも，当該英雄の伝承
を誇るべき「歴史」として盛り立てようとす
る独自の動きが生じる。新たな時代を迎えつ
つあるこの国の華人がいかにあるべきか，基
本理念の面でそれは前記中央の試みと軌を一
にするものであった。しかしながら，そこに
はローカル（地方＝地元）�	）の場の論理や権
力関係が働き，ナショナルな広がりを持つ動
きと一体化する方向には向わない。また地元
の多くの華人も，そもそも華人であることや
その価値を声高に主張していこうとするあり
方自体に無関心な態度を示す。かくして，イ
ンドネシアの全華人を糾合することを視野に
入れた中央発の呼び掛けは頓挫することにな
るのだが，本稿ではその過程を詳細に記述し
ていくとともに，中央の語るエスニシティと
ローカルに経験されるそれとの間の齟齬，そ
してエスニシティを高らかに掲げることに対
し人々が抱く不安や違和感，さらには無関心
といったものの存在を指摘する。
なお本稿の基になったデータは，筆者自身
による ����年 ��月から �年半にわたるル
ンバン県での長期滞在，およびその後数回の
短期追跡調査の際に得られたものである。こ
のように本稿は，具体的な地方華人コミュニ
ティへの参与観察という人類学的手法を用い
た調査に拠りつつ，ある伝承に今日的な価値

が見出され，それがひとつの「歴史」として
体系化されてゆく瞬間を捉えているという意
味で歴史学的視点を備えた，学際的性質を持
つものである。また上述のごとく，一地方県
を舞台にしたひとつの事例の記述に徹しつつ
も，そこで織り成される中央とローカル二
つのアクターの緊張関係を詳細に追う中で，
ローカルな場で経験される華人コミュニティ
内部の力学，そしてそのコミュニティ自体を
捉える中央とローカルの意識の差を明らかに
していくとともに，インドネシアの華人全体
を取り巻く環境が大きく変わろうとしている
今日，彼らがいかに自らを位置付けようとし，
それがどのような形として実現されていくの
か（あるいはされないのか），そうしたイン
ドネシアの「華人／華人性」というものをめ
ぐって展開する政治・社会・文化的ダイナミ
ズム全体をも射程に入れるものである。
以下では華人国家英雄推戴プロジェクトの
顛末の記述に移るが，まずその事例の制度的
背景として，「国家英雄」というものがいか
なるものなのかについて確認することから始
めよう。

�. 国家英雄制度

�.�. 国家英雄制度のあらまし
インドネシアには，国民の統一性を高め，
より強固な一体感を醸成することを目的とし
て，国家に大いに尽くした人物を「国家英雄
（Pahlawan Nasional）」と認定し，国を挙げ
て崇敬するという制度がある。����年以来
���名を超す人物が，死して後に国によって
正式にこの栄誉ある地位に叙せられてきた
が，こうして英雄とされた者たちは今日，そ
の事績が学校で繰り返し教えられるのみなら
ず，各町の通りなどに名前が冠せられたり，

�	） 本稿で明らかにしていくように，以下で用いる「ローカル」という語には，「中央」に対する「地方」
（広がりの面から言えば，その対概念は「全国（ナショナル）」）という地理的意味合いのみならず，
日々の生活がなされるその土地（あるいはコミュニティ）に根差しているというニュアンス（＝「地
元」）も含まれていることに留意されたい。
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あるいは銅像となって景観に入り込むなど，
国民各層が守り奉仕すべき対象としての統一
国家インドネシアを日常的・明示的に思い起
こさせる，極めて具体的な媒介的シンボルと
して機能している��）。
初代スカルノ大統領の「指導される民主主
義」の時代から始まったこの国家英雄制度
は，当初はネーション・ビルディングの観点
からその範となる人物，すなわち独立運動に
おいて指導的役割を果たした者，あるいは当
時のナサコム（Nasakom）体制��）の正当性
を裏書きするような人物が，認定の主な対象
とされていた��）。
やがてスハルト時代に入ると，国家英雄の
意味は独立闘争やインドネシア国家建設に直
接貢献した人物からさらに拡大され，特に政
治的に無害な比較的古い時代の歴史上の人物
が，オランダ植民者に対する闘争の先駆者と
して積極的に解釈し直され，認定を受けるよ
うになった。とりわけかつて外島で勢力を誇っ
た王族などが，従来ジャワ島に偏りがちだっ
た英雄諸氏の出身地別構成のバランスを取る

ように，相次いで殿堂入りしたのである��）。
こうして ����年代終わりまでには，東ティ
モールを除くインドネシア全州が少なくと
も �人の国家英雄によって代表されるように
なった。そしてこうした国家英雄の存在自体
が，当該地方
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が統一国家インドネシアを構成
する不可欠の部分であるということのみなら
ず，その地方
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全体が英雄の事績に代表される
ように国家・国民のために寄与・貢献して
きたということの，目に見える形での証明
とも位置付けられるようになったのである
［Schreiner ����: ���-�	�］。
ところでこの「地方（daerah）」という概
念は，特にスハルト期にあってはしばしば
「スク（suku）」の読み替えとして積極的に
用いられた。そもそもインドネシアのナショ
ナリズム運動は，オランダによる植民地統治
上の人種分類の枠組みに沿って誕生したイン
ドネシア民族としての意識と，各地の青年組
織などの活発な活動を介して覚醒を見たジャ
ワ人やスンダ人，ミナハサ人など，より地域
的な集団の意識とが同時進行的に形成され，

��） Schreiner［���	: Appendix］は，����年から ����年に至るまでに正式に国家英雄と認定された
者として，���名の名前を挙げている。ただしこの中には，新秩序体制下では通常除外され語られ
ることのない �名の共産主義者，すなわち Tan Malaka（���	-����年，Keppres No.��/	
�によ
り認定）と Alimin Prawirodirdjo（����-����年，Keppres No.	
�/	
�により認定）も含まれて
いる。なお ����年以降もジャワ島外の歴史上の人物を中心に認定は続き，����年には当時の大統
領夫人Hj.Siti Hartinah Soeharto（���
-����年，Keppres No.
�/TK/	
により認定）までも
が，死の直後に国家英雄に叙せられている［Ajisaka ����］。国家英雄認定の行政手続きに関して
は Schreiner［���	: ��
, ���］を見よ。インドネシアの国家英雄制度については，併せて［Schreiner 
����］，［Kasetsiri ���
］も参照。

��） Nasakomとは，����年代末以降独裁色を強めていたスカルノ体制を支える 
大勢力，すなわちナ
ショナリズム（Nasionalisme），宗教（Agama），共産主義（Kommunisme）各派の頭文字を取っ
た造語である。�・
�事件によって崩壊するまで，この体制は危ういバランスを維持した。

��） 「大統領令 ����年第 ���号（Keppres No.��	/	��）」には以下のような基準が示されている。「国
家独立英雄（Pahlawan Kemerdekaan Nasional）とは，祖国を愛する気持ちに突き動かされ，生
前インドネシアにおける植民地主義に反対し，外敵に抵抗する組織的運動を指導した者，あるいは
政治，国家機構，社会経済，文化，またはインドネシアの独立や発展のための闘争と深く関わりの
ある学術分野で大いに貢献した者を意味する［筆者訳］。」なお「大統領規則 ����年第 

号（Perpres 
No.��/	
�）」では，「国家独立英雄」の用語は「国家英雄」と改められ，インドネシアの独立闘
争に直接関わった者に限らず，時代的に遥か以前の植民地化に抵抗した者などもノミネートされる
ようになった［Schreiner ����: ���-��
］。

��） 国家英雄の中で歴史上最も古い人物は，マタラム朝の Sultan Agung Hanyokrokusumo（����-����
年，Keppres No.	�
/TK/	��により認定）である。その他同年代の人物として，アチェ，ゴワ，
マカッサルの王族などが，いずれもオランダに抵抗した事績が評価されて国家英雄に加えられてい
る［Ajisaka ����］。
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それら両者が相補的緊張関係を保ちつつ展開
したことが指摘されている。このうち前者は，
永続性と固有性，正統性を備えた単一で分か
つことのできない「バンサ（bangsa）」であ
るとされる一方��），後者は特にインドネシア
が独立を達成して以降は，そのバンサの下で
連帯すべき「スク・バンサ（suku bangsa）」
と位置付けられた�
）［加藤 ����: �
�-�
�］。
やがて新秩序体制に入ると，このスクにま
つわる利害関係や諸問題を表立って議論す
ることは，国家の統一性を脅かし社会の調
和・安定を乱すとして忌み嫌われるようにな
る��）。その一方で「国民文化」育成の観点か
ら，各地に伝わるスク文化は，全てのインド
ネシア国民に開かれた優れた「地域（地方）

文化」のひとつとして読み替えられた上で，

国家による奨励・育成の対象となった��）。こ
うして究極的には，タマン・ミニ（Taman 
Mini）��）における州ごとに分けられたパヴィ
リオン風の展示，あるいは就学者向け地図帳
のページの後ろを飾るやはり州ごとの伝統
衣装や伝統家屋の写真などに端的に示される
ように，スク的な現象や諸特徴は全て，統一
国家インドネシアの内部多様性を示す地理
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的
色合いといった語り口のもと，各州，あるい
は各地方に対応・回収されていったのである
［Kipp ���
: ���-���］。
こうしてスハルト期を通じ，地方概念がス
ク文化の代替的表明経路として定式化されて
きたわけだが，一方華人はというと，一般
の解釈では「外来者（pendatang）」として
インドネシア国家の領域内に故地と呼ぶべ

��） ����年に民族主義者によって採択された「青年の誓い」では，インドネシアという祖国，インド
ネシア語という統一言語の存在と並んで，インドネシア民族（bangsa Indonesia）が �つの統一体
であることが確認された［永積 ����: ���］。

�
） 後藤［����: ��	］は，スンダ人のスク感情は独自の政治的単位の結成を志向する分離・独立運動と
はならず，基本的には政治面においてインドネシア的なものを志向しつつ，社会・文化的な帰属感
においてはスンダ的なものを目指すという，この両者の緊張をはらみながらの同居性を指摘してい
る。ちなみにこのスクという語自体は，「四肢のひとつ」，あるいは「部分」を意味する語だが，イ
ンドネシア民族という「全体」と関連付けられることで，スク・バンサは必然的にかつての原住民
カテゴリーの下位区分として理解される［加藤 ����: �
�-�
�］。なおスク・バンサは通常スクと
省略された形で用いられる。

��） このスク（suku）の他に，宗教（agama），人種（ras），諸集団間（antara golongan）同士の対
立を殊更語ることは，社会の安定と調和を乱すものとされた。これら �つは通常その頭文字をとっ
て“SARA”と呼ばれる。

��） 関本［����: ��］は，「近代世界の国家やナショナリズムが普遍的な制度であるのと同じように，文
化を語る言説は近代の普遍的制度である」と述べているが，ここでスク文化を「我々の文化」とし
て語る主体は，ジャワ人やスンダ人としてではなく，何よりも先ずインドネシア国民としてでなけ
ればならない。一旦このインドネシア国民という迂回路を経由して語られることで，各スク文化は
国家にとっても全ての国民にとっても受け入れ可能な「国民文化」に馴化・飼育化されるのである
［津田 ����: ��-�	］。なお，文化の馴化・飼育化に関する議論は，ギアツ［���	: 第 ��章］および
加藤［���
］参照。こうしてスク文化は「インドネシアの一地域の文化」へと巧みに翻訳され，あ
る程度の独自性を主張しても先鋭化することはなくなる。現代インドネシアの文化政策を国民文化
と地域文化の関わりで分析した山下によれば，地域文化はさらに以下のような条件に沿って奨励・
育成されることで，より安全なものになる。①パンチャシラに沿ったものであること，②国民の品
位・威信・教養を反映していること，③国家の誇りとなること，④時代の展開と社会の成熟に対し
適応し，開かれていること，⑤他の地域の文化の担い手によっても理解可能であること，⑥国民の
統合と統一に寄与すること，⑦インドネシア人としてのアイデンティティを表現すること［山下 
����: 
�］。

��） スハルト大統領夫妻の肝いりで ��	�年にジャカルタ南部にオープンしたインドネシア・ミニチュ
ア公園。正式名称を「うるわしのインドネシア小公園（Taman Mini Indonesia Indah）」といい，
その広大な敷地内には，インドネシア全州を代表する伝統家屋が州ごとに等寸大で建てられ，ま
たそれぞれの家屋内部では，その地方ごとの民芸品の展示や販売が行なわれている［土屋 ����: 
�
�-�
�］。タマン・ミニに関する批判的な分析はHeryanto［����: ���］を見よ。
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き場所を持っておらず，したがっていずれ
の地域においても決してその土地「アスリ
（asli）」�	）の集団とはなり得ない。またその
人口も全国各地の都市部に分散しているため
に，後背地を含めた一定の領域内で多数派の
地位を占めることも難しく，その土地を代表
する国民文化のひとつとして自己の文化や立
場を表明するという戦略は採りにくい。
このような地理的分布の制約��）を抱えて

いる華人にとっては，インドネシア国家の重
要な一員であることを主張するフォーマット
として，国家英雄の制度は極めて魅力的で
あったものと思われる。というのも，そもそ
も個人の事績に焦点を当てて称揚するという
この制度は，本来的には当該人物がどの地方
を代表しているかなどの条件を必要としない
からである。しかも，上述のように特にスハ
ルト期にこの名誉あるタイトルを贈られた歴
史的王族等に関しては，地方代表としての色
合いが濃いものの，それらも場合によっては
公式の力学とは逆に特定の「スク代表」とし
て読み直すことも可能である。だとするなら
ば，改革の時代に入って華人のスクとしての
地位を打ち立て確固たるものにしようと努め

ている人々にとって，既に認定されているそ
れら言わば諸スク代表ともみなせる国家英雄
と並び得るような華人を探し出し，その人物
の模範的事績をもってインドネシアの全華人
が独立・国家建設・社会発展へ貢献してきた
ことの象徴的代表に仕立てようと考えること
は，何ら不思議なことではなかった。

�.�. 華人国家英雄の人選
このような華人の国家英雄を推戴しようと
いう論調は，主に華人を対象とした雑誌上で
盛んに展開された。冒頭で触れたように，華
人の存在を認めてもらうための運動の一環と
して，華人もインドネシアに貢献してきたの
だと訴えるような議論や事例紹介が，特にス
ハルト体制崩壊直後から盛んに行なわれてい
たが��），そのより具体的な方策として，この
国家英雄の認定制度を活用することが考えら
れるようになったのである。
実際いつ頃何がきっかけでこの戦略が思い
付かれたのかは定かでないが，例えば「華
人問題」に積極的に発言している月刊誌
SINERGIは，����年初頭の号に「歴史的人
物」というタイトルのコラムを掲載してい

�	） 「アスリ」という語には，「ネイティヴの」，「本来の」，「真正な」などの意味があり，特定の地域に
対する政治的優先権を主張する論拠ともなる。����年に地方自治（otonomi daerah）政策が採ら
れて以来，スクをある地方と結び付ける発想は，その地の「アスリ」であることに由来する諸権利
を振りかざすという具合に，歪んだ形で強化されているようにも思われる。なお「アスリ」の概念
については，第 �章第 �節で再び採り上げる。

��） Heryanto［����: �	-��］は，華人を他者化する際に用いられる語り口の筆頭として，この地理的
議論を挙げている。

��） Indonesia Media Online ����年 ��月号掲載の Sie Hok Tjwanによる記事“Surat dari Belanda: 
Sejarah Keturunan Tionghoa yang Terlupakan” （URL: http://www.indonesiamedia.com/
rubrik/manca/manca��november-sejarah.htm）はその典型例。Indonesia Media誌は，ロサンゼ
ルス郊外で発行されているインドネシア語（一部英語）の月刊誌（����年末創刊，����年半ばか
らは月 �回刊）で，アメリカに暮らす中華系インドネシア人を対象にしている。編集は SINERGI
誌と協力関係にあり，記事はウェブ上でも公開している。

 　なおスハルト体制崩壊以前にも，華人の役割を積極的に評価しようという動きはあった。例え
ば外国のアカデミズムでは，Salmon［����］によるプラナカン文学の集成，����年にコーネル大
学で開催されたシンポジウム“� e Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian 
Life”（その成果は Blussé［����］はじめ同論文が所収されている雑誌 Indonesia （special issue, 
����）を見よ）などがあり，インドネシア国内では Pramoedya［����］の例が早い。また神戸大
学の貞好康志氏の教示によれば，バティック（batik），クリス（kris），ワヤン（wayang）など，
通常「ジャワの伝統文化の粋」と考えられる分野の最深部で貢献している華人についての紹介が，
����年頃から地方紙 Suara Merdekaの日曜版などでしばしば取り上げられていたという。
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る
�）。その中でジャカルタの私立大学長を務
める常連の寄稿者が述べるところによれば，
インドネシアを構成する諸スクは，自分たち
の祖先に当たる遥か昔の歴史上の人物がそれ
ぞれ「インドネシア民族の代表人物（tokoh 
bangsa Indonesia）」として顕彰されること
で，今日の統一国家インドネシアが成立する
以前にも遡ってしっかりとしたルーツを持っ
ていると感じることができる。そして「中
華系（turunan Cina）」もそれら他のスク同
様，自分たちの歴史的人物を探す努力をすべ
きだと論じる。彼によると，たとえその歴
史的人物が「インドネシア民族の歴史的人
物（tokoh sejarah bangsa Indonesia）」と
して認められ得るかどうかは分からないと
しても，「インドネシアに暮らす中華系イン
ドネシア人のルーツ（akar orang Indonesia 
turunan Cina di Indonesia）」であることは
確かなのだから，というわけだ。そう述べた
後に彼は，オランダ入植以前に各地の王国で
指導的地位に就いた者，あるいはオランダに
抵抗した者
�），社会貢献をした者など，いず

れも歴史上活躍した華人を次々と紹介する。
そして最後に，今日生きる我々のためにも，
何としてもこれら過去の人物の名を明らかに
し事績を記録に留めねばならず，そうした作
業は，当雑誌 SINERGI，あるいは PSMTI
や INTIなどの華人団体がすぐにでもできる
ことではないかと結んでいる。
また別の雑誌である歴史学者は
�），「華人

（etnis Tionghoa）」は法律面で差別的扱いを
受けてきたのみならず，過去 
�年以上にわ
たって歴史からも排除されてきた，したがっ
て今こそ華人は「他のエスニック集団（etnis 
lain）」と同等の地位を得るために闘わねば
ならないと主張している。この寄稿者は，ス
ハルト時代には州レベルに留まらずその下の
県までもが，こぞって自分たちの地方を代表
する国家英雄を推挙しようとしてきたと指摘
した上で，華人もやはりインドネシア共和国
に貢献してきたのだということを，この国家
英雄の制度を通じて積極的に打ち出すべきだ
と論じる。そして例えばその候補のひとりと
して，インドネシア独立期にオランダの海上


�） ����年にジャカルタで創刊された「華人問題」を主に扱う月刊誌で，「インドネシア民族の各構
成要素間で建設的な協働がなされるよう解決法を模索する」ことを使命として謳っている。該
当記事は，SINERGI［Edisi Ke-�� / Tahun III / �� Februari-�� Maret ����: ��-��］掲載の Dali 
S. Nagaによるコラム“Tokoh Sejarah”。なお，同誌創刊後初めて迎える独立記念日によせた第
��号（����年 �月）では，「華人の国民的英雄を追跡する（Melacak Pahlawan Nasional Etnis 
Tionghoa）」と題する特集が組まれている。そこでは早くも，PSMTIの会長を務める陸軍退役准
将 Tedy Jusufのインタビュー記事（pp. ��-��）の中で，華人出身の国家英雄がいないとの言及が
見られる。ただし当特集では，インドネシアの歴史の中に華人の役割を正しく位置付け直すための
手段として，国家英雄制度を大々的に利用しようとの議論は展開されていない。ちなみにこの特集
でインドネシアに貢献した華人の例として挙げられているのは，日本軍政期の中央参議院（Dewan 
Pertimbangan Pusat）のメンバーや後述の John Lie（註 

を見よ）など専らインドネシア独立革
命期に活躍した華人であるが，後に国家英雄候補となっていくのが遥か近代以前の人物であること
を考え合わせれば，大変興味深いことである。


�） ここでは Syair Himopという史料に記されているKapitan Panjangという人物が挙げられている。
この人物は ��世紀半ばの「華人戦争」の指導者であったとされており，本稿で以降に採り上げる『ラ
セム史話』の記述との関連性も窺えるが，詳細は未確認である。


�） SINERGI INDONESIA［Edisi IX, Tahun I / November ���
: �-��］掲載のインドネシア科
学 院（LIPI） 研 究 員 Asvi Warman Adamに よ る 記 事“John Lie: Pahlawan Nasional Etnis 
Tionghoa”。ミナンカバウ人のこの寄稿者は，����年 ��月に INTIと LIPIが共催したセミナー「イ
ンドネシアの歴史の歩みにおける華人の役割（Peran Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Sejarah 
Indonesia）」において，国家英雄の中に華人が �人もいないのはおかしいとして，John Lieをそ
の候補として推している［Tan ����: ��］。なお，この月刊誌 SINERGI INDONESIAは ���
年 

月にジャカルタで創刊，資金難で停刊した雑誌 SINERGIの編集委員を務めていた人物が多く携わっ
ている。
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封鎖を幾度となく突破し，共和国に武器等
必需品を運び続けた海軍少佐ジョン・リー
（John Lie）

）が相応しいと提案している。

�.�. 中央のアクター
このような動きは，華人団体が乱立する
状況下では決して統一的なものとはならな
かった。しかし例えば PSMTIの中などに
は，タマン・ミニ内に「中華文化ミュージア
ム（Museum Budaya Tionghoa）」を建設
する計画
�）と並行して，華人国家英雄の候
補を探し出して推戴しようとする熱心な動き
があったようである。本稿でこれから採り上
げる，ルンバン一帯の中国寺院で祀られてい
るローカルな英雄神を華人国家英雄の候補
に仕立て上げようとする動きも，やはりこ
の PSMTIの執行部に名を連ね，LPPMTI 

（＝Lembaga Penelitian & Pengabdian 
Masyarakat Tionghoa di Indonesia / 

Institute for Reaearch and Community 
Dedication of Chinese in Indonesia）とい
う組織を率いるエディー・サデリ（Eddy 
Sadeli / Lie Siang Seng; 李祥勝）という人
物が中心となって企図されたのである。
このエディー・サデリという人物は，本
業の弁護士の傍ら，雑誌 SINERGIの編集
委員を務めており，また ����年 ��月には
PSMTIの役員として，華人に対して差別的
と思われる ��の法律について最高裁に司法
審査を求め提訴するなど，「華人問題」全般
にわたって積極的に発言してきた。さらに
����年 �月には，次回総選挙時に中央・地
方合わせて �,���人の華人代議員候補を擁
立しようと呼びかけ
�），また ���
年 �月に
は華人系政党 PPBTI （＝Partai Perjuangan 
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia; インドネ
シア多様性の中の統一・闘争党）
�）に顧問委
員会メンバーとして参加，翌 ����年総選挙



） ジョン・リー（����-��年）は，最終的に海軍少将にまで昇りつめている。彼の略歴とそれに対す
る評価は Jahja［����: �

-���］を見よ。なお彼の事績は，PSMTIの機関雑誌 BULETIN PSMTI （第
�号，����年 ��月）にも掲載されており，その注目ぶりは特筆に価する。


�） インドネシアの地方文化の精華を集めるこのテーマパーク内に，「スクとしての華人」をテーマに
した展示施設を建てようという計画は，����年に出された PSMTIの ����-����年度活動報告の
中で，既に公園運営側からポジティヴな回答が得られていると報告されている［BULETIN PSMTI, 
No.	, Oktober ����: �
］。

 　���
年には，ジャカルタ市街に残る中国建築の建物をタマン・ミニに移築するか否かが紙上を
賑わせた。Candra Nayaの名で知られるこの建物は，��世紀に建てられたカピタンの屋敷で，そ
の後社会団体 Sinar Baru（Sin Ming Hui，後に Candra Nayaと改称）のオフィスとして使われ
ていたが，����年に再開発のため一度は取り壊しが決まっていた。その後経済危機でしばらく工
事は中断されたが，再度開発計画が動き出した折に PSMTIが中国風伝統建築の保護を求めてタマ
ン・ミニへの移築を提案したのである［Heuken ����: �	�, ���-���］。なお，この移築計画は実現
していないが，TEMPO誌 ����年 �月号には PSMTI会長 Tedy Jusufのインタビュー記事が掲載
されており，その中で彼は，タマン・ミニ内に既に中華文化公園（Taman Budaya Tionghoa）を
造るための土地 �haが用意されており，その一角にはインドネシア華人 ���年の歴史を展示する
ミュージアムが建設される予定であると語っており，計画自体の進捗状況は窺われる［TEMPO, 
� September ����: ���］。本稿脱稿後の ����年 ��月 ��日，Buana Minggu紙に掲載された記事
“Anjungan Tionghoa di TMII Memadukan Yin dan Yang Keselarasan Alam”の中で，建築中の
中華パヴィリオンの内容が紹介された。


�） 華人が全人口の �％だとしたら，華人は少なくとも国会（DPR）に ��議席，地方代表議会（DPD）

に �議席，州議会に ��議席，県議会に ���議席占める権利があるとして，彼は立候補する人材を
募集するためにパンフレットを作成している［Sadeli et al. ����］。この募集に応えて当選した暁
には，毎月 �千万ルピアとボーナスが給付されるとも記されている。


�） スハルト体制崩壊後，ジャカルタで華人系政党である PBI（＝Partai Bhineka Tunggal Ika 
Indonesia; インドネシア多様性の中の統一党）が結成されたが，���
年 �月には指導部の路線対
立から PPBTIが分裂した。この新政党の基本綱領は以下の通り。「あらゆる生活分野での権利・
義務の平等を実現する，すなわち，����年憲法に謳われているとおり，スク・宗教・人種の別を
問わず，全ての人々に正義が行なわれ，その結果国民の全構成各層が，健康的で恐怖や貧困の ↗
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時には民主党（Partai Demokrat）の候補者
としてジャカルタ選挙区から自ら立候補する
など，政治活動も活発に行なっている。基本
的に華人をスクとして認めてもらい，十全な
る権利を求めていくというのが彼の立場なの
だが，その一環として華人国家英雄の認定を
求める運動にも積極的に携わるようになるの
である。
話によれば，国家英雄の候補として当初彼
が着目していたのは，明の永楽帝の時代に南
海大遠征を指揮し，ジャワやスマトラの各地
に寄港したことでも知られるムスリム宦官，
鄭和（Cheng Ho / Zheng He）であったと
いう
	）。異なる文化・宗教間を平和のうちに
取り持った使者として近年再評価が進んでい
るこの大航海指揮者は
�），しかしながらイン
ドネシアの地（tanah air）で死んだわけで
はないとして，国家英雄に推すのは困難であ
ろうということで，断念される。
そうした中，この鄭和に代わってにわかに
脚光を浴びたのが，��世紀前半にルンバンお
よびラセムの町（現在共にルンバン県に属す

る）を中心とする地域でオランダ東インド会
社（VOC）に対して反旗を翻した�名の英雄，
タン・ケー・ウィー（Tan Kee Wie）とウィ・
イン・キァット（Oei Ing Kiat）である。この
両名は今日に至るまで，陳黄弐先生（Tan Oei 
Djie Sian Sing）
�），もしくは義勇公（Gie Yong 
Kong）という神号で，当地周辺の 
つの中国
寺院��）でひっそりと祀られてきたのだが，こ
の陳（Tan）姓と黄（Oei）姓の両人物の事績
を記した書物が，偶然エディー・サデリの手に
渡ることによって，突然華人国家英雄の有力
候補として注目を浴びるようになるのである。
以下では，これまで述べたような全体的背
景のもと，この中央のアクターの呼び掛けに
よって華人国家英雄に祀り上げられようとし
た英雄神をめぐり現れ出た諸問題を，それを
取り巻くローカルな場での人々の対応を中心
に記述していきたい。だがその前に，ここで
焦点となった国家英雄候補，陳黄弐先生とは
いかなる人物であったのかを説明しておかね
ばなるまい。そこで，この �人の事績が記
されており，推戴プロジェクト開始のきっか

↗ ない民族精神・愛国心に満ち溢れた生活を共に築き上げていく上で，各々の才能と潜在能力を広げ
られるような社会を実現する。」なおこうして結党された PPBTIだが，���
年 ��月に総選挙委
員会（KPU）によって実施された政党資格審査の要件を満たさず，結局 ����年総選挙には参加
できなかった。


	） ���
年 	月 ��日，エディー・サデリによってルンバンに派遣された，ルンバン出身でジャカルタ
在住の華人青年 Flへのインタビューによる。なお，中部ジャワ州スマラン市郊外にある三保公廟
（Klenteng Sam Poo Kong）では，例年旧暦六月末に鄭和艦隊の上陸を祝う祭が開かれていたが，
����年は上陸から ���年目の節目にあたるとして，州政府も巻き込んで祭自体の規模も拡大され
たばかりか，鄭和に関するシンポジウムや，観光促進のための展示会が同時に開かれるなど，かつ
てないほどの一大イベントとなった。


�） 鄭和上陸 ���周年記念の大祭に先立ち，新聞紙上では鄭和がいかにインドネシアに貢献したかを
強調する論説が氾濫した。その中では，彼が大陸の先進文化をもたらしたことは言うまでもないの
だが，それと並んで鄭和自身ムスリムであったことから，ジャワのイスラーム化にも一役買ったこ
とがしばしば強調された。例えば Suara Merdeka紙 ����年 �月 ��日付の Sumanto Al Qurtuby
による論説“Cheng Ho, Islam, dan Indonesia”を見よ。また，鄭和がコロンブスに先立ってア
メリカ大陸を発見したのではないかという近年発表された説［Menzies ����］に基づいて，同じ
「東洋人」として誇るべきだとの論調も散見された。


�） 陳姓と黄姓の �名の先達を意味し，地元では福建語読みで呼び習わされている。なお両英雄の下
の名前の漢字表記は今日地元では伝わっていない。またアルファベット表記に関しても新旧綴り法
や発音の違いなどによる揺れがあり，例えば慈惠宮では黄姓の人物は“Oei Eng Kiat”と表記さ
れている。

��） 現在陳黄弐先生を祀るのは，ラセム義勇公廟（Gie Yong Kong Bio），ルンバン慈惠宮（Tjoe 
Hwie Kiong），およびルンバンの西 �
 kmに位置するパティ（Pati）県ジュワナ（Juwana）の町
の慈澤廟（Tjoe Tik Bio）の 
寺院である。このうち義勇公廟は，陳黄弐先生を主神として祀って
いる。
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けともなった民間伝承史料を簡単に見ておこ
う。

�. 『ラセム史話』と陳黄弐先生

�.�. 『ラセム史話』の継承
この書物は名前を『ラセム史話』と言い，

����年に仏教の経典書『ボドゥロ・サン
ティ』の一部として，内輪だけで頒布される
ことを目的に印刷されたものである��）。ジャ
ワ語の普通語（ngoko体）でおよそ ��ペー
ジにまとめられたこの書物では，��世紀半
ばから ��世紀半ばに至るまでのラセムの町
の歴史が語られているのだが，その中心と
なるのは，�	��年から ��年近くこのラセ
ム周辺の地で戦われた「華人戦争（Perang 
Cina）」にまつわる記述である��）［Kamzah 
����: �-��］（以下では［史話］と省略）。
上で触れたとおり，このオランダに対す
る大規模な反乱を当地一帯で率い活躍した
のが，タン・ケー・ウィーとウィ・イン・
キァットの両英雄だったわけだが，『ラセム
史話』ではこの両名に協力して戦ったジャワ
人地方支配者の息子ラデン・パンジ・マルゴ

ノ（Raden Panji Margana）にも焦点が当て
られている。そしてこの『ラセム史話』の記
述内容自体が，このマルゴノの子孫を通して
伝承されたと同書中で説明されている（図①）。
それによると，マルゴノにはカムザ

（R.P.Kamzah）という孫がいた。彼はかつ
てマルゴノに副官として仕えていたキ・ムル
ソド（Ki Mursada）という人物から読み書
きを習い，後にはその孫娘を妻に娶るのだが，
このカムザが自らの祖父の事績として伝え聞
いたものを ����年に密かにジャワ文字で記
録に留める［史話：�
-��］。さらには ����
年，カムザの子孫カルソノ（R.P.Karsono）
によって再びまとめ直されたものが，今日伝
わる『ラセム史話』なのだという［史話：�］。

�.�. 『ラセム史話』の内容
ではこうして語り伝えられ書物となった

『ラセム史話』には，一体どのようなことが
書かれているのだろうか。次に本稿と関わ
りのあるタン・ケー・ウィー，ウィ・イン・
キァット両名，そしてその共闘者であるマル
ゴノが中心的に描かれている部分について，
『ラセム史話』の記述を要約しながらもう少

��） 原題はそれぞれ Carita (Sejarah) Lasem，および Sabda Badra-Santi。
��） 「華人戦争」に関しては，オランダ側資料を用いた Remmelink［����］の優れた研究があり，ま

た Setiono［���
: Bab.X］も参考になるが，両者の記述は必ずしも『ラセム史話』と一致しない。
なお，未だ歴史資料としての評価が定まらぬこの『ラセム史話』は，最近 Setiono［���
: �	�］お
よび Sumanto［���
: ���］で言及されているが，両者とも史料の内容にまでは踏み込んでいない。

図①―『ラセム史話』の継承にまつわる人物系図
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し詳しく見ていくことにしよう�
）。

　�	世紀末に VOC��）がマタラム朝のスナ
ン��），アマンクラット（Amangkurat）�
世の協力を得てラセムの町を支配下に置い
て以来，ラセムの人々はオランダとその傀
儡と目されたマタラム朝現地支配者に反感
を抱いていた［史話：��］。
　�	��年にはテジョクスモ（Tejakusuma）
�世がラセムの支配官��）に任じられるが，
オランダと結びついたスナン�	）に反感を
持つ彼は，�	�	年にその地位を投げ出して
しまう。そんな彼にはラデン・パンジ・マ
ルゴノという長男がいたが，この息子も父
の跡を継ぐよりも商人となることを望んだ
ため，ラセム支配官の地位はテジョクスモ
�世の友人で裕福なムスリム華人，ウィ・
イン・キァットに移る��）［史話：��-��］。
　そんな折，�	��年から ��年にかけてバ
タヴィア（Betawi）方面から，オランダ
による虐殺を逃れた大量の華人がラセムに
流入して来る��）。ウィ・イン・キァットは

これらの人々を自領にかくまうとともに，
仲間を誘って VOCに対して兵を挙げる決
断をする。この時蜂起した反乱軍には次の

人の指導者がいた［史話：�	］。

�. ラデン・パンジ・マルゴノ：テジョクス
モ �世の息子。拳道（Kundaow）の達人
風の格好をした華人に変装し，タン・パ
ン・チアン（Tan Pan Ciang）と名乗る。

�. タン・ケー・ウィー（Tan Ke Wi）：養殖
池を持ち床用建材を製造する事業家。寛
大なことで知られ，拳道の達人でもある。


. ウィディヤニングラット（R. Ngabehi 
Widyaningrat）：ラセムの現支配官
（Tumenggung），すなわちウィ・イン・
キァット。

　ラセムで兵を挙げた反 VOC軍は，周辺
のジャワ人や華人の一団を次々と糾合し，
ルンバン，ついでジュワナにあったオラン
ダの兵舎を落とすことに成功する［史話：
�	-��］。

�
） 以下は『ラセム史話』の pp. ��-��に相当する。なおこれとほぼ同じ箇所をインドネシア語で要
約したものが，雑誌 SINERGI INDONESIA［Edisi V, Tahun I / Juli ���
: �-�］に“Perang Cina 
�	�� dan �	�� di Lasem: Terjemahan dari sebagian Kitab Badrasanti Babad Bumi Lasem”とい
うタイトルで掲載されている。

��） 原文では“Kumpeni Walanda”と記されているが，これは「オランダの会社」，すなわち東イン
ド会社（VOC）のことを指す。

��） スナン（Sunan）とは，元はジャワにイスラームを伝えた聖人に対する称号で，マタラム朝（�	��
年の王国二分以降はスラカルタ宮廷）の王は代々このスナンを名乗った。

��） テジョクスモ �世はマタラム宮廷から Adipatiの称号を得ている。この頃ラセムの地は中央の宰相
（Patih）に直属し，領域管理のための官吏が任命されていた［Remmelink ����: ��	］。ジャワ北
海岸地方（Pasisir）の支配体系は歴史的に見て非常に複雑な変遷を経た。この地方を支配した土豪
諸家に関する素描としては Sutherland［��	
: �
�-���］を参照。

�	） アマンクラット �世（位 ��		-�	�
年）の死後，息子のアマンクラット 
世（位 �	�
-��年）がス
ナンとなるが，これに反発した前スナンの弟は VOCの助けを得て，パクブウォノ（Pakubuwana）
�世（位 �	��-��年）として即位する。マタラム王家の系統はやがて，後者の直系であるアマンクラッ
ト �世（位 �	��-�	年），パクブウォノ �世（位 �	��-��年）へと受け継がれていく。

��） 『ラセム史話』によれば，ウィ・イン・キァット（原文はUi Ing Kiat）は �	�	年の任官時に，マ
タラム宮廷のパクブウォノ �世から Tumenggung Widyaningratの称号を受けている［史話：
��］。なお彼の宗教については，同書の中では“Agama Rasul”，すなわち「預言者の宗教」と書
かれており，イスラーム教と解釈できるわけだが，後述のように彼がムスリムであったということ
が，数百年後に大きな意味を持つことになる。

��） �	��年 ��月 �・��日にバタヴィア市内で起きた �万人とも言われる華人の大量虐殺（Peristiwa 
Angke）は，その後マタラム宮廷を巻き込んだ大規模な騒乱「華人戦争」へと発展した［Remmelink 
����: Chapter � & �］。
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　さらにここからタン・ケー・ウィーに率
いられた一群が，海路ジュパラ（Jepara）
にあるオランダの要塞を目指すのだ
が，その途上ムリア半島北端モンドリコ
（Mandhalika）島付近で敵の待ち伏せに
遭い，タン・ケー・ウィーらは船ごと海に
沈められてしまう��）。その後 �	��年 ��月
�日，彼らの英雄的行為を記念して，ラセ
ムの町バトゥック・ミミ（Bathuk Mimi）
にあるタン・ケー・ウィー所有の養殖池の
ほとりに，漢字の刻まれた石碑が建てられ
た［史話：��-
�］。
　さて，ジュワナに留まった一群は，その
後マドゥラ（Madura）島などからオラン
ダに協力するために駆けつけて来た軍隊に
大敗を喫し，マルゴノは部下と共に商人の
格好をしてラセムに逃げ帰る。一方ウィ・
イン・キァットはジャワ人の格好をして，
早々にオランダと和睦したマタラム朝の首
都カルタスロ（Kartasura）を目指し，事
態が沈静化するのを待って再びラセムに戻
る。この時彼が保持していたラセム支配官
の地位はオランダによって取り上げられる
が，その代わり同地の華人を管理する官職
（Mayor）が与えられた［史話：
�-
�］。
　さて，一連の騒乱が鎮まった �	�
年
��月，それまでルンバンの西郊ドレシ
（Dresi）でジャワ人と混じり合って暮らし
ていた華人が，オランダの命によってルン
バンの町中心部に集住させられ，以降ジャ
ワ人との交流を禁じられる。その後華人ら

は，農産物を買い集めてはオランダに引き
渡すよう仕向けられたのに加え，質屋，市
場の税吏，オランダ所有のアヘンや塩を販
売させられることになった��）［史話：
�］。
　�	��年，スマランのスロアディムンゴ
ロ（Suroadimenggolo）
世が，バタヴィ
アの東インド会社総督イムホフ��）によっ
て新たにラセムの支配官（Bupatiregen）
に任じられるが�
），この人物はラセムの
人々から不評であった。�	�	年のある日，
この新任の支配官は人々を広場に集め，次
のように言い渡す。（�）反乱に協力した者
は死罪とする，（�）ヒンドゥー・シヴァ
や仏教の経典，あるいはラセムの歴史や反
乱軍の逸話を記した書物を所持してはな
らず��），この禁を犯した者は鞭打ち刑に処
す，（
）ラセムにある非イスラームの寺
院（Candhi）は破壊されねばならない［史
話：
�-

］。
　ラセムの人々はこれに大いに反発する。
また，町郊外の山上には依然反乱軍がこ
もっていたために，身の危険を覚えたスロ
アディムンゴロ 
世は �	��年に居をラセ
ムからルンバン西郊に移し，オランダの兵
舎もその後を追うように西へと移転する
［史話：

］。
　こうした中で同年の �月，ウィ・イン・
キァットやマルゴノらが再びジャワ人と華
人を糾合して兵を挙げるのである。しかし
この時は事前に相手方に計画が漏れ，増
援を得た敵によって向かい討たれてしま

��） オランダ側の記録に基づく歴史研究によれば，�	��年 ��月初旬，ジュワナ沖で華人反乱軍は巨大
な筏でオランダ艦船に対し自殺的攻撃を企てたが，失敗したという。その後 ��月中旬までに反乱
軍は敗れ去り，オランダはチレボンからラセムに至る北海岸全域の支配権を確保した［Remmelink 
����: ���, ���］。

��） 註 �
�で述べるように，この記述は重要である。
��） 原文はWan Imop，オランダ東インド会社総督Gustaaf Willem Baron van Imhoff （任 �	�
-��）

のことを指す。
�
） Remmelink［����: ��	］によるオランダ側歴史資料の調査によれば，�	��年にルンバンの支配官

Ngabehi Anggajayaが反乱軍に協力した疑いを掛けられ，スマランの Adipatiの息子と交代させ
られたというが，この新任の人物がスロアディムンゴロ 
世のことを指すかどうかは未確認。

��） ここでいう「ラセムの歴史（Carita Lasem）」と「反乱軍の逸話を記した書物（Chathetan bab 
Brandhal-brabdhal Lasem）」を後世まとめたのが，当『ラセム史話』である。
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う。マルゴノはラセムの西でオランダお
よびその協力者と戦うも刀傷を負い，副
官のキ・ムルソドらの助けを受けて戦場
を逃れるが，やがてそのまま息を引き取
る。死の直前彼は部下に，遺体はサンボン
（Sambong）村の大木の下に埋め，敵に知
られぬよう塚や墓石は築かぬように，など
と遺言を残す［史話 
�-
	］。
　ウィ・イン・キァットもやはり戦場で，
アンボン出身のオランダ軍傭兵の銃弾を受
ける。そして，遺体をブゲル（Bugel）山
の麓に埋めるよう言い残して事切れる［史
話：
�］。
　反乱が鎮圧されてすぐ，スロアディムン
ゴロ 
世はスマランに呼び戻され，替わり
にチトロソモ（Tumenggung Citrosomo）
がラセムの支配者（Bupati）に任じられ
た［史話：
�］。
　ラセムの情勢が落ち着いた �	��年，ラ
セムの華人はタン・ケー・ウィーとウィ・
イン・キァットを陳黄弐先生（Tan-Ui Ji 
Sian Sing）として崇め，ラセムのカラン
プレム（Karangpelem）村に中国寺院を
建てて祀った［史話：��］。

�.�. 『ラセム史話』の出版
以上のような内容を持つ『ラセム史話』は，
先に述べたようにマルゴノの子孫，カルソノ
の手によって ����年にまとめ直されたわけ
であるが，この伝承史料はさらにカルソノの
孫，ダルソノ（Hadi Darsono）へと受け継
がれ，やはり公にされることなく保管されて

いた。ところが ����年前後に転機が訪れる。
このダルソノは，ラセムでテラヴァダ（上
座部）仏教の説教師を務めており，数年前に
出版された仏教の経典集『ボドゥロ・サン
ティ』を改訂すべく，他の �人の仲間と共に
編纂作業を進めていた。その彼がある日，こ
れら経典資料と共に保管していた『ラセム史
話』に関する歴史資料を，当時ルンバン県の
仏教を統括する組織の書記を務めていたテー
HGのもとに持ち込んだのだ��）。
偶然にもこのテーHGは，「華人問題」解
決のためのセミオフィシャルな機関 B

バ コ ム

akom 
P
ペーカーベー

KB��）の書記も務めており，即座にこの史
料の中で語られている内容に大いに興味を持
つことになる�	）。
というのもこの『ラセム史話』では，単に
自分たちが暮らす地域の埋もれた歴史が活き
活きと描かれているばかりでなく，かつて華
人とジャワ人が事実として

4 4 4 4 4

協力していたとい
うことが見事に示されていると感じたからで
ある。テーHGはこの『ラセム史話』がそ
のまま世に出されずに廃れてしまうのは惜し
いとして，自費を投じてオリジナル史料の
ジャワ文字をアルファベットに直させ，それ
をタイプさせた。さらには，ダルソノらが編
纂中の仏典『ボドゥロ・サンティ』に『ラセ
ム史話』を組み入れて印刷してもらうよう頼
み，代わりにその出版費用の一部を自身で負
担するとともに，他の出資者も探すと約束し
たのである。こうしてテーHGは，我々の
町の中国寺院で義勇公として祀られている陳
黄弐先生とも関わり深い史料だからとして，

��） このダルソノが保管していた『ラセム史話』のオリジナル史料は，彼の死後に息子に託されたが，
カトリックの息子は生前から仏教徒の父とは相容れず，今もこの史料に関して問い合わせを受ける
のを拒んでいるという（����年 �月 ��日，ダルソノの妻から聞いた話として，テーHGが語っ
た内容による）。なお，このテーHGを含め，本稿では必要に応じて個人名には偽名を用いている。

��） Bakom PKB（＝Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa / Coordinating Body for 
National Unity）は，��		年に内務省が各地の同化派華人に呼び掛けて設立した機関で，国民の
統合と統一の実現を「同化」によって達成することが謳われていた。Bakom PKBは正式な政府機
関ではなかったが，内務大臣からの指令はここを通じて各地の華人コミュニティに下達されるなど，
華人を「良きインドネシア人」に変えるための重要な経路として同化政策を支えた。当機関の概略
は Setiono ［���
: Bab LIV］を見よ。

�	） 以下，����年 �月 ��日および 
月 �日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。
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ルンバンおよびラセムの華人を中心に資金援
助を呼びかけたが，この時は大方の人が関心
を払わなかったという。その他諸事情で途中
作業は難航したものの，ようやく ����年に
なって，『ボドゥロ・サンティ』と抱き合わ
せた形でついに『ラセム史話』は出版された
のである。

�.�.  陳黄弐先生に関する伝承の様々な
ヴァージョン

以上のような経緯で，ルンバンおよびラセ
ム一帯で活躍した英雄にまつわる伝承史料が
活字化され公にされはしたが，そもそもそれ
は仏教経典の一部として世に出されたに過ぎ
ず，また内容的にも多数派ムスリムを不快に
させるかもしれないとの恐れもあって，大々
的に販売・頒布されることはなく，一般には
ほとんど知られないまま埋れていった。
とはいえその一方で，この『ラセム史話』

で語られている「華人戦争」にまつわる伝承
内容自体は，それらがルンバンおよびラセム
周辺の中国寺院で神格化され祀られている �
対の英雄神，陳黄弐先生と密接に関わるもの
であったことから，地元の人々の記憶にしっ
かり留まり続けた��）。ただし，そうして伝え
られているものにはいくつものヴァージョン
が存在し，『ラセム史話』の記述と食い違う
点も多々見受けられる。中でも特に大きな相
違が見られたのは，義勇公として祀られてい
る陳・黄両氏のうち，陳姓の人物が何者かと
いうことについてである（表①）。
ルンバンの町に入ってから筆者は，中国寺
院に通う人々からこの陳黄弐先生についてし
ばしば説明を受けた。そこで共通して強調さ
れていたのは，この陳と黄を姓に持つ �人は
かつて華人とプリブミが協力して VOCに戦
いを挑んだ際の指導者であり��），しかもこう
して義勇公として祀られているのはルンバン

表①―陳黄弐先生の人物に関する伝承のヴァリエーション

黄姓として祀られる人物 陳姓として祀られる人物 その他の関連人物
『ラセム史話』の記述 Ui Ing Kiat

別名：Widyaningrat
ラセムの支配者
反乱軍を指揮，華人

Tan Ke Wi

ラセムの事業家
反乱軍を指揮，華人

R.P.Margana
別名：Tan Pan Ciang
Tejakusuma Vの息子
反乱軍を指揮，ジャワ人

ルンバンの人々
の一般的解釈 

黄姓の華人 陳姓を名乗るジャワ人 ―

『 ラセム・ババガン村
の中国寺院の歴史』

の記述

Oei Ing Kiat
別名：Muda Tik

反乱軍を指揮，華人

Tan Pan Tjiang
別名：Cik Macan

反乱軍を指揮，華人

Tan Kee Wie

Tan Pan Tjiangの兄
義勇公廟を建立，華人

※  …当該人物がジャワ人（プリブミ）であると考えられていることを示す。

��） ルンバンの町には �つの中国寺院，すなわち天上聖母（媽祖）と福徳正神をそれぞれ主神とする慈
惠宮（Tjoe Hwie Kiong）と福徳廟（Hok Tik Bio）がある。このうち福徳廟境内は，昼時になる
と ��人ほどの華人男性が集まって来てはおしゃべりに興じる憩いの場となっているが，ある時そ
こでも陳黄弐先生が話題にのぼり，常連の初老男性は次のように興奮気味に語った。「華人は先見
の明があるんだ。陳黄弐先生の時の反乱を見ても，あれはインドネシア人（Orang Indonesia）よ
り先に反オランダ闘争に立ち上がったのであり，だから華人はインドネシアの独立に協力しなかっ
たなんてのは大嘘だ」（����年 �月 ��日，福徳廟での会話）。

��） なお一例だけだが，陳黄弐先生とは陳姓，黄姓，および弐（Djie）姓の 
人の英雄神だとする見解
を述べた人もいた。慈惠宮の陳黄弐先生の祭壇には，��年代頃に誰かがいたずらで置いた人形芝
居（Wayang Potehi）用の木製の人形が，今なおそのまま安置されている。特に取り去る理由もな
かったからとのことだが，この 
体目の像が「弐姓の人物」の存在を想起させたのかもしれない。
なおこの 
体目の像に関してだが，����年半ばにジャカルタから霊能士（suhu）が訪れ，こ ↗
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周辺の三つの町，すなわちルンバン，ラセム，
ジュワナのみだということである。ここまで
は『ラセム史話』の記述とも一致するのだが，
この活字化された民間伝承史料の中では陳黄
弐先生として祀られているのはタン・ケー・
ウィーとウィ・イン・キァットの �名の華
人であるとされているのに対し，興味深いこ
とにルンバンの多くの人々は，�名のうち黄
姓の方は間違いなく華人だが，陳姓の方はそ
の華人と共に闘ったプリブミだと主張するの
である。彼等のほとんどは陳姓・黄姓両人物
の正確な名前までは記憶していないが，しか
し自分たちの説を述べる際には決まって，ル
ンバン慈惠宮に祀られている陳黄弐先生の �
対の彫像を引き合いに出す。
その説明によると，写真❶からも明らかな
ように，向かって右側の黄姓と伝えられてい
る像は全体に色白で切れ長の目を持っている
が，一方左側の陳姓とされる像は肌が黒く目
も丸く大きい。したがって前者は疑いなく華
人であるが，後者は中国寺院に祀られてはい
るものの実はプリブミだ，というわけである。
確かに陳黄弐先生にまつわる伝承には，華
人とジャワ人の共闘というのがひとつ重要
なモチーフとしてあり，実際『ラセム史話』
には，ウィ・イン・キァット，タン・ケー・
ウィー両華人と並んで，ラセムのジャワ人支
配者の息子でタン・パン・チアンとも名乗っ
たマルゴノの活躍が語られていた。そして恐
らくはこの伝承を基にしたのであろう，	�
年代には慈惠宮物置壁面に，これら 
人の華

人・ジャワ人指導者がオランダ兵と戦ってい
るシーンを描いたレリーフが作られてもいる
（写真❷）��）。こうした形で共闘についての言
い伝えの記憶が再確認・再強化される中，長
らく慈惠宮の陳黄弐先生像に華人とジャワ人
のクリシェ化した身体的特徴の対比を見て
取っていた人々は，ここに祀られている �対
の英雄神のうち片方は華人ではないとの解釈
を次第に確信するようになったのではなかろ
うか。
ちなみに，ラセムのババガン村にある義勇
公廟（写真❸）には主神として陳黄弐先生が
祀られているのだが，そこに安置されている
像は陳姓・黄姓両方ともいわゆる「華人風」
の顔立ちをしており，そのためか，ルンバン
で聞かれたような「一方はプリブミである」
という説を耳にすることはほとんどない。た
だし陳姓とされる人物に関しては，この廟に
保管されているパンフレット『ラセム・ババ
ガン村の中国寺院の歴史』��）の中で，やはり
『ラセム史話』とは異なったヴァージョンで
伝えられている。
このさほど古くない A�サイズ 
ページの
資料には，ラセムの人々の間で伝わってきた
とされる陳黄弐先生にまつわる言い伝えと，
それから同町の南西およそ ��� kmに位置す
るグロボガン（Grobogan）の町をかつて治
めていた支配者に由来するとされる史料の抄
訳とが記されている��）。このうち後者の史料
では，「華人戦争」の際に反乱軍側に協力し
たグロボガンの支配者マルトプロ�
）の事績

↗ の像は“Giok Sian Tay Djien”であると指摘した。その後同年 �月にルンバンの町で行なわれた
福徳廟の大祭の折には，同像がその仰々しい名前を持った神として神輿に乗せられ，他の神像とと
もに町内を練り歩いた。

��） Remmelink［����: �］はこの壁絵は ����年代に制作されたと言及しているが，筆者がルンバンで
聞き取りを行なった限りでは 	�年代の作であるようだ。

��） ［Sejarah Klenteng Babagan Lasem］。この資料は恐らく ��年代終わりか ��年代初めに作成された
もので，文末には翻訳・編集者として，パティ県観光文化局の肩書きを持つ人物と，ラセムの旧中
国寺院管理組織（Yayasan Tiga Klenteng Lasem）の次席理事の名が記されている。

��） グロボガンの史料の出典として示されているのは次の通り。Babad Tanah Jawa (Jilid �
), ����: 
��-��, Balai Pustaka (Seri No.���� V)。

�
） �	
�年にグロボガンの支配者に任じられた Temenggung Martapuraは，一貫して反乱軍側に組し
たことが知られている［Remmelink ����: �	�-���］。



津田浩司：「華人国家英雄」の誕生？

が主に語られているのだが，そこには反乱軍
側指導者として �名の華人，チック・マチャ
ン（Cik Macan / Encik Macan）とムダ・
ティック（Muda Tik / Pemuda Tik）が登
場する。そしてラセムの伝承によると，この
マチャンとティックは，それぞれタン・パ
ン・チアン（Tan Pan Tjiang）とウィ・イ
ン・キァット（Oei Ing Kiat）と同一人物な
のだとパンフレットは説明する。さらにタ
ン・パン・チアンにはタン・ケー・ウィー

（Tan Kee Wie）という名の兄がおり，この
兄によって前記 �名の華人が義勇公・陳黄弐
先生としてラセムの町で祀られるようになっ
たというのである。
つまりこのパンフレット『ラセム・ババガ
ン村の中国寺院の歴史』によれば，当該寺院
に祀られている陳姓の人物は，タン・ケー・
ウィーの弟で華人のタン・パン・チアンとい
うことになるのだが，繰り返しになるが『ラ
セム史話』の中では，タン・パン・チアン

写真❶―ルンバン慈惠宮の陳黄弐先生像（����年 ��月，筆者撮影）。右が黄姓，左が陳姓の像とされる。双方の造形の
対比に注目。

写真❷―ルンバン慈惠宮にある陳黄弐先生の活躍を描いたレリーフ（���
年 �月，筆者撮影）。中国服をまとった �名の
間に，ジャワ風衣装を着てクリス（短刀）を持った人物が大きく描かれている。

写真❸―ラセム義勇公廟前景（����年 �月，筆者撮影）。陳黄弐先生を主神として祀る唯一の寺院。現在の建物は ����
年に建てられた。

❶
❷

❸
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（Tan Pan Ciang）とはジャワ人指導者マル
ゴノの別名であり，一方タン・ケー・ウィー
（Tan Ke Wi）こそが義勇公廟に祀られてい
る華人の反乱軍指導者だと説明されていた。
実際のところ，陳姓と黄姓として祀られて
いる人物がそれぞれ誰だったのか，今となっ
ては確認するのも困難なのだが��），それにし
てもこの陳姓が誰なのかをめぐる混乱は，黄
姓の人物がさほどのブレもなく語られている
のと比べると奇異に思えるかもしれない。た
だ容易に想像がつくことだが，明らかにそこ
には，タン・ケー・ウィーとタン・パン・チ
アンという，共に陳姓の二つの名が主要人物
として記憶されていることが関わっている。
さらには，ジャワ人の協力者がいたという，
これまた記憶されるべき要素が加わったこと
が，人物同定の混乱に一層の拍車を掛けたよ
うである。
ちなみに最後に挙げた『ラセム・ババガン
村の中国寺院の歴史』では，グロボガンの支
配者が反乱側に全面協力したこと，あるいは
マタラム朝中央��）の消極的支持があったこ
とについては触れられているものの，『ラセ
ム史話』やルンバンの伝承に見られたよう
に，地元ラセムのジャワ人指導者の存在が語
られているわけではない。だがいずれにして
も，ルンバンおよびラセム一帯の華人がプリ
ブミの協力を得てオランダに蜂起したという
メルクマール的要素は維持されており，また

その指導者が陳姓と黄姓の人物であったとい
う，神号と連動して覚えられる要素も崩れて
いない。このように，ルンバンの町の伝承に
しろラセムの町の伝承にしろ，それらを裏付
けたり権威付けたりするような頼るべき歴史
資料がない中で，人々の間で重要と考えられ
た基本となるモチーフ，そしてそれと関連す
る複数の名前が共に緩やかに記憶され，それ
ら諸要素の任意の組み合わせによって生み出
された複数のヴァージョンが，正統的なひと
つの伝承のもとに統一されることもなくその
まま受け継がれてきた，というのが実情であ
るようだ��）。
このように，取り立てて注目されることも
なく，曖昧なまま伝えられてきた義勇公・陳
黄弐先生にまつわる伝承は，しかしながら中
央・地方それぞれのアクターによって『ラセ
ム史話』が「再発見」されることで，異なっ
た様相を呈してくる。

�. 陳黄弐先生をめぐるアクター間の動き

�.�.  中央のアクターによる陳黄弐先生への
着目

陳黄弐先生に着目したのは，どうやらジャ
カルタの方が先だったようである。筆者の知
る限りでは，早くも ����年末には，先に挙
げたエディー・サデリも編集委員を務めてい
る雑誌 SINERGIによって，ルンバン慈惠宮

��） Salmon［���
: �	�］は，ラセム義勇公廟に祀られているのは，�	��年に福建省龍渓県に建てられ
た陳黄二公祠（Chen-Huang Ergong ci）と同様，明代の英雄である陳思賢（Chen Si Xian: ��
�
年没）と黄道周（Huang Dao Zhou: ����-����年）だとしている。Salmon & Siu［���	: �	�］で
は，この説（①）のほかに，地元ラセムで信じられている �つの伝承についても言及がなされている。
すなわち，②ラセムに初めて上陸した陳姓と黄姓の華人で，死後神格化された，③ �	��年代にマ
タラム宮廷の支援を受けオランダに抵抗を試みた英雄で，やはり死後地元の人々によって祀られた，
とする �説である。筆者が地元で聞き取り調査を行なった限りでは，本稿で扱っている伝承内容
と重なる③の説しか耳にしなかった。

��） 『ラセム・ババガン村の中国寺院の歴史』の本文では，“Pemerintah Susuhunan Kartosuro”とい
う語で言及されている。

��） Salmon［���
: ���］はジャワの華人に特有の信仰対象の例として，澤海真人（Tik Hai Tjin Djin 
/ Zehai Zhenren）という神を挙げている。ジャワ島北海岸の複数の町で祀られているこの神は，
福建省海澄出身の商人，郭六官（Kwee Lak Kwa）が神格化されたものであるが，テガル（Tegal）
に伝わるこの人物の伝承は，陳黄弐先生のモチーフと極めて類似している。
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にある陳黄弐先生のレリーフが写真付きで紹
介されているのだ�	）。
だがその後しばらくは目立った動きも
なく，���
年半ばになって，今度は雑誌
SINERGI INDONESIAに『ラセム史話』の
インドネシア語抄訳が掲載された��）。「ラセ
ムにおける �	��年と �	��年の華人戦争」と
題されたその記事の最後には，編集部の意
見として，タン・ケー・ウィーの死後にバ
トゥック・ミミに建てられたと『ラセム史
話』で語られている石碑のことが採り上げら
れ，もしこれが見つかれば，「ラセム，ルン
バン，ジュワナ一帯の人々が宗教やエスニッ
クの別にとらわれず，お互い協力し合いなが
ら一丸となって VOCに立ち向かった英雄的
抵抗のオーセンティックな証拠になる」とし
て，是非とも調査されねばならないと記され
ている。
さて，こうした中でエディー・サデリ率い
る LPPMTIが，この陳黄弐先生を国家英雄
にすべく本格的に動き始めることになる。上
でも触れたように，エディー・サデリは社会
団体 PSMTI，そしてこの頃立ち上げられた
華人系新政党 PPBTIにも幹部として関わっ
ており，組織力は未知数ながら人口構成では
かなりの数に上ると思われる華人票，そして
当然そこから期待され得る豊富な資金力を背
景に当時のメガワティ政権と接触し，華人で
ありながらインドネシア国家・民族への貢献
著しい人物を探し出した暁には，大統領が当
該人物を国家英雄に認定するとの内諾を既に
取り付けていたのである��）。
そんな彼がある日，LPPMTIに出入りし

ていたルンバン出身の華人青年Fl経由で『ラ
セム史話』のコピーを受け取り，一読するや，
そこに記述されている陳黄弐先生，すなわち
タン・ケー・ウィーとウィ・イン・キァット
両名こそが，彼が捜し求めている華人国家英
雄の候補に相応しいと感じ取る。そして偶然
にも彼が入手したのは，『ラセム史話』の出
版に深く関わったあのルンバンのテーHG
が所有していたもののコピーであり，ページ
の要所には彼の連絡先が記されたスタンプが
いくつも押されていた。これを唯一の頼りに
エディー・サデリがテーHGに問い合わせた
ところから，事態は一歩進展することになる。
こうして中央で陳黄弐先生が注目を浴び始
める一方，この英雄を祀る中国寺院を抱える
地元でも，両者を積極的に盛り立ててゆこう
という動きが出始める。

�.�.  ローカルのアクターの動き：義勇公の
墓の「発見」

����年， ル ン バ ン 県 観 光 局（Dinas 
Pariwisata Kab. Rembang）は，観光促進プ
ラン作成のため，県内の歴史遺産の調査を州
都スマランの民間コンサルタントに依頼した。
このコンサルタント一行は年末に打ち合わせ
と実地調査を兼ねてルンバン県を訪れた際，
ルンバンの歴史に詳しい人物としてテーHG
に引き合わされる。そしてこの場でテーHG
から『ラセム史話』を提示されたことがきっ
かけとなって，地元でもこの埋もれた民間伝
承史料がにわかに注目されるようになる	�）。
『ラセム史話』の存在が再びクローズアッ
プされたことは，当然隣町ラセムの人々にも

�	） SINERGI［Edisi Ke-�� / Tahun III / �� Desember ���� – �� Januari ����: ��］掲載の“Bukti 
Sinergisme Melawan Kolonial Belanda”参照。なお，����年 ��月初頭にインドネシア科学院

（LIPI）主催でインドネシア華人に関するセミナーが開かれたが，その折に Claudine Salmonが
ジャワとバリに点在する中国寺院について報告し，このルンバン慈惠宮のレリーフについても言及
したようである（発表原稿は未入手）。写真 �がそのレリーフである。

��） 註 �
を見よ。
��） ���
年 	月 ��日，エディー・サデリによってルンバンに派遣された Flへのインタビューによる。
	�） ����年 	月 ��日，テーHGの自宅で，テー本人と，スマランのコンサルタントを彼に引き合わ

せたニョー YTへのインタビューによる。なお，このスマランのコンサルタントとの契約はその後
打ち切られ，ディポネゴロ大学の歴史学チームが後を引き継ぐことになる。註 ��を見よ。
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伝わるのだが，特にこれに関心を示したのは
Hnという人物であった。ラセム出身のこの
華人中年男性は，ジャカルタに移り住んで塗
料工場を開き，経済的に大成功したのだが，
今なおラセムの中国寺院に毎年車 �台分とも
言われる額の資金を提供し続け，その運営に
も深く携わっている。そのHnだが，『ラセ
ム史話』の中で語られている人物が他でもな
い，自らが理事を務める生まれ故郷の町の中
国寺院に祀られている英雄であることから，
歴史を伝承するためにも何とかこれを盛り立
てねばという使命感を覚えるようになる	�）。
そこでまず手始めとして，彼はウィ・イ
ン・キァットとマルゴノの墓を特定する作
業に着手する。上で要約した通り『ラセム
史話』によれば，タン・ケー・ウィーはムリ
ア半島の北端に近いモンドリコ島そばの海戦

で戦死したために墓は存在しないが［史話：
��-
�］，ウィ・イン・キァットは死後ラセ
ム南東郊の小高い丘ブゲル山の尾根に埋葬さ
れたとあり［史話：
�］，またマルゴノにつ
いても，サンボンという地での戦いで落命し
た後，やはりラセムに埋葬されたことが示さ
れている［史話：
�］。
この記述を元にHnは，全面的に費用を
負担して �人の墓の探索を指示する。その
結果 ���
年初頭に，ウィ・イン・キァット
の墓がブゲル山上で，またマルゴノの墓がラ
セムの旧駅舎裏手のカンプンで相次いで見つ
かった	�）。これを受けてHnはすぐさま再び
自費を投じ，両者の墓をセメントとタイルで
全面的に改修するとともに，立派な墓標も備
え付けて，由緒ある人物の墓所として相応し
いよう体裁を整えたのである	
）（写真❹）。

	�） ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。彼はHnと非常に親しく，
普段ジャカルタに暮らすHnのラセムにおける手足であり代理だと自任している。

	�） マルゴノの墓とされる場所はかつてはただ �本の大木が立っているのみで，そのすぐ脇にある彼の
副官ムルソドとその妻のものとされる墓の方が，村の開祖として付近住民から崇められていた。そ
こに ��～
�年前に地元の霊能士が訪れ，この場所にかつてのラセムの支配者（Adipati）の息子
マルゴノが葬られていると指摘し，それを受けて墓標として簡単な木製の看板が据え付けられたが，
それ以上に一般から顧みられることはなかった（����年 �月 �
日，マルゴノの墓所の近隣住民か
らの聞き取りによる）。

	
） ウィ・イン・キァットの墓については，ある人がこの墓の前で違法ナンバーくじの番号のインスピ
レーションを求めて祈り，その結果 �億ルピアを手に入れたとの噂が広がり，その後多くの人た
ちがここを訪れるようになった。後に墓に通ずる道が整備されたことで，これらナンバーくじ目当
ての人が続々と同地を訪れ，その道すがら農作物を荒らして行くとして付近住民から苦情が聞かれ
るようになったという。またマルゴノの墓についても，ナンバーくじを求めに来る人が絶えないと
呆れ嘆く声が聞かれた。

写真❹―改修されたマルゴノの墓（����年
�月，筆者撮影）。きれいに着色さ
れたコンクリート塀に囲まれ，床面

と墓もタイルで覆われている。
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�.�. ジャワ人英雄の義勇公廟への合祀
この時点で『ラセム史話』を無謬なものと
奉ずるようになっていたHnは，同史料の
記述から，義勇公廟に祀られているのは他で
もない，華人のウィ・イン・キアットと，や
はり華人のタン・ケー・ウィーであると確
信する。また，地方支配官の息子マルゴノ
はこれら両名と共に闘った義兄弟（saudara 
angkat）で分かつことのできない存在だと
考え，従来華人英雄のみが祀られていたラセ
ム・ババガン村の義勇公廟に，ジャワ人であ
るマルゴノも合わせて祀ってはどうかと考え
出すのである。この合祀によって彼は，単に
「歴史」を留めるのみならず，生まれ故郷ラ
セムの町の中国寺院が，いずれはスマランの
三保公廟	�）やマランのカウィ山	�）などと同
じように，「華人対ジャワ人」，あるいは「華
人対ムスリム」といったインドネシアの近現
代史で言い古された対立軸を乗り越える混交
のシンボルとなってゆくことを望んだわけで
ある	�）。

そこでまずHnは，懇意にしているルンバ
ン在住の霊能士を伴ってマルゴノの墓所に赴
き，その場で自らも瞑想・交霊を行ない，マ
ルゴノ本人

4 4

から直に義勇公廟に合祀されるこ
とについての意向を確かめたという。さらに
は義勇公廟にもお参りし，主祭壇にある陳黄
弐先生像の前で今度は礼式に則った“pwee-
sien”という方法でお伺いを立て，当寺院に
新たにマルゴノの祭壇を追加することの是非
を問うたそうである		）。
こうして彼は，合祀される側とそれを受け
入れる側双方から直接

4 4

合意を得る手続きを
取ったこととされる。ところでラセムには 

つの中国寺院があり，これらを町の華人全体
で一体的に支えていくために，ヤヤサン・ト
リ・ムルティという寺院管理・運営組織が置
かれているのだが	�），Hnは祭壇追加の件に
関して当組織に対してはその一部主要役員に
相談するのみで，特に全体会合などの場は通
さずに同意を取り付けた	�）。というのも，当
時彼はこの寺院管理・運営組織の筆頭理事を

	�） ムスリム宦官鄭和を祀るこの寺院の廟内には，仏教・儒教の祭壇と並んで，ジャワ神秘主義
（kejawen）と習合したイスラーム教の祭壇・礼拝所があり，そのことがしばしば民族・文化・宗
教を横断した調和の象徴とされる。

	�） 東ジャワ州マラン（Malang）市の西に聳える標高 �,��� mのこの山の麓には，やはりジャワ神秘
主義と習合したイスラーム教の聖人の墓があったが，その傍にはこの聖人の信奉者によって小さな
中国寺院が建てられた。その後，同地を訪れると経済的に成功するとの信仰が広まり，今ではジャ
ワ人よりも華人の参拝者が多数を占めるようになり，そのことによって「ジャワ／中国の文化・儀
式の混淆の場」と認識されている。なおカウィ山の謂れについては，ジャワ各地の聖地について論
じた関本［����: ���-���］参照。このカウィ山を含め，華人とジャワ人の信仰の習合を示す事例に
ついては Salmon［���
: ���-���］を見よ。

	�） ���
年 	月 ��日，ルンバンの食堂でのHnへのインタビューによる。またHnと親しくラセムの
中国寺院運営組織の役員経験もある男性は，陳黄弐先生とマルゴノが分かつことの出来ない義兄弟
であるという事実をHnは瞑想によって内面（dalam batin）で感得したのだ，と述べて正当化し
ている。

		） ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。なお pwee-sienとは，そ
ら豆形の �対の木組みを床に投げ，その出方によって事の是非を占う方法で，その決定は神意と見
なされる。この木組みは，中国南部や台湾では「神杯」と呼ばれている。

	�） ラセムの町には媽祖，廣澤尊王，陳黄弐先生をそれぞれ主神とする 
つの中国寺院，慈安宮（Tjoe 
An Kiong），保安廟（Poo An Bio），義勇公廟（Gie Yong Kong Bio）があり，ヤヤサン・トリ・
ムルティ（Yayasan Tri Murti）という組織により一体的に管理・運営されている（��年代半ばま
では Yayasan Tiga Klenteng Lasem）。ちなみにルンバンの町の慈惠宮・福徳廟は，ラセム同様に
現在はヤヤサン・ドゥウィ・クマラ（Yayasan Dwi Kumala）という組織により管理・運営され
ている（��年代半ばまでは Yayasan Metta Bhumi）。なお，ルンバンの中国寺院の管理・運営の
あり方の変遷については，国家の課す宗教・華人政策との関わりの中で詳細に論じた津田［����］
を見よ。

	�） ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。
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務めており，またそもそも常日頃から最大の
資金提供者として組織内で極めて大きな発言
力を有し，実質的に寺院運営の方向付けを行
なっていたからである。
しかも，今回マルゴノの祭壇の設置が予定
されていた場所も，この簡略な手続きを正当
化する理由とされた。図②に示されるよう
に，ラセムの義勇公廟には，内陣となる中央
の棟に義勇公・陳黄弐先生を中心に 
つの
祭壇が並べられている。そしてそのメインの
建物の左翼には別棟で，身寄りのない祖先の
遺灰・位牌を安置する祭壇が設えられている
のだが，新たにマルゴノの祭壇が設置されよ
うとしていたのはその外陣南隣，かつては物
置として使われていた建物の一角だったので
ある。つまり新たな祭壇は，内陣の配置を一
切変更することなくただ外側に付け加えるだ
けであり，したがってわざわざラセムの町の
寺院関係者全員の合意を取り付けるような煩
雑な手続きを経るまでもないと判断されたの
である��）。
もちろんこのショートカットとも思われる

手続きに関しては，当然一部から疑問の声も
聞かれた。中でも興味深いのは，ルンバンの
中国寺院で絶大な影響力を誇っているゴー
WS��）からの反応である。
ゴーWSはラセムの中国寺院運営組織内
でも監督者の �人として役員に名を連ねてい
たのだが，しかしこの町の組織への金銭提供
の割合からすればHnには遥かに及ばない。
そんな彼にある日筆者が「ラセムの義勇公廟
に新たな祭壇が追加されたが……」と話を
振ってみると，彼は次のように答えた��）。

　ババガン村の中国寺院の新しい祭壇，あ
れはHnおじさんのやっていることであっ
て，私は一切関わっていないよ。むしろ全
体会合（rapat anggota）とか正式な手続
きも経ずにいつの間にか建てられちゃった
ことから，騒ぎ立てる（geger）人も出た
くらいなんだから。

このゴーWSはリー TB�
）と並んでルン
バンの中国寺院の二大パトロンと目されてお

図②―ラセム義勇公廟の祭壇配置図

��） ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。
��） ����年代ルンバン生まれの華人男性で，現在は西隣の県に移り住み巨大食品加工会社を経営して

いる。��年代には生まれ故郷ルンバンの寺院運営でさほど目立った存在とは言えなかったが，��
年代に入って一族経営の会社が全国展開するまでに急成長すると，その財力を背景に次第に頭角を
現すようになった。

��） ����年 �月 ��日，福徳廟境内でゴーWSへのインタビューによる。なおこの場には，日常的に
この寺院でお喋りをする ��名ほどの老人が集まっていた。ババガン村の中国寺院とは義勇公廟の
こと。

�
） ゴーWSと同世代で，ルンバン町内で最大と目される財を一代で築いたコントラクター。��年代
初頭からルンバンの寺院運営に積極的に関わるようになり，同町の華人コミュニティ内で影響力増
す。県高官とのパイプも太い。
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り，後述のように，その資金力を背景にした
時に専横とも映るような寺院運営のやり方が
しばしば批判の的となるのだが，その当人が
ラセムの中国寺院の運営に対して全く同趣の
批判をしていることに，中国寺院運営の支配
の実態をめぐる問題が垣間見られるようで興
味深い��）。
なお合意形成の手続き上の問題以外にも当
然，なぜ中国寺院に「ジャワ的要素（unsur 
Jawa）」を持ち込まなければならないのかと
いう根本的疑問の声も聞かれたという。だが
そうした批判も，かつて陳黄弐先生は華人で
ありながら何の障害もなく事実として

4 4 4 4 4

プリブ
ミと協力したのであって，今こそ両者を分け
隔てる壁を突き崩すために，華人の側から外
に向けて自らを開いていかねばならない，と
いう極めて正当な理念の前に，次第に弱まっ
ていった��）。
このように，ナショナルなレベルで盛んに
主張され始めていた「プリブミと共存する華
人」という語りとうまくリンクする形で，マ
ルゴノ合祀は進んだのである。ちなみに祭壇
本体の製作は，やはりラセム出身でジャカ
ルタで木材加工の工場を持つHnの友人 Ss
に依頼され，����年初頭にその祭壇が完成
すると，Hnは再びルンバン在住の霊能士を
伴って，マルゴノの墓所で儀式を執り行なっ
た。そして墓所から土を取り，それを義勇公
廟内の新しい祭壇に移すことで，マルゴノの
魂は義兄弟タン・ケー・ウィーおよびウィ・
イン・キァットと一緒の本来の

4 4 4

場所に祀られ
ることになったとされたのである。

以上のように，『ラセム史話』を手にした
地元有力者が積極的に立ち回ることで，そこ
に記述されている関連人物のものと思われる
墓が相次いで「発見」され，それらはさらに
改修を経ることで現実に

4 4 4

当該人物の墓となっ
た。さらには義勇公廟にマルゴノが合祀され
るに至り，「過去の時代における華人とプリ
ブミの共生」といった語りもまた，具体的な
形を持って現実

4 4

と化した。一方，陳姓の人物
をめぐって異なるバージョンを伝えていた同
寺院のパンフレットは，「マイナーな間違い」
を含む資料として，いつしか棚にしまわれ
た��）。ここにまさにひとつの「歴史」が誕生
したのである。

�. 両アクターの接触・物別れ：
ローカルの論理

�.�. 中央のアクターの接近
さて，このようにローカルな場で着々と陳
黄弐先生およびマルゴノの顕彰が進む中で，
ジャカルタ側，すなわち LPPMTI率いるエ
ディー・サデリも地元への働き掛けを本格的
に行なうようになる。
エディーはルンバンのテーHGとの繋が
りができると，まず，華人の中から国家英雄
に認定される者が出ることは政治的に

4 4 4 4

望まし
く，目下陳黄弐先生がその候補として最も相
応しいのだと説いて，テーHGの協力を求
める。エディーによれば，タン・ケー・ウィー
とウィ・イン・キァットは植民者オランダに
抵抗しインドネシアの地で没しているので，
「インドネシア独立闘争の先駆け」と見なせ，

��） 実際筆者がラセムの町で聞き取りを行なったところ，Hnの行なったマルゴノの祭壇追加には否定
的な声もいくつか聞かれた。

��） ����年 �月 �	日，ラセムのバティック業者で町の名士でもあるゴーHTへの自宅でのインタビュー
による。

��）貞好は的確にも，インドネシアの人々は誰かと社会的関係を結ぶ際，相手が「華人かプリブミか」
をその初期の段階で確認しようとする傾向が強いと指摘している［貞好 ����: �	］。地元の多くの
人々は，寺院に祀られている人物が誰なのかあまり気に留めていないが，社会的に「華人かプリブ
ミか」の別が大きな意味を持つ中，ルンバンでは陳姓として祀られているのはプリブミだとする解
釈が，華人だとする『ラセム史話』の説に影響されずにメルクマール的要素として根強く残ってい
るが，ラセムの伝承では陳姓の人物は華人であったため，より「正統」と位置付けられた文字史料
の記述に沿って難なく解釈がすりかわったものと考えられる。
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国家英雄の基準に難なく合致する。それば
かりか，プリブミであるマルゴノと協力して
戦った点や，ウィ・イン・キァットがムスリ
ムであった点など，今日の華人を取り巻く偏
見を打破する意味でも高く評価され得るのだ
という�	）。
なお容易に気付くことだが，特に「華人／
プリブミ」，あるいは「華人／ムスリム」と
いう二分法を乗り越える可能性を含めて陳黄
弐先生を評価している点は，既に上で見たラ
セムのHnの見解とほとんど重なっている。
つまり，この �世紀半前の英雄にどのよう
な価値を見出しているか，ひいてはどのよう
な華人像を今日の理想として提示するのかに
ついて，中央とローカルのアクター双方の間
には基本的に大きな隔たりがなかったことが
注目されよう。
さて，上記のような趣旨説明によって，
テーHGの積極的とは言えないまでも好意
的な賛同を得たエディーは，まずはジャワ語
で書かれている『ラセム史話』をより広く世
間に知ってもらうためにも，これをインドネ
シア語で世に出さなければならないとして，
新聞記者歴もあるテーHGに翻訳を依頼す
る。しかしテーHGは，自分は小学校しか
出ていないため，ちゃんとした訳出を望むな
らもっと文才のある人に頼むべきだとして，

例えばルンバンの南隣ブロラ（Blora）県出
身の文豪プラムディア・アナンタ・トゥール
（Pramoedya Ananta Toer）が相応しいので
はと提案する��）。
またエディーは，陳黄弐先生を国家英雄に
推薦するためには，タン・ケー・ウィーと
ウィ・イン・キァット両名の素性・生没年な
どのデータを詳しく調べる必要があり，そ
のために調査班を組織したいと持ちかける。
これに対しテーHGは，まずは『ラセム史
話』の記述が信頼に値するかどうかを確かめ
ることが優先されるべきであり，その鍵とな
るのは当該史料の中で言及されているタン・
ケー・ウィーの養殖池畔に建てられたという
石碑の有無である，しかしそれについては現
在，ルンバン県観光局およびその依頼を受け
たコンサルタントが歴史遺産調査の一環とし
て探索を行なう計画なので，ジャカルタから
調査班を派遣するのはその結果を待ってから
でもよかろうと助言する��）。
しかしエディーは，テーHGと連絡が取
れてからそれほど経たない ���
年 �月末，
国家英雄認定に向けて関連する役所等からの
推薦を得るためには，やはり独自の下調べと
折衝が必要だとして，最初に彼に『ラセム史
話』を紹介した Flひとりに旅費・調査費 ��
万ルピアを持たせ，彼の故郷であるルンバン

�	） ����年 	月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。
��） ����年生まれで世界的にも名の通っているこの作家は，����年に『インドネシアの華僑』という

本を出していることからも分かるように，早くから「華人問題」に関心を払っていることで知られ
ていた。その後エディー・サデリからプラムディアに翻訳の依頼が行ったが，彼は高齢を理由に断
り，代わりに別の人を紹介すると応じたという。しかしその後陳黄弐先生を国家英雄に推す動き自
体が立ち消えとなったことから，結局翻訳の話も実現しなかったようである。なお出版直後に発禁
処分を受けた『インドネシアの華僑』は，����年に再版されている［Pramoedya ���� (����）］。
プラムディアは ����年 �月，��歳で世を去った。

��） ����年 	月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。その後，ルンバン県観光局はディ
ポネゴロ大学海洋史・文化研究センターの協力を得て，���
年 ��月 ��日には県高官を招き，観
光促進のための歴史遺産利用に関するセミナーを開催している。テーHGはこのセミナーの委員
でもあり，筆者も共に参加している。このセミナーの報告書［Tim Peneliti ���
］には数ページ
にわたってルンバンおよびラセムの中国寺院の記述が見られるが，内容は二次情報に基づく散漫な
もので，義勇公廟に関しては言及がない。陳黄弐先生については『ラセム史話』のあらすじが �ペー
ジほど記載されているが，問題の石碑については結局何ら調査が行なわれなかったようである。な
お，この石碑の探索はHnも独自に行なったが，結局未発見のまま終わっている（���
年 	月 ��日，
ルンバン町内の食堂でのHnへのインタビューによる）。
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へと派遣するのである。

�.�. ラセムでの折衝
故郷に戻った Fl��）は，まず陳黄弐先生を
祀るラセム，ルンバン，ジュワナの 
つの町
の中国寺院を回り，神像を写真に収めるなど
基本的なデータ集めをする��）。そして ���

年 �月 �	日，陳黄弐先生を主神とする義勇
公廟のあるラセムで，同町の中国寺院管理組
織の全体会合に参加するのである。
この組織ヤヤサン・トリ・ムルティは前に
述べたように��），ラセムの町にある 
つの中
国寺院を一体的に管理・運営しており，言う
までもなくここ数年最大のパトロンとして君
臨するのはあのHnである。この日の夕刻に
慈安宮境内の事務所で開かれた会合には，組
織の主要役員を含めメンバー数十人が出席し
た。席上 Flは，まず自分が華人の地位改善
と社会貢献の両面で活動している LPPMTI
のエディー・サデリの代理として来たと自己
紹介した上で，本題として義勇公廟に祀られ
ている陳黄弐先生を華人の国家英雄に推戴す
ることの意義を説明し，LPPMTIが全面的
にその推挙に関する責任を負うので，ラセム
の町の人々にも是非とも協力してほしいと要
請する�
）。
ところがラセム側は，この申し出に対して

難色を示す。問題となったのは �点あった。

�.�. 政治化への恐れ
ひとつ目は，政治化への恐れである。
ラセムの人々にとっても，自分たちの暮ら
す地域で長らく祀られてきた神が国家英雄に
値するということは，一様に誇らしく歓迎す
べきことのように思われた。ただ，突然ジャ
カルタから持ちかけられたこの話に，彼らは
警戒の眼差しを向けるのである。というのも，
既に上で述べたように，LPPMTIを率いる
エディー・サデリは，華人代表を議会に送る
ことを目指す新政党 PPBTIの役員も務めて
いたからである。しかも華人国家英雄推戴の
プロジェクトは，当時の大統領メガワティの
支持があったというではないか。
この時期インドネシアは，����年前半に

予定されていた総選挙まで既に �年を切って
おり，各党は財力もあり都市部でかなりのま
とまった票が期待できる華人を取り込もう
と，あの手この手で支持獲得に乗り出してい
た。そんな中で，多様な華人の声が PPBTI
一党に集まるとは到底思えなかったし，そも
そもこの新興小政党は総選挙委員会（KPU）

の資格審査を通過して ����年選挙に参加で
きるのかどうかすら危うかった。また当時
政権与党だったメガワティ率いる闘争民主

��） 	�年代前半生まれのこの華人青年は，両親ともカトリックで，当人もカテキスタ（Katekis）に参
加する熱心な信者だったが，ある時聖書の記述を読んで，キリスト教の神はイスラエルの民の神で
あって，自分たちの「民族（bangsa）」にも独自の神がいるはずだと考えるようになったという。「自
分は何者か？」との思いは，��年 �月のジャカルタ暴動を間近に経験することで一層強くなった
といい，それ以降自分たち華人の祖先の教えである道教に興味を持つようになった。カトリック教
会から中国寺院に回帰したことで，周りからは気が狂った（gila）と言われているが，現在は道教
団体のウェブサイト（www.siutao.com）で活発に発言しているとのことである（���
年 	月 ��日，
ルンバン町内の食堂で，Flとその父を交えてのインタビューによる）。

��） この際 Flはジュワナの中国寺院の番人から，「義勇公」という名で祀られている神は中国本土にも
あるはずだと聞かされる。仮にそれが陳黄弐先生と同一であるとすれば，中国で祀られている神を
インドネシアの国家英雄にするということになり，理念上問題が生じると懸念された。ただしその
後，陳黄弐先生が祀られているのはやはりルンバン地域の 
つの寺院以外にないということが確
認されたという（���
年 	月 ��日，ルンバン町内の食堂で，Flへのインタビューによる）。

��） 註 	�を見よ。
�
） ����年 �月 ��日，慈安宮での媽祖聖誕祭準備会合の際，ヤヤサン・トリ・ムルティ副書記に当

日の議事録を見せてもらいながらのインタビューによる。以下会議の内容については，����年 �
月 ��日にチャン STからも合わせて聞き取りを行なった。
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党（PDI-P）も，声高に「改革（reformasi）」
を叫び続けながらも国民に目に見える形での
成果を示すことができず，��年総選挙時に
見せた圧倒的人気には明らかに翳りが生じて
いた��）。
このような状況の中で，国家英雄化のプロ
ジェクトは表向き政治とは無関係とされてい
たが，その裏には中央政界当事者の思惑が見
え隠れし，ラセムの人々はこれらの動きに巻
き込まれてしまうのではないかと恐れたので
ある。
さらに，自分たちがどの政党陣営に組み
込まれてしまうのかという以前の問題とし
て，この華人国家英雄のプロジェクトに乗っ
かることは，明らかに華人の政治的ポジショ
ンの劇的転換を表明することであった。華人
の中から国家英雄を出そうという企ては要す
るに，インドネシアの国家的枠組みの中で華
人をひとつの集団（＝スク）として明確化
し，その上でその華人が華人としてインドネ
シアの国家形成・統一維持に寄与する／して
きたのだと宣言することに他ならない。これ
はすなわち，新秩序体制の基本方針であった
「同化（asimilasi）」政策を否定し，代わりに

B
バ プ ル キ

APERKIの崩壊をもって一旦は政治生命
を絶たれた「統合（integrasi）」路線を再び
前面に掲げることを意味するのだ��）。
スハルト体制が崩壊して改革の時代に入っ
てからというもの，確かに華人を取り巻く環
境は大幅に改善された。�・
�事件のトラウ
マから政治に深く首を突っ込むことに極度の
アレルギーを示していた彼らも，今や徐々に
ではあるが都市部を中心に政治的な動きを見
せるようになってきている。実際，かつて「同
化」派に政治的に完全に葬り去られたはずの
「統合」の思想も，近年では「共働（sinergi）」
という用語で再び頻繁に耳にされるようにも
なっている��）［Coppel ����: �］。
ただそうは言っても，従来極めて限定的で
多くの場合否定的意味しか持ち得なかった華
人性なるものを，急に全面的に誇るべき善き
ものとして読み替え表出することへの齟齬は
大きい。それは仮に，数十年来蔑称のニュア
ンスを持って使われてきた「チナ（Cina）」
という語を，「ティオンホア（Tionghoa; 中
華）」や「ティオンコック（Tiongkok; 中国）」
という語で置き換えてみたところで，一朝一
夕に解消できるものではなかろう�	）。今まで

��） この半年後に行なわれたKPUによる審査の結果，PPBTIは要件を満たさず選挙参加資格を得ら
れなかった。註 
�を見よ。その後 PPBTIは PDI-Pと接近した。

��） 華人が華人性を保ったままインドネシア国民の中に組み込まれていくべきとする「統合」路線は，
����年に設立された BAPERKI（Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia; インド
ネシア国籍協議体）により主唱された。華人にインドネシア国籍取得の意義を啓蒙するとともに，
インドネシア政府には国籍取得の簡素化，国籍取得後の平等待遇を求めたこの団体の活動は，��
年代前半まで華人の間で広く支持を集めていたが，政治的にインドネシア共産党（PKI）と接近し
たことから，�・
�事件を契機に崩壊する。BAPERKIの歴史については後藤［���
］を参照。後
藤はこの団体名を「インドネシア国籍住民協議会（バペルキ）」としているが，ここでは貞好［����］
の訳語を用いた。

��） 一方の「同化」という語は，スハルト体制下でニュアンスはそのままに次第に「混交（pembauran）」
という語に置き換わっていた［Coppel ����: �］。

�	） ��世紀末まで，マラヤや蘭領東インドのマレー語話者（プラナカン華人も含む）が中国および華
人を指し示すために用いていた呼称は「チナ（Tjina）」であった。やがて大陸で中華ナショナリ
ズムが進行し，「中華」という語が普及するにつれ，蘭領東インドのプラナカン華人（その多数は
福建系）の間でも，同漢字の福建読みである「ティオンホア」という語が用いられるようになり
（国名を指す場合は「ティオンコック」），同時にそれまで一般的に用いられていた「チナ」という
語は蔑称のニュアンスを帯びるようになった。����年代には，「ティオンホア」や「ティオンコッ
ク」という語はインドネシア・ナショナリストの間でも用いられるようになっていた（これと並
行して，プラナカン華人のメディアでは，原住民を指す「ブミプトラ（Boemipoetra）」に替えて
「インドネシア人（Indonesiër）」が，「蘭領インド（Hindia Belanda）」に替えて「インドネシア
（Indonesia）」が用いられるようになっていた）。これらの呼称は，日本軍政期・スカルノ時代 ↗
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政治的にも社会的にもなるべく目立たず事を
起こさないよう振舞って来たインドネシアに
暮らす華人一般にとっては，自分たちを独自
の集団（＝スク）と位置付け，それに伴う様々
な主張をしていこうとすることは，それだけ
で大きな決断を伴う政治的跳躍なのだ。
まして，依然混沌とした政治状況の中で，
国家的に対華人政策が後戻りすることがない
とは完全に言い切れず，またそれとは別に，
国家の統制外で起こり得る民衆の暴動に対す
る恐れも未だ拭い切れない社会状況のもとで
は，象徴的にせよインドネシアの全華人を代
表させられるようなことは，相当勇気と覚悟
を必要としたし，第一そのような運動の先駆
者に仕立て上げられるとしたら，それはあま
りに荷が重いことであった。
要するにラセムの人々にとっては，未だあ
らゆる面での不確定要素が多すぎる中で，中
国寺院に祀られている神を国家英雄に推戴す
るという目立った形で華人性を主張した結
果，一体この小さな町でどのような反応を引
き起こすのだろうかを考えた場合，それはや
はり時期尚早に思われたのである。そこでこ
のラセムの中国寺院管理組織の会合では，差
し当たり ����年の総選挙が終わって情勢が
安定するまでは，当面この話をペンディング
にすることが決議されたのである。

�.�. 寺院管理の問題
しかし，ジャカルタからの提案を地元が
拒否したのには，政治化への恐れ以外にも
もうひとつ大きな理由があった。それは寺
院管理に関わる問題である。結論から先に言
えば，ラセムの中国寺院関係者は，陳黄弐先
生が仮に国家英雄に認定されたとしたら，そ
の関連施設である義勇公廟は文化財（cagar 
budaya）として国有資産（aset nasional）
化され，もはや自分たちのものとして勝手に
手を加えることができなくなってしまうので
はないか，と懸念したのである��）。
既に見てきたように，ラセム義勇公廟には
最近パトロンであるHnの主導により，ラデ
ン・パンジ・マルゴノというジャワ人地元英
雄の祭壇が新たに追加された。同様にこの前
後わずか �～
年の間に，慈安宮の外壁塗り
替え，保安廟の正門新築などが相次ぎ，ラセ
ムの 
つの中国寺院はもはや補修や修復と
いった範疇を超えて，まさに真新しく生まれ
変わっている。
隣町ルンバンの中国寺院も負けてはおらず，

���
年には町南側の福徳廟に新たに立派な
正門と外壁が付け加えられている（写真❺）。
このような近年中国寺院に生じているリ
ニューアル・ブーム��）は，直接的には，ス
ハルト期に出された抑圧的な法令「中国寺

↗ にもほぼそのまま引き継がれたが，スハルト政権成立後の ����年 �月に開かれた陸軍セミナー
（Seminar AD ke-II/����）で，中国や華人を指す語としては「チナ」を公式に用いることが定め
られた［Coppel & Suryadinata ��	�］。なお，「チナ」を正式な呼称とする旨の正式な通達は Surat 
Edaran Presidium Kabinet Ampera Tentang Masalah Cina No.SE-�
/Pres.Kab/
/
�。

 　呼称の問題をめぐる近年の華人知識人の見解は，Indonesia Media誌のウェブサイトに掲載され
た Dr.Irwanの 記 事“Cina atau Tionghoa ?”（URL: http://www.indonesiamedia.com/lipsus/
lipsus-���
-cinationghoa�.htm）も併せて見よ。

��） ほぼ同じ頃に観光促進の観点から，古い中国建築の残るラセムの町並み全体を文化財指定しようと
する動きもあった。Kompas紙 ����年 �月 ��日付記事“Lasem Dijajagi Jadi Cagar Budaya”参照。
ただしこの計画は，建物所有者の負担があまりに大きく，国による補償制度もないに等しいため，
関係住民からはほとんど支持が得られなかったようである。

��） 事情は他の町でも同じで，例えば中部ジャワ州都スマラン，あるいは東ジャワ州のトゥバンに目を
転じてみれば，両町の中国寺院はここ数年で原形をとどめないほど大規模に拡張され，今や故宮を
思わせるような巨大建造物が林立する一大コンプレックスに生長している。このうち，ジャワ随
一を誇る規模にまで拡張されたトゥバン関聖廟（Kwan Sing Bio）には，東ジャワのタバコ会社が
スポンサーとして付いており，また同様に現在大改修中のスマラン三保公廟（Klenteng Sam Poo 
Kong）も，複数の大企業によりバックアップされている。
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院の整序に関する内務大臣指示 ����年第
���.�-
��号」が，ワヒド大統領時代になっ
て効力を失ったことと関わっている。この
問題の法令は，中国寺院は中国伝来の信仰・
慣習に基づく礼拝施設であり，そのような
「外国文化システム（tata budaya asing）」
は「イ ン ド ネ シ ア の 個 性（kepribadian 
Indonesia）」にそぐわないとして，それら
を修繕の範囲を超えて改修・増築・拡張する
ことも，また新築することも認めないとする
厳しい内容のものであったが，��年以降政
府の対華人政策見直しが進む中で，����年

には事実上撤廃された���）。そして，ポスト・
スハルト期の華人を取り巻く全体にややユー
フォリア的���）とも言えるような雰囲気と相
俟って，今まで鳴りを潜めていた中国寺院の
活動が全国的にルネサンスのごとく活発化
し���），それと同時に中国寺院施設それ自体
にも次々に手が加えられるという現象が起き
ているのだ��
）。
そして，ラセムやルンバンのような小さな
町の中国寺院にあって，これらの刷新事業を
率先して取り仕切ったのは，やはり財政面で
当該寺院を支えているパトロンたちであっ

���） この内務大臣指示（Instruksi Menteri Dalam Negeri No.���.�-�
�/	�� tentang Penataan Klenteng）
は，中国寺院とはいかなるものかをまず定義した上で，それらがいずれ自然消滅することを狙って
いた。この法令の根拠となっていたのは「チナの宗教，信仰，慣習に関する大統領指示 ���	年第
��号」（Instruksi Presiden No.	�/	
� tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Cina）であった
が，ワヒド大統領の時代に，従来の対華人政策の大幅見直しと人権への配慮を旨とする「大統領指
示 ���	年第 ��号の撤廃に関する大統領令 ����年第 �号」（Keputusan Presiden No.
/���� tentang 
Pencabutan Inpres No.	�/	
�）が出されたのに伴い，前記内務大臣指示自体も効力を失った。ワ
ヒド政権によるこの華人文化抑圧の法令撤廃は，中国正月の祝日化への方向付け，そして大統領自
ら「自分には華人の血が入っている」と宣言したことと並び，華人たちから大いに評価された極め
て意義深く画期的な出来事であった。メガワティ政権になった ���
年に中国正月が国民の祝日に
昇格するに至り，華人文化開放の方向性は疑いようのないものとなった。

���） 華人に対する制度的抑圧が急になくなったポスト・スハルト期の多幸症（euphoria）気味とも言
える状況を指して，インドネシア語でもしばしば“eforia”と表現される。

���） ����年 �月のスマラン三保公廟の祭（鄭和祭）では，数十年ぶりに行列が一般道を練り歩いた。
また ����年 �月のルンバン慈惠宮の大祭でも，媽祖像が神輿に乗って町中を練り歩き大いに盛り
上がったが，こうした大っぴらな寺院の祭りのあり方はスハルト期には考えられないことであった。

��
） 大規模な改修・増築工事以外でも，例えばルンバンの寺院では，「景徳鎮製」と書かれた身の丈ほ
どもある巨大な壺が祭壇入り口脇に置かれたり，はたまた歓談用のテーブルと椅子のセット，中国
風の電飾パネルが寺院に持ち込まれるなど，色々細々とした備品・装飾品がどんどん新たに付け加
えられてもいる。

写真❺―新造されたルンバン福徳廟の正門と

外塀（���
年 	月，筆者撮影）。屋
根の上には「痩せた虎」の像が向か

い合って睨みをきかせている。左手

前に見えるのは，ゴーWSが持ち
込んだ歓談用のテーブルと椅子の

セット。
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た。事実，例えば上で挙げたルンバン福徳廟
の工事について見ても，日本円で ���万円を
下らない正門の建築費全額を出したのはあの
ゴーWSであり，またその正門に連なる外
壁の新造工事を一手に請け負ったのは，もう
ひとりのパトロン，リー TBであった。当然
これら施設工事に当たっては，その配色やデ
ザイン，そして請負業者の選定に至るまで，
各々パトロンたちの意向がこと細かに反映さ
れることになる。だがそうして出来上がった
施設に対しては，やはりと言うべきか，表立っ
てではないものの批判の声が少なからず聞か
れる。
例えばラセム慈安宮の外壁は ����年，薄
桃色を基調とするペンキで全面的に塗り直さ
れたのだが，元々壁面に書かれていた漢字は，
無配慮からか「まるでヘビのような（kayak 
ular）」読み取り不可能な線を残すのみと
なってしまった。また，ラセム保安廟に新築
されたコンクリート製の正門に作り込まれた
扁額は，あろうことか文字の配列が左右逆で
あり，「執行部は一体何をやってるんだ，ア
メリカの研究者や中国からお客が来ても，恥
ずかしくて案内できないではないか」などと
嘆く声すら耳にされた���）。
ルンバン福徳廟の正門についても同様であ
る。昼どきよくこの寺院を訪れておしゃべり
に興ずるような人々は，出資者であるゴー
WSやリーTBらがその場に居合わせた時は，
「立派な門だ，素晴らしい」と異口同音に褒
めそやしているが，当人たちがいなくなった
途端に，「てっぺんの虎の像が痩せていて醜
くないか？」などと辛辣な意見を述べ始める

のだ���）。

�.�. パトロンをめぐる葛藤
インドネシアではさほど珍しいとも言えな
い中途半端な仕事の数々に対するこの手の批
判は，列挙すればきりがないのだが，しかし
ながらそこには寺院管理をめぐる本質的なも
のも見え隠れしているようである。
そこで今しばらく脱線して，もうひとつだ
け違った例を見てみよう。
ルンバン慈惠宮の建物入り口両脇の壁面
には，『三国志（Sam Kok）』と『薛仁貴（Sie 

Djien Koei）』を題材にした絵が描かれている
のだが，����年にこれらが全て新しいもの
に入れ替えられることになった。元々の絵は
��年代，ルンバン在住のひとりの絵師によっ
て直接白壁に描かれたものであったが，年月
が経って一部剥落していたこともあり，新た
にスマランでタイル製の絵を制作させること
になったのだ。
ところがその決定がなされた数日後，今は
故人となったその絵師の古くからの友人で，
毎夕慈惠宮で子供たちに獅子舞の稽古をつけ
ている男性が，間もなく消えてしまうであろ
う壁画を前に，筆者に不満をぶちまけた。曰
く，この絵は自分の友人が描いた見事なもの
で思い入れもあるのに，それが腕前も分から
ないようなスマランの絵師の作品に換えられ
てしまう，しかも誰とは言わないが，お金を
払う特定の人物（oknum tertentu）の一存
で，ろくな会議も経ないまま交換が決められ
てしまった，と。さらに彼は続ける���）。

���） いずれも ����年 ��月 ��日，ラセムの私立小学校 SD Wijayakusuma Lasemで理事ゴーHTをは
じめとする教員たちとの会話による。なお「執行部（pengurus）」とは，ラセムの寺院管理・運営
組織ヤヤサン・トリ・ムルティのそれを指す。

���） 確かにこの福徳廟正門は全体に堂々とした立派な造りをしているが，わざわざスラバヤに依頼を出
して書かせたという対聯の文字は，簡体字・繁体字が入り混じる形のいびつなものであり，またそ
の下書きを壁面に転写する際，誤って左右反転させてしまったのではないかと思われる文字（「天」
の字）すらある。

���） ����年 �月 ��日，慈惠宮での会話による。「特定の人物」と彼が仄めかしたのは，明らかにリー
TBのことである。
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　ここ数年で，��人ほどが中国寺院
（klenteng）からカトリック（Katolik）に
移ってしまったのも��	），金を出す人が思う
がままに寺院を操って，組織（organisasi）���）

を蔑ろにしているからだ。出て行ってし
まった人だってそれなりにお金は持って
いるわけで，だから何でも正式な手続き
を経て決めないと，彼らだって納得しない
さ。おかげで今じゃ，中国寺院を支えてい
た人たちのまとまりも，もうガタガタだよ
（umatnya klenteng sudah hancur）。

この彼の言葉に端的に表れているのは，華
人コミュニティ内に広く観察されるパトロン
をめぐる人々の葛藤である。ルンバンの町に
せよラセムの町にせよ，そこに暮らす華人た
ちの多くは，皆それぞれが独立して店を構え

ていたり事業を営んだりしており，少なくと
も自活している，つまり自分の足で立ってい
る（berdiri sendiri）との気概を持っている。
言うなれば，自らが自らの主人なのである
（bosnya sendiri）���）。
このように，理念上は独立した平等な個人

（むしろ世帯と言った方が正確かもしれない）

から成るとイメージされる華人コミュニティ
ではあるが，現実にはそこには厳然とした財
力の差というものが存在する。この財力の差
は，法の支配（kepastian hukum）が未だに
問われているこの国にあっては，しばしば容
易に政治力の差にも結び付く。そして，特に
長年社会的に弱い立場に置かれてきた華人た
ちにとっては，いざという時にはそのような
有力者の庇護をどうしても請わざるを得な
い。ここに，英語そのままに「ボス（bos）」

��	） 彼はこの時，近年カトリックに入信した �世帯について言及した。そのうちのひとつは，ルンバ
ンで一番流行っている金行を経営する世帯であり，そこの女主人 Tuは，����-��年にルンバンの
寺院管理・運営組織ヤヤサン・ドゥウィ・クマラの筆頭理事を務めるほど中国寺院の活動に熱心で
あった。その Tu当人によれば，彼女は ����年に病気を患って入院していたのだが，ある晩どこ
からともなく神に祈るよう諭す声が聞こえたので，もしこの体が治るならばと熱心に祈ったところ，
それまで動かなかった手が動くようになり，それですぐにカトリックへの入信を決意したのだとい
う。その後教会で教理を勉強する一方，慈惠宮の媽祖のもとへ詣でて，自分が病気になったのは
今まで宗教に入っていなかった（belum masuk agama）からかと神意を尋ねたところ，pwee-sien
でそうだという答えが出た。そこでさらに洗礼の日取りも媽祖に伺いを立て，�ヵ月後に洗礼を受
けたのだという。彼女の洗礼に続くように，ルンバン町内で彼女と近縁関係にある �世帯も相次
いでカトリックに移っている。ただし今でも彼女は，信仰（kepercayaan）と宗教（agama）は別
だと割り切って中国寺院に顔を出しているし，ヤヤサン・ドゥウィ・クマラからは理事に就いてく
れるよう声を掛けられている。ちなみに彼女の夫は未だにカトリックに入ることを拒んでおり，彼
女に言わせれば名目上（agama KTP）は仏教徒であるが，熱心なわけでもなく事実上無宗教（non-
agama）だという（���
年 �月 
日および ����年 
月 
日，Tuに対する自宅でのインタビュー
による）。

 　詳しい人数は把握できていないが，ここ数年でルンバンの町だけで ��世帯前後が新たにカトリッ
クに入信し，そこからさらに数世帯が，ベタニ（Bethany）教会などのプロテスタントに移ってい
る。彼らは今の中国寺院の運営のあり方について，それが一部の人の好き勝手にされているなどと
批判を口にすることはあっても，自分たちの改宗については，上の例が示すように，「今までの中
国寺院は宗教（agama）ではないから」，「神に祈ったら病気が治ったから」，あるいは「夢枕にキ
リストが立ったから」など，当然ながらより正当的と思われる理由で説明する。カトリックと中国
寺院の関係については，津田［����］がインドネシア特有の「宗教／信仰」の概念との関わりで
言及している。

���） ルンバンの �つの中国寺院（慈惠宮・福徳廟）を管理・運営するヤヤサン・ドゥウィ・クマラを
指す。

���） Benny Subianto［����: ��-��］は，極めて印象論的ながら，インドネシア華人は個人主義的性向
を持っていると述べている。また彼は，INTI会長 Eddy Lembongがインタビューの中で孫文の
メタファーを引用し，「華人はお盆の砂のようで（一盤散沙），振ると散り散りになる」と語ったこ
とに触れ，こうした見解をみても華人は社会的にまとまろうとする力が極めて低いことが窺える，
と付け加えている。
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と呼ばれるパトロン的存在の生まれる素地が
あるのだ。
ただし，これらパトロンへの依存は，常日
頃から彼らに仕事を宛がってもらったり生
活の面倒を見てもらっているような「子分
（anak buah）」でもない限り，それが常態的
なものになることは極力避けられる。またパ
トロンの側でも，財力では明らかに自分たち
より劣るものの，自立しているとの気構えを
持つ人々に対して，頭ごなしに物事を命じた
りして自尊心を傷つけることのないよう，通
常は十分配慮をしているようである。
このように完全なヒエラルキーには帰結す
ることがない華人コミュニティにおいては，
その全体に関わるような事柄を決める場合に
は，やはり平等主義の理想から言っても，全
体会合のような場を設けて合意形成すること
が望ましいとされる。しかし現実には，わず
か数百世帯から成るとはいえ，自分たちです
らしばしば「まとまりがない」と嘆くような
集まりの中で，何らかの統一見解を得ること
は極めて困難であるし，また仮に可能であっ
たとしも時間も労力もかかってしまう。そこ
で多くの場合，実質的な運用能力のあるパト

ロンをはじめとする一部の人々が中心となっ
て，正式な手続きを経ずに話をつけてしまう
ということになる���）。こうした理想と現実
のギャップ，そしてその緊張の中でパトロン
は立ち回っているのである。

�.�. 中国寺院とパトロン
ルンバンの寺院管理・運営組織ヤヤサン・
ドゥウィ・クマラにしろ，あるいはラセムの
ヤヤサン・トリ・ムルティにしろ，基本的な
構図はこれとさほど変わらない。
中国寺院は全ての人に開かれたものではあ
るが���），一般にはその寺院を抱える町に暮
らす華人全体の共有財産であると認識され
る。町ごとにはそれぞれ中国寺院を管理・運
営する組織があり，そこには任期制の理事長
職や会計職などから成る理事会が設けられて
いる。寺院に関するあらゆる決定は，基本的
にはこの理事会の承認を経て下されることに
なっている。
しかし一方で両町の組織の運営は，枢要な
役職も兼ねている少数の大金持ちの財力に依
存するところが大きく���），その成り行きと
して，理事会はそれらパトロンの意向を形式

���） PSMTIの会報［Buletin PSMTI (No.�� Juli ����): �-	］の読者投稿欄には，どうして華人団体
（Organisasi Tionghoa）はこうもバラバラに分裂してしまうのかという質問が寄せられている。
これに対して同誌は，会長名で以下のように回答している。「華人社会団体に生じている分裂現象は，
組織というものに対する意識の低さ，それから民主的な意思決定プロセスを無視したり，民主的に
決められた事柄に忠実に従わないことなどに起因している。ただ理解しておかなければならないの
は，皆それぞれが自分の企業ではボス（BOS）であり，子分（anak buah）になったことなどな
いため，どんな組織の中でもボスになりたがる，ということである。これはお分かりになるだろう。」 
何やら煙に巻かれたような感があるが，しかしここには，註 ���で触れた華人の自立心に基づく個
人主義的性向，そしてそれに起因する組織のまとまりのなさと民主的プロセスの軽視傾向など，全
ての特徴が端的に示されているようである。

���） 例えばヤヤサン・ドゥウィ・クマラの会則第 �章第 �項には，全てのインドネシア国籍者が当組織
の会員となる資格があり，書面で入会の意思を示して入会金を支払えば，それと同時にあらゆる役
職に就くための選挙・被選挙権も与えられるとしている。また外国籍者は，投票権無しの非正規会
員になることができると定められている［Anggaran Dasar Yayasan Dwi Kumala ����］。

���） ジャカルタには，ラセム出身の華人たちが中心となって作る PAWALA（Paguyuban Warga 
Lasem; ラセム同郷協会）という組織があり，孤児院やラセムの私立小学校への援助などとともに，
ヤヤサン・トリ・ムルティにも資金を提供し続けている。ただしこの協会で中心となっているのは，
やはりHnと，その友人でマルゴノの祭壇を制作した Ssらである。

 　ルンバンのヤヤサン・ドゥウィ・クマラは，����年の慈惠宮大祭で行なわれた媽祖ゆかりの品々
の競売で，予想をはるかに上回る収益があったこともあり，祭終了の時点で ��億ルピア以上の独
自資金を持っていたという。にもかかわらず，やはりゴーWSやリー TBらパトロンの影響力は
絶大なようで，理事会も彼らの意向を追認する傾向にある。なお，このヤヤサン・ドゥウィ・ ↗
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的に追認するのみになることがしばしばであ
る。また特にルンバンで顕著なようだが，パ
トロンたちは正式な合意形成手続きの煩雑さ
を避け，一部の人との根回しのみで話をつけ
る傾向があり，そのため理事会がもはや形骸
化してしまうという事態も生じている。そし
て，このように成員の平等原則に基づく組織
運営の制度が蔑ろにされ，頭越しに事が運ば
れることに対し，人々は不満を募らせるので
ある。
無論，上で述べたように，パトロンたちとて

こうした批判に無関心なわけでは決してない。
だがそれでもなお，寺院の改修や拡張事業に
は殊更に執着しているようにも見えるのだ。
ここで過去を振り返ってみれば，中国寺院
は信仰篤い帰依者からの献金，あるいは財力
ある者からの寄進を受けて建立され，その後
も時々に応じて改修・増築が繰り返えされて
きた��
）。そうして新しく大きく生まれ変わっ
た寺院は，その町全体の誇りとなったのはも
ちろん，直接的には献納した者，工事を主導
した者の誉れにも繋がっていたことだろう。
スハルト新秩序体制は一時的にこうした慣行
を禁じ，行く行くは中国寺院が廃れていくこ
とを望んだ。この間人々の寺院離れもどんど
ん進んだのだが，しかし今や体制が変わって
上からの抑え付けがなくなり，一切が再び自
由となった。そうした環境の変化の中で，現
在寺院を背負って立っていると自負するパト
ロンたちは，かつての中国寺院の活気を再び
自分たちの手で
4 4 4 4 4 4 4

取り戻そうとの意気込みを持
ち始めている。近年になって次から次へと寺
院に改修・増築プロジェクトが持ち込まれて

いるのには，このような背景があるのだ。
かくして，威信投下のシンボリックな対象
として「再発見」された中国寺院は，町の人
全ての共有財産であるという建前との緊張関
係の中で，それでも現実にはパトロン主導の
もと着々と刷新されていく。そうして変わり
行く寺院の姿を前にある人は，「元の字（huruf 
asli）」，「元の絵（lukisan asli）」，あるいは「本
来の姿（ke-asli-an）」が失われてしまうと嘆
き，批判することだろう���）。ここで用いら
れている「アスリ（asli）」という語は，英語
で言えば“original”，“genuine”，“authentic”
などと概念的に重なるインドネシア語で，そ
の他にも“native”，“indigenous”という意
味を含んでいる���）。実は華人にとってこの
語は，むしろ後ろに挙げた土着性にまつわる
文脈において，すなわち自分たちを「非アス
リ（non-asli）」として否応なく一方の極へ
押しやり否定するような使われ方で，特に耳
に馴染んでいる言葉である。
しかし，こと中国寺院のオリジナリティや
オーセンティシティに関わる文脈では，この
「アスリ」という語もあまり威力を発揮しな
いようである。それは，歴史ある建物でも単
に「古い」としか評価されないような価値観
が支配的なせいもあろうが���），そもそも中
国寺院が時代とともに刻々と手を加えられ拡
張・更新されてきた歴史を鑑みれば，自ずと
明らかであろう。つまり中国寺院の在り様は，
帰依者による施設追加による拡大の積み重ね
をひとつの本質としてきたのであって，それ
はでき得る限り「元の形（bentuk asli）」その
ままを維持しようとする文化財保護的な発想

↗ クマラが発足して数年間は年度ごとの会計報告が出されていたが，現在はそれもなく，金銭の使途
が極めて不明瞭だという不満の声が頻繁に聞かれる。

��
） ルンバンの両中国寺院の施設拡張過程については［津田 ����: 	�-��］を見よ。
���） Suara Merdeka紙 ����年 �月 ��日付記事“Ketika Warga Tionghoa Menemukan Jati Dirinya”

には，華人文化に関するセミナー出席者の発言として，スマランの三保公廟は今や大改修の結果
“keaslian”がすっかり消え去ってしまったとの評が紹介されている。

���） Echols & Hassan［���	: 
�］の“asli”の項参照。併せて註 �	を見よ。
���） インドネシアにおいて歴史的建造物がさほど評価されていないことは，Candra Nayaの保存をめ

ぐって出された議論（註 
�を見よ）を通じても窺える。
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とは，やや趣を異にしているようなのである。
もちろんだからと言って，人々の間に中国
寺院に歴史的価値を見出そうとする視点が欠
けているというわけではない。特にルンバン
慈惠宮・ラセム慈安宮については，百数十年
前にわざわざ中国から職人を招いて建てさせ
たジャワでも随一の美しさを持つものだとし
て，両町の人々が並々ならぬ誇りを抱いてい
るくらいなのだから��	）。それでもなお，寺院
主陣主要部や柱・梁の彫刻など誰もが文化財
的価値があると認める部分の周辺においては，
パトロンたちを中心に上層部だけの話し合い
によって次々と新しい工事が進められて行く。
何となれば，今現在これら寺院を背負って立っ
ていると自負しているのは彼らなのだから。
これに対して町内の人々が，共有財産に関
わる事項で合意形成手続き上の不備がある
と，愚痴を言うだけではなく正面きって問題
にでもすれば，批判としてまだ迫力もあるの
だろうが（もちろんそんな勇気があればの話
だが），新たに完成されていく追加物をただ
ただ指をくわえて眺めつつ，それが美的に好
ましいかどうかの議論は別にして，いくら
「アスリ」の概念を持ち出して批判したとこ
ろで，それは力なく虚しく響くだけだろう。
まして，町外の部外者がとやかく言う余地な
どはないのだ。たとえそれが文化財行政を司
る国であろうと，あるいはありがたくもイン
ドネシア全華人の地位向上を真剣に考えてく
れている全国組織の華人団体であろうと。
さて，話が大分迂回したが，結局ジャカル
タから持ち込まれた陳黄弐先生国家英雄化に
向けての協力要請に対し，ラセムの中国寺院
管理・運営組織ヤヤサン・トリ・ムルティは
政治情勢が落ち着くまではペンディングにと

回答したのだが，それ以外にもうひとつ根源
的な理由，すなわち寺院管理をめぐる問題が
あったことがこれで理解できただろう。要
は，誰がその町の中国寺院を盛り立てていく
のか，主導権に関わる話なのである。
ラセムでの会議の数日後，同じく陳黄弐
先生像を抱えるルンバンのヤヤサン・ドゥ
ウィ・クマラでも，役員会の席でこのジャカ
ルタの提案が検討され，全く同様の結論を得
た。ルンバンの寺院で最大の出資者として陰
に陽に手腕を振るい，ラセムでは監督評議会
の一員でもあるゴーWSは，両方の組織の
会議に出席したのだが，彼はなぜ両町がジャ
カルタの誘いを断ったのかについて，以下の
ごとく極めて明快に答えた���）。

　陳黄弐先生を英雄にするのは一向に構わ
ない。でもこの動きは政府主導で行なわれ
ていて，裏には政治が関わっている。それ
に �人が国家英雄ともなれば，自動的に
中国寺院は文化財となってしまうだろう。
そうすると改修も増築も思うように出来な
くなることだってあり得る。とにかく中国
寺院が国家資産（aset negara）になるの
だけは御免だ。

�. 人々の無関心と「アシン」の感覚

さて，ラセムで地元の協力を求めながらも
事実上申し出を拒否された Flは，「一体我々
はどこの政党に持って行かれるのか」など
と逆に敵意すら示されたことを含めて，エ
ディー・サデリに報告を行なった。この報せ
に驚いたエディーは，ルンバンのテーHG
に電話をし，ラセムの人々は考えがおかしい

��	） ����年にルンバン慈惠宮では，主陣の建物内部の天井や壁面にこびりついた線香・蝋燭の煤汚れ
を取り除く作業を久しぶりに行なった。その際初めは洗剤を使用していたが，これでは壁面や欄間
に描かれている建立当時の「元の絵（lukisan asli）」が消えてしまうとして，水だけで丁寧に洗い
落とすことにしたという。また主陣正面の扉を磨いていたところ，緑色に着色された格子部分の下
から赤い塗装が出てきたため，既に古くなっていた緑色の上から「元の色（warna asli）」である
赤色を上塗りしたとのことである（����年 �月 �日，慈惠宮の寺院守Lnへのインタビューによる）。

���） ����年 �月 ��日，福徳廟でのゴーWSへのインタビューによる。
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のではないか（pikirannya aneh）と，理解
に苦しんだ様子を示したという���）。
その後 ���
年 ��月，ジャワのイスラー

ム教と華人との歴史的関係を論じた本が出版
された。同書は INTIのバックアップを受け
たもので，『ラセム史話』についても簡単に
触れられていたのだが，その中で陳黄弐先生
のうちタン・ケー・ウィーを悪し様に言うよ
うな記述が一部見られた���）。これを手にし
たエディー・サデリはすぐさま，一体これは
何としたことかとテーHGにわざわざ手紙
をしたためて見解を求めてもいる。テーHG
の方はと言えば，やはり陳黄弐先生とマルゴ
ノのことをもっと世間に知ってもらう必要が
あるだろうとして，この頃新聞に投稿するた
めの記事原稿を執筆し始めている���）。
このように，エディー・サデリはまだしば
らくは陳黄弐先生にもこだわりを見せていた
のだが，やがていくらラセムなど地元に協力
を呼びかけてみても，全て自分たちで勝手に
やりたいようにやっていると落胆し，ついに
同年暮れ頃にはテーHGに電話をし，今までの
協力に対しひと通り謝意を示した上で，この
陳黄弐先生を国家英雄にするプロジェクトか
ら完全に手を引くことにしたと述べ伝える���）。
かくして，ジャカルタの華人団体からルン
バンおよびラセム地域に持ち込まれた華人国
家英雄推戴プロジェクトは，華人文化開放と

いう同じ機運によって生じた地元の動きと一
部重なり合いを見せたものの，結局は平行線
を辿ったままうやむやのうちに立ち消えに
なってしまった。本稿ではその過程を主に
ローカルな場に力点を置いて見てきたわけだ
が，ここで興味深いのは，これだけ陳黄弐先
生が中央から大きく注目されながら，地元の
多くの人々は驚くほど無関心であったという
ことである。
そこには，この手の話は所詮一部の人たち
で進められるのだろうから首を突っ込んでも
仕方がないという，例のヒエラルキーの現実
から来るニヒリズムにも似た思いが一部手
伝っていたのかもしれない。だがそれ以前に
恐らく彼らの多くにとっては，長年自分たち
の町の中国寺院にありながらさほど重要とも
思われてこなかったローカルな英雄神が，あ
る日突然インドネシアの全華人を代表する国
家英雄の候補になり得るというナショナルな
価値を見出されたことに，いまひとつピンと
こなかったのではなかろうか。
前に筆者は，ラセムの華人の多くが陳黄弐
先生国家英雄化プロジェクトに対して抱いて
いた心境として，この企図に乗っかることで
自分たちが政治的に突出し，インドネシアの
全華人の代表に仕立て上げられてしまうので
はないかという，政治化されることへの恐れ
を伴った違和感の存在を指摘した。そしてこ

���） ����年 �月 ��日および ����年 	月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。
���） ここで問題になったのは，Sumanto［���
: ���］の次の記述である。「ウィ・イン・キァット（Ui 

Ing Kiat）は，オランダと結託した華人ギャング（preman）であるタン・ケー・ウィー（Tan Ke 
Wi）を打ち破った功績からも，地元では英雄と見なされている。」 ここでタン・ケー・ウィーに冠
せられている“preman”という語は，「ならず者」のようなニュアンスを持つ日常よく耳にする語
である。エディー・サデリはこの一節が『ラセム史話』の記述に反し事実誤認も甚だしいとして，
テーHGへの手紙の中に引用して見解を求めている。

���） A�サイズよりやや縦長の用紙（F�）にタイプ打ちで ��ページにわたるこの原稿の中で，テー
HGは自身の肩書きとして「���
年ルンバン県歴史遺産セミナー委員」を名乗っている。原稿完
成後にテーHGは慈惠宮の陳黄弐先生像の前で，この原稿を実際に投稿して公にすべきかどうか
お伺いを立てたが，許可が下りなかったとして，像の前で原稿を燃やしてしまった。なお筆者は原
稿焼却前に，テーHG自身から当該原稿のコピーを譲り受けている。

���） ����年 �月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。テーHGはこの時エディー・サ
デリに対し，ラセムにはHnや Ssが主導する PAWALAという組織があって独自に動いているだ
ろうし（註 ���を見よ），そもそも他と協力したがらないのはラセムの人の性質なので仕方がない
とコメントしたという。
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れに加えてもうひとつの違和感，すなわち，
外部から指摘され評価された華人性のシンボ
ルやその価値に対して，それへの馴染みのな
さから来る戸惑いとでも言えるような感覚を
彼らは抱いていた，ということが指摘できる
だろう。
こうした外から宛がわれる華人性に対する
違和感ということで言えば，何も陳黄弐先生
の事例に限ったことではない。
近年の華人文化開放の流れの中で，人々は
目に見える形で「華人らしさ」を表出するこ
とが可能となったし，そうしたものを回復し
ようという機運も確実に高まっている。昨今
ではルンバンのような田舎町においてすら，
春節には真っ赤な衣装でおめかしした人々が
一堂に会し，派手で豪勢なパーティーを開く
ようになっているくらいなのだ��
）。
だが概して，そのような折に選び取られる
指標的な華人文化というのは，今や相当年配
の教育ある人でなければ読めない漢字であっ
たり，昨今は事あるごとに演じられ見飽きた
感もある龍・獅子舞であったり，あるいはい
かにも紋切り型

4 4 4 4

のチャイナドレスと中国伝統
音楽であったりと，どことなく取って付けた
ようなものとの印象を受けてしまう。もちろ

んこれは，フィールドにどっぷり浸かって
すっかり研究対象である「彼ら」と感覚を共
有していると思い込んでしまった調査者の行
き過ぎた推断かもしれないし，またそもそも，
彼らにとっての「本来

4 4

あるべき華人文化」と
はどんなものか，まがい物でも借り物でもな
い「本当の

4 4 4

華人文化」（あるいは「アスリな
文化」とでも呼び得るもの）とは何なのかと
いうことに関して，少なくとも筆者は決め付
けることはできないと思っているし，またそ
うするつもりも毛頭ない。
近年スラバヤやスマランなどの大都市で
は，チャイナタウンの一角を全て赤い提灯で
飾り付け，夜にはずらっと屋台が並ぶ歩行者
天国になるというような観光名所ができてい
る。これも穿った見方をすればある意味紋切

4 4

り型
4 4

なものかもしれない。ただ，そうした場
所を訪れたある華人高校生が，「何か知らな
いけど雰囲気いいね，好きだな，本当に中国
みたい！」と感想を述べたのは，筆者にとっ
て印象的だった���）。
大方の華人，特に若い世代にとっては，生
まれてこの方オープンな形で大々的に表出さ
れる「華人文化」というものに実際接する機
会はほとんどなかったと言ってよい。「父祖

��
） ����年 �月 ��日，リー TBが中心となってルンバンの華人コミュニティ（masyarakat Tionghoa 
di Rembang）で春節を祝うための会費制パーティーを企画した。福徳廟脇の体育館に ��人掛け
の丸テーブルが 
�セット用意され，そのうち �つのテーブルには県知事ら高官が無料で招かれ，
満員の場内をステージ上から歌手が盛り上げた。なおルンバンでは数年来，春節にはヤヤサン・ドゥ
ウィ・クマラが慈惠宮境内でオープン・パーティーを主催するようになっており，���
年にはダ
ンサーや中国音楽を演奏する楽団を招いての賑やかなお祭となった。しかし ����年には，「伝統」
になりかけていたこの慈惠宮の春節祭は礼拝程度の簡素なものに成り下がり，同時刻に福徳廟で開
かれた高額チケット（�人 �万ルピア）を買った者のみが参加できるパーティーに完全に譲ってし
まった。リー TBはヤヤサン・ドゥウィ・クマラでも役員を務めていたことから，一部の人は，寺
院関係者（oknum klenteng）が主導してより開かれた慈惠宮の行事を潰してしまったことに不満
を漏らした。このように，自分たち主導でコミュニティのために新しく物事を始めようとするパト
ロンとその取り巻きの動きに対しては，必ずと言って良いほど不満の声が出てくる。だがそうした
反発にも関わらず，大概の事は順調でないにしても進んでしまうようである。

���） ���
年 �月 	日，スラバヤの歩行者天国Kia Kiaを訪れた際のルンバン出身の女子高校生の反応。
なおこの観光スポットは，華人文化奨励と移動屋台（kaki lima）保護を目的に，���
年 �月に
スラバヤ市政府の肝いりで始まったもので，屋根に竜の這う牌楼間に挟まれた 	�� mほどの通り
一面に赤い提灯が灯され，一般車両通行止めとなる夕方から夜にかけて ���店ほどの屋台が出る。
数年経って開業当初の賑わいはなくなったものの，「華人街」のモデルとして依然インドネシア各
地の自治体から視察が訪れているという（『じゃかるた新聞』����年 �月 ��日付記事「商業の町
に息づく中華街「キヤキヤ」」を参照）。
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の地に由来するチナの宗教・信仰・慣習」���）

は，人目に触れないよう家庭内で実践される
場合に限って許されていたからだ。しかも，
そうしたものが社会的に大っぴらに誇るべき
ものでないとされたのはもちろん，華人の側
からすらも，いつまでもそのような「伝統」
にしがみつくのは古臭い

4 4 4

ことだとしばしば考
えられていた���）。


�年以上にわたる抑圧的な状況がようや
く改善に向かい，現在人々はその間に失われ
てしまった空白を埋め戻そうとしている。だ
が中国語すら既にしゃべれない世代が大半を
占める中にあって，冒頭で述べたようなルネ
サンス的状況を謳歌すべく表出される華人文
化なるものは，どうしても上述のように手頃
にパッケージ化されたものとならざるを得な
いだろうし，またそうして差し当たり導入さ
れたものは，かの高校生がいみじくも述べた
ように，人々に対し目下のところ「よく分か
らないが，とりあえずそれっぽくて良い」と

いった程度の表面的な感覚しか引き起こして
いないのかもしれない��	）。
もっとも，仮にそうだとしてもこれはあく
までも過渡期的現象というべきものであっ
て，最近の中国語ブーム，あるいはもはや華
人の枠を超えて根付きつつある龍・獅子舞の
隆盛���），そして兎にも角にも今日華人文化
が積極的に摂取されようとしている方向性を
鑑みるならば，いずれは人々のそれら馴染み
のない指標的要素に対する受け止め方も大分
様変わりするのではと推測される���）。
しかしながら，筆者が調査した時点では，
体制転換からまだ �年ほどしか経っておら
ず，いつまでたっても落ち着きを見せない政
治・経済状況同様，今まで華人とされてきた
人々が突如復興され始めた華人文化の内実に
対して抱く印象というのもまた，未だ安定せ
ざるものがあったのは間違いなかろう。そし
てその人々の抱く華人文化に対する微妙な
感覚というのは，新しく付け加えられ上塗

���） 「大統領指示 ���	年第 ��号」の中の文言，“[…  ] agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di 
Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya […  ]”を踏まえている。

���） 例えば，教会から中国寺院に回帰した Flに対する“gila”だとの周囲の反応の例を思い起こそう（註
��を見よ）。

 　カトリックの地区長を務める華人中年女性は ���
年の春節の前日に，この日に家を掃除すると
福（rezeki）が去ってしまうから，うちの父親みたいに古い

4 4

（kuno）世代は前の晩は一切掃除し
ないのだよ，と言いながら家を掃き清めていた。

 　旧暦六月十五日にはもち米団子を生姜汁に浮かべた rondeと呼ばれる軽食を作る慣わしがある。
����年 	月 ��日にたまたま筆者は，自他共に認めるトトッ（Totok）の家が経営するコピー屋
を訪れたのだが，経営者の妻は店の奥から自家製の rondeを持ってきて，「教会に通う人（orang 
gereja）はもうこんなことしないのだけど，ほら，うちは古い

4 4

（kuno）からね」と笑いながら筆
者に饗した。このように，特定の華人文化はしばしば，やがては廃れ行く古い

4 4

ものと認識されている。
��	） もちろんそれ以外に，ついこの前までの抑圧的な体制下では考えられなかったパフォーマンスが今

や許される，という驚きに近い感動も見逃せないのであるが。Suryadinata［���
: �	�］は，プラ
ナカン華人の間で中国語が失われ，文化的にもインドネシアと西洋双方の影響を受け，さらに多く
がキリスト教を奉じる中，特に華人学校で学ぶ機会がなくインドネシア的思考を身につけて育った
若い世代にとっては，華人文化が馴染みのない（alien）ものになっていると指摘している。

���） 現在獅子舞は，州レベルや国レベルでコンテストが組織されており，演技者にはプリブミの姿が目
立つ。ルンバンにはGaruda Mas，Naga Masという �つの龍・獅子舞団があったが，���
年 �
月 ��日（元宵節）をもって両者は Dwi Mustika（双宝龍獅団）として �つに統合され，ヤヤサン・
ドゥウィ・クマラの下部組織となった。演技者のほとんどはやはりプリブミ（ジャワ人）の子供た
ちであり，彼らは「かっこいい（keren）」，「規律（disiplin）を学べる」などの理由で参加している。

���） 筆者はかつて，インドネシアにおいて華人性なるものが歴史的に彼らの外部から押し付けられてき
た点を強調したが［津田 ����］，華人性，あるいは華人文化に関して今現在起こっていることは，
たとえその内容にまだ馴染みがないとはいえ，華人自らが積極的に「自文化」を摂取しようとして
いる全体的な方向性があるという点で，特にスハルト体制期のネガティヴに宛がわれた華人性とは
構図が大きく異なっている。
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りされていく中国寺院に「アスリ」なもの
を感じないのと似て，「何となく馴染みがな
い」，あるいは「恐らくは自分のものなのだ
ろうが，まだ完全に自分のものとも思えな
い」という，一言で言えばどことなく「アシ
ン（asing）」なものだったのではなかろうか。
「アシン」という語は辞書的には，英語の
“strange”，“foreign”，“alien”など馴染み
のなさや異質性，あるいは“odd”と訳さ
れるであろう不自然さ，さらには“remote”
や“isolate”など対象との距離感・隔絶性
を示すような意味を概念的に含んでいる�
�）。
たとえばよく目にする形として，「人」を表
す“orang”にこの語を修飾させれば「外人
（orang asing）」の意となるし，オランダ時
代に華人をヨーロッパ人・原住民から区別す
るために用いられていた奇妙な分類名称「外
来東洋人（Timur Asing）」にも，この語は
使われていた。また，前に示した「中国寺院
の整序に関する内務大臣指示」の中で，「イ
ンドネシアの個性」に合わぬので排除される
べきとして示されていたのも，「外国の文化
システム（tata budaya asing）」なるもので
あった�
�）。このように，土着性の文脈では「ア
シン」は概念上「アスリ」と対立し，華人は
外来者として常に「アシン」な存在と位置付
けられてきた�
�）。

陳黄弐先生の国家英雄化プロジェクトが動
き出そうとしたとき，ラセムやルンバンの
人々が示した反応というのも，この何か異質

4 4

でよそに属している
4 4 4 4 4 4 4 4

ものを見るような感覚，
すなわち「アシン」なものに接する時の違和
感であった。それは彼らが，「そのことなら
Hnおじさんに聞きな」などと，例のパトロ
ン・ヒエラルキーの現状を託

かこ

つような言明を
するのと並んで，「あぁ，それはジャカルタ
の人（orang Jakarta）がやっていることだ
ろう？」などと，我が事でないようにそっけ
ないそぶりを頻繁に見せたことからも窺えよ
う。彼らは，ここでもやはり上の方だけで勝
手に事が決められていくという，あのプロセ
スから疎外されている

4 4 4 4 4 4 4

（di-asing-kan）との
思いを新たにしたのもさることながら，陳黄
弐先生にインドネシアの全華人のシンボルと
なるような価値があるという発想それ自体
に，どうしても馴染みのない

4 4 4 4 4 4

（asing）もの
を感じざるを得なかったのである�

）。
そしてまた重要なことに，そもそもそのよ
うなプロジェクトを持ち込んだのも，同じ華
人でありながら「ジャカルタの人」などと
いった具合に，どこか自分たちとは異なるよ

4

そ者
4 4

（orang asing）と認識されてしまうの
である�
�）。

�
�） Echols & Hassan［���	: 
�］の“asing”の項参照。
�
�） 註 ���を見よ。
�
�） 外国籍者を一般に“WNA＝Warga Negara Asing”というのに対して，インドネシア国籍者は
“WNI＝Warga Negara Indonesia”と呼ばれる。����年憲法第 ��条第 �項によれば，インドネ
シア国籍者は「固有の（本来の・生来の・生粋の）インドネシア民族（bangsa Indonesia asli）」と，
法令で定められた「その他の民族（bangsa lain）」の諸個人から成ると規定されているが，“WNI”
と言うだけでしばしばインドネシア国籍取得済みの華人（＝WNI keterunan Cina）を意味するこ
とからも明らかなように，華人は自動的にインドネシア国籍者となれる「アスリ」な「インドネシ
ア民族」ではなく，そもそも属性として「アシン」な「その他の民族」であることが前提とされて
いる。この“WNI”という無機質な法律用語が使用されるたびに，理念上華人の国民としての地
位は極めてテクニカルなものであると再確認されるのだ。

�

） ����年 �月 ��日の昼時，筆者はいつものように福徳廟でおしゃべりをしていたが，話題が陳黄弐
先生の件に及ぶや，居合わせた初老の華人男性（註 ��と同一人物）は以下のように語った。「国家
英雄にするだって？ あぁ，そりゃジャカルタの人さ。どう言えばいいのかな…，何か馴染まない
んだよな，そんな考え，田舎もん［＝自分たちルンバンの人］にはさ，はは…。（Mau dijadikan 
Pahlawan Nasional? Wah, orang Jakarta tuh. Gimana ya…  , terasa asing gitu loh, pikiran seperti 
itu bagi orang desa, ha ha…  ）」

�
�） 実際に LPPMTIによりルンバン・ラセムに派遣された Flは，ルンバン出身で少年時代まで ↗
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�. むすび

本稿で見てきた陳黄弐先生国家英雄化プロ
ジェクトとは，端的に言って，スハルト体制
崩壊後華人に対する締め付けが弱まり，比較
的自由な雰囲気が生じつつある中で，従来彼
らに向けられてきた差別・抑圧を打破しよう
という明確な政治的意図の下，インドネシア
の全華人の大同団結を謳い，ひとつの集団
（＝スク）として「インドネシア民族の一員」
としての確固たる地位を模索していこうとす
る象徴的運動であった。
ここで焦点となった陳黄弐先生について
は，従来その事績に関する伝承が地元でいく
つものヴァージョンで，しかも大抵はあやふ
やなまま記憶されていた。だが，口承で伝わっ
ていたそれらいくつもの物語は，それなりに
出所が明らかな『ラセム史話』という文字で
書かれた史料が出現し，さらにはそれが発言
力のあるローカル・中央双方の人物・団体の
手を経て権威付けられることにより，ひとつ
の「歴史」に回収されていった。
そうして出来上がった陳黄弐先生像は，華
人国家英雄の候補としてはまさにうってつけ
のものであった。というのも，そもそも両人
物には「華人対プリブミ」，「華人対ムスリム」
という今なお頻繁に語られる二分法を乗り越
える資源が備わっていたのだ。この点は，当
初国家英雄への推戴の有力候補に挙がってい
た鄭和とて同じであり，あくまでそれは両項
の架け橋としての役割に留まり，華人性の主
張によってこれらの対立軸を大きく踏み越
え，反対側の項の地位を脅かしたりするほど

先鋭なものではない�
�）。
そしてこれまた鄭和についても言えること
だが，華人代表として祀り上げられようとし
た人物がもはや遠い過去の半ば伝説と化した
人物であったということも見逃せない。ナ
ショナリズムの時代以来，華人内部は様々な
政治潮流に分裂し，時にはプリブミと敵対関
係にもなった。そうした中でいわゆる現代史
に属する人物，例えばインドネシアへの貢献
著しいとして多くの雑誌に紹介されていた
ジョン・リーなどを華人国家英雄に仕立て上
げても，それは従来の支配的言説からすれば，
所詮大部分の「愛国的でなかった華人」の中
の数少ない「例外」としか見なされないかも
しれない。一方，陳黄弐先生など遠く近代以
前にまで遡れば，そうした議論の余地ある現
代政治と直結する恐れのない，完全なる過去
として対象化できるばかりか，多様な政治潮
流を捨象して「一枚岩の華人」を想像して語
ることもでき，さらにはオランダというもは
や直接の脅威ではないがインドネシアにとっ
て理念上永遠の「他者」とも言うべき媒介項
を経ることで，「華人とプリブミ（ジャワ人）

の共生の時代」などといった世界を描き出す
ことも可能なのだ�
�）。このように陳黄弐先
生は，掘り起こし可能な今日的価値を潜在的
に持っていたのみならず，現代とのあらゆる
しがらみから自由な，そしてインドネシア全
華人のルーツとして負託可能な，伝説的に遠
い父祖の時代の誇るべき，しかし無毒な「歴
史」にまつわっていたのである�
	）。
こうしてジャカルタの華人団体の呼び掛け
によって開始されたこの国家英雄化プロジェ

↗ を同地で過ごしたにも関わらずである。
�
�） これは例えば，ジャワにイスラームを伝えた九聖人（Walisongo）のほとんどが実は華人であった

などと声高に唱え，それを華人国家英雄として推戴する時に予想される甚大なる影響を考えてみれ
ば明らかであろう。

�
�） オランダ入植以前には華人とプリブミは何の問題もなく交じり合い共生していたのだ，と強調する
議論は非常に多いが，『ラセム史話』にもそれはしっかりと記されていた（註 ��を見よ）。

�
	） 言うまでもなくこれは，遠い過去に各地方を治めていた王族が，スハルト期になって相次いで国家
英雄に認定されていく際の論理と重なっている。インドネシアに散らばる全ての華人のルーツとな
るためには，系図も明らかでないほどの過去へと歴史を遡れれば遡れるだけ良いのだ。
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クトは，インドネシアの全華人を取り結ぶ
「同朋意識」に訴えかけるものであった。そ
れは，陳黄弐先生を称えるという基本的姿勢
で地元の意向と何ら相容れぬところはなく，
またその方向性も時流に乗っているように思
われた。しかしながら本稿を通じて見たよう
に，ルンバン・ラセム両町の華人たちは結局
その申し出を受け入れることはなかった。そ
れは一言で言えば，全華人の団結を呼び起こ
す「同朋意識」などといったものに対する違
和感が存在していたからである。
レヴィ＝ストロースはかつて，人類学が社
会科学へ行ない得る最も重要な貢献は，「真
正な社会」と「非真正な社会」という社会の
二つの様相の根本的な区別を導入したこと
にあるだろうと述べた［レヴィ＝ストロー
ス ��	�: ���］。これを踏まえて小田［����: 

��］は，ここで言う真正な社会とは顔の見
える関係でつながる小規模な社会であり，非
真正な社会とは近代になって出現した間接的
コミュニケーション（書物，写真，新聞，ラ
ジオ，テレビなど）によってのみ結ばれる大
規模な社会である，そしてそのような顔の見
える具体的な関係の連鎖の中にある小規模な
社会と，ネーションやエスニック・グループ
のように法や貨幣やメディアに媒介された間
接的コミュニケーションによってのみ結ばれ
る大規模な社会との間には，経験の質に違い
があると説明する。小田はさらに，この二
つの社会のあり方の違いを B. アンダーソン
［���	］の「想像される共同体」における想
像のスタイルの違いに読み替え，真正な社会
のレベルでは，顔の見える関係からの想像に
よって，そこでの経験は感性的なものや独自
の固有性を失わず具体的なまま共有され得る
のに対し，非真正とされる後者，例えばネー
ションなどにおいては，未知の人同士を同じ

集団として結び付ける絆は具体的関係性の連
鎖に基づくものではなく，個と明確に境界付
けられた全体とが無媒介に結び付けられると
いう想像のスタイルをとっている，したがっ
てそこで共有される経験というのも均質で空
虚な性質を持つ抽象的なものになると指摘す
る［小田 ����: 
��-
��］。
インドネシア全土に散らばる華人たちは，
社会的に「華人であるか否か」があらゆる局
面で意味を持つ中にあって，政府が音頭を取
る「同化」の掛け声とは裏腹に，いつまで
たっても変わらず華人であることを意識させ
られ続けてきたと言ってよい。一方で 
�年
の長きにわたる新秩序体制のもとでは，華人
の連帯を謳ったり，華人としての価値を誇る
べく打ち出すようなことは厳しく抑えられて
きた。この間彼らをひとつの集団として繋
ぎとめておくものがあったとすれば，それは
「同朋意識」などといった積極的なものでは
なく，極論すれば彼らに向けられるネガティ
ヴな言説，そして差別的待遇を受ける「二級
市民（warga kelas dua）」としての共通経験
のみだったとも言えよう。華人国家英雄プロ
ジェクトというのはある意味，そうした外部
から付与されるマイナスの価値のみによって
支えられてきた集団意識に，新たにプラスの
内実を注ぎ込んで活性化させようとする試み
でもあった。
こうしたナショナルな広がりをもってイ
メージされる華人像とは別に，今視点をもっ
とローカルな場へと落とし込んでみると，ル
ンバンやラセムの町にもそれぞれ数百世帯ず
つの華人人口が存在する。インドネシアの中
小都市に典型的に観察されるように，彼らは
町の中心部のごく狭い範囲に寄り添うように
集住している�
�）。そんな彼らの間には，数
世代にわたって網の目のように張り巡らされ

�
�） このような地理的配置のパターンは，オランダ植民地期に都市中心部に華人居住地が設定され
ていたことに加え，スカルノ期に出された「大統領規則 ����年第 ��号（Peraturan Presiden 
No.��/����）」により村落部での外国籍民の経済活動が禁止されたのに伴い，華人の都市集住が加
速されたことなどによってもたらされたものと考えられる。
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た親族関係が存在し，また仕事や教会・寺院
の関係から近所付き合いに至るまで，フォー
マル／インフォーマルの別を問わず日頃から
様々な具体的関係が取り結ばれている。この
ように始終顔を突き合わせながら営まれる彼
らの日常生活の合間を，次から次へとゴシッ
プが湧いては駆け巡っていき，そのことに
よって彼らは一層お互いに「顔の見える」関
係性で結び付けられている。
もちろん彼らの交友関係は華人同士，ある
いは狭い町内の枠を越え出て広がっている。
また，そもそも地方小都市における彼らの生
活を「真正さ」という言葉でもって本質主義
的に捉え，ロマンティックな眼差しで美化し
ようというのでもない。ただ現実として，上
記のように目に見える地理的・社会的布置関
係のもと，「ルンバンの華人コミュニティ」
や「ラセムの華人コミュニティ」といったま
とまりは，人々に極めて自然に意識されるば
かりか，濃密な日常的付き合いという内実に
支えられて，かなりの実感を伴っているとい
うことは確かである�
�）。実際彼ら自身，し
ばしばジャカルタやメダン（Medan）など
遠い別の街の華人コミュニティを引き合いに
出しては，自分の町のコミュニティを殊更に

意識的に区別して語ろうとする。いや，時に
はお互いわずか �� kmしか離れていないル
ンバンとラセムの町の華人同士ですら，互い
に自分たちとは何かが違うと想像・表象し合
うこともあるのだ���）。
ここからも分かるように，ローカルな場
で日々現れ出て具体的に経験される華人で
あることと，例えば「インドネシア全華人
の同朋意識」などといったものとは，明らか
に生活実感の点において，すなわち「真正さ
のレベル（niveaux d’authenticité）」におい
て異なる。とりわけ後者は，スハルト体制下
では長年にわたり否定され続けてきたがゆ
え，ある日突然そのような紐帯を声高に主張
せよと言われてみても一瞬ためらわざるを得
ないし���），そうした違和感をはねのけてま
で積極的に打ち出していくほどの実感にも乏
しい（この違和感は，突然価値あるものと採
り上げられた文化的シンボルに対して抱かれ
た感覚でもある）。そんな急に降って沸いた
ような比較的抽象的な集団意識に基づく政治
的プロジェクトに乗っかることは，日々の生
活からは一段跳躍を必要とする冒険的な営為
であり，何よりも不安を誘う。そこで，社会
的開放感から同じ華人性の表明を始めるにし

�
�） このようなまとまりの意識は，必ずしも町の華人コミュニティが常に一枚岩であることを保証する
ものではない。日頃はむしろお互い顔が見えすぎているため，何か全体で意見集約を図るにしても，
その都度あまりに豊かな個々人の思惑や様々なしがらみが表面化し，彼ら自身「まとまりがない」
と嘆くことになるのだ。

���） ルンバンの華人たちは大成した者の多いラセムの華人たちを指して，「彼らは商売上手だがケチで
社会性がない」としばしば口にし，逆に自分たちはホスピタリティに満ちていると誇る傾向にある
が，こうした性向の違いは「ルンバンとラセムでは水が違うからだ」などと説明される。ラセムの
華人に対するこうしたネガティヴな評価は，ジャワでは広く流布しているようであり，彼ら自身も
それを十分意識している。メダンの華人も「お金にうるさい」，「したたかだ」などと表象されるこ
とが極めて多いが，その際には「トトッ対プラナカン」の対比からジャワ華人が引き合いに出され
るのが一般的である。一方ジャカルタなど大都市に暮らす人々は，華人に限らずよそよそしい“lu-
lu-gue-gue”なものと表現される。

���） 華人性の行き過ぎた主張によって，目下同情的でいてくれているプリブミの反発をいずれは招くの
ではという恐れは，少なからぬ華人によって抱かれている。どこまで踏み込んで華人性を強調し
ても大丈夫なのか，その「一線」が見えないことも，このためらいに結び付いているようである
［Budiman ����: ���］。貞好は，生地インドネシアに根差しインドネシア国民として生きていくこ
とを疑いようのない前提とした上で華人性を主張していくあり方が，ポスト・スハルト期のひとつ
の大きな潮流になりつつあると展望しているが［貞好 ����: ��］，本稿で見た「インドネシアに貢
献する華人」，あるいは「華人とプリブミの共生／共闘」といった語りは，華人性を強調しつつも
それがインドネシア人たることとは矛盾しないことを示す，まさに「一線を越えない」穏当な主張
であると言えよう。
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ても，それはナショナルな広がりを持ったも
のとなる以前に，先ずもって生活実感の伴う
ローカルな華人コミュニティの論理を満たす
もの，ここで言えばひとつの町内の寺院支配
をめぐるパトロンらの思惑が交錯したものに
留まってしまうのだ。もちろん，このように
ナショナルな連帯に自ら加わっていこうとし
ないローカルな側の決断というものは，何も
パトロンたちのみの意向によるわけではな
く，それらを取り囲む人々に通底している無
関心さとも同調するものであった。
インドネシア全華人の地位向上のために手
掛けられた陳黄弐先生国家英雄化計画，それ
を前にして垣間見られた人々の無関心さとい
うのは，単にあらゆるプロセスがパトロン主
導で自分たちの手の届かぬ所で進められてし
まうという，ローカルな力学に対する諦念だ
けによるものではない。それは，緊密な日常
的コミュニケーションに基づいて実体的に捉
えられるコミュニティ意識から，華人という
名前だけを差し当たりの共通項にそれを広く
拡張・想像し，さらにはそこに積極的な意味
を持たせようとする際に生じる齟齬を如実に
物語っているように思われる。ジャカルタ発
のナショナルな広がりを持つ意識に基づいた
エスニシティの呼び掛けは，目下のところ
ローカルな場では，「アシン」な者の「アシン」
な企てとしてしか映らなかったのである。
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山地からみた中緬辺疆政治史
18-19 世紀雲南西南部における山地民ラフの事例から

片　岡　　　樹
（目白大学非常勤講師）

Political History of Sino-Burmese Periphery as Viewed from the Hills
A Case Study on the Lahu Highlanders of Southwest Yunnan in the –th Century

Kataoka, Tatsuki
Part-time Lecturer, Mejiro University

� is paper examines the highlanders’ role in local political system in South-
west Yunnan, China, in the ��–��th Century by taking the case of the Lahu 
into account. � e development and collapse of politico-religious integration of 
the Lahu explains the dynamics of inter-ethnic relationship in Sino-Burmese 
periphery.

� e expansion of the political integration of the Lahu was a product of 
inter-ethnic competition among the newly emerging Han Chinese immigrants, 
declining Shan chiefdoms, and the highlanders, which was accelerated in the 
��th Century. Factors that contributed to this change were Qing dynasty’s 
administrative intervention, migration of the Chinese workers into the silver 
mines, political instability that came from dynasty changes in Burma and 
Siam. Such political environment in the ��–��th century provided room for 
the Lahu to challenge the Shan chie aincy.

� e development of such hill polities shows a common pattern in relation 
to higher authorities. � e increase of political autonomy of the Lahu within 
the Shan chiefdoms was at least tolerated by the Qing court in the name of 
indirect administration. And the further increase of political power of the 
Lahu threatened indirect administration itself. � e result of this development 
was Qing’s military expedition to the hills and introduction of direct rule. � is 
cyclical pattern continued until Sino-Burmese borderline was offi  cially demar-
cated in the late ��th Century to eliminate the niche for semi-autonomous pol-
ity in the periphery.

� e political dynamics around the Lahu in the ��th Century further suggests 
some trends of social change among the highlanders. One plausible hypothesis 

Keywords: Lahu, Chinese ethnic minorities, highlanders, premodern polity, 
Buddhism

キーワード : ラフ，中国少数民族，山地民，前近代的政体，仏教
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�. はじめに

本稿は，近代国家以前の華南と東南アジア
の境界領域における政治体系の動態を，特に
雲南西南部の山地民の視点から明らかにする
ことを試みるものである。
この地域の政治体系については，平地諸民
族と山地諸民族のそれぞれのフィールドにお
いて一定の研究の蓄積が存在する。ただしそ
こにおおむね共通するのは，山地と平地で別
個に研究が進められる傾向である。雲南西南
部に関していえば，平地タイ系諸民族（本稿
では便宜上シャンと総称する）の政治制度，
王権イデオロギー，対外関係などはこれまで

も盛んに論じられてきた�）。ただしその一方で，
シャン王権を取り巻く山地諸民族をも視野に
含めた政治体系については十分に論じられて
きたとはいいがたい。これはある程度，資料
面での制約に起因する問題でもある。自らの
言語による文字資料を残してきたシャンとそ
うでなかった山地民との違いが，ほぼそのま
ま研究者の関心に反映されているといえる。
とはいえ，民族誌的資料を援用しつつ山地
民の歴史を明らかにする試みは，近年中国民
族学の分野で成果を収めつつある�）。ここで
の問題は，それらが各族史単位の研究に自足
する傾向をもつため，その成果が隣接異民族
をも含めた政治体系の分析に有効に接続され
ていないことである
）。逆にいえば，そうし

is that the settlement pattern and agricultural system of the the Lahu in the ��
–��th Century was changing toward more permanent settlements based on wet 
rice cultivation a er they went under cultural infl uence of the Han Chinese 
migrants, and such trends contributed to the emergence of multi-village political 
organization. Another hypothesis is that the Lahu polity was heavily infl uenced 
by the religious movements of neighboring ethnic groups at that time. The 
infl uence of both the Bailien cult with Maitreya worship and Lama-like cult 
with the supremacy of the living Buddha are found in the basic conception 
of power in the politico-religious leadership among the Lahu. � is suggests 
that supra-ethnic network of religious cults was prominent in early modern 
Yunnnan and the Lahu polity emerged and worked as a part of such network.

�. はじめに
�. 民族間関係の流動化をうながした諸要因

�-� 清朝の行政介入
�-� 鉱山ブーム
�-
 国際関係の変動


. ラフ地区の自立化

-� 仏教の伝来

-� ��世紀前半のラフをめぐる政治力学

-
 ��世紀後半のラフをめぐる政治力学

�. 国際関係と介入の論理
�-� 嘉慶期の例
�-� 光緒期の例
�-
 間接統治のジレンマ

�. さらなる考察のための課題
�-� 山地焼畑民の政治統合をめぐる問題
�-� 宗教運動と異民族

�. おわりに

�） 近年の代表的なものとしては，たとえば長谷川 ����，����，加藤 ����，武内 ����など。
�） 本稿の取り扱うラフについていえば，そうした試みの典型的な例が王・和 ����である。

） これと同じことは，中国からビルマ，タイに至る山地民ラフの宗教史を論じたウォーカーについて

もいえる（Walker ���
）。
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た接続作業を行うことで，山地と平地とで別
個に行われてきた研究の知見をもとに，地域
社会の民族間関係を立体的に組み立てること
が可能になるとの展望が得られる。
山地と平地との政治面での相互交渉につい
ては，上ビルマのカチン山地に関するリー
チの古典的労作がひとつのモデルを提供す
る�）。彼の図式は，カチン山地の政治的動態
を，平地の専制王政と山地の村落共和国とい
う対照的な政治モデルのあいだの振り子運動
として提示するものである。しかしそこでは，
この主題が強調され過ぎるあまり，結局のと
ころ地域社会の政治史が一種の自動運動に還
元されてしまうきらいがある�）。ヌージェン
トはこの難点を補足すべく，雲南，上ビルマ
におけるマクロ政治経済の変遷がカチン山地
の動態を規定していた点に注意を喚起してい
る�）。彼の分析は主に英文資料に依拠してい
るが，このアプローチは漢文資料の豊富な中
国側でさらに発展させ得る可能性がある。
ただしここで問題となるのは，近代国家形
成に直接先行する ��-��世紀の中緬辺疆の場
合，山地と平地のほかにもうひとつの変数を
考慮に入れる必要があるという点である。そ
れは同地域における漢人の人口流入である。
したがってシャン，山地民，漢人の三者関係
がどう推移していったのかというかたちで問
いを構成しなければならないのである。
ここにおいて我々は，雲南非漢民族地区に

おける漢人の流入や土司制度の崩壊過程に関
する研究群と問題意識を共有することにな
る	）。そのうちでも，上記の問題に直接関わ
る論点として特に参考になるのは，ダニエル

スおよびギエッシュの近年の問題提起であ
る。ダニエルスは，��世紀における雲南シャ
ン土司の改土帰流�）を事例にとりあげ，シャ
ン土司の自壊過程を規定していたのが（漢人
官吏・商人の流入にともなう）領内山地の治
安の悪化や山地民の離反であったことを明
らかにしている�）。またギエッシュは，��-��
世紀の雲南西南辺疆において，漢人，シャン，
山地民などのあいだに激しい民族間競合が展
開されていたことを示し，それを「中間領域
middle ground」すなわち既存の秩序が動揺
しつつある過渡期の民族間関係の特徴として
把握している��）。これらはいずれも，雲南西
南非漢民族地区における清朝の直轄領の拡大
や漢人の文化的影響の浸透を，漢人による非
漢人の一方的同化とみなす予定調和的な図式
への再考を促すものでもある。
これらの問題提起をさらに一歩進めるため
の選択肢としては，従来等閑視されがちで
あった山地民に視座の軸を据え，この時期の
民族間関係の変動過程をとらえなおしてみる
という方法が考えられる。そのための事例研
究の素材として，本稿ではチベット・ビルマ
語系山地民のラフをとりあげる。ラフの政治
統合が ��-��世紀を通じてどのような展開を
とげ，またそれらが中緬辺疆地域の政治体系
にどのように関わっていたのかを考察するの
が以下での主題である。
本論にはいる前に，まずラフについて簡単
な説明を行っておきたい。ラフは羌族の分派
とみなされ，雲南省北部を原郷とするが宋，
元の時期より南下を開始し，明代から清代に
かけて雲南西南部に至ったものと推定されて

�） リーチ ����。
�） たとえばカーシュは，リーチが実際に行ったのは均衡モデルの批判というよりは，むしろ均衡維持

の幅を広げることであったと指摘している［Kirsch ��	
: 
�］。
�） Nugent ����.
	） この分野の研究は数多いが，特に代表的なものとして武内 ���	などを参照。
�） 土司というのは中国の間接統治制度下において官位を受け統治に責任を負う土着首領のことであ

る。それを派遣官僚による直接統治に置き換えるのが改土帰流である。
�） ダニエルス ����。
��） Giersch ����.
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いる。清朝期には苦聡，菓葱，猓黒などの名
称によって文献に頻出するようになる��）。た
だし彼らの自称はラフであり，本文中でも煩
を避けるためラフとして一括しておく。雲南
西南部での彼らの居住地域は，瀾滄江東岸の
威遠（現景谷），思茅，瀾滄江西岸の猛猛（現
双江），孟連などを中心とする。これらの地
域では山間盆地にシャン小王国が点在し，そ
れらの王が中国の歴代王朝に服属して土司に
任ぜられるとともに，盆地を取り巻く山地の
諸民族に対しては名目上の宗主権を主張して
いた��）。その中でラフの社会統合は，清朝前
期から中期にかけてはきわめて小規模なもの
にとどまっていたと考えられる�
）。
実はこうした安定した秩序は ��世紀には

動揺し始めるのであるが，その中でラフはど
のように政治統合をなしとげ，ローカルな政
治体系に参加していったのか。それを考察す
べく，以下ではまず第二章において，��世
紀に進展した民族間関係の流動化の諸相を，
特にラフと関わりの大きな分野を中心に整理
する。次に第三章では，��世紀におけるラ
フの政治的自立化とその瓦解に至る過程を具
体的に考察し，第四章では，それらがより大
きな政治変動とどう関わっていたのかについ
て，特に清朝による介入の論理に着目した考
察を行う。続く第五章では，以上の知見が
��-��世紀の中緬辺疆地域におけるどのよう
な社会変化を示唆しているのかについて，予
備的な考察を加えることにする。

�. 民族間関係の流動化をうながした諸要因

�-�　清朝の行政介入
本章でははじめに，��世紀雲南西南部で
の民族間競合の進展について整理しておきた
い。まずふれておく必要があるのは，��世
紀に清朝によって部分的に行われた行政介入
の強化である。たとえば瀾滄江東岸では，雍
正二年（�	��）から同四年（�	��）にかけて
威遠，鎮沅の土司が相次いで廃絶され，ま
た同七年（�	��）には普洱府が設置されるな
ど，清朝による干渉が強められていく��）。ま
た乾隆期には，瀾滄江西岸の猛緬でも改土帰
流（直接統治の導入）が実施されている。猛
緬（現臨滄）のシャン土侯国（猛緬長官司）

が乾隆十一年（�	��）に廃絶され��），緬寧城
と改称され雲南西南部を監督する庁へと昇格
しているのがそれである。
こうした改土帰流とあわせ，清朝は威遠，
鎮沅地区の塩井の国有化も行っている。同地
区の塩井は従来土着民によって経営されてお
り，雲南西南非漢民族地区の塩の需要をまか
なってきた��）。これらの塩井は同地区の改土
帰流とほぼ時を同じくして清朝の専売事業に
接収されている�	）。
清朝が相次いで打ち出したこれらの措置に
対し，周辺非漢民族は激しい抵抗を行ってい
る。たとえば雍正五年（�	�	）には，威遠，
鎮沅地区で非漢民族による暴動が発生し，そ
の際にラフの一団も同地区の塩井を襲撃して

��） ラフの移住史に関する現在の定説については王，和 ����：�-��を参照。
��） 本稿ではこれら王侯については文脈により国主または土司と表記する。
�
） 乾隆『雲南通志』巻二十四には，ラフは稗の栽培のほか樹皮，野菜，藤蔓の採集，または蛇，昆虫，

鼠，鳥等の捕食を主たる生業としており，住居は屋根を葺かず崖に住み，「野人と同類」であった
と記載されている。

��） 『滇雲歴年伝』巻十二，�		-���。
��） cf. 道光『雲南通志稿』巻一百三十五。
��） 乾隆『雲南通志』巻十一では，威遠，鎮沅地区の安版，恩耕，抱母，香塩各井の塩の流通について，「順

寧，雲州，元江，石屏，鎮沅，恩楽等府州県，及猛緬，猛猛，湾甸，鎮康，耿馬，猛麻，車里各夷
地商販。夷民自持現価赴井，買運行銷」と記されている。

�	） 「各井前係鎮沅土府，威遠土州私煎私売。雍正二年，遵旨覆奏塩務利弊等事，奏明委員試煎。三年，
報明新開塩井等事。」（乾隆『雲南通志』巻十一）
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いる��）。また雍正十年（�	
�）には思茅地区
において，洞窟で修行を行う「緬僧」（上座
部仏教のシャン僧と思われる）を神仙と崇め
るラフ（苦葱）の一団が武装蜂起し，シャン
貴族を指導者とする反清反乱に合流してい
る��）。その指導者が清軍によって処刑された
際には，反乱に参加した群衆が茶樹を切り塩
井を埋めるといった報復行動を行っているこ
とから��），この反乱が経済資源の国有化に対

する非漢民族の不満を背景としていたことが
推察される��）。
このうち特に塩井について付言すると，��
世紀から ��世紀初頭にかけては雲南での塩
価騰貴や塩井行政の不正といった問題が頻繁
に言及されている。たとえば乾隆元年（�	
�）
には塩価の高騰による「夷民」の窮迫を憂慮
する乾隆帝によって，塩価を百斤三両以内に
抑制するよう命令が発せられている��）。しか
し塩の公定価格が抑制されると，ついで乾隆
末年から嘉慶初年にかけては，その制度を迂
回した不正が指摘されるようになる。井官や
彼らと通謀した地方行政官による横流しや不
正計量といった問題である�
）。のちに嘉慶初
年にラフの政治的凝集性が急激に強まる上
で，こうした塩井問題は一種のひきがねの役
割を果たすことになる。

�-�　鉱山ブーム
��-��世紀の中緬辺疆地域における民族間
関係を規定した因子として，次に鉱山開発に
ついてふれておきたい。��世紀の雲南西南
から上ビルマにかけては相次いで鉱山が開発
され，それにともない大量の漢人が労働また
は交易のため非漢民族地区に流入していた。
たとえば孟連土侯国北部のラフ集住地区に

ある募乃では，刀派鼎の国主時代（�	��-�	
�）

図①―中緬国境部の主要地名（国境は現在のもの）

��） 雲南総督鄂爾泰と雲南巡撫楊名時の奏文（雍正五年二月初十日）。「威遠猓黒鎮沅人等，于正月十七
日午刻，先在抱母井地方抄擄，当夜四更時分，奔赴府城焼衙傷官劫課放囚」「有猓黒等数百，於
十七日晩，到鎮沅府按板井二處，将各路口邀截囲焼搶擄」『宮中檔雍正朝奏摺』第七輯，��
-���。

��） 『滇雲歴年伝』巻十二，���-���。なおラフの「緬僧」崇拝については，雲貴総督の高其倬による
次の奏文（『宮中檔雍正朝奏摺』第二十輯，��，雍正十年六月十六日）を参照。「思茅地方有苦葱
前往蛮壩河一緬僧，称之為神仙。」「思属蛮壩河蝙蝠洞，離思茅二百餘里，竟有苦葱聚衆在彼朝拝神
仙。」

��） 「其党悉力伐茶樹，塞塩井而逃」『滇雲歴年伝』巻十二，��
。
��） ダニエルス ����も参照。
��） 道光『雲南通志稿』巻七十一。
�
） 乾隆末年から嘉慶初年にかけてはこの種の指摘が非常に多い。たとえば檀萃は嘉慶四年（�	��）に

上梓した『滇海虞衡志』（巻二）において，「大吏又視行塩之区為利薮，官累日深民怨滋起」と当時
の弊害を指摘している。道光『雲南通志稿』（巻七十一）では，当時の雲貴総督であった富綱の「不
肖井員串通舞弊，甚或恣意加煎営私漁利私販」という証言，あるいは雲南巡撫初彭齢の「不肖州県
官勾通井官，於額外之外，私買餘塩行銷肥己竈戸」「州県官又有計口授塩短秤加課之弊，（中略）百
姓窮苦已極」という証言を転載している。そのほか不純物の混入や密売といった問題については『滇
繋』三之一事略，嘉慶二年三月の条にも具体的な記述がみられる。
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に銀山が開発されている��）。その国富をもと
に，孟連国主は康煕四十八年（�	��）には清
朝への銀の貢納を条件に土司（宣撫司）職に
任ぜられている��）。『滇雲歴年伝』によれば，
この銀山の開発には内地漢人がたずさわっ
ていたという��）。これは募乃に限らず，雍正
六，七年（�	��-�	��）頃の雲南では「耕さず
して食する者（鉱山労働者のこと）約十万余
人」と見積もられていた�	）。
こうした鉱山開発は乾隆期にも続けられ
る。孟連の西北に位置する葫蘆国の茂隆では，
内地漢人の呉尚賢により銀山が開発され，乾
隆十一（�	��）年より清朝による課税が行わ
れているほか，耿馬でも同四十八（�	�
）年
より領内の悉宜で銀山の開発が行われてい
る��）。このうち茂隆厰は当時，雲南その他各
省からの多数の流入漢人を有し，開砿，貿易
に従事する者は合計 �-
万人を下らなかっ
たという��）。��世紀の上ビルマでも，流入
漢人による鉱山開発が行われていた。当時は
桂家（ビルマ領に移住した明朝の遺臣）の宮
里雁がボードウィンで波龍銀山を経営し，そ
こには広西，湖広，雲南大理永昌から人々が
商販に赴き砿徒は常に千万を下らず，といっ
た状況であったと伝えられている
�）。
ただしこの鉱山ブームは，清朝中期雲南の
行政官・知識人のあいだではむしろ憂うべき
社会問題とみなされていたようである。たと

えば倪蛻は，これら鉱山が周辺の物価の高騰
や環境の破壊，治安の悪化を招くために「雲
南之害」「民之害」であると断じている
�）。
しかも鉱山労働者は往々にして自治的な軍事
集団を兼ねており
�），彼らの動向は中緬辺疆
非漢民族地区における不安定要素となってい
たのである。その一例として茂隆厰では乾隆
十五年（�	��）に「砿徒滋事」が発生してお
り，これら「漢奸」のビルマとの勾結を憂慮
した雲貴総督は早くもその翌年には呉尚賢の
逮捕と茂隆厰の解散を検討し始めている

）。
結局のところこれら鉱山の存在は，清朝の辺
疆統治における頭痛の種となっていったわけ
であり，そのため嘉慶期に入ると清朝政府は，
経済開発の果実を度外視してこれら「漢奸」
の温床となった鉱山を相次いで閉山に追い込
んでいく
�）。しかし鉱山に流入した漢人たち
は概して失業後もそのまま「厰棍漢奸」（鉱
山失業者の意）として滞留する傾向にあり，
それがさらなる社会不安を構成していくので
ある。
ところで，��世紀の鉱山開発が特にラフ
に与えた影響については，のちの『上ビル
マ・シャン州地名録』の掲げる，ラフの政治
統合の起源に関する伝説のなかで言及されて
いる。大まかに言えば，孟連領内に銀山があ
り，漢人がやってきてそこで働いていた，漢
人たちはラフに対しワ族への貢納を断るよう

��） 雲南省少数民族古籍整理出版企画弁公室編 ����：�。
��） Ibid.: ��.
��） 『滇雲歴年伝』巻十二，���。「其地募乃銀場，旺盛三十余年，故漢人絡繹而往焉。」
�	） 倪蛻「復当事論厰務書」（『滇繋』二之一職官所収）

��） 道光『雲南通志稿』巻七十三。
��） 『清高宗実録』巻二百六十一（乾隆十一年三月），巻二百六十九（同年六月）。

�） 『征緬紀略』を参照。桂家は貴家または鬼家とも表記される。なお波龍厰および桂家宮里雁につい

ては，鈴木，荻原 ��		の考証が詳しい。

�） 「復当事論厰務書」（『滇繋』二之一職官所収）による。

�） 「緬考」（『滇繋』七之四典故所収）では茂隆厰の呉尚賢や波龍厰の宮里雁のそうした側面にふれた

うえで，この両名が ��世紀なかばの中緬辺疆地域で「群蛮の最も畏れる者」として双璧をなして
いたことを指摘している。



） 『清高宗実録』巻三百七十五（乾隆十五年十月），巻三百八十七（同十六年四月），巻三百九十三（同
年六月）などを参照。


�） 尤 ����：���。茂隆厰と募乃厰の閉山はそれぞれ嘉慶五年（����），同十五年（����）である。道光『雲
南通志稿』巻七十三を参照。
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に助言したのでその通りにしたという内容で
ある。ここでいう銀山とはおそらく募乃厰で
あろう。なおこの言及の直前では，センウィ
（上ビルマの土侯国）のシャンが漢人の攻撃
を受けて孟連領内に逃亡して保護を求め，孟
連のソーブワ（国主）は彼らを領内のMong 
Lin（猛允か？）等に入植させたがそこには
銀山があったと述べられている
�）。この一連
の事件は，かなりの程度まで史実を反映して
いるとみてよいようである。というのは，��
世紀半ばの中緬辺境地域において，ほぼこれ
と同じ事件が発生しているからである。この
点を説明するためには，まず当時の国際関係
をみなければならない。

�-�　国際関係の変動
ラフの政治的自立化に関しては，��-��世
紀の国際環境も大きな影響を与えている。こ
こでとりあげたいのは，��世紀のビルマ，
シャムにおける王朝交替である。それにより，
新王朝による外征の矛先が雲南西南部に向け
られ，あるいは新王朝に追われたグループが
同じく雲南西南部へと侵入するようになるの
である。
ビルマでは �	��年にタウングー王朝が滅
び，コンバウン王朝が成立する。それに引き
続く �	��-��年代の上ビルマでは，ビルマ
新王朝，シャン土侯国（特にセンウィ），漢
人（桂家）勢力による三つ巴の抗争が展開さ

れた。タイ国のナラーティッププラパンポン
親王が整理した『タイヤイ史』によれば，事
態の推移はおおよそ次の通りである
�）。セン
ウィはビルマ軍とともに桂家を破るが，のち
に両者は敵対関係に陥り，�	��年にセンウィ
はビルマ軍に敗れ国主は雲南シャン土侯国の
耿馬に亡命する。�	��年には桂家がふたた
びセンウィに侵攻し，それをビルマ軍が撃退
する。敗れた桂家一党はその後雲南に逃亡す
ることになる。さらに �	�
年にビルマ軍は
センウィに親緬政権を擁立し �	��年には雲
南に侵攻する。
今述べた桂家の宮里雁はビルマで敗れた
後，乾隆二十七年（�	��）に武装集団を率い
て孟連に侵入している。そしてこの集団の処
遇をめぐるトラブルから孟連国主（土司）の
刀派春は殺害されてしまう
	）。『征緬紀略』
によれば，翌乾隆二十八年（�	�
）にはビル
マ軍がセンウィから耿馬，孟連に侵攻したと
なっているが，これはビルマに対する朝貢関
係の再開を要求するものであったらしい
�）。
乾隆三十年（�	��）から同三十一年（�	��）
にかけてもビルマ軍が孟連に侵攻し，その際
に孟連土司刀派先の兄の刀派新がビルマの王
都アヴァから派遣され幣貨を徴索したと報じ
られている
�）。当時の雲南巡撫の報告によれ
ば，これはビルマ軍の車里（猛遮）への侵攻
に孟連の協力を求めるものであったようであ
る��）。なおこのときのビルマ軍の孟連進駐に


�） Scott ����: �		.

�） Narathippraphanphong ����: ��
-���.

	） 『清高宗実録』巻六百六十七（乾隆二十七年七月），巻六百七十二（同年十月）。この事件について

は「緬考」（『滇繋』七之四典故所収），「白古外紀」（『滇繋』七之八典故所収），雲南省少数民族古
籍整理出版企画弁公室編 ����：��-	�にも詳述されている。


�） 耿馬や孟連を含むシャン土侯国のビルマへの貢租は従来より花馬礼という名で知られていた（『征
緬紀略』）。


�） 乾隆三十年十二月十九日の雲貴総督劉藻，雲南巡撫常鈞の奏文（『宮中檔乾隆朝奏摺』第二十七輯，
��）による。なお雲南省少数民族古籍整理出版企画弁公室編 ����：	�-	
は孟連側の視点からそ
の経緯を詳細に伝えている。

��） 『清高宗実録』巻七百五十三（乾隆三十一年正月）。ビルマ軍と孟連との往来に関する報告を受けた
乾隆帝は，それを「無知土練」らの風聞に過ぎぬと一蹴している（『清高宗実録』巻七百五十五，
乾隆三十一年二月）が，実際には事実であったとみてよいであろう。
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際しては，募乃厰の漢人頭目である施尚賢が
ビルマ軍に内応している��）。同時期にビルマ
軍はケントゥン経由でも車里に進出してお
り，こうした一連のビルマ軍の行動が清朝に
よるビルマ侵攻（清緬戦争）を誘発すること
になる��）。
ここで前述のラフの伝説を思い出せば，そ
れが以上の経緯にほぼ対応していることがわ
かるであろう。とすれば，ラフの政治的自立
化に際しては，ビルマの王朝交替から清緬戦
争にかけて生じた雲南西南の政情の混乱，お
よびそれによるシャン土侯国の疲弊，あるい
は砿徒集団の軍事活動の活発化などが大きく
作用していたと推測しうる。
次にシャムの政権交代についても簡単にふ
れておきたい。コンバウン朝ビルマは �	�	
年にシャムの王都アユタヤを陥落させるが，
タクシンがビルマ軍を駆逐して新たにシャム
王（トンブリ王朝）となり，ついで �	��年
にはタクシン王が廃位されバンコク王朝が成
立する。この過程でシャムは �	��年にビル
マ領チェンマイを攻略し，属将カーウィラを
チェンマイ国主に擁立している。このチェン
マイ軍が，��世紀初頭には雲南のシャン土
侯国への外征をくり返し，これら諸国への覇
権をめぐってビルマと激しく対立するように
なるのである。
以上みてきたような清緬暹の三大国間の抗
争は，当然ながらその中間に位置するシャン
土侯国に最前線での代理戦争を強いる。これ
らは総じていえば，シャンの国力を下落させ，
その支配下にあった山地民の力を相対的に上
昇させることになったのであった。

�. ラフ地区の自立化

�-�　仏教の伝来
本章では，��世紀を通じて進展したラフ
の政治的自立化過程を具体的にみてみること
にする。ラフの政治的凝集性の強化をうなが
した直接の要因としては，清朝期に進行した
仏教化の効果が指摘されている�
）。まずこの
点について整理しておこう。
ラフに対する仏教の影響としては，早くは
雍正期の思茅における「緬僧」崇拝グループ
の活動（上述）などが記録されている。この
場合の「緬僧」とは，シャンのあいだに普及
している南方上座部仏教を意味すると考えら
れる��）。それとは別に，ラフの政治統合に対
してより大きな影響を与えたのが，瀾滄江西
岸での漢伝大乗仏教の普及である。
瀾滄江西岸ラフ地区の大乗仏教は，楊徳淵
なる漢人僧が大理鶏足山からもたらしたもの
と考えられている。『拉祜族文化史』ではそ
の到来時期は明末清初とされており，その教
えは彼の弟子の銅金（俗名張輔国）によって
継承されたということになっている��）。ただ
し後述するように，張輔国の活躍が記録され
るようになるのは嘉慶期（��世紀初頭）の
ことである。ここで明末清初の楊徳淵の到来
を仮に �	世紀半ばとすれば，その弟子の登
場が ���年後ということになってしまい符丁
が合わない。いっぽう『瀾滄拉祜族自治県志』
では，雍正期に楊徳淵がラフ地区で布教を行
い，それ以後瀾滄江西岸ラフ地区の仏教化が
進行したとなっている��）。ラフ地区における
大乗仏教の開祖が楊徳淵であり，その後継者

��） 『清高宗実録』巻七百五十三（乾隆三十一年正月），巻七百五十五（同年二月）。施尚賢と募乃厰，
およびビルマ勢力との関係についてはGiersch ����が詳しい。

��） この経過については鈴木・荻原 ��		が詳しい。
�
） 王・和 ����：��-��および張 ����などを参照。
��） 緬僧とは直訳すればビルマ僧であるが，この緬という字は文脈によっては上座部仏教一般の意味に

用いられる。たとえば緬寺等の表現がその例にあたる。
��） 王・和 ����：���。
��） 雲南省瀾滄拉祜族自治県志編纂委員会編 ����：���。
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が張輔国であり，両者が師弟の関係にあった
とするならば，仏教伝来の時期については雍
正期（あるいは乾隆期）と考えるのが妥当で
あろう。
では仏教の普及がもたらした政治的効果と
は何か。仏教化以前のラフの政治統合は，「鬼
主制度」と呼ばれるものであったと推定され
ている�	）。これは簡単に言えば，村長が司祭
を兼ねるという制度である。そこに仏教が持
ち込まれたため，従来の「鬼主制度」は仏僧
を政治指導者とする独自の複数村落統合へと
発展することになった��）。さらに仏教化に際
し，土着宗教における至高神グシャが仏の訳
語とされたことも，ラフの特殊な政教一致政
体の発展に寄与したと指摘されている。ラフ
における至高神は従来はあくまで抽象的な創
造神として，その他の諸神格のあいだに埋没

していたが，仏教化を契機に崇拝対象として
の突出した地位を占めるに至った。これらの
結果として，政治指導者は自ら仏すなわちグ
シャの化身と称するようになったのである��）。
ラフ地区に仏教を伝えた楊徳淵は，孟連領
山地の南柵を布教拠点とし，自ら南柵仏また
は「厄莎（グシャ）仏祖」と称して周辺住民
を従え，支配下の各村落では彼の任命する仏
爺が村長を兼ねるという制度がつくりあげら
れた��）。この政治制度および南柵仏の地位は
弟子の張輔国（銅金）に継承されたというこ
とになっている��）。もっとも，楊徳淵の時代
にこの制度がどの程度広範な支配力をもって
いたかは疑問の余地がある。南柵仏の政治動
員力が急激に高まるのは，後述するように，
嘉慶期の反乱運動に張輔国が参加して以降と
みてよいためである。この反乱集団は，張輔
国が参加する直前には清朝の官吏から「皆野
猓黒にして君長なし」と評されている��）。張
輔国はこの無統制な一揆集団を自己の傘下に
組織化し，以後十餘年にわたって山地に君臨
し，シャン土侯国をも凌駕する軍事力を築き
あげるに至るのである。とすれば，��世紀
の瀾滄江西岸ラフ地区においては，楊徳淵の
大乗仏教は一定の威信を得ていたとしても，
ラフ仏教徒の政教一致的統合体がひとつの政
治勢力として顕在化するのは，あくまで嘉慶
期の張輔国以降と考えておくべきであろう。
この点については次節で再論する。

�-�　��世紀前半のラフをめぐる政治力学
以下に見るように，嘉慶期に入るとシャン
土侯国の徴税に対するラフの反抗が相次いで
表面化する。言い換えれば，それまではシャ
ン土侯国による山地の支配はまがりなりにも
成り立っていたわけである。では両者の力関

図②―瀾滄江西岸ラフ地区

（Walker �		�: ���の地図を一部修正。県境は現
在のもの）

�	） 王・和 ����：��-��。
��） Ibid.: ��-�
，雲南省瀾滄拉祜族自治県志編纂委員会編 ����：���-��
。
��） 張 ����。
��） 王・和 ����：��-��，���-���。
��） Ibid. ���-���.
��） 道光『雲南通志稿』巻一百五。
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係はどのようにして逆転していったのか。
まず嘉慶元年（�	��）には瀾滄江東岸の威
遠でラフによる搶掠事件が発生している。『清
仁宗実録』の報告によれば，扎杜に率いられ
たラフの一団が威遠牛肩山周辺で掠奪活動を
行ったという事件である�
）。この掠奪団は雲
貴総督，雲南巡撫の軍により鎮圧され，翌
嘉慶二年（�	�	）には首謀者の扎杜が捕縛さ
れている��）。なお扎杜らの搶掠事件の同年に
は，瀾滄江西岸の緬寧においても「猓黒，
，蒲蛮諸夷滋擾す」という事件が起こって
いる��）。ラフ自身の伝説によれば，楊扎那，
扎杜兄弟が官吏の課す重税を嫌い威遠で反乱
を起こし，扎那の戦死後に弟の扎杜が再起し
たが敗れ，彼は瀾滄江対岸の李文明（後述）

の軍に合流して戦闘を継続したが最後に緬寧
で捕虜となったという��）。この伝説では扎杜
は鎮圧後に逃亡したとされているが，これは
『実録』の記事が誤報に基づくものであるか，
あるいは扎杜自身ではなくその一党が対岸に
逃れたことによるのであろう。いずれにせよ，
当時の瀾滄江両岸では，窮乏化したラフやそ
の他の山地諸民族が相互に連絡をとりながら
反抗を行っていたと考えてよさそうである。
これらの事件については，もうひとつ別の
伏線もあったようである。事件当時の雲南巡
撫は江蘭であるが，彼の後任巡撫である初彭
齢は，前章で述べたような州県官による塩井
での不正がラフの「滋事」の原因をなしたと
断定している�	）。またのちの嘉慶五年（����）
には，江蘭が雲南巡撫在任中に，威遠の塩井

が水害により罹災したことの報告を怠ってい
たことが発覚する��）。この報告に接した嘉慶
帝は，「猓黒の滋事は皆塩斤堕銷による」と
断じ，短秤等による塩の不正販売もすべて
（塩の劣化，稀少化を放置した）江蘭の虚偽
報告に起因すると述べている��）。
嘉慶四年（�	��）に瀾滄江西岸の猛猛では，
李文明というラフの指導者が土司の苛派に対
して挙兵し，土司を緬寧城に追放するという
事件が発生している。ただしこれは計画性を
欠いた突発的な一揆だったようであり，土司
による復仇をおそれた彼はワ族地区のラフ指
導者であった李小老にも急遽参加を促して運
動の拡大をはかるが，住民の中には彼に従わ
ない者も多かった。そこで李文明らは寺廟を
建て，南柵から銅金和尚すなわち張輔国を招
いたところ，周辺 ��か村がたちまちその指
導に服することになったという��）。
以上がおおよその事件の展開である。ここ
からは，当時のラフのあいだで仏僧が無視し
得ぬ影響力をもっていたことが看取される。
ところでこの銅金という人物は，ラフではな
く漢人であったらしい。清朝の記録では彼は
「漢奸」として言及されている��）。のちの『実
録』には彼のこの当時の行動について，「張
輔国は内地奸民を以て滋事不法し」云々とあ
ることから��），銅金はこの反乱に漢人の一団
を率いて参加していたものと推察される。
この運動は清朝による軍事介入を受け翌年
には鎮圧されるが，その際の処罰は李文明ら
首謀者のみに留まり，投降した銅金および

�
） 『清仁宗実録』巻八（嘉慶元年八月），巻九（同年九月）を参照。
��） 『清仁宗実録』巻十六（嘉慶二年四月）。
��） 道光『雲南通志稿』巻一百五。 とは現在のワ族，蒲蛮とは布朗族に該当する。
��） 雷・劉 ����：
��-
��。
�	） 初彭齢は塩井での一連の不正についてふれた上で，「百姓窮苦已極，迤西一帯姦民遂至聚衆抗官

殴斃差役焚焼房屋。前年威遠猓黒滋擾，即有此等姦民」と指摘している（道光『雲南通志稿』巻
七十一）。

��） 『清仁宗実録』巻五十八（嘉慶五年正月）。
��） Ibid.
��） 道光『雲南通志稿』巻一百五。
��） 「土目張輔国即僧人銅金，原係漢奸。」『清仁宗実録』巻二百六十五（嘉慶十八年正月）。
��） Ibid. これは嘉慶帝の発言である。
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弟弟子の銅登は僧籍を理由に放免されてい
る�
）。彼らの放免にあたり清朝側は，猛猛，
孟連，耿馬，車里の各土司に随時査察を命じ
ているが��），その後の経過から見て，銅金は
ラフ住民の尊崇を背景に大幅な行動の自由を
得ていたと考えてよい。嘉慶八年（���
）に
なると銅金がラフを率いて孟連領の「三猛五
圏」を占拠し，土目への任官を要求するとい
う事件が発生する��）。猛（ムン）および圏（ク
ウェーン）とは，シャン語の地方行政単位で
ある。事件の報告を受け，雲南省当局は巡撫
永保と提督烏大経を派して調停に乗り出す。
そこでの模様は『新纂雲南通志』所載の彼ら
の奏文に詳しい��）。
この奏文によればラフの頭人たちは，孟連
土司の刀派功が百両餘の山水銭糧に毎年千両
餘を加収することを不満とし，土司への納税
を拒絶している。そのため彼らは内地地方官
への直接納税を願い出るが，しかし永保と烏
大経は，内地官吏が土司の徴税を代行するこ
とは「体制に非ず」としてしりぞける。なら
ばその代わりに銅金の支配下においてほしい
とラフの頭人たちは主張する。この事件を訴
え出たはずの孟連土司は清朝側の召喚にもか
かわらず出頭しなかったため，永保と烏大経
は原告不在のまま，ラフ頭人の申し出を受け
入れて銅金の還俗を認め，彼を孟連土司配下
の土目に任じてラフの管理を委ねるという決
定を下す。これにより銅金すなわち張輔国は
ラフ地区での徴税を代行し，それを孟連土司
に転交すると定められた。
簡単にいえば，雲南省当局は張輔国による
孟連領山地の支配という既成事実を丸ごと追

認したわけである。ところで，ラフの住民か
ら張輔国が受け取っていた貢租は，雲南巡撫
の報告によれば布施という名目であったらし
い�	）。そうであるならば，それは張輔国個人
の宗教的威信に対する報酬であって本来わざ
わざ孟連土司に上納する必要はない。した
がって，ラフ住民の張輔国への貢租（布施）

を孟連への納税分にあてるという解決案は，
制度上は辻褄が合うものの実効性は疑わしい。
実際に孟連とラフ（張輔国勢力）との反目は
数年を経ずして再び表面化するのである。
嘉慶十年（����）には，孟連土司の刀派

功が南隣のシャン土侯国であるムンヤンに赴
き，そこで殺害され土司の印信を紛失すると
いう事件が発生している。雲貴総督伯麟と雲
南巡撫永保の報告によれば，これはビルマに
服属するムンヤンがシャム（実際にはカー
ウィラのチェンマイ軍）と交戦するにあたり
孟連に援軍を求めたが後にシャム側に内応
し，刀派功を謀殺したというものである��）。
ただし孟連側の年代記によれば，刀派功は領
内のラフ土匪を剿滅するため，援軍を求めて
ムンヤンに赴いたところ騙されて殺害された
ということになっている��）。もっともこの説
明のズレは互いに矛盾するわけではない。お
そらく刀派功の思惑としては，ムンヤンに出
兵することでチェンマイ軍の北上を水際で撃
退し，さらにその返礼として自領内のラフ対
策への援軍を仰ごうとしていたものと推察し
うる。この，領内の治安対策をビルマ勢力に
頼ったという動機は，清朝側の不興を買うこ
とが確実であるため雲南省当局への報告から
省かれたのであろう。

�
） 『清仁宗実録』巻六十五（嘉慶五年閏四月）。
��） Ibid.
��） 『清仁宗実録』巻一百十二（嘉慶八年四月），巻一百十五（同年六月）および雲南省少数民族古籍整

理出版企画弁公室編 ����：�
を参照。
��） この奏文はさらに雲南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県地方志編纂委員会編 ����の付録に転載

されている。以下での引用・参照は同書からの再引である。
�	） 『清仁宗実録』巻一百十五（嘉慶八年六月）。
��） 『清仁宗実録』巻一百四十七（嘉慶十年七月）。
��） 雲南省少数民族古籍整理出版企画弁公室編 ����：��-��。
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張輔国による周辺シャン土司領への圧迫は
さらに続けられる。嘉慶十六年（����）には，
張輔国が「漢奸を暗招し」，配下のラフとと
もに周辺シャン土司領の南甸，耿馬，猛猛で
搶劫を行い，各土司所属の「夷民」を自己の
管轄下に併合するという挙に出る	�）。ここか
らは，周辺土司領を片端から侵略しうるほど
の軍事力をもたらした「漢奸」の供給源はど
こかという疑問が生ずるが，それは孟連領ラ
フ地区に位置する募乃厰の砿徒たちとみてほ
ぼ間違いない。この事件の前年の嘉慶十五年
（����）に募乃厰は閉山となっており	�），行
き場を失った「厰棍漢奸」が一時的に大量発
生していたと推察されるからである。おそら
く張輔国はこの「厰棍漢奸」たちを積極的に
吸収し，傘下の武装集団に組織していたので
あろう。
こうした張輔国の行動に対し，清朝側は周
辺シャン土司に彼を討伐させるという方針を
嘉慶十七年（����）には決定する	�）。しかし
孟連，耿馬，車里の各土司は，同年にチェン
マイ軍の侵攻を受けて身動きがとれなくなっ
てしまい，出兵の延期を願い出ている	
）。雲
貴総督自身が指揮を執り張輔国への討伐作戦
が実施されるのは，ようやく翌嘉慶十八年
（���
）正月になってであった	�）。この軍事介
入により張輔国は捕縛・処刑され，彼の支配
地は清朝軍の占領下におかれる	�）。戦後処理
として雲貴総督伯麟は，占領地 ��か村を �
大寨に分割し，それぞれに掌寨なる徴税官を
設置して緬寧庁に直属させるという措置をと
る	�）。あわせて，掌寨から納入される税は猛猛
土司への課税分から相殺すると定められた。

もっとも，この新制度がどの程度実際に機
能したかは不明である。掌寨は派遣官僚では
なく帰服したラフのあいだから選任されるこ
とになっており，ラフ内部の問題については
この掌寨に裁量権が委ねられていた		）。その
ため，のちに緬寧庁による監督が有効に機能
しなくなれば，この制度はそのままラフの複
数村落政治統合へと転化することになった。
また，占領地からの税収を猛猛土司への課税
額から相殺するのであれば，これら ��か村
はすべて猛猛領内にあったはずであり，なら
ば張輔国が本拠地としていた孟連領山地はど
うなったのか。この点については言及がない。
おそらく戦後処理が不十分なまま清朝軍は撤
退してしまったのではないかと思われる。そ
れを裏づけるように，その直後から孟連領山
地ではラフの新たな仏教政体が発展し始める
のである。
張輔国の滅亡と相前後して，孟連領ラフ地
区には王仏爺なる漢人僧が訪れ，布教を開始
している。『瀾滄拉祜族自治県志』によれば，
王仏爺は嘉慶年間にラフを率いて耿馬より東
河后山一帯に至り堂を設け伝教し，ほかにワ
族や漢人のあいだにも多数の信者を獲得した
とされている	�）。その結果として生まれたの
が，王仏爺を頂点とする政教一致的な複数村
落統合ないし仏房連合体である。この仏房連
合体は五仏とも総称されるが，ここでいう
「仏」とは各拠点の有力仏爺（僧侶）を意味
する。そのなかにあって王仏爺は東主仏を名
乗り，五仏の盟主としてラフ仏教徒を政教両
面で支配していた	�）。また『拉祜族社会歴史
調査』によれば，最盛期の王仏爺は自ら活仏

	�） 『清仁宗実録』巻二百五十五（嘉慶十七年三月）。
	�） 道光『雲南通志稿』巻七十三。
	�） 『清仁宗実録』巻二百六十一（嘉慶十七年九月）。
	
） Ibid.
	�） 『清仁宗実録』巻二百六十五（嘉慶十八年正月）。
	�） 『清仁宗実録』巻二百六十六（嘉慶十八年二月），巻二百六十八（同年四月）。
	�） 『清仁宗実録』巻二百七十一（嘉慶十八年九月）。
		） Ibid.
	�） 雲南省瀾滄拉祜族自治県志編纂委員会編 ����：���。
	�） 王・和 ����：���を参照。
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と称し，配下に十二人の小仏爺を従え，これ
ら小仏爺は村長（カシェ）を兼ねてそれぞれ
数か村を支配していたという��）。なお『拉祜
族文化史』によれば，王仏爺は ����年ごろ
に没したとされている��）。

�-�　��世紀後半のラフをめぐる政治力学
����-	�年代の雲南は，同時期の回民反乱
によりほぼ全土が混乱に陥る。この時期に雲
南西南非漢民族地区がどのような状態にあっ
たかについては不明な点が多い��）。ひとつ指
摘できるのは，西南非漢民族地区を管理ない
し監視すべき清朝側の直轄拠点（威遠，思茅，
順寧，緬寧等）が，回民反乱期の大部分を通
じ回民軍の支配下にあったかあるいは争奪戦
の舞台となっており，清朝の行政網が寸断さ
れていたという事実である�
）。

��世紀半ばには，シャン土侯国の国力は
さらに下降していたようである。その典型的
な徴候が，たとえば ����年の孟連での宮廷
政変である。これは刀派全（ホンカム）がラ
フの軍事的支援によって刀派森（カムソム）

から国主位を簒奪したという事件である��）。
この頃にはすでに国主位の改廃が周辺山地民
の武力に左右されるまでに至っていたわけで
ある。
清朝とシャン土侯国の双方における当事者
能力の喪失を受け，��世紀後半のラフ地区
は一種の群雄割拠状態となる。当時は猛猛領
山地は上改心，孟連領山地は下改心と称され

ているが，このうち上改心では嘉慶期に滅ぼ
された張輔国の子孫が半独立政権を再興し，
下改心では李芝隆ら新興勢力の叢生がみられ
るようになる。王仏爺を頂点とする五仏勢力
は彼の死後，西盟ワ族地区に新たな政教一致
統治の拠点を建設する。これらの諸勢力につ
いて，まず簡単にふれておこう。
この時期に上改心では，張輔国の子である
張秉権がジョモ（若末）を名乗り君臨するに
至っている。ジョモとは漢語では太爺とも訳
され，ラフの最高統治者を意味する語である
が��），そのほかに主人や王といった意味でも
用いられる。要するに彼はラフの王を称した
わけである。彼は清朝が嘉慶期に設置した掌
寨の任免権を奪い，それを掌爺と改称して
ジョモ直属の徴税官とし，複数村落の管理を
委ねている。また軍事面では各村落にマポロ
ンと呼ばれる軍事責任者を置いて兵制の整備
を行っている��）。こうして強大化した張秉権
は猛猛領を次々に蚕食したため，見かねた
雲南巡撫が光緒九年（���
）に両者の境界
を定め和睦させたが，翌年にはさらに猛猛領
内 
�余か村を奪っている�	）。張秉権は光緒
十二年（����）に死亡し，その子の張登発が
後を継ぐことになる��）。『拉祜族社会歴史調
査』によれば，張登発の全盛期には ��か村
がその支配下にあったという��）。
張秉権，登発父子の支配体制にみられる顕
著な特徴は，「漢奸」との連合である。回民
反乱の鎮圧後には，内地の不平分子が大挙し

��） 《民族問題五種叢書》雲南省編輯委員会編 ����：��-�	。なおそこでは王仏爺は洛底巴と表記され
ている。『拉祜族文化史』（王・和 ����）はこの二つの名称を同一人物の別名としている（洛底巴
がラフ語名）。本稿も同書に従う。

��） 王・和 ����：��	。
��） 回民反乱期の山地民の動向については神戸 ��	�を参照。
�
） 一例として緬寧城の場合をみると，『続雲南通志稿』（巻八十一，八十二）によれば，咸豊十年（����）

閏三月から同治三年（����）三月，同年十月から七年（����）十月，十年（��	�）八月から十一年
（��	�）八月までのあいだ回民軍の支配下にあった。

��） Saimong ����: ���-���.
��） 雲南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県地方志編纂委員会編 ����：���。
��） 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県民族事務委員会編 ����：��-��，���-���。
�	） 『撫滇奏議』巻一，「奏夷猓滋事摺片」。
��） 『岑襄勤公奏稿』巻二十八，「招撫猓黒頭目請予土職摺」（光緒十三年四月二十日）。
��） 《民族問題五種叢書》雲南省編輯委員会編 ����：�
�。
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て張氏支配下の「猓黒山」に流入していた��）

ほか，光緒二年（��	�）に雲州で発生した蜂
起では，その指導者である楊三が捕縛を逃れ
張氏父子のもとに逃亡している��）。また，張
登発の「軍師」であった楊定国は地元の漢人
知識人である��）。のちの張登発の滅亡に際し
ては，雲貴総督の報告によれば「漢夷一万数
千人」が投降したとある�
）。この数字には誇
張が含まれているとしても，張氏の幕閣に相
当数の漢人が参加していたことは推察しうる。

��世紀後半の下改心（孟連領山地）では，
雅口の李芝隆，蛮海，大山の石朝龍，朝鳳兄弟，
圏糯の李朝龍などがそれぞれ「土城」を設け
相互に覇権を争っていた��）。彼らは五仏とは
別系統の，瀾滄江東岸（威遠，普洱）から移
住した半独立的な軍事指導者である��）。この
うち李芝隆，石朝龍，石朝鳳は，同治初年に
おける対回民戦への戦功が地方志に記載され
ている��）。なお『思茅県志』には，回民軍の
思茅城攻撃に際し城将の周尚礼が「猓黒山」
（下改心ラフ地区のこと）に脱出し，のち
の同治四年（����）に彼は郷団土練を糾集し
「猓黒山」から思茅に再侵攻してそれを克復
したとある�	）。このときに周尚礼を受け入れ
て援軍を派したのが彼らだったのであろう。

王仏爺の死後に東主仏の地位を継承したの
が弟子の三仏祖である��）。東主仏の勢力は回
民反乱末期には李芝隆の圧迫を受けるよう
になり��），清朝軍が瀾滄江西岸に進駐した同
治十三年（��	�）には東主仏房もまた破壊さ
れている���）。そこで三仏祖はラフのほか一
部漢人千名余を率いてワ族の集住する西盟に
逃れ，そこに仏堂を建立して拠点とした���）。
彼は新たに西盟（ムンカー）仏と称し各地に
信徒を派して仏教を広め，また周辺一帯か
らラフ，リス千戸以上を呼び寄せ入植させ
ている���）。西盟は同治八年（����）に孟連
国主により布貢という行政官が設置されてい
たが��
），三仏祖はそれを帰服させ，自身の
指導下に長爺，新爺，客長，管事といった行
政官を配置して西盟での覇権を確保した���）。
その一方，破壊後の東主仏房もまた光緒期に
は再建され，一定の勢力を回復していたよう
である。たとえば光緒十二年（����）の雲貴
総督の報告では，ラフの「土城」を列挙する
なかに上記李芝隆らとともに東主大仏房もあ
げられている���）。
これら諸政権は，����年代にはいると相
次いで清朝の統治下に組み込まれるか，ある
いは清朝の武力討伐を受けることになる。そ

��） 光緒『雲南通志』巻一百十四。
��） 『順寧府志』巻十七。雲県地方志編纂委員会編 ����：���によれば，これは高顕，楊三らが順寧府

城を占拠し，自ら藍旗軍と号して雲州に侵攻したという事件である。
��） 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県民族事務委員会編 ����：��-��。
�
） 『岑襄勤公奏稿』巻二十九，「攻破猓黒賊巣擒獲首逆摺」（光緒十三年十一月二十七日）。
��） 『岑襄勤公奏稿』巻二十七，「派員招撫猓黒山頭目片」（光緒十二年八月二十一日）。
��） 彼らについては方 ���	：���が詳しい。
��） 『続雲南通志稿』巻九十八。
�	） 雲南省思茅県地方志編纂委員会編 ���
：
	�。
��） 雲南省西盟佤族自治県志編纂委員会編 ���	：
��。
��） 王仏爺が拠点とした東河地区は，��	�年頃から李芝隆の支配下に組み込まれている（《民族問題五

種叢書》雲南省編輯委員会編 ����：�	）。
���） 王・和 ����：���。
���） 雲南省西盟佤族自治県志編纂委員会編 ���	：
��。
���） Ibid.
��
） 布貢とは官職名であり，李扎克という人物がその地位に任ぜられていた。扎克とは典型的なラフ語

名（扎は男子をあらわす）であり，彼自身はラフであったと思われる。三仏祖の西盟遷徒にともな
いその信徒となったのであろう。

���） Ibid.: ���, 
��.
���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十七，「派員招撫猓黒山頭目片」（光緒十二年八月二十一日）。
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の転機となったのが，����年の第三次英緬
戦争によるコンバウン朝ビルマの滅亡と，そ
れに引き続く英国の上ビルマ領有である。こ
うした国際情勢の急展開により，雲南西南部
は突如として清朝にとっての「辺防（国境防
衛）」の最前線という役割を担うこととなっ
た。英軍による雲南侵攻の可能性を検討した
雲貴総督の岑毓英と雲南巡撫の張凱嵩は，雲
南内地に通ずるバモー―騰越ルートおよびケ
ントゥン・センウィ―思茅ルートの防衛強化
を光緒帝に進言する���）。ここで問題となった
のが，これら辺疆の防衛線周辺における山地
民の不服従である。岑毓英はこの問題に関し，
光緒十二年（����）正月の奏文中で「英人既
に内地を覬覦するの志ありて，則ち句結煽惑
自ずと意中にあり��	）」と述べ，山地におけ
る未統治状態の放置が英国に干渉の口実を与
えかねないことに強い懸念を表明している。
この問題への対処として，光緒十一年（����）
に張凱嵩が提案したのが「野人を羈縻」する
政策である���）。ここでの「野人」とは現在の
カチン（景頗族）のことである。岑毓英もま
た同様に，「野人」に土司職を与えれば外部
の干渉を未然に防ぎうると主張している���）。
これを受け光緒帝は，岑毓英と張凱嵩に対し，
「野人」に土司職を与えること，およびその
ための人選を行うことを命じている���）。
この「野人」対策はそのままラフに対して

も応用されることになる���）。そこで特に問題
とされたのが，最も反抗的とみなされる張秉
権，張登発父子が下改心勢力あるいは外敵と
勾結する危険であった���）。そこでまず下改
心勢力を張氏から分断するために用いられた
のが招撫，つまり土司職への任官である。下
改心地区のラフ指導者はこれに応じ，それぞ
れ土司職に任じられることになる��
）。岑毓
英は光緒十三年（���	）四月の奏文の中で，
その経過の報告とあわせ，雨季明け後に予定
される張登発への攻撃準備について報告して
おり，それが張氏への武力攻撃の布石であっ
たことを示している���）。
岑毓英による分断と挑発は早くも効果を現
し，張登発は「深く李芝隆等の受撫を嫉み」
下改心の村落をたびたび攻撃したため，清朝
側はそれを理由に十月に大兵力を投入して張
登発への攻撃を開始し，十一月には張登発の
ほか弟の張征良，張登発の子息の張石保，軍
師楊定国らの捕縛（のちに処刑）に成功す
る���）。占領された上下改心については従来
通り孟連，猛猛，耿馬の土司に委ねた場合，「自
ら其の地を保ち得」ぬと判断されたため，鎮
辺直隷庁（現瀾滄県）を新設し清朝の直接管
理下におくこととなった���）。
張登発が滅亡した時点で，ラフの半独立政
権のうち清朝への帰服を拒み続けるのは西盟
の三仏祖だけとなっていた。彼は張氏滅亡の

���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十五，「覆陳滇緬辺務訳呈英人遞書摺」（光緒十二年正月初六日），『撫滇奏議』
巻三，「覆緬甸辺防並砿務情形摺」。

��	） 『岑襄勤公奏稿』巻二十五，「覆陳滇緬辺務訳呈英人遞書摺」（光緒十二年正月初六日）。
���） 『清徳宗実録』巻二百二十（光緒十一年十一月）。
���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十五，「英緬兵争現籌辺防摺」（光緒十一年十一月二十六日）。
���） 『清徳宗実録』巻二百二十二（光緒十一年十二月）。
���） 光緒『雲南通志』巻一百十四。なお岑毓英自身は同書の編集責任者である。
���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十七，「派員招撫猓黒山頭目片」（光緒十二年八月二十一日）。
��
） 『岑襄勤公奏稿』巻二十七，「派員招撫猓黒山頭目片」（光緒十二年八月二十一日）。この新設土司は
「十八土司」とも総称される。方 ���	：���を参照。

���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十八，「招撫猓黒頭目請予土職摺」（光緒十三年四月二十日）。
���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十八，「署提督蔡標督剿猓匪摺」（光緒十三年十月初八日），巻二十九，「分道

進剿猓黒連獲大勝已逼老巣摺」（光緒十三年十一月初一日）。
���） 『岑襄勤公奏稿』巻二十九，「攻破猓黒賊巣擒獲首逆摺」（光緒十三年十一月二十七日），「酌議猓黒

改設鎮辺庁事宜摺」（光緒十四年四月十六日）。
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翌年の光緒十四年（����）に死去し，娘婿
の李通明が西盟仏の地位を継承している��	）。
清朝の支配に不満をもつ旧五仏勢力は，こ
の西盟仏および東主仏を奉じ，光緒十七年
（����）四月には清朝に対する大規模な蜂起
を敢行する。「五仏房夷」千余名が鎮辺庁同
知の王績威および鎮辺営参将の尉遅東暁らの
視察を待ち伏せて襲撃するという事件がそれ
である���）。『続雲南通志稿』ではこの事件は
「東主之案」と呼ばれており���），その中心
（清朝軍による主要攻撃目標）となったのは
猛梭，東主，永帕，西盟の仏房であった���）。
この蜂起の鎮圧により東主仏房は破壊され，
西盟仏の李通明もまた清朝に投降し，翌光緒
十八年（����）に西盟土目に任ぜられてい
る���）。これによりラフ諸勢力は五仏を含め
すべて清朝に屈服したことになる。二年後の
光緒二十年（����）に清朝は英領ビルマとの
国境協定を締結し，ここにおいて中緬辺疆山
地が清朝と英国の主権によって正式に分割さ
れることとなった���）。

�. 国際関係と介入の論理

次に，��世紀雲南辺境ラフ地区における
政治的自立化の進展が，ローカルな政治体系
のなかでどのような位置を占めていたのかを
考えたい。以下ではこの問題を，特に清朝に
よる直接介入のメカニズムに着目することで
考察することにする。

�-�　嘉慶期の例
瀾滄江西岸ラフ地区に対する清朝の直接武
力干渉は，嘉慶期と光緒期に行われているが，
そこには似通ったパターンを見出すことがで
きる。それを実例に則して確認してみよう。
嘉慶期の特色は，辺疆問題への微温的と
いってよい対応方針である。まず嘉慶四年の
李文明反乱への対処であるが，その鎮圧のた
めに緬寧に出兵した雲貴総督富綱の軍は，山
中に撤退したラフ勢力によりゲリラ戦を強い
られてしまう。その報に接した嘉慶帝は雲貴
総督を更迭し，首謀者のみを捕縛した上で
すみやかに撤退せよと指示を与えている��
）。
その理由は「猓黒は辺外窮夷でありビルマと
境を接しているため，もし大軍を率いてこの
辺界で逃亡中の僧犯（銅金らのこと）を捜索
すれば，彼（ビルマ）の疑懼を招くであろう」
というものであった���）。ビルマを刺激しな
いためにも，「辺外」への直接介入は極力回
避したいという方針である���）。実際に清朝
軍による処罰は李文明，李小老にとどまり，
反乱において中心的役割を果たした銅金につ
いては放免してしまいそのまま撤退している。
銅金の放免が結果的に「三猛五圏」占領事
件をもたらすのはすでにみたとおりである。
こうした明確な土司領の侵犯に対しても，清
朝当局は銅金（張輔国）を処罰するのではな
く逆に既成事実を追認してしまう。この事件
を報じた雲南巡撫永保は，孟連土司について
奏文中で「この土司はすでに自ら（領地領民

��	） 雲南省西盟佤族自治県志編纂委員会編 ���	：
��。
���） 光緒『雲南通志』巻一百十四。
���） 『続雲南通志稿』巻九十八，九十九。
���） 『続雲南通志稿』巻七十三。
���） 雲南省瀾滄拉祜族自治県志編纂委員会編 ����：���。
���） 中緬両属状態にあった孟連と車里についてはその領有権をめぐる論争が行われるが本稿では詳述を

割愛する。さしあたり Saimong ����を参照されたい。
��
） 『清仁宗実録』巻五十六（嘉慶四年十二月）。
���） 「朕所以欲即行弁結者，初不因現在剿弁教匪，無暇及此。惟因猓匪係辺外窮夷，界連緬甸。該国帰

誠已久，極為恭順。（中略）若率領多兵，在彼辺界捜拏在逃之僧犯，令彼疑懼。」『清仁宗実録』巻
六十三（嘉慶五年四月）。

���） 乾隆期にはこれら西南「辺外」地区での小競り合いを理由にビルマへの大規模侵攻を敢行していた
ことを考えれば，嘉慶期の消極姿勢は際立っている。こうした外交方針の変化についてはすでに武
内（����）も指摘している。
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を）管理する能力がないのであり，代わりに
内地の兵や兵糧を割いてまで（張輔国らを）

討伐してやる道理などない」と言い放ってい
る���）。張輔国の土目への任官は，孟連の当
事者能力に見切りをつけた雲南省当局が，孟
連の頭越しに領内の下級土司を任命したこと
を意味する。そうすることで清朝は，かろう
じて土司制度の体裁を保つことができたので
ある。
結局清朝側は，孟連の国力失墜を知りつつ
間接統治の建前を維持することに腐心したた
めにラフ勢力の自立化を公認することにな
り，のちに張輔国が周辺シャン土司のほとん
どすべてと敵対するという容易ならざる局面
を迎えるに及んでようやく介入に踏み切るこ
とになる。その結果は猛猛領山地の直轄領化
であった。ここにみられるのは，不介入政策
の帰結として直接軍事介入や山地の直接統治
に追い込まれるという展開である。
ところで，この一連の経緯をシャン土侯国
の側からみるとどうなるか。張輔国らによる
孟連領山地の蚕食という事態に際し，清朝側
は孟連土司の支配地を回復するどころか，逆
に張輔国の主張を全面的に受け入れることで
間接統治の建前を守ろうとする。この調停に
関する永保と烏大経の奏文によれば，孟連土
司は雲南省側の召喚に対し，現在「辺防緊要」
のため調停の場には赴けないが，ただし裁定
には従うと返答している。辺防緊要とは，東
隣の車里における内訌とそれに乗じたチェン
マイ軍の車里への進駐であろう��	）。孟連土
司は，自身に不利な裁定が下されようとして
いるにもかかわらず，外患により身動きがと
れなくなっていたのである。
孟連土司のムンヤンへの出兵による（ラフ
討伐への）援軍要請は，こうした窮状を打

開する試みであったといえるが，その結果
は，チェンマイ軍に内応したムンヤンによる
孟連土司の謀殺であった。その報に接した嘉
慶帝は，そもそもシャムとビルマの抗争は天
朝（清朝のこと）と無関係であり，土司の職
分とは辺疆の守備に専心することである，し
かるに孟連土司は勝手に越境してシャムとビ
ルマの紛争に介入しようとし，最後は自らの
身に罰を受けることになったと返答してい
る���）。孟連土司はあくまで清朝の地方官で
あり，シャムとビルマとの紛争には独力で厳
正中立を保持した上で国境を防衛せよという
趣旨である。ラフの勢力伸張による孟連の危
機において，清朝自身は孟連を救援せず，な
おかつ孟連が外部の友邦に援軍を求めること
も認めないということになる。清朝は嘉慶
十七年に至ってようやく孟連などシャン土司
に対し張輔国への武力攻撃を公認するが，し
かしそれはチェンマイ軍の侵攻によって延期
を余儀なくされてしまう。
こうしてみてくると，ラフの離反とチェン
マイ軍の北進，および清朝の不介入方針とい
う三つの要素がともに，相乗効果をもって
シャン土侯国の国力失墜を加速度的に促進し
てきたことがわかる。張輔国勢力に対する清
朝の直接軍事介入は，いわばその臨界点にお
ける帰結であった。

�-�　光緒期の例
光緒期の介入に際しても，嘉慶期とほぼ同
じパターンがくり返される。雲南西南部の辺
防問題が喫緊の課題として浮上するにあた
り，山地の半独立状態が問題視されたことは
すでにみたとおりである。しかしより大きな
問題は，シャン土司の当事者能力の喪失それ
自体であった。英軍による雲南侵攻のおそれ

���） 「其孟連土司界地，該土司既不能自行管束，豈有転向内地要糧要兵代為剿弁之理。」『清仁宗実録』
巻一百十八（嘉慶八年八月）。

��	） 当時の車里では，国主位の継承をめぐる内紛から領内が争乱状態となり，敗れた刀永和がケントゥ
ンに亡命するという事件が発生しており，またチェンマイ軍の侵攻を受けてもいた。この経過につ
いては武内 ����：��-�
を参照。

���） 『清仁宗実録』巻一百四十七（嘉慶十年七月）。
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ありとして，その防衛拠点に擬せられたのは，
上述の如く騰越および思茅であった。この予
想される侵攻路の防衛強化を献策する中で，
雲南巡撫の張凱嵩は，その最大の問題は「中
間に土司を隔つと雖も殊に恃むに足らず���）」
という状態そのものにあると指摘している。
これはどういうことか。たとえば思茅をケン
トゥンやセンウィからの攻撃から防衛すると
して，その前線を担うべきは車里，孟連，耿
馬などのシャン土司であり，さらにこれら
シャン土司領の前線を守るのがその統治下に
あるはずの山地民たちである。上の指摘は，
この本来の理念型がまったく機能しないとい
う状況を言い表したものである。シャン土司
は周辺山地民を統治するどころか，逆に武力
で圧倒されてしまっており，しかも半独立状
態の山地民はその向背を予期しがたい。これ
では英軍の侵攻を阻止ではなく誘発すること
になりかねない，というのが，前章でみたよ
うな献策の背景である。この時期の辺防問題
に関し，雲貴総督岑毓英が奏文中で再三用い
ているのが「藩籬を固める」という常套句で
ある。この文脈でいえば，騰越，思茅に対す
るシャン土司領がさしずめ「藩籬」にあたる。
辺防問題の要点とは，まさにこの「藩籬」が
「自ら其の地を保ち得ぬ」点にあったのである。
光緒十三年に実施された招撫策というの
は，要するに孟連の当事者能力に見切りをつ
けた雲貴総督が，孟連土司の頭越しに人事干
渉を行ってラフの半独立政権を土司に任官す
るということである。それに続くのが張登発
の討滅により孟連領山地を直轄領化するとい
う展開である。ここまでは嘉慶期のほぼその
ままの再演といってよい。ただしその後には
鎮辺直隷庁が設置され，上下改心がその管轄
下におかれたことで，清朝の直接介入はより

制度化されるようになる。結局のところ「藩
籬を固める」とは，ラフ地区をことごとく
シャン土司領から切り離して直轄領化するこ
とで，土司領の不安定要因を取り除くという
ことであった�
�）。ここにおいて再び，土司
を安泰におくためには直接統治を強行する必
要があるという奇妙に倒錯した論理が登場す
るわけである。
もっとも，「藩籬を固める」ために辺疆山
地を直轄領化したことでもたらされたマクロ
政治状況は，従来のそれとは異なるもので
あった。というのは，この直接介入が英国植
民地主義の脅威への対応として行われたた
め，結果的にそれは西欧列強との国境線画定
をもたらすことになるからである。その意味
ではこの光緒期の一連の措置は，伝統的中華
帝国から近代的主権国家への転機を画するも
のでもあった。

�-�　間接統治のジレンマ
本章ではラフ地区への清朝の介入の論理，
およびそれをめぐる国際関係について考察し
てきたわけであるが，ここからはどのような
特徴が見出されるのか。ここで参照したいの
は，本稿冒頭でふれたダニエルスによる，雍
正期の改土帰流過程についてのモデルであ
る�
�）。彼が提示している図式とは，おおよそ
次のようなものである。まず漢人の官吏や商
人が土司領山地に進出する。それにより，山
地でのトラブルが増加し治安が悪化する。シャ
ン土司は清朝からは治安維持の責任（山地民
不法分子の処罰）を期待され，山地民からは
保護者としての役割を期待される。このジレ
ンマの中でいずれの期待をも満足させられな
かったシャン土司は山地民の離反を招き，ま
た清朝からの信頼をも失っていく。山地の政

���） 『撫滇奏議』巻三，「覆緬甸辺防並砿務情形摺」。
�
�） 『岑襄勤公奏稿』巻二十九，「攻破猓黒賊巣擒獲首逆摺」（光緒十三年十一月二十七日），「酌議猓黒

改設鎮辺庁事宜摺」（光緒十四年四月十六日）では，ラフ地区の軍事征服と鎮辺直隷庁の設置を「藩
籬を固める」と表現している。

�
�） ダニエルス ����。



片岡　樹：山地からみた中緬辺疆政治史

情の悪化は清朝直轄地の治安にも影響を及ぼ
すため，山賊の聖域を根絶すべく清朝は直接
介入を行うが，するとその外部がさらに新た
な山賊の聖域となる。清朝による直轄地の拡
大は，一貫性のある領土拡張策によるという
よりは，こうした際限のないいたちごっこの
所産だというモデルである。
ダニエルスは雍正期という限定を付してモ
デル化を行っているが，この図式は基本的
に ��-��世紀に一貫してあてはまるものであ
る。ここでとりあげてきたラフの場合も，「漢
奸」やシャム，ビルマの活動が不安定要素と
なってシャン土司のさらなる国力低下と山地
民の自立化を招き，それが上に述べたサイク
ルを加速していくのである。ただし雍正期に
はシャン王侯が山地民の不法活動（と清朝が
みなしたもの）を擁護しようとしたために清
朝の干渉を招いているのに対し，ここでみた
��世紀のラフの場合，山地民とシャン王侯
との対立が結果的に清朝の直接介入を誘発し
ている。��世紀から ��世紀までのあいだに，
山地民を保護・代弁すべきシャン土侯国の国
力が著しく下落した，言い方を変えれば自壊
作用がさらに進展したことが，今述べたサイ
クルを通じてラフの半独立化や清朝の介入を
強めてきたとみることができる。
この過程に一貫する政治力学を整理すれ
ば，次のようになる。��世紀以来流動化し
つつあった民族間関係の中でシャン土侯国の
地位が低下しているにもかかわらず，清朝は
シャン土司を介した間接統治の方針に固執し
ていた。このことが土司制度の建前と現実の
勢力地図とのあいだに落差を生むことになっ
た。これがすなわち山地の自立化であり，そ
の落差を強引に埋めるための措置が，断続的

に行われた清朝の直接介入であった。ここに
みられるのは，間接統治方針を維持しようと
すると，その帰結は直接軍事介入になってし
まうというジレンマである。ラフの半独立政
権の成立と瓦解は，まさにそうしたサイクル
の一環として展開されていたのである。
ただしこのサイクルの最終局面において
は，英国との国境画定という新たな因子が加
わっている。これは国際政治のゲームのルー
ルが，国境線による主権の分割という主権国
家ゲームに移行しつつあったことを意味する。
山地における自立化と清朝の直接介入とのい
たちごっこは，結果的に清朝の版図の拡大を
もたらしてきたが，今述べた近代主権国家
ゲームの導入と国境の画定は，そうした統治
領域の外延拡大に（少なくとも形式上は）終
止符を打つこととなった�
�）。またこのサイ
クルの終焉は，その間隙で発展してきたラフ
の半独立状態の終焉をも意味したのであった。

�. さらなる考察のための課題

最後に，��世紀におけるラフ山地の政治
的自立化をどう考えるべきかという問題にふ
れておきたい。ここで考えたいのは二つの問
いである。第一には，そもそも山地焼畑民に
おける広域政治統合とはいかにして成り立ち
うるのかという問題であり，第二には，ラフ
の政治的自立化に果たした宗教運動の役割を
どう理解すべきかという問題である。以下は
資料に基づく論証というよりは，状況証拠に
基づく作業仮説の構築であるが，今後の有益
な議論を喚起すべく，論点の整理のみ簡単に
行っておきたい。

�
�） これはいくつかの留保を必要とする。国境画定後も西盟は中英双方が領有権を主張していたため，
「五仏房夷」反乱の鎮圧以後はその残党が西盟を拠点に英国の支持のもとに反抗を継続する（『続雲
南通志稿』巻七十三）。西盟は三仏祖の拠点でもあったため，こうした抵抗運動は三仏祖の予言を
奉じる千年王国主義的なカルトとして ��世紀に引き継がれていく（片岡 ����）。また民国期（��
�
年代）には雲南西南国境部の実効支配はむしろ後退し，山地では「公然結党横行」という無政府状
態に逆戻りしていたという指摘もある（『滇緬南段未定界調査報告』）。さらに共産党政権の成立後
は国民党兵士やそれに同調するラフがビルマ領の山地を占拠し反抗を継続する（cf. 片岡 ����）。
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�-�　山地焼畑民の政治統合をめぐる問題
まずは第一の問いについてである。ごく一
般的にいえば，山地焼畑民の生業は，政治統
合の組織化とは二律背反の側面をもつ。これ
はリーチが上ビルマの事例をもとにすでに指
摘していることであるが�

），シャンなどの
盆地水田耕作民においては集住や定住が可能
であるのに対し，焼畑農耕を安定的に維持す
るためには広大な休耕地を必要とするため人
口密度は低くおさえられる。ようするに山地
焼畑民の場合，人口は絶えず広大な森林の中
に拡散していく傾向がみられるわけである。
これはいうまでもなく，権力の集中という命
題と対立する。では，��世紀のラフ地区に
おいては，なぜ数十か村という単位での複数
村落政治統合が各地で次々に出現したのか。
生業形態や村落構造に何らかの変化がみられ
たのであろうか。
これに関連しもう一点確認しておく必要が
あるのは，まさに今述べたような理由から，
平地権力による山地での徴税にはしばしば困
難が伴うという点である。住民が徴税を嫌え
ば，村を捨てて森に逃げてしまい別の場所を
開墾すればよいからである。これは華南・東
南アジアにおける平地国家権力と山地焼畑民
との関係が，多くの場合において，国家権力
への特産品の献上と，その反対給付としての
山地での自由行動の承認というレベルに留
まっていた理由でもある�
�）。嘉慶期のラフ
地区において，シャン土司による重税を嫌っ
た反抗が頻発することは上記のとおりである
が，これは国家権力による徴税強化に対し，
逃散とは別の選択肢を採用する者が急増した
ということでもある。その背景として考えら
れるのは，この時点で住民が定住度を強めて
いたか，あるいは逃げ込むべきフロンティア

が減少していた可能性である。
中国民族学の成果が明らかにするとことに
よれば，政治的組織化が顕著に進行した瀾滄
県（旧孟連領山地のうち東北部），双江県（旧
猛猛）のラフは，景谷県（旧威遠），鎮沅県
などのラフとあわせて「封建地主経済」段階
に分類されている�
�）。こうした発展段階説
にもとづく分類・命名の当否はさておき，こ
れは上記の設問に対しひとつの示唆を与えて
くれる。今述べた地域の特徴として指摘され
ているのは，水田への依存度が比較的高く
（��-	�%），鉄製農具などが周辺諸民族（漢，
タイ，彝等）と共有されている点である。こ
れは現代のデータであるが，ではこうした傾
向はいつ頃から始まったのか。
瀾滄江東岸地区においては，雍正期の改土
帰流とそれに伴う漢人の流入がその転機に
なったと推定されている�
�）。では瀾滄江西
岸ではどうなのか。この点に関し，『拉祜族
社会歴史調査』では，瀾滄県での口承史とし
て次のようなものを紹介している。それはラ
フが南下を続けて緬寧（旧猛緬，現在の臨滄）

に至り，緬寧では漢人と隣接居住し相互の往
来は密接であったが，当時のラフは水田も鉄
器も知らず，緬寧で漢人からそれらを学んだ
というものである�
	）。シャン土侯国のひと
つであった旧猛緬において漢人人口が急増し
た契機として考えられるのは，いうまでもな
く乾隆期の改土帰流である。とするならば，
瀾滄江西岸においても ��世紀を通じ，流入
漢人の影響下に水田耕作が浸透し，少なくと
も部分的には定住化傾向が生じていたとする
推測が成り立つ。仏房という半恒久的宗教施
設を基盤にした複数村落にまたがる権威のピ
ラミッドは，まさにそうした条件下で発展し
たとみることもできよう。

�

） リーチ ����。
�
�） 華南，東南アジアの山地・平地関係におけるこうした一般的傾向については Jonsson ����を参照

されたい。
�
�） 《拉祜族簡史》編写組編 ����：�
-��。
�
�） Ibid.
�
	） 《民族問題五種叢書》雲南省編輯委員会編．����：��。
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ただしここで注意すべきは，今述べたよう
な地域（猛猛領，孟連領から威遠，鎮沅地区
にかけて）において，��世紀初頭には掠奪
団の活動もまた激化していることである。嘉
慶初年の楊扎那，扎杜らによる反乱運動につ
いてはすでに第三章でふれたとおりである。
これに続き嘉慶七年（����）には，楊金，羅
小二に率いられたラフの「匪衆二三千人」が
瀾滄江西岸より渡河し威遠で「搶掠滋擾」を
行っており�
�），翌嘉慶八年（���
）には，
楊金らに率いられたラフの「男婦二千餘人」
が再び瀾滄江西岸より渡河し威遠，思茅で掠
奪を行っている�
�）。続いて嘉慶十一年（����）
にも，瀾滄江西岸のラフの一団が威遠に渡河
し掠奪をくり返している���）。
これら掠奪団の特徴は，その人数規模もさ
ることながら，上記の「男婦二千餘人」とい
う表現にもあるように家族をあげての移動と
思われること，活動期間がしばしば農繁期を
含む数ヶ月のながきにわたっていることなど
にある���）。このうち嘉慶八年の掠奪活動に
ついての報告には，「去年は江外（瀾滄江西
岸のこと）無収で今年もまた非常な不作のた
め渡河し沿岸一帯を搶掠して命をつなごうと
した」という当事者の弁明がふれられてい
る���）。この時期には，こうした絶糧農家な
いし土地なし農民が毎年のように数千人単位
で発生していたわけで，ならばこれは偶発的
な天災のみによるものとは考えにくい。ここ
で考えられるのは，農地の細分化または土壌
の劣化により，収穫が恒常的に生存線を下回
る農民が一定数発生していた可能性である。
こうして考えると，��世紀のラフ地区に
おいては，二つの対照的な傾向が存在してい
たという推測が成り立つ。ひとつは水田農耕

の導入による定住化が複数村落政治統合の基
盤をうみだしつつあったという側面であり，
もうひとつは，一定層の窮乏化した住民が流
浪の掠奪団に転落しつつあったという側面で
ある。��世紀以来の漢人の流入がラフ地区
に水田耕作技術の移転をもたらしたとすれ
ば，こうした人口増は一面において，一部農
民層の下方分解をも促進していた可能性が強
い。それがここまでみてきたような，��世紀
ラフ地区の政治的凝集性の強化と政情不安の
双方の背景を支えていたのではないだろうか。

�-�　宗教運動と異民族
次に第二の論点に移る。ラフの政治統合の
進展にみられる顕著な特徴は，すでに何度か
ふれたように，それがしばしば宗教運動と一
体化している点である。しかもそれは，漢人
僧によって持ち込まれ，その後も張輔国，王
仏爺などの漢人指導者によって発展させられ
てきたものである。ではラフの政治的凝集性
の強化を支えた宗教運動は，外部異民族とど
のような関係にあったのか。
推測の入り口として，漢人僧によって大理
鶏足山から南柵へと仏教が伝えられたという
経緯を考えてみたい。鶏足山とは本来，仏弟
子大迦葉が弥勒下生の時まで入涅槃を待って
入定した場所の名であったが，それが雲南省
の山に比定されたため弥勒下生信仰の中心的
霊地となっていた��
）。清朝中期に弥勒下生
を掲げた民衆宗教運動としては白蓮教と総称
されるものがあるが，ならば鶏足山からラフ
地区に持ち込まれた仏教の中にはそうした要
素も含まれていたのか。
ラフの神話伝説のなかには，弥勒下生信仰
の影響と思われるものが含まれている。それ

�
�） 『清仁宗実録』巻九十七（嘉慶七年四月），巻一百（同年七月），巻一百三（同年九月）。
�
�） 『清仁宗実録』巻一百二十一（嘉慶八年九月）。
���） 『清仁宗実録』巻一百五十八（嘉慶十一年三月），巻一百六十（嘉慶十一年五月）。
���） たとえば実録の記載時期でみれば，嘉慶七年は四月から九月まで，嘉慶八年は八月から十月まで，

嘉慶十一年は三月から五月までとなっている。
���） 『清仁宗実録』巻一百二十一（嘉慶八年九月）。
��
） 鈴木 ����：��	-���。
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は次のようなものである。兄パチャオと弟ミ
タとで，どちらか先に花が咲いた方が世界を
支配しようと決めた。兄の花が先に開いたが
弟が夜半にこっそり自分の花とすり替え，以
後弟が支配する時代になった。それ以来嘘と
泥棒が現れ，人々が争うようになった。しか
し �千年後に弟の時代は終わり，間もなく世
界は再び兄の時代に戻る���）。
弥勒の名こそ明示的に言及されていないも
のの，これは弥勒説話の典型例とみなしうる。
これとほぼ同一内容のもの（釈迦と弥勒との
兄弟が花咲かせ競争を行い，釈迦が深夜に弥
勒と花をすり替える）がシベリアや沖縄に流
布している���）。まったく同じ説話はベトナ
ム，韓国にも存在し，そこでは衆生を不正か
ら救うために弥勒仏が三千年後に下生すると
つけ加えられている���）。
三仏祖の子孫に伝わる『三仏祖家史』を検
討したウォーカーによれば，そこには三仏祖
が，間もなく世界で大戦争が起こり，その後
に至高神グシャの時代となり人々が平等に相
和す平和の世がやってくると予言したと記さ
れているという��	）。これはおそらく，白蓮
教の常套句たる「天下大乱，弥勒仏下生」の
翻案と思われる���）。英国と清朝の二大勢力
による領土拡張が着々と進められ，ラフ地区
の争奪戦において緊張が頂点に達する可能性
は当時は相当な現実味を有していたはずであ
り，そのなかでそうした終末論を説くことに
は一定の訴求力があったのであろう。
また時代は少々下るが民国期の ����年に
は，瀾滄県，双江県（旧上下改心）において，

ラフのあいだで「我らが主子が出来した」と
いう噂が流れ，弥勒仏像を掲げた大反乱が発
生している���）。さらに「解放」直後の ����
年代には，弥勒仏を自称する宗教指導者の存
在が記録されている���）。
こうした民族誌的資料は，ラフの仏教化過
程において，鶏足山から弥勒信仰が漢人僧に
よってもちこまれていた可能性を強く示唆す
るものである。ここで想起したいのは，ラフ
の政治的自立化が清緬戦争期に募乃厰の漢人
の影響下に進められたという前述の伝説であ
る。ならば，そうした砿徒たちの影響の中に
は宗教的影響も含まれていたのではないか。
実際に雲南西南部に流入した漢人砿徒におい
ては，宗教的秘密結社の運動が盛行を極めて
いたことがすでに指摘されている���）。募乃
厰は下改心ラフ地区のほぼ中心に位置するの
であり，そこでラフ地区への流入漢人僧と砿
徒たちとのつながりを想定するのは不自然で
はあるまい。
その傾向を比較的はっきりと示すのが張
輔国である。彼が嘉慶期の一連の活動に際
し，ラフのみならず「漢奸」たちを傘下にお
さめて権力を確立していたことは前述の通り
である。『双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県
志』によれば，張輔国は仏房において武芸を
講じ，また還俗後にはラフと通婚していたと
いう���）。還俗後もラフと縁戚関係を結び人々
の崇敬を維持した彼は，いわば「漢夷」の中
間に属する半僧半俗的宗教者であった。また
武芸云々という指摘からは，彼が「宗教派」
と「民間武力派」��
）との境界上に位置してい

���） 片岡 ���	：���。
���） 大林 ����：�
�-���。
���） 菊地 ���
：���。
��	） Walker ���
：���-��
.
���） このスローガンが描く終末観については野口 ����を参照。
���） 《民族問題五種叢書》雲南省編輯委員会編 ����：��，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県民族事務委

員会編 ����：��-��。
���） 《民族問題五種叢書》雲南省編輯委員会編 ����：��。
���） たとえば神戸 ��	�などを参照。
���） 雲南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県地方志編纂委員会編 ����：��	。
��
） これは鈴木（��	�）の用語である。
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た人物であり，おそらくは漢人入植者の無頼
漢たちに対して指導的地位に立っていたもの
という推測が成り立つ。ここから浮上するの
は，鉱山開発期の「漢奸」頭目の典型あるい
は嘉慶期白蓮教匪の標本ともいうべき人物像
である。
鈴木と荻原は，��世紀の雲南からビルマ
にかけて，流入した漢人砿徒たちによって白
蓮教系の弥勒信仰が鶏足山からもちこまれ，
それがビルマにおける漢人集団の反乱や未来
仏信仰の流行を招き，タウングー朝の瓦解に
始まる一連の政治的混乱をもたらしたと推測
している���）。彼らのこの仮説は，��-��世紀
雲南西南ラフ地区について，よりあてはまる
ものであるかもしれない。
ここまでの考察は，ラフ地区における漢伝
大乗仏教の受容と政治統合の進展が，白蓮教
系宗教結社の影響下に進められたのではない
かとの推測を助ける。いっぽう，ラフ地区に
おける宗教を白蓮教と比較した際の特色と
は，その政教一致的傾向である。後者におい
ては，弥勒仏下生に伴い転輪聖王が出現する
ということになっているので，その理想世界
は仏法と王法との並立による一種の政教分離
となる���）。実際に中国内地の白蓮教系結社
運動においては，弥勒仏の化身とは別に転輪
聖王たるべき人物も擁立されるのが一般的で
ある。これはすでに述べたような，「政治指
導者＝仏の化身＝至高神グシャの化身」とい
うラフ仏教徒の指導者観念とは明確に一線を
画する。
ラフ地区におけるこうした傾向は，しばし

ばラマ教との類似として言及されてきた。「三
猛五圏」占拠事件の際に雲南巡撫永保と提督
烏大経が調停のためラフ頭人および張輔国と
会見したことはすでに述べた。そこでは張輔
国の様子について，「僧人と称しているのは
実は和尚ではなく，ようするに黄衣を着たラ
マであり，西藏と何ら異なるところがない。
（中略）猓黒がこれ（銅金のこと）に敬恭を
なすのもまた西藏番衆が黄教を敬うのと同じ
である」と述べられている���）。
永保や烏大経と同じ見解は，のちに英領ビ
ルマの行政官であるスコットも示している。
彼はムンカー（西盟）の首長である大仏爺��	）

について，「ラフの仏は精神的支配者である
だけでなく地上の支配者でもある。このこと
はただちにチベットのラマを示唆するもので
あり，この人種の原郷についての手がかりを
与える」と述べているのである���）。
ならば鶏足山からもたらされた教説にラマ
教的要素が混入していたのか。鶏足山とラマ
教との結びつきというのは突飛にうつるが，
実はさほど突飛ではない。まず確認しておき
たいのは，清朝期の鶏足山には，むしろ非漢
民族の宗教的中心といってよい側面もみられ
る点である。康煕『鶏足山志』によると，山
中の伽藍には現在のナシ族である麗江土知
府木氏の寄進によるものも多くみられるほ
か���），僧の大半が白族の集住地区である鶴慶
府，楚雄府の出身である���）。また「滇游記」の
記述では，鶏足山においては「皆刀耕火種し
食と為す」，あるいは「僧は多く巻毛鉤鼻深目
穿耳なるも（中略）頗る漢語を知る」等の明

���） 鈴木・荻原 ��		。
���） 白蓮教のこうした側面に着目した研究としては相田 ��	�を参照。
���） 「其向称僧人者，並非和尚，竟系喇嘛著黄衣，與西藏無異。（中略）猓黒之肯為敬恭，亦如西藏番衆

敬黄教相同（雲南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県地方志編纂委員会編 ����：���）。」
��	） 雲南省西盟佤族自治県志編纂委員会編 ���	：
��には，����年にスコットが西盟を訪れ李通明に

英国への帰服を促したとあるので，ここでの大仏爺とは李通明と思われる。
���） Scott ����: ��
.
���） 康煕『鶏足山志』巻五。
���） 「鶏足山之僧，鶴慶人居大半；楚雄五分之三，大理五分之一也（康煕『鶏足山志』巻八，
		）。」
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らかに非漢人的な特徴が強調されている���）。
上でふれた麗江木氏は，鶏足山とラマ教の
双方への尊崇をもって知られる���）。しかも
麗江地区の大乗仏教寺院は光緒末年に至るま
で沙弥の得度のみ可能で，成人の正式な得度
には大理鶏足山や鶴慶竜華山などでの受戒を
必要とした��
）。したがって麗江から鶏足山
には，ラマ教的背景をもつ学僧が清朝期を通
じ継続して供給されていたことになる。一方
でラフ地区の場合も，楊徳淵による仏教伝来
を雍正期とすれば，その後も嘉慶期の張輔
国，道光期の魏相に至るまで，鶏足山で仏法
を学んだ指導者を �世紀間にわたり輩出して
いる���）。とすると，鶏足山では正統教理と
は別に，非漢民族諸族によるこうした宗教的
知識の交換が周縁部分でなされていたと想定
しうる。

��世紀の雲南における活仏崇拝は必ずし
もラフのみに限られない。麗江の西隣にある
維西のリス族地区では，嘉慶七年から八年
（����-���
）にかけそうした宗教反乱が発
生している。その首謀者の恒乍綳は巫術と医
術の双方に通じ，人々からは沙尼すなわち活
仏と呼ばれていたという���）。この反乱事件
には，現在の民族名称でいえば怒，漢，白，
ナシの各族が参加していた���）。
当時の宗教運動の民族境界を超えた広がり
を示す例をもうひとつみておこう。道光期に
永昌府の保山で発生した漢人と回民との衝突
事件に際し，ある漢人砿徒集団の宗教結社が

雲南省当局の摘発を受けている��	）。この集
団が大太爺と呼んで崇拝していたのが通称鉄
帽子，本名金混秋という人物であった。彼は
大理の「 夷」で呪文や護符のほか，それを
服用すれば刀槍を受けつけぬという緊皮薬な
る薬品の配合に通じていた。「 夷」とは本
稿でいうシャンであり，大理はその居住圏か
らややはずれているが，彼の実父は耿馬土司
界外の出身で，彼自身は緬字経巻，緬仏，漢
文夷字の木印などを所持していたという。緬
字経巻緬仏とは上座部仏教系の経典あるいは
仏像であろう。木印とは，本人の説明によれ
ば父の故郷の支配者たるべく準備したもので
あった。父の出身地やその所持品からは，彼
は上座部仏教の宗教的背景をもちつつ大理で
修行したシャンだと考えられる。そうした人
物が漢人砿徒の宗教結社を動員していたわけ
である。
このように考えると，民衆宗教運動のレベ
ルでは，民族集団間のみならず大乗仏教と上
座部仏教あるいはラマ教とのあいだの相互浸
透もみられたことになる。��世紀ラフ地区
の政治・宗教運動は，まさにそうした相互浸
透ネットワークのなかで展開されていたと考
えるべきであろう���）。

�. おわりに

本稿では ��-��世紀雲南における山地民ラ
フの政治的自立化過程を，ローカルな政治過

���） 「滇游記」（『史料三編　滇記』所収）。この点については，すでに鈴木（����）も同様の指摘を行っ
ている。

���） 麗江納西族自治県志編纂委員会編 ����の巻三十三，第一章および第二章を参照。
��
） Ibid.: �	�.
���） 張輔国が鶏足山で仏法を学んだという指摘は，雲南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治県地方志編纂

委員会編 ����：��	を参照。魏相というのは，��世紀半ばに孟連領ラフ地区で活躍したワ族出身
の指導者である。楊徳淵の弟子であった彼は鶏足山に留学し，道光五年（����）の帰郷後は自ら大
仏堂を建てて蛮大仏と称した。雲南省瀾滄拉祜族自治県志編纂委員会編 ����：���を参照。

���） 道光『雲南通志稿』巻一百五。
���） 雲南省維西傈 族自治県志編纂委員会編 ����：�	�。『清仁宗実録』巻九十七（嘉慶七年四月）に

よれば，反乱の鎮圧に際してリスのほかモソすなわち現在のナシ族も投降している。
��	） 以下は『林文忠公政書』雲貴奏稿巻四による。金混秋については神戸（��	�）も言及している。
���） ここで思い出されるのは，雍正期の思茅地区におけるラフの「緬僧」崇拝である。ラフの宗教運動

は，場合によってはシャン僧の崇拝という形でも展開され得たのである。
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程の変動との関わりのなかで考察してきた。
その知見をまとめると以下の通りである。
ラフの政治的自立化は，��世紀以降に進
展した民族間関係の流動化に規定されている
部分が大きい。山間盆地におけるシャン土侯
国とそれに服属する山地民との関係を流動化
させていった因子とは，清朝による一定程度
の政治・経済的介入，鉱山開発による漢人の
流入，隣国の政権交代にともなう辺疆の政情
不安などである。これらの結果として雲南西
南辺疆での漢人の役割が相対的に強まり，一
方でシャン土侯国は国力を喪失していった。
ここで生じたのが「中間領域」ともいうべき
諸民族間の競合関係である。ラフが「漢奸」
と勾結してシャンから自立化するというのは
まさにその競合関係の帰結であった���）。
こうして成立したラフ政治統合の興亡には
一定のサイクルが見出される。シャン土司の
弱体化と清朝の間接統治方針との落差は，山
地において統治者不在の状況を生みだした。
それがラフの政治的自立化を助長し，そのこ
とがさらにシャン土司の統治能力を失墜さ
せ，最後には事態を憂慮した清朝の直接介入
を誘発するというサイクルである。これを清
朝側からみれば，間接統治の建前からシャン
土司の無力を放置してラフの強大化を黙認
し，その結果として土司領が混乱に陥り，結
局は間接統治の建前を維持するために直接介
入に追い込まれるというジレンマとなる。民
族集団間のマクロな政治的関係のなかでみれ
ば，ラフの半独立的政治統合の発展と解体は
いずれもがこの「間接統治のジレンマ」の表
現であった。しかもこの介入のサイクルは，
��世紀末には清朝と英領ビルマとの国境画
定によって拡大の外延を画されることにな
り，そうした近代的国家主権の画定は，「中
間領域」や「間接統治のジレンマ」が展開さ
れるべき諸民族の競合空間を名目上は一掃し

ていった。これがラフの政治統合の最終的解
体をもたらすことになったわけである。その
意味では，ラフの政治的自立化とは，前近代
の民族間関係の流動化から近代国家の形成に
至る過渡期における，いわば「中間領域」の
徴候であった。
以上の考察からは，当時の民族間関係の動
態をさらに詳細に理解する上で，次のような
論点が浮上する。第一の論点とは，「中間領
域」の民族間競合がもたらしたであろう生業
の変化についてである。漢人人口の流入に伴
う土地の稀少資源化や土着農民の窮乏化が土
司の権力基盤を掘り崩していった点について
は，他の西南非漢民族地域の例にもとづく一
般化にも合致する�	�）。ただしラフ地区にお
いて特徴的なのは，まさにこうした変化が水
田農耕の導入や定住化傾向をもたらしていっ
たように思われる点である。それが山地移動
焼畑民としての生態的制約を超えた政治統合
を促進していった可能性が高い。
第二の論点は，民族横断的な宗教運動のあ
りかたについてである。��世紀ラフ地区で
の政治統合と宗教運動の一体化を示す事例
は，白蓮教系の弥勒信仰やラマ教的な活仏崇
拝の影響を示唆するものがみられる。「中間
領域」の民族間関係においては，山地民と平
地シャンと内地漢人との別や，大乗仏教と上
座部仏教とラマ教の別など，我々がふだん当
然のように採用している区分がおおかた意味
を失うようなかたちで宗教運動の相互浸透は
展開されていたのではないか。そうした宗教
運動の離合集散に着目することで，中緬辺疆
の多民族地域における政治変動を裏側から照
らし出すことができるのではないかという展
望が得られる。
今述べた二つの課題の精査により，「中間
領域」における民族間関係の変動とローカル
な政治体系の動態との関わりについての理解

���） この問題は，かつて大林（��	�）が指摘した，中華帝国の介入による非漢民族政権の二次的形成と
いう主題に結びつけることが可能かもしれない。

�	�） この点については，さしあたり武内 ���	などを参照。
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をさらに深めることができるであろう。今後
の課題としたい。
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辛亥革命後における内モンゴルの二元的政治構造
二ザサグ制をめぐって

橘　　　　　誠
（早稲田大学大学院）

The Dual Political Structure in Inner Mongolia 
after Xinhai Revolution

On the Diarchical System

Tachibana, Makoto
Graduate School of Waseda University

After the outbreak of Xinhai revolution, on � December ����, the Mongols 
declared its independence in Ikh Khüree and organized the new government 
which elevated Bogd Javzandamba khutagt as Khaan; while the emperor of 
Qing Dynasty abdicated from the throne and Yuan ShiKai came to power as 
the provisional president of the Republic of China. As Bogd Khaan’s govern-
ment’s aim was to unify not only Outer Mongolia but Inner Mongolia, it bade 
the zasags of Inner Mongolia to submit, moreover carried out a military cam-
paign to Inner Mongolia. Yuan ShiKai also planned to succeed the territory 
of Qing Dynasty and attempted to abolish the declaration of Mongolian inde-
pendence. So Inner Mongolia became a hotly disputed region.

Under these conditions, a structure, existing two zasags side by side in 
a banner, appeared. I denominate this structure “Diarchical system” tempo-
rarily. It means two situations; the fi rst is the situation that two zasags were 
appointed by each government, Bogd khaan’s and Yuan ShiKai’s, the other is 
Bogd khaan’s government appointed two zasags in a banner.

In autumn ����, Tümen-ölzii, the taij of the Le  wing banner of Jaruud, 
raised a riot and captured Rinchinnoirov, the zasag of the Le  wing banner 
of Jaruud and the vice-chief of Zuu-ud league as a betrayer to Yuan ShiKai. 
Tümen-ölzii deprived of the Rinchinnoirov’s seal of zasag, moreover occupied 
Kailu town temporarily. � e background of this riot was the confl ict between 
the Mongols and the Chinese, which caused the cultivation by the Chinese 
farmer to Mongolian pastureland. In addition, there was the confl ict between 
Tümen-ölzii and zasag Rinchinnoirov. � ese two confl icts were very compli-

Keywords: Inner Mongolia, Le  wing banner of Jaruud, Khishigten banner, 
diarchical system, dual political structure

キーワード : 内モンゴル，ジャロード左旗，ヒシクテン旗，二ザサグ制，二元的政治構造
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はじめに

����年 ��月 ��日に勃発した辛亥革命は，
清朝版図内の各地に大きな変動をもたらし
た。藩部たるモンゴルも例外ではなく，同年
��月 �日には独立を宣言して庫倫辦事大臣
三多をモンゴル領より追放し，同月 ��日に
は第 �世ジェヴツンダムバ＝ホトクトをハー
ンに戴くボグド＝ハーン政権を発足させた。
翌 ����年 �月 ��日には清朝皇帝が退位し，

月 ��日には袁世凱が中華民国臨時大総統
に就任することになる。
独立宣言後，ボグド＝ハーン政権は，����

年 �月に西部モンゴルのホヴドを支配化に入
れたことにより，いわゆる「外モンゴル」全
域にその支配権を確立することに成功し，さ
らに「内モンゴル�）」などのモンゴル族をも
支配下に収めるべく当該地域へ帰順勧諭や軍
事行動を推進した。一方，袁世凱も清朝版図
の継承を目指し，中国内地の混乱の収拾に忙
殺されつつも，モンゴルの独立宣言取消，内
モンゴルの中華民国への統合を図っていっ
た。このように，辛亥革命後の内モンゴルは
ボグド＝ハーン政権，袁世凱政権の両政権が
統合を図る係争地であったのである。
そのような状況下，内モンゴルのゾーオダ
盟ジャロード左旗，同ヒシクテン旗において，

cated. � e zasag formed the economical relationship with the Chinese; on the 
other hand the Mongols lost their living space.

In Khishigten banner, Rolgorjav, who submitted to the Bogd Khaan’s 
government earlier than Bekhzaya, the zasag of his banner, blamed Bekhzaya 
for concealing the fact of Mongolian independence. In addition, Rolgorjav 
accused Bekhzaya of succession to the post of zasag by dishonest means. So 
there was the confl ict between Rolgorjav and Bekhzaya.

The Xinhai revolution was the trigger to form the Diarchical system. 
However, the origin was the confl icts in these banners and these confl icts were 
embodied as Diarchical system. � e existence of two zasags in a banner implies 
the condition that each governments have not been able to control the banner 
completely. In addition, the fact Bogd khaan’s government could appoint two 
zasags in a banner implicates the structure of that banner. Namely there were 
social organizations like nutug working practically under the banner.

I think the study of the Diarchical system can provide the lead to resolve 
the political structure in Inner Mongolia of those days.

はじめに
I. ジャロード左旗の二ザサグ制

�. ����年のジャロード左旗事変
�. ボグド＝ハーン政権の印章

. リンチンノイロヴ，トゥメンウルズィー
の死

�. 二ザサグ制の成立

II. ヒシクテン旗の二ザサグ制
�. ロルゴルジャヴ，ベフザヤーのボグド
＝ハーン政権への帰順

�. ヒシクテン旗のザサグ継承問題

. ソミヤーの報告と二ザサグ制の成立

III. 二ザサグ制と内モンゴルの政治構造
おわりに

�） 本稿において，「内モンゴル」はゾソト盟，ジリム盟，ゾーオダ盟，シリーンゴル盟，オラーンツァ
ヴ盟，イフゾー盟の �盟を指すこととし，以下括弧は付さない。
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本来一人のザサグ（旗長）が統治すべき旗に
二人のザサグが並立する事態が現れた。ザサ
グとは，清代のモンゴルに施行されていた盟
旗制下において旗を管掌する行政官である。
清朝は，法制的には，帰属したモンゴルのノ
ヨン（首長）のアルド（属民）を ���人から
なるいくつかのソム（佐領）に編成して旗を
組織し，各旗に元のノヨンの一人をザサグと
して任命し，基本的に世襲でこれを管掌させ
た。旗には旗界が設定され，旗をいくつか集
めて編成されたものが盟であり，盟内のモン
ゴル王公から盟長および副盟長が任命され，
盟内の諸旗を統轄していた。この清朝が導入
した盟旗制は，その基本形態が集団組織であ
るために本質的には属人主義行政であるが，
その一方で境界を有する領域的行政区分とい
う二面性を持ち，清朝がモンゴル社会に固定
した境界を持ち込もうとした試みであった。
本稿においては，この一つの旗に二人のザ
サグが並立する状態を「二ザサグ制」（以下，
括弧は略）と仮称することとする。ここで述
べる二ザサグ制とは二重の意味で二ザサグ制
であった。一つ目の意味は，モンゴルのボグ
ド＝ハーン政権が任命したザサグと，清代か
らのザサグで中華民国が認めるザサグの二人
が並立することを指し，もう一つの意味は，
その二人をボグド＝ハーン政権が同時にザサ
グとして承認したことを指す。前者は，清朝
崩壊後に新たに誕生した南北両政権の権力が
一つの旗に混在していたことを意味し，後者
からは当該旗に対するボグド＝ハーン政権の
政策と内モンゴルの政治構造の一端が看取さ
れる。
この二ザサグ制が辛亥革命とそれに続くモ
ンゴル独立，清朝の崩壊という内モンゴルを
取り囲む混乱期に現れた過渡的現象であった

ことは言を俟たないが，混乱期だからこそ出
現し得た二ザサグ制の成立の要因およびその
経過を考察することにより，これまで取り上
げられることのなかった当時の内モンゴルの
政治構造の一端を明らかにすることができる
と思われる。
管見の限り，漢語や日本語資料を主に用い
た従来の内モンゴル研究において，一つの旗
に二人のザサグが並立していたことに言及し
た論考は現れていない。また，独立宣言後に
おけるボグド＝ハーン政権と内モンゴル諸盟
旗の関係は，これまで主に「帰順」という概
念によって説明され，内モンゴル �盟 ��旗
に関しては，このうちの 
�旗が「帰順」を
表明したとされてきた�）。これは，旗の管掌
者であるザサグによるボグド＝ハーン政権へ
の帰順表明をもって「帰順」と見なしている
のであるが，集団の掌握を基本的統治原理と
するモンゴルの政権にとって，ザサグの帰順
はそのザサグが統率する旗民の帰順を意味す
るものであり，旗民全てを掌握していなけれ
ば「旗」全体の帰順にはならず，また領域的
行政区分としての「旗」の統合とも完全な同
義ではない。これまでも，ボグド＝ハーン政
権および袁世凱による対内モンゴル政策に関
する考察は行われてきたが，当該地における
その実効性についてまでは詳細に論じられて
こなかったように思われる
）。
本稿の目的は，このジャロード左旗とヒシ
クテン旗において出現した二ザサグ制をめ
ぐって，辛亥革命後における内モンゴルの政
治構造の一端を明らかにし，さらには近代国
家のいわゆる「領域統治」という概念では捉
えきれないボグド＝ハーン政権による対内モ
ンゴル政策のあり方を検証することにある。

�） ��旗中 
�旗の帰順表明の初出は，マクサルジャヴ＝ホルツが ���	年に著した『モンゴル国新史』
であり（Магсаржав ����: 
�-
�），���
年出版の �巻本『モンゴル国史』においても引用され
（Монгол улсын түүх: тавдугаар боть: ��），ほぼ定説となっている。近年，帰順した旗数に関して，
汪炳明氏，ジュリゲン・タイブン氏らが研究を発表している（汪 ����，タイブン ����）。


） 袁世凱の対内モンゴル政策については，王 ���	，貴志 ����，白拉都格其 ����などの研究がある。
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I. ジャロード左旗の二ザサグ制

�. ����年のジャロード左旗事変
辛亥革命後のジャロード左旗について考察
する際，まず「ジャロード左旗事変」につい
て触れておかなければならない。ジャロード
左旗事変とは，内モンゴルで発生したオダイ
らの「東モンゴル独立宣言」に続くモンゴル
人による武装蜂起であり，これを指揮した
協理タイジ・ゴムボジャヴ，トゥメンウル
ズィーらが ����年 ��月に開魯県を一時占領
した事件として知られている。しかしながら，
従来事件への言及はあるものの，オダイらの
「独立宣言」に比し，研究はそれほど盛んで
はないと言えよう�）。この事変は開魯県の占
領のみが特筆されてきたが，開魯県占領に先
立ち，����年 ��月，ジャロード左旗のザサ
グでゾーオダ盟副盟長リンチンノイロヴが事
変の指導者ゴムボジャヴらに捕らえられ，ザ
サグの印章を奪われるという事件も発生して
いたのである�）。
唯一の専論である忒莫勒氏の研究は，主に

『昭烏達盟紀略』などの漢語資料を用いて事
変の経過を明らかにし，事変の原因を「外モ
ンゴルの煽動を受けたため，すなわち帝政ロ
シアの策動」としてきた従来の見解に対し，
「民族抑圧政策が圧迫民族に離反傾向を生じ
させた」とし，入植した漢人とその進出によ
り生活基盤である牧地を失ったモンゴル人
の「蒙漢の民族矛盾の激化」という見解を肯

定している�）。この見解は，当時の内モンゴ
ル東部地域の根本的な問題を指摘しているた
め，本事変の原因として当然考慮されるべき
ものである。ウルグンゲ＝オノン氏，デリッ
ク＝プリチャット氏らも，「ゾーオダ盟ジャ
ロード左旗の協理タイジ・ゴムボジャヴは，
平民トゥメンウルズィーとともに，約一万人
の民衆を集めて中国人農民と戦った。この反
中国殖民運動は，ジリム盟のオダイ王やトグ
トホの独立運動への呼応であった	）」と本事
変を「反中国殖民運動」の一環として位置付
けている。しかしながら，本稿では，本事変
のもう一つの側面，すなわちジャロード左旗
ザサグにしてゾーオダ盟副盟長であったリン
チンノイロヴの逮捕事件を主に取り上げてみ
たい。この逮捕事件はこれまでほとんど考察
対象とされることはなかったが，ザサグが同
一旗の協理タイジらに捕らえられるに至った
のはいかなる背景が存在していたのか，それ
は何を意味するのかという問題意識から，本
事変を別の角度より分析してみたい。
ウルグンゲ＝オノン氏らも，「ゴムボジャ
ヴが最初にとった行動は，中国人農民の蒙地
開墾に協力したザサクを拘束することであっ
た�）」と記しているが，詳細については言及
していない。本事変の指導者の一人であるゴ
ムボジャヴらは，「所属旗（ジャロード左旗）

の領内に漢人が県を設置し，好き勝手に振る
舞い，様々に苦しめた幾多の事情を数え上げ，
ボグド＝ハーンの臣下となり，旗の人々の救
済を願いたい」とボグド＝ハーン政権内務省

�） オダイらの「独立宣言」に関する代表的な研究として，中見 ��	�，田志和・馮学忠 ����などが挙
げられる。

�） 『蒙古地誌』にも，「民国元年十一月十五日を以て蹶起したる官保札布（ゴムボジャヴ）は，一族を
挙げて先づ旗の札薩克貝勒多布柴を縛し，王府に火を放ちたれば，東，西札魯特，阿魯科爾沁旗下
の台吉，壮丁及び烏泰の余党忽ちにして数千人，風を臨んで来り帰し，著名な蒙匪吐們爾吉（トゥ
メンウルズィー）達之に加はり，俄かに開魯の不備に乗じて市街に躝入し，県衙及び漢商の家屋を
焼燬し，勢に乗じ，目撃せる漢人は直に殺戮を加へ，知県鍾元も亦た行衛明らかならざるに至りたり」
（柏原・濱田 ����上巻：���	-����）と，本事変に言及し，ザサグが捕われたことを記しているが，
多布柴はジャロード右旗のザサグである。

�） 忒莫勒 ����：��.
	） Onon/Pritchatt ����: 
�.
�） Onon/Pritchatt ����: 
�.
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に告げ，さらに内務省がこの件を「〔ボグド
＝ハーンに〕上奏しようとしている間に，そ
の協理タイジ・ゴムボジャヴらが再び奉呈し
た」という書簡においては，

トゥメンウルズィーの祖先ゲンデンゲワは
ガルダン＝ボショクトとの戦いにおいて尽
力して功績を挙げたため，清朝の理藩院が
その功績を明らかにして上奏し，世襲の輔
国公の爵位を授けたのである。その後，〔ゲ
ンデンゲワ〕公が死亡し，空いた爵位を未
だ継承しないうちに，その時のザサグ貝

ベイル

勒
ダンジン�）は与えられた勅令を「見よう」
と言って取り上げ，火にかけて燃やした。
以来，五代にわたり威光を恐れて争うこ
とができず，〔輔国〕公の位を今に至るま
で継承できないでいる…〔トゥメンウル
ズィーに〕然るべき昔の〔輔国〕公の位を
継承させることを請願する（「　」は筆者）��）

と伝え，漢人の進出にともなう県の設置に対
する不満のみならず，祖先の代における旗
内の不正を訴えている。ジャロード左旗は，
光緒 
�（����）年，隣旗のジャロード右旗，
アルホルチン旗と 
旗合同で約 �����頃が
開放され，光緒 
�（����）年には開魯県が
設置されており，「漢人が県を設置した」と
いうのはこの開魯県のことを指している。
この請願により，トゥメンウルズィーには，

����年 �月 �日，本来継承すべきとする輔
国公の位が改めて賜与されている��）。事変に
先立ちゴムボジャヴ，トゥメンウルズィーら
は旗内のザサグに先んじてボグド＝ハーン政

権に帰順し，失われた爵位の回復を新たに誕
生したボグド＝ハーン政権に望んだのであ
る。このように，ジャロード左旗事変の背景
には，旗内におけるモンゴル人と漢人の対立
の中に，清代に不遇を託っていたトゥメンウ
ルズィーらの不満が介在していたと考えられ
るのである。
ジャロード左旗ザサグのリンチンノイロヴ
逮捕に関して，捕らえた側の認識を示すもの
は，����年 ��月 ��日付のイェグゼル＝ホト
クト＝ガルサンダシ��）の内務省宛報告にお
いて引用されているトゥメンウルズィー，ゴ
ムボジャヴの書簡である。この書簡には，命
令に従い ��月 ��日にボグドの勅書を携えて
旗に至ったことが述べられ，

われらがザサグ副盟長貝
ベイル

勒は国賊袁世凱に
従う宣誓をし，開魯県およびシリーンゴル
盟のアバガ大王（ヤンサン）と心を一つに
して表に裏に話し合い，またわれらの身柄
を拘束して袁世凱に送り届けるとした押印
書簡を〔われわれは〕道中手に入れた…〔リ
ンチンノイロヴは〕ボグドの印璽を押した
書簡すら全く相手にせずに逆らい…われわ
れは懸命に闘い，ザサグの印章と共に〔リ
ンチンノイロヴを〕軍営に閉じこめたとこ
ろ，ようやく同旗のタイジ，アルドらは皆
喜び，全てボグド＝ハーンに進んで臣下と
なり従ったので，われら全員の力で開魯県
を攻撃しに向かったこのような事情を報告
する。副盟長ザサグの身柄を印章とともに
ニースレル＝フレーに送り届けるのか，あ
るいはどのように処するのかを後に命令す

�） 『外藩蒙古王公表伝』や『清史稿』などにおいて，ジャロードのザサグとしてダンジンなるものの
名前は見当たらない。

��） Монгол Улсын Үндэсний Төв Архив（以下МУҮТАと略）. ФА
-Д�-ХН
�	-Б	. Фは Фонд（フォ
ンド番号），ДはДанс（目録番号），ХНは Хадгаламжийн Нэгж（案件番号），Бは Бичиг（文
書番号），Хは Хуудас（頁数）を示す。

��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН
�	-Б
�.
��） イェグゼル＝ホトクト＝ガルサンダシ（��	�～��
�）。ボグド＝ハーン政権と内モンゴル諸旗間の

交渉のほとんど全てを担い，���
年 �月 �日，東部境域大臣に任命される（Д.Цогт-Очир ����; 
Го.Аким ����; П.Цацрал ����などを参照）。
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ることをお願い申し上げ，〔決定に〕従う。
このような事情により報告のためザサグの
印章を押した書簡を奉呈する�
）

と伝えられている。翌 ���
年 �月 ��日付の
ゴムボジャヴの書簡では，捕えたザサグを伴
い ����年 ��月 �日に開魯県に向かったこと
が記されている��）ことから，リンチンノイロ
ヴの逮捕はおそらく ��月末から ��月初めで
あったと思われる。そして，この逮捕時期は，
当時のボグド＝ハーン政権の対内モンゴル政
策を考察する上で重要な意味を有している。
まさにリンチンノイロヴが逮捕されたそ
の頃に，シリーンゴル盟の盟長にしてアバ
ガ左旗ザサグのヤンサンが同様にボグド＝
ハーン政権により捕えられ，ザサグおよび盟
長の印章を押収され，さらにはフレーに連行
されるという事件が発生していた��）。トゥメ
ンウルズィーらの書簡には，リンチンノイロ
ヴが「シリーンゴル盟のアバガ大王（ヤンサ
ン）と心を一つにして表に裏に話し合い」と
あり，つまり共謀していたシリーンゴル盟の
盟長ヤンサンとゾーオダ盟の副盟長リンチン
ノイロヴがほぼ同時期にボグド＝ハーン政権
側に帰順した兵士により捕らえられたことに
なるのである。盟は異なるが盟長と副盟長が
同時期に捕らえられたことから，トゥメンウ
ルズィーらが両者の関係を創作した可能性は
否定できないものの，両者の逮捕には何らか
の関係があるものと推察される。ヤンサン逮
捕後，ボグド＝ハーン政権からはシリーンゴ
ル盟の各旗に対し帰順を促す強力な働きかけ

がなされ，同様に，リンチンノイロヴ逮捕後，
ゾーオダ盟の各旗に対しても盟長アルホルチ
ン旗ザサグ・バザルガルディを介した帰順を
求める働きかけは硬化することになる��）。
また，トゥメンウルズィーらの書簡には，

「ザサグ副盟長貝
ベイ ル

勒は国賊袁世凱に従う宣誓
をし」と報告されているが，リンチンノイロ
ヴは中華民国 �（����）年 ��月 ��日，「効忠
民国」のため臨時大総統令により貝

ベイル

勒から郡
ジュン

王
ワン

に進封されている�	）。これは，先立つ �月
��日に発布された，共和制に賛同した王公
の爵位を一位加進するとした臨時大総統令��）

に基づく措置であり，「袁世凱に従う宣誓」
をしたため進封されたのである。リンチンノ
イロヴの他，この �� 月 ��日には，ゾソト盟
盟長トゥメド左旗ザサグのセレンナムジルワ
ンボー，ハラチン右旗ザサグのグンセンノロ
ヴ，ゾーオダ盟盟長アルホルチン旗ザサグの
バザルガルディ，バーリン右旗ザサグのジャ
ガル，ナイマン旗ザサグのスジクトバータル
ら ��人がそれぞれ進封されている。
リンチンノイロヴの身柄の扱いに関して
指示を仰いだトゥメンウルズィーに対し，��
月 ��日，内務省は，「リンチンノイロヴの身
柄を家財と共に大臣セツェン＝ハンの印務処
に送り届けよ��）」との命令を発した。しかし
ながら，リンチンノイロヴはヤンサンのよう
にフレーに連行され，ボグド＝ハーン政権に
より尋問されることはなかった。ゾーオダ盟
に派遣された慰問使周正朝の『昭烏達盟紀
略』には，ジャロード左旗ザサグのリンチン
ノイロヴはゴムボジャヴらが戦いに忙殺され

�
） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН
�	-Б�.
��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б��.
��） シリーンゴル盟全旗が帰順表明に至る過程，およびその後のボグド＝ハーン政権による対内モンゴ

ル政策については，橘 ����を参照。
��） 例えば，ナイマン旗に対しては，ザサグのスジクトバータルに対して，「〔ボグド＝ハーン政権に〕

帰順しなければザサグの任を解く」との通告がなされている（МУҮТА. ФA
-Д�-ХН�
�-��）。こ
の問題については別稿「モンゴル独立と内モンゴルの対応―ゾーオダ盟の事例から―」において論
じる予定である。

�	） 『政府公報』第一百六十四号。
��） 『政府公報』第一百四十四号。
��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН��-X
��～
�	.
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ている間に盟長アルホルチン旗ザサグのバザ
ルガルディのもとへ逃れて無実を訴え，各官
府に迅速に兵を動かし救援するよう急ぎ告げ
るよう求めたことが記されており��），リンチ
ンノイロヴはトゥメンウルズィーらのもとを
逃れていたのである。

�. ボグド＝ハーン政権の印章
トゥメンウルズィーらのもとを逃れたリン
チンノイロヴであったが，ザサグの印章は奪
われたままであったため，旗務を執るための
新たな印章の頒給を求め，その旨が蒙蔵事
務局より臨時大総統袁世凱に報告されてい
る��）。だが，リンチンノイロヴの死亡時，「該
旗無印無主��）」であり，存命中には頒給され
なかったようである。
一方，ザサグのリンチンノイロヴを捕えた
トゥメンウルズィーは，ほどなくしてジャ
ロード左旗のザサグに任命されることになっ
た。���
年 �月 ��日付の書簡において，トゥ
メンウルズィーは，

この十二月十一日（���
年 �月 ��日），内
務省の命令に従い，所属旗のタイジ，アル
ドらを管掌させるとした勅令を拝受いた
し，管理していたザサグの印章を上に送り
届けた。どうか本旗を管掌する新しいザサ
グの印章を賜い下さい�
）

と述べ，ザサグ任命の勅令を拝命するととも
に清代のザサグの印章に替わる新たな印章を
求めている。�月 �日，この案件は外務省よ
り，「ジャロードのトゥメンウルズィー公が
このように自らの旧い印章を提出して新しい
印章を与えるよう求めたのは，すべて儀礼を

掌る役所が決定する案件である��）」として内
務省に移管された。�月 �
日，この案件は
内務省よりボグド＝ハーンに，

彼（トゥメンウルズィー）の所属するザサ
グ貝

ベイル

勒リンチンノイロヴは一族を想わずに
漢人官吏袁世凱に従ったため，そのザサグ
の印章をトゥメンウルズィー公に完全に移
管して事を処理させ，所属旗を管掌させる
旨を各地に布告したのである…勅令に従い
わが省は各盟の諸ザサグの旧い印章を廃止
し，称号のない者には世襲の称号を授け，
新たに鋳造した印章の文字に〔称号を〕を
刻ませている…トゥメンウルズィー公が所
属旗のザサグの旧い印章を廃止し新たな印
章を与えるよう求めてきたことは勅令に適
うものであるため，トゥメンウルズィー公
に世襲のスジクトの称号を授け，新たな印
章に刻ませる是非を奏折を認め上奏する

として上奏され，同日ボグド＝ハーンは「請
願通りにせよ」としてこれを裁可した��）。こ
の上奏文中にも述べられているごとく，当
時，ボグド＝ハーン政権は帰順したザサグに
対し，清代の満蒙文合壁の印章に替わるソヨ
ンボ文字を付した蒙文のみの新たな印章を交
付し，清朝皇帝に代わるボグド＝ハーンとザ
サグとの間に君臣関係を再構築していったの
である��）。


月 �
日付のトゥメンウルズィーの書簡
では，「ボグド＝エゼンが慈悲をおかけくだ
さり，わが旗を管掌する旧い印章を廃止し
て新たな印章を鋳造しお与えになり，一月
二十五日（���
年 
月 �日），二等タイジ・
メイレンのウレブンに与え届けさせたのを

��） 周正朝 ���
：��.
��） 『政府公報』第三百二号。
��） 周正朝 ���
：��.
�
） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН
��-Б��.
��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН���-Б�.
��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
-X	�～	
.
��） 清代の印制に関しては，片岡 ����参照。
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私スジクト公トゥメンウルズィー自ら拝受
し�	）」た旨が報告されており，ここに清代の
ジャロード左旗の印章は廃止された。こうし
てジャロード左旗にはボグド＝ハーン政権が
任命したザサグのトゥメンウルズィーと元の
ザサグであるリンチンノイロヴの二人のザ
サグが並立することになり，トゥメンウル
ズィーはボグド＝ハーン政権から与えられた
印章を用いることになった。
このように，ボグド＝ハーン政権は反ボグ
ド＝ハーン政権的態度を示す，すなわちボグ
ド＝ハーン政権に帰順を表明せずに袁世凱に
服属したザサグを排除する一方で，帰順した
者をザサグに任命して自政権に従う旗民を管
掌させることにより内モンゴルにおける支配
権の拡大を図っていったのである。但し，こ
の場合，リンチンノイロヴはボグド＝ハーン
政権に帰順していないので，ボグド＝ハーン
政権が支配化に収めたのは，あくまでトゥメ
ンウルズィーに従うジャロード左旗の旗民の
一部にとどまり，必ずしも領域としての「旗」
の全域を統合したことを意味しない。

�.  リンチンノイロヴ，トゥメンウルズィー
の死
前節で述べたように，���
年初め，ジャ

ロード左旗には中華民国政府の認めるザサグ
のリンチンノイロヴ，ボグド＝ハーン政権が
認めるザサグのトゥメンウルズィーの二人の
ザサグが並立していた。しかしながら，リン
チンノイロヴは，中華民国軍がいつまでたっ
ても到着しなかったため，落胆して精神を病
み，昭格廟において病没��）し，トゥメンウ
ルズィーも ���
年 	月 �日にアバガナル左

旗のゲゲーン廟で死亡した��）。旗内に並立し
ていた二人のザサグが相次いで死亡したた
め，ジャロード左旗ではザサグおよび爵位の
継承問題が発生することになった。

���
年 	月 ��日の内務省によるボグド＝
ハーンへの「ゾーオダ盟のジャロード左旗
貝
ベイル

勒リンチンノイロヴの爵位を彼の子，公銜
一等タイジ・ラハワンバルジドに継承させる
ことの是非」とする上奏には，

彼らの一つの旗に二人のザサグが存在する
ことに至ってしまうが，旗の人々をうまく
治めるならばどのように処理しようともさ
ほど困難なことではないので，旗の皆の考
えに従い，リンチンオイロヴの息子ラハワン
バルジドにザサグ貝

ベイル

勒の爵位を継承させん
�）

と記されている。ボグド＝ハーン政権はリン
チンノイロヴの死にともない，彼の子ラハワ
ンバルジドをザサグとし，一つの旗に二人の
ザサグの存在を認めたのである。二人のザサ
グというのはトゥメンウルズィーとラハワン
バルジドである。ここに記されているごとく，
ラハワンバルジドが継承したのは「貝

ベ イ ル

勒」
の爵位であり，袁世凱によって進封された
「郡
ジュンワン

王」の爵位ではなかった。
一方，中華民国側も，「���
年 ��月，故
リンチンノイロヴの長子勒

ラ ハ ワ ン バ ル ジ ュ ル

旺巴拉珠爾は父
の爵位を継承した。ザサグ多羅郡

ジュンワン

王となっ
た勒旺巴拉珠爾は，民国二（���
）年より北
京に遊学した
�）」とあり，ラハワンバルジド
に「郡

ジュンワン

王」とザサグを継承させている。���

年 
月に関東都督府陸軍参謀部が作成した
「王公台吉一覧表」にもリンチンノイロヴは

�	） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН���-Б�.
��） 周正朝 ���
：��．『蒙古地誌』には，「本墾（ママ）前札薩克は，名を林沁諾依嚕布（リンチンノ

イロヴ）と云ひ，世襲多羅貝勒なりしが，民国政府成や，共和翼賛の功を以て，元年十月，多羅郡
王に昇叙され，同二年，本旗の乱に際し，暴徒の為にポルチン廟に於て殺され，同年，現札薩克勒
旺巴勒済特（ラハワンバルジド），爵を襲ひたり」としている（柏原・濱田 ����下巻：���）。

��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН���-Б��.

�） МУҮТА. ФA
-Д�-ХH��-Х���～���.

�） 扎魯特旗志弁公室編 ����：��.
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「郡
ジュンワン

王」と記されている
�）。この時期，ラハ
ワンバルジドは二つの政権に対してそれぞれ
爵位を使い分けていたことになるが，日本側
の情報が中国側の認識を反映したものであっ
たことは言うまでもない。
しかし，ここでなぜボグド＝ハーン政権は
袁世凱に従ったリンチンノイロヴの子をザ
サグとして任命したのかという疑問が生じ
る。すでにジャロード左旗にはトゥメンウル
ズィーというザサグを任命しているため，敢
えて二人目となるザサグを任命する必要性は
ないように思われる。一つの旗に二人のザサ
グを任命することになれば，混乱が生じる虞
があったはずである。
ボグド＝ハーン政権がこのような措置を講
じた背景には，内モンゴル問題において重要
な役割を果していたイェグゼル＝ホトクト
が密接に関与していた。前掲の 	月 ��日の
内務省によるボグド＝ハーンへの上奏には，
イェグゼル＝ホトクトの報告が引用され，

亡くなったザサグ貝
ベイル

勒リンチンノイロヴは
古くから私ガルサンダシ（イェグゼル＝ホ
トクト）に布施をして施主となったさして
狡猾な人間ではないことは，昨年冬，書簡
によりお伝えしたことがあり，また彼（リ
ンチンノイロヴ）はもとより我らがモンゴ
ルの政権に表立って抵抗したことはないで
あろう。一方，現在，トゥメンウルズィー
公は旗の皆の心を従えることができなく
なったのは明らかであるばかりか，彼自身，
部隊とともにスニド両旗に向かい，いつ戻
るかを保証することは困難である…故ザサ
グ貝

ベイル

勒リンチンノイロヴの爵位を彼の独り
息子ラハワンバルジドに継承させれば，旗
の皆すべて心を通わせ治められ，恭順し落
ち着くであろう

）

と内務省に伝えており，このイェグゼル＝ホ
トクトの報告がラハワンバルジドをザサグ
とする根拠になったものと思われる。つま
り，リンチンノイロヴに代わりトゥメンウル
ズィーをジャロード左旗のザサグに任命した
のであるが，トゥメンウルズィーはジャロー
ド左旗の旗民をうまく管掌することができな
かったため，リンチンノイロヴの子ラハワン
バルジドをさらにザサグとすることにより
ジャロード左旗の安定化を図ろうとしたので
ある。モンゴルの統治原理は集団の掌握にあ
るため，あくまでも旗民すべてを掌握しなけ
ればならず，これを掌握できない場合は新た
に別のザサグを立てる必要があったと考えら
れる。これは領域に対する支配を基礎とする
属地主義行政とは異なる原理である。
ところが，ラハワンバルジドをザサグ貝

ベイル

勒
として任命した直後，ボグド＝ハーン政権は
トゥメンウルズィー死去の報に接することに
なる。そして，これを機にボグド＝ハーン政
権は一つの旗に二人のザサグが並立するとい
う事態の収拾を図るのである。

���
年 �月 �日のボグド＝ハーンへの上
奏文には，「ジャロードのトゥメンウルズィー
公が亡くなったため，その爵位を彼の次子ボ
ヤンデルゲルに継承させ，ザサグの印章をザ
サグ貝

ベイル

勒ラハワンバルジドに移管させ旗を管
掌させること」が記され，この案件は翌日，
ボグド＝ハーンにより裁可された
�）。すなわ
ち，内務省の判断は，トゥメンウルズィーの爵
位はその子ボヤンデルゲルに継承させるが，
ザサグの印章は元ザサグのリンチンノイロヴ
の子にして新たにザサグとして任命したラハ
ワンバルジドに移管させ，ラハワンバルジド
を正ザサグにしようとしたのである。これは，
ジャロード左旗を本来の一人のザサグに戻そ
うとする措置であり，ボヤンデルゲルとして
はザサグの地位を奪われることを意味した。


�） 日本外務省外交資料館．一門六類一項五七号「蒙古情報」巻三「内蒙古各部並王公台吉一覧表」．


） МУҮТА. ФA
-Д�-ХH��-Х���～���.

�） МУҮТА. ФA
-Д�-ХН��-Х�～�.
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�. 二ザサグ制の成立
ボグド＝ハーンの勅令に従い，ザサグの
印章をラハワンバルジドに移管させるため，
トゥメンウルズィーの子ボヤンデルゲルに
対し，「保管しているザサグの印章を派遣し
た官吏に渡し送り届けよ
�）」との命令が下っ
た。しかしながら，この措置に反対する動き
が現れた。イェグゼル＝ホトクトは，

〔印章を送り届けるよう〕新たに継承した
ボヤンデルゲル公に命令した後，彼らの部
隊のメイレン・ウレブンらが，ザサグの印
章を貝

ベイル

勒ラハワンバルジドに渡すことにな
れば，われらをはじめとする数百戸が生活
する道を失う事情を挙げ，ザサグの印章を
ボヤンデルゲル公に授け旗を管掌させてい
ただきたいと述べた

と報告し，また，ボヤンデルゲルが自ら至り，

父の死後，私の元に届いたザサグの印章を
貝
ベイル

勒ラハワンバルジドに移管する勅令が下
されたことには恐れ多くも逆らうことはあ
りません。ただ，私ボヤンデルゲルおよび
官吏，アルド，数百戸の人々はザサグ貝

ベイル

勒
ラハワンバルジドに統治されることになれ
ば，本当に生きる道がなくなると恐れてい
ます

と述べたことを伝え，この案件をいかに処理
すべきかの指示を内務省に仰いだ
�）。
このイェグゼル＝ホトクトの報告を受けた
内務省は，���
年 ��月 �日，イェグゼル＝
ホトクトに対し，

旗を管掌するザサグの任務は極めて重要で

ある。まさに真実を審議しなければならな
いが，わが省は遠く離れており審議するの
に困難が多いため，この案件をいかに処理
すれば旗の人々の気持ちを害さず，帰順し
て尽力した者たちに害を与えないかを大臣
〔イェグゼル＝〕ホトクトが近くにいるこ
とにより審議して考え，事情を明らかにし
…返事を送り届けよ
	）

と命令した。こうして，この案件の処理は東
部境域大臣イェグゼル＝ホトクトに一任され
ることになったのである。ところが，この命
令がイェグゼル＝ホトクトに送付された後，
���
年 ��月 ��日（�月 
�日内務省接受），
南部境域宣撫大臣ソミヤーが，「ボヤンデル
ゲル公は部下の官吏，部隊を率い，相次ぐ戦
闘において尽力したので…〔トゥメンウル
ズィーに〕与えたザサグの印章をボヤンデル
ゲルに継承させ与えること
�）」を求めてきた
のである。ソミヤーは，もともとイリのツァ
ハル出身であり，辛亥革命後の ����年 �月
�日，���戸 ���人を率いてイリを発ち，�
月 
�日，��戸 �	�人とともにキャフタの売
買城に移住し，翌 ���
年には属下より ���
人を軍隊に供出し，自らも内モンゴルにおい
て部隊の指揮を取っていた人物である
�）。そ
して，このソミヤーは，次章で論じるヒシク
テン旗の二ザサグ制の成立にも深く関与する
ことになる。
イェグゼル＝ホトクトが元のザサグである
リンチンノイロヴ，その息子ラハワンバルジ
ドを庇おうとするのに対し，ソミヤーはトゥ
メンウルズィーの息子ボヤンデルゲルをザサ
グに推し，またボグド＝ハーン政権軍務省
もトゥメンウルズィー死後，「トゥメンウル
ズィー公は命令を遵守し，部下の兵を巧みに


�） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б��.

�） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б
�.

	） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б��.

�） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН���-Б��.

�） ソミヤー（��	�-��
�）については，З.Лонжид ����を参照。
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統率し，重要な軍務に忠誠を尽くして亡く
なった功ある官吏である」と彼を評価してい
る。これは，「トゥメンウルズィー公は旗の
皆の心を従えることができなくなった」との
イェグゼル＝ホトクトの評価とは相反するも
のであり，ここに旗内の対立とは異なる政権
内の対立を看取することができよう。
この間，本案件処理の命令を受けたイェグ
ゼル＝ホトクトは，翌 ����年 �月 ��日，処
理案を作成し内務省に送付した。イェグゼル
＝ホトクトは，「〔ボヤンデルゲルは〕ザサグ
の印章を送り届けてこず，またザサグ貝

ベイル

勒ラ
ハワンバルジドのもとからも受け取りに来な
かったこと」，その後，ジャロード左旗の新
たに継承したザサグ貝

ベイ ル

勒ラハワンバルジド，
鎮国公銜を賜った協理タイジのホワシンガ��）

らが管旗章京ガラムに押印した書簡を持た
せ，ザサグの印章を受け取りに来させたこと
を述べ，

思うに，ザサグ貝
ベイル

勒リンチンノイロヴ，ス
ジクト公トゥメンウルズィーらは，生前，
互いに争い身柄を拘束するなど，ともに生
活することができなくなった時に，彼らの
旗の多くのものがリンチンノイロヴの側に
つき，一部のものがトゥメンウルズィーに
従い，すでに分離してしまったのである。
また，彼らはすでに死去し，事の起こりや
落ち度がどちらにあるのかは今となっては
審議し難くなった。ただ，彼らの子が恨み
や猜疑心なく相互に支配，被支配される道
理を受入れることができなくなった上に，
この間，繰り返しボグド＝エゼン＝ゲゲー
ンが恩幸を賜い，トゥメンウルズィー公に

世襲のスズクトの称号を刻んだザサグの印
章を授け，その子ボヤンデルゲルには鎮国
公銜輔国公の爵位を，リンチンノイロヴの
子ラハワンバルジドにザサグ貝

ベイル

勒の爵位を
継承させたことに鑑みると，いずれをも分
け隔てなく同様に慈悲をかけたご意向であ
ろう

とした上で，

試案を呈するに，ザサグ貝
ベイル

勒ラハワンバル
ジドに別にザサグの印章を与えてその旗を
管掌させれば，皆の気持ちを害さず，また
故トゥメンウルズィー公に世襲で授けられ
たスジクトの称号を刻んだザサグの印章を
ボヤンデルゲル公にそのまま継承させ，後
日，彼の一族のタイジ，属民，付き従い尽
力した者たちと共に別の旗として管掌させ
るに備えて控えさせ，後に境域の事件が収
まり平和になった時に特別に大臣を派遣し，
両者が管掌すべき全官吏，タイジ，属民の
名前と等級，世帯数を吟味して詳細な档冊
を作成し，牧地をしかるべく誠実に分配し
与えるように処理すれば，帰順して尽力し
た者たちも害を被ることはないであろう��）

とし，ラハワンバルジドに新たな印章を授け，
トゥメンウルズィーに授けたザサグの印章は
ボヤンデルゲル公にそのまま継承させること
を提案し，二ザサグ制を維持する考えを示し
たのであった。このイェグゼル＝ホトクトの
試案は ����年 �月 �	日，内務省により「ジャ
ロード左旗に二人のザサグを任命し管掌させ
る是非」としてボグド＝ハーンに上奏され，

��） ホワシンガ（華興嘎）。ザサグのラハワンバルジドが北京に遊学したため，旗務を代行することに
なる。民国政府はその功を認め，輔国公の位を授け，さらにラハワンバルジドには嫡子がいなかっ
たため，自らの長子アルタンオチルをラハワンバルジドの養子にしたという（扎魯特旗志弁公室編
����：��）。『蒙古地誌』にも，「札薩克は北京に遊学し，印務処をホイスエラに置き，一廓内に蒙
古包四箇を設け，旗務を取り居れり，過年遭難の創夷未だ癒へざるに，且つ現札薩克は未だ年少な
るを以て，正協理台吉一員，旗務を署理しつつあり」とある（柏原・濱田 ����下巻：���）。

��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б
�.
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同日裁可された��）。そして，このボグド＝ハー
ンの勅令は，
月 �日，各地に送付されるこ
とになる。
この展開で重要な点は，ラハワンバルジド
らがボグド＝ハーン政権のザサグの印章をガ
ラムに受け取りに行かせていることである。
すでに述べた通り，この時すでにラハワンバ
ルジドは民国政府から正式にザサグとして認
められていた。にもかかわらず，ボグド＝ハー
ン政権の印章を取りに行かせたということ
は，ボグド＝ハーン政権の印章が彼にとって
必要であった，換言すれば，当該地域にボグ
ド＝ハーン政権の影響力が無視できないもの
として存在していたことを裏付けていると言
える。仮に当該地域に民国政府の支配権が完
全に行き渡っていたならば，民国政府によっ
てザサグとして認められたラハワンバルジド
がボグド＝ハーン政権の印章を求める理由は
ないはずである。このことは，当時，ジャロー
ド左旗においてボグド＝ハーン政権の印章な
くして旗を治めることが困難であったことを
物語っていよう。
このように，����年から ����年にかけて，
ゾーオダ盟ジャロード左旗のザサグをめぐる
争いは，二人のザサグを任命することにより
一応の解決をみたことになる。しかしながら，
なぜボグド＝ハーン政権は民国政府がザサグ
として認めていた人物を改めてザサグとして
任命したのか，そして一つの旗に二人のザサ
グを任命することが可能であったのはいかな
る理由からなのであろうか。これらの問題は，
次章のヒシクテン旗の事例を分析した後，第
三章において改めて検討することとする。

II. ヒシクテン旗の二ザサグ制

本章では，ヒシクテン旗における二ザサ

グ制を分析する。ヒシクテン旗では，清代
のザサグで民国政府にもザサグとして認め
られたベフザヤーと，ボグド＝ハーン政権か
ら新たにザサグに任命されたロルゴルジャヴ
の二人のザサグが並立することになる。『赤
峰市志』によれば，ベフザヤー（布和済雅，
����～����）は ���	年にヒシクテン旗のザ
サグに就任し，����年，奉天軍の支持を受
けたロルゴルジャヴに追放されて北平に赴
き，南京で国会議員となり，満洲国時代の
��
�年にヒシクテン旗の旗長に再就任して
いる�
）。一方のロルゴルジャヴ（諾力嘎爾扎
布，����～ ����）は，���	年に奉天督軍署
諮議官となり，����年に蒙古文化促進会副
会長，����年にはベフザヤーを追放してヒ
シクテン旗のザサグに就任し，��

年，満
洲国興安西省民政庁長，��
	年，興安西省
の省長となっている��）。このように，辛亥革
命後にザサグとしてヒシクテン旗に並立した
ベフザヤー，ロルゴルジャヴは，その後もザ
サグ職をめぐって相争っていたことが知られ
ており，両者の対立の根の深さを想像するの
は困難ではない。
本章では，主にМУҮТА. ФА3-Д1-ХН415-

Б44の史料を用いる。これは，「政事に尽力
したタイジ・ロルゴルジャヴにザサグの爵
位，印章を与え，四散した旗を管掌させる是
非を上奏し，勅令により裁可されたことを
イェグゼル＝ホトクト他，六ヶ所に送付する
書簡の草案」と題された，共戴三年閏十二月
十九日（����年 �月 ��日）に作成された内
務省の文書である。この草案は翌閏十二月
二十日（�月 ��日）に内務大臣らの閲覧に
供せられており，その後送付されたものと思
われる。本史料は，いわゆる「多重直接引
用��）」の形式で記され，共戴二年七月（����
年 �月）から共戴三年閏十二月十八日（����

��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН�
�-Б�.
�
） 赤峰市地方志編纂委員会編 ����下：
���.
��） 赤峰市地方志編纂委員会編 ����下：
�
�-
�
�.
��） 萩原 ����：���頁．
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年 �月 �
日）に至る，四等タイジであった
ロルゴルジャヴがボグド＝ハーン政権により
ヒシクテン旗のザサグに任命されるまでの経
緯が各方面からの報告を交えて詳細に書き記
されている。本章においては，この史料に依
り事態の変遷を確認していき，特に注記のな
い引用は本史料からの引用とする。

�.  ロルゴルジャヴ，ベフザヤーのボグド＝
ハーン政権への帰順
ヒシクテン旗において二ザサグ制が出現す
る発端となる事件は，����年 �月に，「ゾー
オダ盟ヒシクテン旗ザサグの近親たるロルゴ
ルジャヴ等が先頭になり，旗より二千人を超
える人々を従えて帰順した」ことである。ロ
ルゴルジャヴらが ����年 �月 �日付でボグ
ド＝ハーン政権内務省に宛てた書簡には，「昨
年冬（����年冬―独立宣言直後），イェグゼ
ル＝ラマ〔ガルサンダシ〕がボグド＝ハーン
を〔ハーン〕位に迎えた事情を説明し」たこ
とを述べ，

われら内モンゴルの諸ザサグ旗に同様に布
告したが，わが旗の指導者は勅令の内容を
布告しなかった上に隠蔽した。後に隣旗が
話し合っている噂を聞き及ぶや否や，…私
ロルゴルジャヴは…およそ千人余りの考え
を一つにし，民族を想い，元来仏教を信仰
してきた旧習を忘れずに心より帰順するこ
とをすでにイェグゼル＝ホトクトに簡略に
報告し，私ロルゴルジャヴ，バヤンツァ
ガーン…等はこれらの真実を報告するため
にニースレル＝フレーにやって来たのであ
る。今，同旗のトゥメンバヤル…等は，そ
れぞれの親類，属民の男女，千人以上の人々
すべてが考えを一つにし，ボグド＝ハーン

政権に帰順することをすでに決定したと求
め来た��）

とあり，ロルゴルジャヴらがバヤンツァガー
ンらと共に自らフレーに至って書簡を奉呈し
たこと，そして「二千を超える人々」とはロ
ルゴルジャヴ率いる一千人とトゥメンバヤル
率いる一千人を合わせた数であったことが分
かる。この書簡において注目すべきは，「わ
が旗の指導者は勅令の内容を布告しなかった
上に隠蔽した」ということである�	）。
この件は �月 �
日に上奏され，翌日のボ
グド＝ハーンの勅令により，ロルゴルジャ
ヴは四等タイジから二等タイジに進封され，
���丁の銃と世襲の二品頂戴が，書記バヤン
ツァガーンには四品頂戴，四等タイジ・トゥ
メンバヤルには孔雀翎が授けられた��）。
ボグド＝ハーン政権は独立宣言直後，内モ
ンゴル �盟 ��旗をはじめとする各地に独立
の布告と同政権への帰順を促していた。しか
しながら，その試みはシリーンゴル盟の盟長
ヤンサンが各盟への転送を拒否したことから
失敗に終わり，ボグド＝ハーン政権は再度各
盟の盟長に宛て直接書簡を送付し直してい
た��）。換言するならば，少なくとも内モンゴ
ル �盟の盟長全てにはボグド＝ハーン政権
からの独立布告文は届いていたはずなのであ
る。このヒシクテン旗の例を見ると，ザサグ
から旗内にモンゴル独立の布告はされておら
ず，盟長より盟内のザサグへ，ザサグより旗
民への布告が実際に行われていたのか否かは
再度検討しなくてはならない問題であること
になる。なぜならば，この書簡における「わ
が旗の指導者」とは，ザサグ，すなわちベフ
ザヤーであろうが，旗内にモンゴル独立の布
告を行わなかったザサグはベフザヤーだけに

��） МУҮТА. ФA
-Д�-ХН
�	-Б
�.
�	） この書簡は，すでに Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Түүх II: ���において引用されているが，

本書では，「アルドは満漢の抑圧から逃れ，民族国家に加わる意志に満ちていたことの証拠」とさ
れている（Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Түүх II: ���-���）。

��） МУҮТА. ФA
-Д�-ХН
�	-Б
�.
��） 橘 ����：	�.
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限られなかったからである。
ジリム盟ゴルロス後旗の協理タイジである
ダムリンジャヴは，「ニースレル＝フレーよ
り南モンゴル öbür mongγulの諸ザサグに布
告した文書には，わがモンゴル族全てに伝え
るとして文書を送付したのであるが，われら
がザサグは今に至るまで布告していない��）」
として，ヒシクテン旗同様，ザサグのボヤン
ツォグがモンゴルの独立宣言を旗内に布告し
ていない旨を伝えている。このダムリンジャ
ヴも，その後，ザサグのボヤンツォグとザサ
グ職をめぐり争い，後にボグド＝ハーン政権
によりザサグに任命されることになる��）。ロ
ルゴルジャヴ，ダムリンジャヴとも対立して
いるザサグを批難する意図を有しているた
め，彼らの言い分を手放しに信用するわけに
はいかないが，これを全くの誹謗中傷とする
こともまたできないであろう。辛亥革命後の
混乱の中，旗内の動揺を憂慮して文書の布告
を控え，態度を保留していた可能性は十分に
考えられるからである。
また，当時のヒシクテン旗のモンゴル人人
口は，「旗下約千戸餘人口約四千餘人��）」と
あるため，ロルゴルジャヴの報告することが
本当であるならば，旗民のおよそ半分が彼に
従いボグド＝ハーン政権に帰順したことにな
るのである。
ところが，����年末になると，ヒシクテ
ン旗のザサグであるベフザヤーがボグド＝
ハーン政権への帰順を表明する。����年 ��
月 �	日付（��月 ��日内務省接受）のヒシ
クテン旗ザサグ・ベフザヤー，同旗協理タイ
ジ・ジャムバルジャヴらの書簡には，「所属
旗の皆で協議し，ボグド＝ハーンの庇護下に
入り，繁栄せんことを願い報告する」として，

中国人 irgen kümün narは，大清国の政

権を廃し中華民国を建国し，それ以降，モ
ンゴルの政治および土地を支配し，中国人
を動員してモンゴル，チベットらを次々と
消し去り，中国人に加えて奴隷とするとい
う書簡を作成して布告したことが明らかに
なった…中華民国を代表し，ゾソト，ゾー
オダ二盟の諸旗を帰順させるため，蒙漢の
大臣を派遣し，各旗をめぐって帰順させて
いき，九月二十日（����年 ��月 
�日），
その大臣らが軍を率いて帰順させるために
突如〔わが旗に〕至ったため，やむを得ず
一時的に状況に合わせて何とか追い返し，
一度は苦しみを逃れたのである�
）

と伝え，民国に従ったのは，その場しのぎの
一時的な方策であったこと告白し，ボグド＝
ハーン政権への帰順を希望する旨を伝えたの
である。このベフザヤーらの帰順表明の背
景としては，前章においても触れたように，
����年 ��月 
日の露蒙協定締結前後にボグ
ド＝ハーン政権の対内モンゴル政策が積極化
し，シリーンゴル盟の盟長ヤンサンやゾーオ
ダ盟の副盟長リンチンノイロヴらが捕らえら
れるという事件が続けざまに発生していた時
期であったことが挙げられ，ベフザヤーらは
ボグド＝ハーン政権の帰順勧諭を無視し続け
られなくなったためと考えられる。

�. ヒシクテン旗のザサグ継承問題
その後，���
年秋，ボグド＝ハーン政権
は東南境域の軍務を調整するために派遣した
官吏ポンツァグラヴタンによる報告に接する。
この報告には，����年 �月にロルゴルジャヴ
とともにフレーにやって来たヒシクテン旗の
バヤンツァガーンの報告が引用され，さらに
その報告内でロルゴルジャヴの書簡が引用さ
れている。まず，バヤンツァガーンの報告には，

��） МУҮТА. ФA
-Д�-ХН
��-Б��.
��） 本問題については橘 ���	参照。
��） 関東都督府陸軍部 ����上巻：
�
.
�
） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН
�	-Б
�.
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袁世凱の副大臣 ewu jang čouというもの
が去る九月にわが旗を帰順させるために至
り，管旗ヨーシャンと共謀し，ザサグ・ベ
フザヤーらは衷心より信じて帰順し，ザ
サグの印章を押した書簡を奉呈したとこ
ろ，余りある恩典を与え，ザサグ・ベフ
ザヤーに輔国公銜，さらに鎮国公銜と孔
雀翎を賞与したことは明白である。また，
管旗ヨーシャンを蒙古統和部mongγul-i 
jalγaldaγulun nayiramdaγulqu yamuの大
臣に任命し，一月に三百元の俸禄を与え，
協理タイジのジャムバルジャヴには鎮国公
銜を授けたという。そのため，彼らは中華
民国を信じ，重い恩典に与ったため恩に報
いようと旗内より一千人の壮丁を選び，武
器を袁世凱より受け取り，力を合わせて北
のモンゴル賊軍と戦おうと決議したのであ
る。本年春の初めの月に袁世凱の側近で
ある you ši šuwangがザサグ・ベフザヤー
は信頼できる人物であるとし，中国軍の
čiyou頭領，シャバロン，ゴンチグダムビー
ニャム��）ら四人は義兄弟となり，唇歯の
如く親しくなり，異教の行いを増大させた
ため，われらは依るべき地がないため本旗
より逃れ出，仏教より離れないことを想い，
ボグド＝ハーンの軍営に至り，誠意をもっ
て軍務に尽力しているのである…ザサグ・
ベフザヤー，協理タイジ・ジャムバルジャ
ヴらがわがモンゴルの政権に帰順したので
あれば，どうして袁世凱の与えた恩典に浴
するであろうか

とザサグ・ベフザヤー，協理タイジ・ジャム
バルジャヴ，管旗ヨーシャンらが民国政府か
ら与えられた恩典を数え上げ，彼らがいかに

民国政府との関係が深いか，そしてボグド＝
ハーン政権に敵対していることを伝えてい
る��）。さらに，「昨年七月にロルゴルジャヴ
が内務省に報告したことは」として引用した
ロルゴルジャヴの書簡では，ロルゴルジャヴ
が，「わが祖先であるザサグ・ナンジドジャ
ヴ（囊済特扎布），その後代々ザサグを継承
してきたが，突如わが従

いとこおじ

祖父 üyelid abγ-aザ
サグ・ゴムボドンロヴ（棍布棟嚕布）は後継
なく亡くなり」，従兄üyelid aq-aナムジル（那
木済勒）がザサグを継承したことを述べ，

丙午の年（����年），従兄 üyelid aq-aで
あるザサグ・ナムジルが後継なく病により
亡くなった後，……〔協理タイジ・ジャム
バルジャヴ，管旗ヨーシャンらは〕遠戚の
四等タイジ・セルジドニャムの子ベフザ
ヤーをザサグ故ナムジルの実子 törügsen 
köbegünであると満洲皇帝を欺き報告し，
わが先祖の爵位を軽視し，無縁の人間に継
承させたことを見るに，内外諸盟のザサグ
の位の起源は全て古のエゼン＝チンギス＝
ハーンの近親であるので，大モンゴルの元
朝の時代以降，明，清に至るまで変わらず
位の継承の際には家譜の中で自らの実子が
絶えたならば，ヘヴ＝ゲゲーン，グネー＝
イヘスという左右の分系より継承させると
いう区別ある定まった掟に明らかである。
にもかかわらず，このように〔ザサグを〕
継承すべき親族がいるというのに，遠戚の
四等タイジ・セルジドニャムの子ベフザ
ヤーを謀を用いて法を犯してザサグの爵位
を継承させたのである

と，ベフザヤーがジャムバルジャヴ，ヨーシャ

��） 『満蒙調査復命書』第八巻（林西及経棚事情）では，ヒシクテン旗の喇嘛廟の項目において，「シー
ラ」喇嘛「コンチエク，タンビニマ」というラマの名前を記しており，おそらくこの義兄弟となっ
た人物のことを指していると思われる（一四〇頁）。

��） アトウッド氏の研究によれば，このヨーシャン（氏はヨーシャンの漢語表記楽山の翻字 Yue shan
と記している）は，ヒシクテン旗における有力者であったようである（Atwood ����, ��-�
）。こ
のヨーシャンの息子が内蒙古人民革命党の結成時に重要な役割を果たした楽景濤である（赤峰市地
方志編纂委員会編 ����下：
�
�-
�
�）。
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ンらの計らいにより不正にザサグに就任した
ことを訴えているのである。しかしながら，
ロルゴルジャヴが，「ベフザヤーをザサグ故
ナムジルの実子であると満洲皇帝を欺き」と
しているのに対し，『清史稿』には，ベフザ
ヤーを「那木済勒嗣子��）」，すなわち「養子」
と記しており，「実子」として満洲皇帝を欺
いたというのが事実か否かは疑わしく，対立
するベフザヤーらを誹謗中傷しようとする意
図が窺われる。
このロルゴルジャヴの主張について，バヤ
ンツァガーンは，

よって，われらは皆，旧来の規則に従い，
伝統を重んじ，先のザサグ・ゴムボドンロ
ヴ，ナムジル等の近親である二等タイジ・
ロルゴルジャヴにザサグの爵位を継承させ
ることを望み，ご報告するのである

としてロルゴルジャヴをザサグにすることを
請願した。
この一連の報告から，ヒシクテン旗内にお
いて，ザサグ・ベフザヤー，協理ジャムバル
ジャヴ，管旗ヨーシャンらの一派と，ロルゴ
ルジャヴ，バヤンツァガーンを中心とする一

派が対立していたことは明白である。そし
て，この辛亥革命後のザサクをめぐる争いは，
����年のナムジル死後のザサグ継承争いの
再燃であったことは容易に想像がつく。ロル
ゴルジャヴは清代には達成し得なかったザサ
グ就任の試みを，辛亥革命後の混乱の中，ボ
グド＝ハーン政権の権威により実現しようと
したのである。

�. ソミヤーの報告と二ザサグ制の成立
このヒシクテン旗のザサグをめぐる対立に
ついて，ボグド＝ハーン政権内務省は判断を
下しかね，���
年秋，当時内モンゴルで一
軍を率いていたソミヤーに事の真相を探らせ
ることに決した。内務省は，

ザサグの爵位は極めて重要であり，軽々し
く決定してよいものではなく，必ずや真実
を得て皆の考えをまとめて決定しなければ
ならない。よって，境域の事態が安定する
のを待たせ，档冊に記録したのである。現
在，境域を鎮撫するため大臣，官吏，軍を
隊を分けて派遣したが，完全には鎮撫でき
ずにいるのに，先にあれこれザサグ，官吏
がどうのこうのと言いがかりをつけて批難

図― ヒシクテン旗の系図（『清史稿』により確認できるものは漢字で，モンゴル語史料より確認できるものは片仮名で記
した）

��） 『清史稿』卷二百九，藩部世表一。
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し，〔旗務を〕移管してしまえば，人心を
乱すことになり大業に益無きことを失くす
ことは困難であるため，優先して協議する
ことを差し控える。バヤンツァガーンらは
国のために誠意を以て尽くす功ある官吏で
あり，必ずや〔彼らの述べる〕事情は真実
であろうが，その地が完全に収まりあらゆ
る事態が落ち着いた際に，彼らのザサグを
完全に交代しても，別々に分離させても，
決定するのは困難なことではない。また，
この間，ヒシクテン旗のザサグ公ベフザ
ヤーは旗の全てをもって〔ボグド＝ハーン
の〕新政権に進んで帰順する旨を押印書簡
により報告し，ボグド＝エゼンは恩恵を賜
い爵位を加えた事情もあるため，こちらに
傾倒しなかったとして批難してはならない
事情もある。たとえ袁世凱が与えた爵位を
受けたといっても，このように漢族と混住
しているモンゴル人がやむを得ず事態を受
入れ一時的に欺いているのはヒシクテン一
旗のみではないので，すぐさま批難するに
は躊躇するに足る理由がある…本件の書簡
を全て書き写し，ダリガンガ地方防衛大臣
ソミヤー公に送付し，この爵位を奪い合っ
た案件の双方の事情はいかなるものである
のかを密かに調べ，いずれにならば皆が喜
んで従うか，あるいは二つに分離するの
〔がよい〕かなどを詳細に調べて明らかに
し，報告し…決定に備えよ

と命じた。前章においても触れたごとく，ソ
ミヤーは当時の内モンゴルの様々な問題に関
与していた人物である。内務省は，ロルゴル
ジャヴ，バヤンツァガーンらの言い分も尊重
しつつ，その一方で帰順を表明したベフザ
ヤーにも配慮し，一方の言い分のみを聞き入
れずに真実を確かめようと慎重な判断を下し
たのである。
これを受け，���
年 ��月 	日，ソミヤー
は本件の調査結果を内務省に報告した（��
月 ��日内務省接受）。報告においてソミヤー

は，「本年八月六日（���
年 �月 �日）に接
受した貴省からの命令」に従い，

これらの相争う双方のいずれが誠実でいず
れが狡猾であり，タイジ，アルドらはいず
れを信じて従うかを長期間詳密に調査し，
本旗のタイジ，アルドが全て二等タイジ・
ロルゴルジャヴ，頭品頂戴バヤンツァガー
ンらに従い，国のために尽力している時に，
「あなた方はなぜザサグ・ベフザヤーに従
わず，ロルゴルジャヴに従うのか」と密か
に尋ねると，彼らは，「ロルゴルジャヴは
われらが元ザサグの近親であり，ベフザ
ヤーは故ザサグ・ナムジルの遠戚である四
等タイジ・セルジドニャムの息子である。
〔ナムジルは〕ベフザヤーを六歳の時に連
れてきて育て，自らの実子であると満洲皇
帝を欺きザサグとしたものであり，従うの
は困難である。その上，公ベフザヤー，協
理ジャムバルジャヴ，管旗ヨーシャンらは
反対勢力の共謀者となり，われら多くを漢
人の奴隷とするので，タイジ，アルドは皆，
二等タイジ・ロルゴルジャヴ，頭品頂戴バ
ヤンツァガーンに従い，国の前に軍務に尽
力しているのである」と言う

と報告した。�月 �日に命令を受け取り，��
月 	日に報告をしていることから，ソミヤー
はおよそ �ヶ月間にわたり本案件を調査し
たことになる。ここでもやはりザサグの系統
が問題にされ，ベフザヤーをナムジルの「実
子」として欺いたと記されている。さらにソ
ミヤーは次のように続ける。

経棚の街中を警戒させていると，本年十月
一日（���
年 ��月 
�日）の戦闘で，街
の内外から撃ち込まれた弾丸は雨の降る如
くなったので，街の住人が裏切ったと思
われたのである。調べると，この戦闘以
降，ヒシクテン旗の軍のうち，ザサグ・ベ
フザヤーの部隊はわが軍の駐屯地に集まら
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なかったので，何度も文書を送付し命令し
たがやって来ないので調査すると，公ベフ
ザヤー，協理タイジ・ジャムバルジャヴ，
管旗ヨーシャンらは指揮下の部隊を引き連
れてわが軍と力を合わせて戦わないばかり
か，中国軍と一緒になって共謀し，街の住
人と合流して中から外へわが軍を射撃し，
賊軍を街に入れたのである�	）

ボグド＝ハーン政権に帰順し，共に中国軍と
戦っていると思っていたベフザヤーらが中国
側に寝返り，抵抗したというのである。
さらに，年が明けた ����年 �月 �	日，ソ

ミヤーはバボージャヴとの連名の書簡（�月
��日内務省接受）において，ヒシクテン旗
の四等タイジ族長ポンツァグラヴタンをはじ
めとする ��名のタイジらが連名で提出した，

現在のザサグというベフザヤーの出自は正
統なものではなく，管旗ヨーシャン，協理
ジャムバルジャヴらと結び，革命の悪しき
党の側になびき，われら多くのタイジ，ア
ルドを漢人の奴隷，使用人となした…タイ
ジ・ロルゴルジャヴは，故ザサグ・ナムジ
ルの爵位を継承すべき〔ナムジルと〕同じ
祖父の孫であり，彼より他に近親はいない
のである。前清時代，協理ジャムバルジャ
ヴらは…漢人官吏に財貨を与えて旗の多く
の誠実なタイジ，アルドを食いものにする
考えを思いつき，遠戚のタイジ・セルジド
ニャムの息子ベフザヤーを後継なく死亡し
たザサグ・ナムジルの近親は彼より他にい
ないとザサグの印章を押した書簡により清
国の皇帝を欺き上奏し，ザサグの爵位を継
承させるために名前を記したことは，まさ
に狡猾極まりない

という書簡を引用し，「われら大臣が検討す

るに」として，

タイジ，官吏らの多くがタイジ・ロルゴル
ジャヴをザサグとして継承させ統治される
ことを望んだことに鑑み，〔ロルゴルジャ
ヴに〕多くのタイジ，アルドを管掌させ，
政治の助けとすべきである��）

との見解を述べた。ロルゴルジャヴはナムジ
ルと同じ祖父を持つ（図を参照）ため継承者
に相応しいと旗内のタイジたちは見ていたと
いうのである。これにソミヤー，バボージャ
ヴも賛同し，ロルゴルジャヴをザサグに推す
声は強まっていったのである。ここでもソミ
ヤーは，ザサグに先立ち帰順したロルゴル
ジャヴをザサグにすべき立場を示している。
ジャロード左旗の場合も，ソミヤーはザサグ
を捕らえたトゥメンウルズィーの息子ボヤン
デルゲルをザサグにすべき旨を伝えており，
彼は新たに台頭してきたものたちを支持して
いたことになる。このソミヤー，ボヤンデル
ゲル，ロルゴルジャヴらは，����年に締結
されたキャフタ協定以降も外モンゴルにおい
て行動を共にしていたようである��）。
ソミヤーらの報告を受けた内務省は，最終
的に次のような判断を下した。

ザサグ公ベフザヤー，協理ジャムバルジャ
ヴ，管旗ヨーシャンらが内面では裏切り
中国に従い，外面ではこちらに従ったか
のごとく，真意がはっきりせず，〔われら
を〕欺いているということを各地より繰り
返し書き送ってきたが，すぐさまこれによ
り真偽を不案内に確定することは困難であ
るため，その方面を慰撫するために派遣し
た大臣らに事の真偽を把握し送り届けるよ
う命令したところ，大臣は「彼らが裏切っ
たことは事実である。いまやこの旗を管掌

�	） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН���-Б�
.
��） МУҮТА. ФА
-Д�-ХН��
-Б
�.
��） キャフタ協定以降の帰順モンゴル人については別稿を用意している。
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するザサグは不在であるので，ザサグの爵
位を近親の誠実なタイジ・ロルゴルジャヴ
に継承させ旗を管掌させるのがよい」と述
べた。再度検討するに，ヒシクテン旗はも
ともと牧地が広大で人口が多い上に，漢人
とともに生活したのはやむを得ないことで
ある。ザサグ公ベフザヤーらがそのような
謀を用いて漢人を一時的に欺いているのか
否かもまた確固として知り得ないので，確
かな判断を得る前にザサグの任をいきなり
は解かずにひとまずそのまま留任させる。
ただ，心より尽力しているという二等タイ
ジ・ロルゴルジャヴにもザサグの爵位と管
掌する印章を特に授け，彼と共に帰順し従
う官吏，アルドを旗となし管掌させれば，
現在の混乱した者たちも落ち着き，また最終
的には旗が二つになってしまうが不可とい
うことはないのではなかろうかと思われる

内務省はこれを ����年 �月 �
日にボグド＝
ハーンに上奏し，ボグド＝ハーンは同日，「請
願通りにせよ」との勅令を下した。ソミヤー
らによるベフザヤー裏切りの報告を受けたに
もかかわらず，内務省はいまだベフザヤーら
の真意を判断しかねるとしてザサグに留任
し，ロルゴルジャヴを新たにザサグに任命し
てザサグの印章を与え，「最終的には旗が二
つになってしまうが」としつつも，二人のザ
サグを認めたのである。
こうして，ヒシクテン旗にはベフザヤーと
ロルゴルジャヴという二人のザサグが並立
することになったのである。しかしながら，
����年 �月 �日に，ロルゴルジャヴと行動
を共にしていたバヤンツァガーンがボグド
＝ハーン政権の国会に奉呈した陳情書には，
自らの所属を「ゾーオダ盟ヒシクテン北旗
Хишигтэний умард хошууのザサグ一等タ
イジ・ロルゴルジャヴ旗��）」と記しており，
ヒシクテン旗はほどなく南北の二旗に分かれ

たようである��）。

III. 二ザサグ制と内モンゴルの政治構造

本章では，第一章，第二章において取り上
げたジャロード左旗，ヒシクテン旗における
二ザサグ制の分析に基づき，辛亥革命後の内
モンゴルの政治構造を考察していきたい。
まず，二ザサグ制成立の直接的契機が，辛
亥革命後のモンゴルの独立宣言とボグド＝
ハーン政権の誕生，清朝崩壊と袁世凱政権の
成立という二つの新たな政治権力が内モンゴ
ルを挟む形で出現したことにあったことは言
うまでもない。そして，その背景として，当
時の当該地域における最大の懸案であった漢
人の流入にともなう農耕地の拡大と牧地の縮
小に端を発する蒙漢の対立があったこともま
た事実であろう。しかしながら，二ザサグ制
の成立の要因は，蒙漢の対立という単純な二
項対立では説明し得ないもう一つの側面を有
していた。それは，同一旗内のザサグとタイ
ジ間の対立である。
ジャロード左旗のトゥメンウルズィー，ヒ
シクテン旗のロルゴルジャヴは，自旗のザサ
グに先立ちボグド＝ハーン政権に帰順を表明
し，ザサグを袁世凱に降ったとして批難し
た。さらに，ヒシクテン旗において顕著なよ
うに，ザサグのベフザヤーとロルゴルジャヴ
の間には，前代のザサグ職の継承をめぐる争
いが尾を引いており，二ザサグ制の背景には
この旗内既存の対立も大きく影響していたの
である。そして，蒙漢の対立と旗内のザサグ
とタイジ間の対立は密接に絡み合っていた。
それは，蒙漢対立の根源である旗内への漢人
農民の流入によりザサグは旗内の農地から地
租を徴集し，これを自らの収入となし，「漢」
との間に経済関係を築いていたのである。例
えば，『蒙古地誌』には，「本（ヒシクテン）

旗の地租は，全然札薩克の修得に歸す，即ち

��） Монгол улсын дээд, доод хурал, баримт бичгийн эмхтэл I(		�-		
): 
�-
�.
��） その後のヒシクテン北旗については別稿において論じるつもりである。
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一頃地を単位とし，粟一石五斗乃至雑穀二石
と定め，外に小差（小租）は，一項地に付制
銭十四吊を徴収す��）」とあり，旗民の生活空
間の縮小を代償にザサグは農地からの利益を
享受し，自らの収入源となしていたのである。
よって，旗内のモンゴル人の「漢」に対する
反発は，そのままザサグにまで向けられる可
能性を十分に孕んでいたと考えられよう。
では，この二ザサグ制の分析は，辛亥革命
後の当該地域の研究にいかなる新たな知見を
もたらし得るのであろうか。本稿において，
二ザサグ制は，ボグド＝ハーン政権が認める
ザサグと中華民国が認めるザサグの二人が並
立すること，そしてボグド＝ハーン政権が一
つの旗に同時に二人のザサグを任命したこと
を指し，そのうちの一人は中華民国がザサグ
として認めるものであると定義した。すでに
述べた通り，辛亥革命後の内モンゴルは，清
朝に代わりボグド＝ハーン政権と袁世凱政権
が互いに統合を競う係争地であったため，両
政権がそれぞれ自政権に従う人間をザサグと
して任命して当該地域の統合を図り，その結
果として一つの旗に二人のザサグが並立した
のである。しかしながら，本稿で取り上げた
二ザサグ制は，両政権が同じ人間をザサグと
して任命したこと，そしてボグド＝ハーン政
権が同時に一つの旗に二人のザサグを任命し
たという点に特徴があると言える。そこで，
この二ザサグ制を三つの側面，すなわち二つ
の政権がそれぞれ別の人間をザサグに任命し
たという側面，二つの政権が同一人物をザサ
グとして任命したという側面，そしてボグド
＝ハーン政権が一つの旗に同時に二人のザサ
グを任命したという側面について以下に論じ
ていきたい。
第一に，ボグド＝ハーン政権と中華民国そ
れぞれの任命したザサグが並立したという側
面についてみてみたい。これはジャロード左

旗の場合，トゥメンウルズィーとリンチンノ
イロヴ，ボヤンデルゲルとラハワンバルジ
ド，ヒシクテン旗の場合，ロルゴルジャヴと
ベフザヤーの関係である。まず，ボグド＝
ハーン政権が一つの旗に二人のザサグを認め
る決定を下した時期に注意を向けると，ジャ
ロード左旗が ����年 �月 �	日，ヒシクテン
旗が ����年 �月 �
日であり，いずれの場合
も ����年初頭であったことが分かる。この
時期は，中華民国による対内モンゴル政策を
考える上でも重要な時期となっていた。

���
年 ��月 �日の露中宣言成立時にペテ
ルブルクに赴いていたボグド＝ハーン政権総
理大臣サインノヨンハン＝ナムナンスレン
は，��月 ��日，ロシア外務大臣サゾノフに
宛て，

三者によりモンゴル問題を解決したいとい
うロシアと中国の要望に応じ，中国にとっ
てもモンゴルにとっても益のない戦闘を中
止するにあたって，モンゴル政府は戦闘行
為を停止するよう命令し，占領地から自国
軍を呼び戻した�
）

として，当時内モンゴルに展開していた自軍
の撤退を表明している。ボグド＝ハーン政権
は，���
年 �月 ��日に，帰順を表明した内
モンゴルの盟旗を中心に �路の軍の派遣を決
定して当該地域の防衛を図り，中国軍との戦
闘を繰り返していた。一時は，張家口にまで
軍を進めることになるが，再三にわたる武器，
弾薬の援助要請をロシアが拒否し，さらには
ロシアからの圧力により撤退を余儀なくされ
ていたのである��）。
ボグド＝ハーン政権が公式に内モンゴルに
おける軍の撤退を命令した後もバボージャヴ
の部隊がハルハと内モンゴルの境界地帯に残
存していたが，袁世凱は ����年 �月，省制

��） 柏原・濱田 ����下巻：	��.
�
） Попов ����: 
�.
��） ボグド＝ハーン政権軍の内モンゴルへの軍事行動については，タイブン ���
参照。
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への移行の前段階として熱河特別区（その
後，綏遠特別区，察喀爾特別区）を設置し，
ゾーオダ盟をゾソト盟とともにこれに編入し
た。この行政組織の改編は，当該地域が中華
民国の支配下に入ったことの表明を意味する
と言えよう。実際にボグド＝ハーン政権軍は
すでに撤退して内モンゴルになく，当該地域
にボグド＝ハーン政権の影響力は存在しな
かったかのごとく思われる。しかしながら，
ジャロード左旗のラハワンバルジドらがボグ
ド＝ハーン政権の印章をガラムに受け取りに
行かせたのもこの頃であった。民国政府によ
りザサグの継承を認められ，管掌する旗も中
華民国の行政組織下に編入された旗のザサグ
であるラハワンバルジドが，ボグド＝ハーン
政権の印章を求めていたことになる。つまり，
ボグド＝ハーン政権によるラハワンバルジド
のザサグ任命は，ボグド＝ハーン政権による
一方的任命ではなく，ラハワンバルジドもそ
の任命を受ける意思を有していたことになる
のである。
これは，同一旗内にボグド＝ハーン政権
により任命されたザサグ（トゥメンウル
ズィー，ボヤンデルゲル）がいたため，これ
を牽制するためにもボグド＝ハーン政権の印
章が必要であったことを物語っている。この
ことはとりもなおさず，当該地域において依
然ボグド＝ハーン政権の影響力が無視できな
いものとして存在していたことを裏付けてい
ると言えよう。しかしながら，ボグド＝ハー
ン政権が自政権に従うボヤンデルゲルとロル
ゴルジャヴをザサクとして任命した上に，袁
世凱から爵位を加えられたラハワンバルジ
ド，ベフザヤーをもザサグとして認めなけれ
ばならなかったのは，ボヤンデルゲル，ロル
ゴルジャヴが旗内のモンゴル人全てを掌握す
ることができずにいたためであり，この両旗
にボグド＝ハーン政権，中華民国のいずれの
支配権も完全には及んでいなかったという状

況を反映している。
第二に，同一人物を両政権がザサグに任命
した側面についてみてみたい。ジャロード左
旗のラハワンバルジド，ヒシクテン旗のベフ
ザヤーは，ボグド＝ハーン政権，中華民国の
双方からザサグとして認められていたことに
なる。しかしながら，両政権にとっての両者
の位置づけは異なるものであった。それは，
中華民国にとって両者が旗内唯一のザサグで
あったのに対し，ボグド＝ハーン政権にとっ
ては，旗内に並立する二人のザサグの一人で
あったのである。この相違は，両政権の統治
原理の相違から生じたものと考えられる。
「はじめに」において述べた通り，盟旗制
はその基本形態が集団組織であるために本質
的には属人主義行政であるが，その一方では
境界（旗界）を有する領域的行政区分という
もう一つの性格をモンゴル社会にもたらし
た。近代国家は政治的境界を強く要求するが，
中華民国にとって「旗」は境界を有する行政
区分であり，旗の集合である「盟」，さらに
盟の集合である「内モンゴル」はとりもなお
さず中華民国の不可分の領土であった。その
ため，中華民国にとってのザサグは，旗とい
う中華民国の領土の一部を管轄する行政官の
側面を有する。しかしながら，清朝が旗界を
設け，法令によって他旗に越界放牧すること
を禁じていたのに反し，後藤十三雄が，「実
際にはアイルの放牧圏の一部が隣接旗に及ん
でいることは珍しくない。甲旗の住民が境界
に近い乙旗の牧地を利用していたとしても甲
旗の水が遠く事実上利用し得ないような場合
には，なんの紛擾も生ぜず甲旗住民の既得権
が認められる。満洲国に属するアル＝コルチ
ンその他の旗の畜群が蒙彊のウヂュムチン旗
に越界放牧し，或は其の反対の実例も稀では
ない。農業社会の土地境界と遊牧民社会のそ
れとは同一性質のものではありえない��）」と
書き記しているごとく，清朝がモンゴルに導

��） 後藤 ����：���.
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入を試みた固定された境界は完全には定着す
ることはなく，旗の二面性は辛亥革命以後も
維持されていたことを窺い知ることができる
のである。
一方，ボグド＝ハーン政権にとって，「旗」
は第一義的にはモンゴル人の集合であり，ラ
ハワンバルジド，ベフザヤー以外にも同一旗
内にボヤンデルゲル，ロルゴルジャヴという
他のザサグを任命したということは，双方が
「旗」という行政組織に属するモンゴル人全
て掌握していたわけではなく，旗内に並立し
た二人のザサグが「旗」に属するモンゴル人
を二分していたことを示している。換言すれ
ば，実際には旗内のモンゴル人全てを掌握し
ていなかったにも関わらず，民国政府はラハ
ワンバルジド，ベフザヤーを旗内唯一のザサ
グとして旗行政を担わせていたことになる。
このことは，民国政府が認識する「旗」とボ
グド＝ハーン政権が認識する「旗」が完全な
同義ではなく，その内実をいくぶん異にして
いたことを示していると言えよう。仮にそう
であるならば，民国政府が統合を目指した地
図上に描かれた「内モンゴル」とボグド＝
ハーン政権が統合を目指した「内モンゴル」
とは完全には一致しないことになる。つまり，
近代の領域的主権国家の観点からのみ当時の
この地域を理解しようとすれば，実態を見誤
る可能性があることを指摘し得るであろう。
この場合，東部内モンゴル旗内に設置され
ていった県と旗の関係が問題になってくる。
そもそも県は漢人統治のために設けられた行
政組織であり，その意味で初期の県も属人主
義行政であった。すなわち，県の領域が旗の
領域と重なっていたのである。しかしながら，
旗は本来その領域が旗民の遊牧範囲を定める
ために設定された二次的属地主義であり，後
藤が述べる「農業社会の土地境界と遊牧民社
会のそれとは同一性質のものではありえな
い」のに対し，県は旗の領域内における制限

付属人主義行政であった。両者の違いは，旗
は原則として純然と旗民を追うのに対し，県
は先に領域が設定され，その域内の人頭を追
うのであり，原理的に域外の人間は統治の対
象にはならない。ただし，中華民国成立以降
に民国政府によって開放された地域の県は県
域が厳密に画定されていったため，完全な属
地主義行政である。
とはいえ，独立宣言後に近代国際社会と主
体的に関わるようになったボグド＝ハーン政
権も「境界」を有する領域に対して全く無関
心でいたわけではなかったようである。����
年 ��月 
日に締結した露蒙協定において，
協定の適用範囲は「モンゴル（国）」とされ，
その境界は不明瞭のままであった��）。しかし
ながら，協定締結直後の ��月 ��日，ボグド
＝ハーン政権外務省は，

いかなる政権であろうとも国境 jiq-a 
kijaγarを明らかにして定め，国境警備所
を設けることを重視するのであり，国境を
明らかにし定めるに際しては地図に依るこ
とが極めて多いのである。現在，わがモン
ゴル国が新政権を樹立して後，内外のモン
ゴル諸部，諸旗が次々と帰順し続けている
のに，現在に至るまで国境 ulus-un kijaγar
を明らかにし定めていない。然るべきは，
現在すでに帰順した諸部，諸旗の土地の地
図を即刻届けさせ，入念に明確に合わせて
地図を作成し，今後帰順する部，旗の地図
をその都度付け加え，後に国境を画定し，
国境警備所を設けるのに資さなければなら
ない

とし，フレーのエルデネ＝シャンゾドバ，ハ
ルハ四部の盟長などのほかに，「フルンボイ
ル地方の総理大臣たる貝

ベ イ セ

子（勝福）ら，サ
インザヤート部の左翼ドゥルヴド盟長，将
軍，左翼ホイトの公トゥメンバヤル，新トル

��） 露蒙協定における「モンゴル」をめぐる問題については，橘 ����cを参照。
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グート盟長ミシグドンノロヴ，ジリム盟のザ
サグト王オダイ，貝

ベイセ

子ラシミンジュール，ホ
ルチン左翼の王ナランゲレル，ジャライド王
バドマラヴタン，ゾソト盟トゥメド左翼の王
セレンナムジルワンボー，ゾーオダ盟バーリ
ン貝

ベイセ

子セデンナムジルワンボー，シリーンゴ
ル盟の王マクサルジャヴ，セルネントジル，
サンダクドルジ，貝

ベイル

勒ゴムボスレン，オラー
ンツァヴ盟の王ラハワンノロヴ，フブスグル
＝ノールのオリヤンハイの公ヒシグジャルガ
ル」などに対し，それぞれの支配地域の地図
と目録を，命令を受け取った後，半月以内に
外務省に送付するよう命じたのである�	）。こ
こに挙げられた王公たちは，書簡中にも述べ
られているように，すべてボグド＝ハーン政
権に対して帰順を表明していたものたちで
あった。この命令は，ボグド＝ハーン政権が
近代国家としての「国境」を意識していたこ
とを示す初めての事例であり，帰順した王公
の支配する地域の境界を明らかにし，国境を
把握しようとする試みであったと理解できる。
当時のボグド＝ハーン政権が漢訳『万国公
法』のモンゴル語訳をすでに所有していたこ
とは明らかになっており��），彼らが国際法を
知り，境界を有する領域の重要性も認識して
いたはずである。露蒙協定において境界が不
明瞭な「モンゴル」という語を協定文中に用
いたのは，内モンゴルを将来的に統合するた
め，あえてモンゴル側が提案したことであっ
たが，この命令から明らかなように，実際に
はボグド＝ハーン政権は自らの領域を主張す
る根拠となる地図を有していなかったことに
なる。
その後もボグド＝ハーン政権は境界の把握
に努めようとする。先の命令からおよそ一年
後の ���
年 ��月 ��日，ボグド＝ハーンの，

われらが全モンゴルの土地の境界を一体ど
この地で設け，どの国と境界を接し分かれ
て居住してきたのかを，各境域の大臣らに
使者，書簡を送り，周辺地域を明らかにし
て調べさせ，土地の地図を作成し，詳しく
知る官吏に託して届けさせ，審議，決定に
備えさせることを布告し命令せよ

との勅令を受け，総理府は，東南境域大臣イェ
グゼル＝ホトクト，西南境域大臣トゥシェー
ト王，西部境域大臣らに対し，

能力ある官吏を隊を分けて派遣し，古のモ
ンゴル人の土地の境界が一体どの地にあっ
たのかを入念に明確に調査させ，双方から
派遣した官吏が互いに落ち合い，無駄に土
地を残し放置させることのないようにし，
目録を作成させ，事を完遂させ，しっかり
と明らかにさせて，早急にも早急にわが
〔総理〕府に報告し送り届け，上のご高覧
に供するのに備えさせよ��）

との命令を発した。これらの命令が実際にど
のように遂行されたのかは今後の課題とせざ
るを得ないが，国境把握の意欲は十分に窺え
よう。
最後に，第三の側面，ボグド＝ハーン政権
が一つの旗に二人のザサグを同時に任命した
ことについてみてみたい。ここでは，ボグド
＝ハーン政権はなぜ旗内の対立を解決するに
あたり，一つの旗に二人のザサグを同時に任
命するという措置を講じたのか，あるいは講
じ得たのかが問題となる。一つの行政単位の
中に二つの公権力が並存すれば，混乱が生じ
る虞が存したはずである。だが，ボグド＝ハー
ン政権の決定では，ジャロード左旗の場合は，
「一つの旗に二人のザサグが存在することに

�	） МУҮТА. ФA	-Д�-ХН�
�.
��） 橘 ����b参照。なお，このモンゴル語訳『万国公法』の既発見部分は Түмэн улсын ердийн цаазと

して刊行されている。
��） МУҮТА. ФA�-Д�-ХН�-Х��-��.
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至ってしまうが，旗の人々をうまく治めるな
らばどのように処理しようともさほど困難な
ことではない」と，ヒシクテン旗の場合は，
「最終的には旗が二つになってしまうが不可
ということはないのではなかろうか」と判断
されている。
一つの行政単位（旗）の中に二つの権力が
並存し得たということは，その行政単位の他
に実態として機能している別の集団組織の存
在が推測される。岡洋樹氏は，清代のハルハ・
モンゴルにおいて，清朝が導入した盟旗制と
共存する，「アイマグ～バグ・オトグ的社会
構造」の存在を指摘している	�）。これは，王
公タイジの父系血縁分枝（バグ）と属民（ア
ルド）との統属関係に基づく社会編成（オト
グ）であり，この社会構造においては，「旗
内においても王族分枝はさらに分立してい
き，複数の分枝集団を生み出す」という。す
でに岡氏が指摘している通り，ハルハのオト
グのように，内モンゴルの旗内にはノタグと
いう社会組織の存在が報告されており，各ノ
タグの領域はある程度定まっており，旗内で
棲み分けがなされていたようである。満洲国
時代の調査報告書によると，ホルチン左翼中
旗には �，ジャライド旗には ��のノタグが
あったと記されている	�）。
また，『東部蒙古誌補修草稿』には，ノタ

グとは記されていないが，ジリム盟ゴルロ
ス後旗について，「旗祖冴里

ママ

（果）ノ長子ハ
鎮国公ヲ二子ハ一等台吉三氏ハ二等台吉ヲ各
世襲シテ旗内ヲ三部ニ区画シ各系統者ハ其区
画内ニ分居セリ……以上三支ノ子孫ハ其枝葉
数支ニ分岐シ来タリト雖各自祖先以来ノ分轄
セル区域内ニ居住シ更ニ各自区画内ノ一地区
ヲ分掌シ牧畜開墾其他ノ使用ニ供シ来リタ
ル	�）」とあり，旗内における集団組織の存在

とそれぞれが一定地域に居住していたことを
報告している。
ここで二ザサグ制に目を向けると，ジャ
ロード左旗やヒシクテン旗においてザサグと
なった二人は，このような旗内にいくつか存
在するノタグのうち，異なるノタグに属する
ものだったのではないかと推測できる。民国
初年，ヒシクテン旗には中阿魯（ズーン＝ア
ル），巴隆阿魯（バローン＝アル）という二
つの努吐克（ノタグ）があったという	
）。そ
の起源を清代に求めることができるか否かは
いまだ確認できていないが，ロルゴルジャヴ
とベフザヤーは「遠戚」とあり，異なるノタ
グに属していた可能性は高いと思われる。旗
内においてすでにその下位組織として機能し
ていた集団組織があったからこそ，ボグド＝
ハーン政権はそれぞれをザサグに任命しても
大きな混乱は生じないと判断したとは考えら
れないであろうか。
このように考えれば，清朝が導入した盟旗
制下において，淘汰されることなく並存して
いた社会構造をボグド＝ハーン政権が追認し
たとも理解できる。ボグド＝ハーン政権とし
ては旗民全てを掌握できなければ，その旗を
完全に統合したことにはならないため，二人
のザサグを介して全ての旗民を支配すること
により，その旗の統合を図っていったのであ
る。二ザサグ制成立の背景には，このような
モンゴルの社会構造が反映され，その中にボ
グド＝ハーン政権，中華民国という二つの権
力が交錯し，一層複雑な様相を呈すことに
なったのである。

おわりに

以上，本稿では，辛亥革命後のジャロード

	�） 岡 ���
：��.
	�） 満洲国興安局 a：��，満洲国興安局 b：	.
	�） 関東都督府陸軍部 ����下巻：
�. 辛亥革命後，ゴルロス後旗においてもザサグ位をめぐる争いが

起こり，ザサグである第二子系統者ボヤンツォグと第一子系統者ダムリンジャヴが対立したのであ
る。本問題の詳細については橘 ���	を参照。

	
） 克什克騰旗地方志編纂委員会 ���
：�	�.
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左旗，ヒシクテン旗において現れた二ザサグ
制を取り上げ，その成立の背景と過程を追い，
辛亥革命後における内モンゴルの政治構造の
一端を明らかにした。それは，辛亥革命後，
清朝皇帝に代わるボグド＝ハーン政権，中華
民国という二つの権威の出現が旗内既存の対
立を顕在化させ，対立する双方が統治原理を
異にするボグド＝ハーン政権，中華民国の権
威を頼り，そのために当該地域には一時期，
いずれの政権の政治権力も完全には浸透せず
に混在していたということ，そして旗内にお
いて対立していた双方とも，旗内において自
立した集団組織を形成していたであろうとい
うことである。このことからは，辛亥革命後
のボグド＝ハーン政権，中華民国へのモンゴ
ル王公の「帰順」の問題を考察する際に，「モ
ンゴル」か「中国」かという単純な図式では
捉えられない，旗内の政治構造という新たな
要素を考慮しなければならないことを指摘し
得るであろう。
また，これまでボグド＝ハーン政権の内モ
ンゴル統合の試みは，ロシアや中国との外交
交渉を中心に語られてきたが，二ザサク制の
考察は，ボグド＝ハーン政権が実際に内モン
ゴルをいかなる政策により統治しようとして
いたかを知る上で重要な手掛かりを与え，そ
の考察は本稿において試みたごとく，ひいて
は当該地域の社会・政治構造の解明にもつな
がると考えられる。
しかしながら，本稿で取り上げた二ザサク
制は，いまだその研究が端緒に就いたばかり
であり，もとより課題は山積している。まず
は，この二ザサク制がどのようにして解消さ
れていったのかという問題である。管見の限
り，トゥメンウルズィーやボヤンデルゲル，
ロルゴルジャヴがザサグとして任命されたこ
と自体が漢語，日本語資料などには見当たら
ないため，����年のキャフタ協定によりボグド
＝ハーン政権と内モンゴル間の関係が絶たれ
た際に，自然と中華民国側の原理で解消され
たとも推察できる。しかしながら，ヒシクテ

ン旗のロルゴルジャヴは，����年にザサグ・
ベフザヤーを追放して再度ザサグの地位に返
り咲いていることから，ザサグという立場で
なくとも彼が依然として旗内においてある程
度の影響力を維持していたことが窺われる。
また，ジャロード左旗においても，ラハワ
ンバルジドに後継がなかったため，協理タイ
ジのホワシンガの息子アルタンオチルがラハ
ワンバルジドの養子となり，後にジャロード
旗のザサグとなっている。そもそもラハワン
バルジドの父リンチンノイロヴがその前代の
ザサグ・ダムリンワンジルの養子であり，こ
のような襲爵の事情が辛亥革命後の二ザサク
制の背景の一つになったとも考えられるので
ある。
第二に，本稿では，ボグド＝ハーン政権が
講じた措置から，旗内に並立した二人のザサ
グがそれぞれ異なる集団組織に属していたと
推測したが，これは史料的に実証されたわけ
ではない。種々の情報から，盟旗制と共存す
る旗内のオトグあるいはノタグのような集団
組織が内モンゴルに存在していたことは蓋然
性が高いと思われるが，旗内の対立が果たし
て異なる集団組織間の対立であったかについ
ては更なる考察が必要である。
そして第三は，二ザサグ制が成立したジャ
ロード左旗とヒシクテン旗の共通性は何か，
そして当時の他盟他旗の政治状況はいかなる
ものであったのかという問題である。本稿で
取り上げた両旗は，内モンゴル東部地域に属
し，漢人の入植による牧地の農耕地化が始
まっており，開魯や経棚などの県が設置され
ていく地域であった。この漢人の入植にとも
なう蒙漢対立の激化と，漢人とのつながりを
持つようになったザサグが旗内のモンゴル人
の反感を買っていたという構造は本稿におい
ても一部触れたが，ザサグと漢人とのつなが
りを示す十分な事例は提示できていない。ま
た，本稿では遊牧が優勢な地域における状況
についても触れることはできなかった。これ
らは全て今後の課題としたい。
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ザヒーラ考
後期マムルーク朝のスルターン財政

五 十 嵐　大　介
（日本学術振興会特別研究員［東洋文庫］）

A Study on al-Dhakhīra
Th e Sultan’s Finance during the Circassian Mamluk Period

Igarashi, Daisuke
JSPS Research Fellow, � e Toyo Bunko

Since the establishment of Dīwān al-Amlāk (the bureau of the Sultan’s private 
real estates) by Barqūq, the fi rst sultan of the Circassian Mamluks, the suc-
cessive sultans, being independent of the state’s purse, attempted to ensure 
their personal revenue sources, particularly in the form of agricultural land. 
Al-Dhakhīra, which originally meant “treasure” in Arabic, is a key techni-
cal term that was used to refer to the Sultan’s fi nance during the Circassian 
Mamluk period; with time it has taken on new meanings. � rough an investi-
gation of al-Dhakhīra, this article described the structure and development of 
the Sultan’s fi nance; it also discussed the background required it to play the 
crucial role in the state’s fi nancial administration.

The meaning of the term al-Dhakhīra changed from “treasure” to lands 
possessed by the Sultan himself, such as lands that were privately-owned, 
leased, waqf (religiously endowed), and lands under his ḥimāya (private pro-
tection). It finally became the general term for various kinds of financial 
resources under the direct control of the Sultan. This transition in meaning 
was paralleled to the gradual increase in the Sultan’s finances such as the 
increase in his privy purse, establishment of his private domains, the change 
in the character of the lands—from privately-held lands to an offi  cial revenue 
source belonging to the sultanate, and finally the diversity of the Sultan’s 
financial resources. These major developments in the Sultan’s finances 
occurred in the midst of the collapse of the traditional landholding system in 
the Mamluk state; that is, during this period, the alienation and privatization 
of state lands by powerful individuals radically unsettled the structure of the 
Mamluk state, which was based on the iqṭā‘ system and depended on land tax 

Keywords: The Mamluk sultanate, Financial system, Land tenure system, 
Waqf, Commercial policy

キーワード : マムルーク朝，財政制度，土地制度，ワクフ，商業政策
＊ 本稿は，平成 �	，��年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。
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I　はじめに

前稿（五十嵐 ����b）で私は，チェルケス・
マムルーク朝（	��-���/�
��-���	）初代ス
ルターン，バルクーク al-Ẓāhir Barqūq（在
位 	��-��，	��-���/�
��-��，�
��-��）が
私財，特に農地を中心とした不動産を私有地
やワクフ（waqf：寄進。複数形はアウカー
フ awqāf）として保有し，その運営を新設し
たアムラーク庁（Dīwān al-Amlāk：私有不
動産庁）を軸として組織化したことを明らか
にした。スルターンが国家財政から独立した
自身の財産形成に努めることはそれ以前から
見られたが，このような不動産を軸とした財
源確保の手法は，特にバフリー・マムルー

ク朝（���-	��/����-�
��）末期から盛んに
なった。そしてバルクークによって組織化さ
れた「スルターン財政」は，以後の歴代スル
ターンたちのもと，拡大の一途を辿ることと
なった。それは商業活動への介入や売官など
を通じた財貨の獲得の他，農地・都市不動産
の購入とそのワクフ化による恒常的な収入源
の確保など，様々な施策・形態を通じて追求
された。そして，大規模なワクフ設定と様々
な財政政策の導入で知られるマムルーク朝
末期の二大スルターン，カーイトバーイ al-
Ashraf Qāytbāy（在位 �	�-���/����-��）と
ガウリー al-Ashraf Qānṣūh al-Ghawrī（在位
���-��/����-��）のもとで，スルターン財
政の規模は頂点に達したのである�）。
このようなスルターン財政の拡大が，チェ

revenues from the government domain. � erefore, like other powerful amirs 
who pursued their own interests, successive sultans encouraged the large-
scale expansion of resources under their direct control through the diversion 
of state lands or the acquisition of once-alienated lands from the state treasury 
in order to cement their positions as well as to sustain the weakened state 
fi nances. Subsequently, al-Dhakhīra became essential for the fi nancial admin-
istration of the state. It could be said that the development of al-Dhakhīra 
was part of a process by which the members of the ruling elite (including the 
Sultan) privatized state resources, and a means of maintaining the Mamluk 
regime weakened under the prevailing social situation wherein the privatiza-
tion of state lands continued uninterrupted.

I はじめに
II スルターン私財の形成と発展：ザヒーラ
の語意分析から

�. ザヒーラとは何か
�. 土地権益とザヒーラ：動産から「スル
ターン私領」へ

III スルターン私財とその運営
�. 「スルターン私領」の構造
�. スルターン私財担当官の変遷

IV スルターン直轄財源の確立

�. スルターン直轄領の形成
�. ワクフとザヒーラ

. 商業とザヒーラ
�. その他

V スルターン財政拡大の意味
�. 行財政運営におけるザヒーラの役割
�. スルターン交代時のザヒーラ：権益の
集積と流出のサイクル

VI おわりに

�） 両スルターンの財政政策については，Petry ����a: chap. �, 	; 三浦 ����: �-
, ��-��; Miura ����: 
���, ���-�	�.
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ルケス時代を通じて深刻化した財政難の影響
を受けたものであることは間違いない。しか
しながら，これまでは「スルターン＝国家の
長」という理念もあり，歴代スルターンのこ
のような施策は単純に「国家の財政政策」と
見なされたように，国家財政とスルターン財
政の区別は曖昧に捉えられ，この分離が示す
意味は見落とされてきた。しかし，スルター
ンの経済基盤の独立と発展は，財政難とその
対応という次元に止まらず，スルターン権力
や政治構造，さらには国家体制そのもののあ
り方とも密接に関係する問題である。一方，
この時代の財政難は，経済的衰退のみに原因
を求め得る現象ではなく，より本質的には土
地制度上の問題が背景にあった。すなわち，
バフリー末期より進行した，国有地（amlāk 
bayt al-māl）の私有化・ワクフ化に代表さ
れる国家による土地徴税権の一元的掌握と管
理能力の低下が，イクター制と政府直轄地収
入に依拠した既存の行財政システムを根底か
ら動揺させていたのである�）。このような当
時の社会的状況を踏まえた上で，スルターン
財政の独立と拡大の意味を，より広くマム
ルーク朝国家体制の構造的変化という視点か
ら探っていく必要があろう。
さて，この時代のスルターン財政を見てい
くにあたって史料中に表れる重要なキーワー
ドが，「ザヒーラ（al-Dhakhīra）」である。
この語は本来「獲得されたもの」転じて「財
宝，蓄え」という意味を持つアラビア語であ
り
），個人の秘匿された財貨を指す一般名詞
として用いられていたものの，チェルケス期
にはスルターン財政と関連する特殊な用語と
なり，かつ時代とともに意味内容が変化して
いった。しかし，これまでこの語は特にテク
ニカルタームとして認識されてこなかったた

め，その語意およびその変遷がもつ意味は明
らかでない。スルターン財政の問題に取り組
むには，まずはこの語の意味を明らかにして
いくことが不可欠であると考える。
以上のような問題意識のもと，本稿ではこ
のザヒーラという用語を手掛りとして，チェ
ルケス・マムルーク朝におけるスルターン財
政のあり方と展開，およびこれが必要とされ
た背景とそれが果たした役割について考察す
る。それによって，チェルケス期を通じて進
行した国家財政の困窮・再編と最終的な破
綻，およびスルターン財政の拡大と発展は，
有機的に関連した一連の現象であり，それは
この時代を通じた土地制度の変動と，有力者
による私的権益集積の進行と深く結びついて
いることを明らかにする。その上で，マムルー
ク朝国家体制の歴史的展開を俯瞰する，全体
的な見通しを提示したい。

II　スルターン私財の形成と発展：
ザヒーラの語意分析から

�. ザヒーラとは何か
まず最初に，本稿で考察するザヒーラが，
先行研究や史料中でどのような意味で扱われ
ているか整理する。前述のように，これまで
この語をテクニカルタームと見なして具体的
に検討した研究はない。ただし，このザヒー
ラの名を冠した財務官の存在は知られてお
り，漠然とスルターン個人の財物（treasure）
を監督していたと考えられてきた�）。それに
対しポリアク Poliakの研究では，保有者の
いない欠員イクターを管理していたのが「ザ
ヒーラ庁（Dīwān al-Dhakhīra）」であった
とされる�）。一方ナースィルNāṣirは，この
ディーワーンは直接スルターンにあてがわ
れ，その収入が彼の個人的裁量によって費や

�） Abū Ghāzī ����; Sabra ����; 五十嵐 ����: 序論，第 �部第 �章；id. ����a.

） Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, �: 
��-
�
; al-Fīrūzābādī, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, �: 
�; Lane ���
-�
, 
: 

���.
�） Popper ����-�	, �: �
, ��; Martel-� oumian ����: ��; Amīn ����: ���-���; Sabra ����: 	�.
�） Poliak ��
�: ��.
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された，スルターン専用のイクターを管理し
ていたと見る�）。また他にも，ヴェネチア―
マムルーク朝間の香辛料貿易を扱った研究で
は，ヴェネチアに残存する貿易協定文書に表
れる「dacchieri」というマムルーク朝側の
商業担当機関が，アラビア語のザヒーラに比
定されている	）。
一方，マムルーク朝時代の行政便覧的な
史料によれば，Masālikや Ṣubḥにはザヒー
ラ関連の職務についての記述はなく，これ
らが対象としているバフリー期からチェル
ケス初期には，具体的な組織や官職として
は未確立であったことを示唆する。それよ
り後の時代，ジャクマク al-Ẓāhir Jaqmaq
の治世（���-�	/��
�-�
）初期の ���/����
年に執筆された Zubdaには，ザヒーラ庁の
存在が確認できる。しかしその記述は，「こ
れは最も重要なディーワーンの一つであり，
多くの収入源（jihāt）からザヒーラの財
貨（amwāl al-dhakhīra）を集める。これに
は一人の監督官（nāẓir）と複数の官吏たち
（mubāshirūn）がいる」との説明にとどま
り�），具体的なことは全く不明である。
そ れ に 対 し て， そ の 前 の ス ル タ ー
ン， バ ル ス バ ー イ al-Ashraf Barsbāy期
（���-��/����-
�）頃に書かれたとされる
Dīwān al-Inshā’には，このザヒーラについ
て唯一，以下のように具体的な説明がなされ
ている：

「アムラーク・ザヒーラ監督官職（naẓar 
al-amlāk wa-al-dhakhīra）。これら二つは
相互に結びついた収入源である（humā 
jihatāni mutaqāranatāni）。アムラークと
は農地（ḍiyā‘）と住宅（ribā‘）とそれに
関係する，君主もしくはその親族（aqārib-

hu）のために購入されたものであり，ザヒー
ラとは，地区（nawāḥī）�）や農地（mazāri‘），
水車（dawālīb）その他のうち，君主のた
めに賃借されたものである。この職の就任
者は，君主のために購入されたもの，そこ
から売られたもの，彼のために賃借された
もの，賃借したものといったかかる諸収入
源を管轄する。彼は支出するものを支出し，
［収入として］運ばれたものを金庫（al-
khazā’in）に運ぶ担当者（mutaṣarrif）で
ある。時にはこの職を剣の人（dhū sayf：
軍人）が務める。」��）

このように，Dīwān al-Inshā‘によれば，
アムラークが「スルターンの私有不動産」で
あるのに対して，ザヒーラとは「スルターン
の賃借地」を指したという。
以上のようにザヒーラの語意をめぐって
は，先行研究や史料によって全く異なる解釈
が並存している。しかし結論から言えば，こ
れらの説はいずれも正しい。チェルケス時代
を通じたスルターン財政の展開に伴い，ザ
ヒーラという語も新たな意味を加え，時代ご
とに語意が変化していったのである。それに
ついては本稿での議論を通じて示していく
が，まずは出発点として，この語が年代記中
に頻繁に見られるようになり，スルターンの
私財と深く関係するようになった，�/��世
紀後半のバフリー末期からチェルケス初期の
用例について整理してみよう��）。
ザヒーラは複数形（dhakhā’ir）とともに，

バフリー末期から年代記中に頻出するが，そ
こでは本来の語義通り，財宝や蓄えを指す一
般名詞として用いられている。ただし，この
時期にスルターンやアミールが各々私財の獲
得に努め，��/��世紀初頭のマムルーク朝滅

�） Nāṣir ���
: ���-��	.
	） 古林 ����: ��; Wansbrough ����: ���, ���, note 	; id. ���
: ���, note 
.
�） al-Ẓāhirī, Zubda, ���. 執筆年については，菊池 ���	: ��.
�） 単数型は nāḥiya。エジプトの土地の収入高，面積が算出された単位で，行政村にあたる。
��） Dīwān al-Inshā’, fol. �
	v. なおこの史料については，Martel-� oumian ����: ��.
��） 以下の内容は五十嵐 ����b: �
-��; id. ����: 	�-��で既に論じたが，ここでも概略を述べておく。
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亡まで続く国有地その他国家に属する各種
権益の流出と私有化の端緒となったことか
ら��），特に有力者が保有し，時には秘匿して
いた金銀財宝その他侈奢品といった私的な動
産の蓄えを指す例が多い�
）。一方で農地・住
宅などの私有不動産は「アムラーク」の語
が用いられ，同じ私財であっても明確に区
別されている��）。その中で，特にスルターン
のザヒーラに目を向ければ，シャーバーン �
世 al-Ashraf Sha‘bān（在位 	��-	�/�
�
-		）
治下の 		�/�
	�年に「ザヒーラ監督官（nāẓir 
al-dhakhīra）」職が史料中に初めて表れ
る��）。彼は自身と一族の土地保有を促進する
など，私財の獲得に努めたことで知られ，こ
の職の出現はその規模の拡大を示すものと言
えよう。その後 	��/�
��年に即位したバル
クークは，私有地の獲得とそのワクフ化を通
じて私財を拡張するとともに，その管理運営
のための機構を整備した。	�	/�
��年に彼
の私有地を管理するアムラーク庁が新設され
たのに続き，	��/�
�	年には「アムラーク・
アウカーフ・ザヒーラ庁長官（ustādār al-
amlāk wa-al-awqāf wa-al-dhakhīra）」 が 任
命され，彼の私有の動産・不動産およびワク
フ財が「スルターン私財」として一元的に管
理運営されるようになった。そして宦官のサ
ンダル Ṣandal al-Manjakīが「ザヒーラの金
庫係（khāzindār al-dhakhīra）」として，こ
うして集められた財貨の保管と出納を担った
のである��）。
以上の事例から，バフリー末期からチェル
ケス初期にかけては，ザヒーラは有力者，特
にスルターン私有の動産の意味で用いられて

いることが本来の語義からも史料上の用法
からも明らかである。それに対し，先に見
た Dīwān al-Inshā’によれば，バルスバーイ
期頃までにはこれが「スルターンの賃借地」
を指すようになったという。それでは，かか
る語意の変化がどのような経緯で起こったの
か，土地制度の問題を視野に入れながら検討
してみよう。

�.  土地権益とザヒーラ：動産から「スル
ターン私領」へ
バフリー末期以降，国家がハラージュを徴
収する政府直轄地が，有力アミールによって
安価で賃借されるようになり，財政難の原
因として問題視された。このような「賃借
地（musta’jarāt）」は有力者の持つ利権の一
つとして史料中に頻繁に表れる。例えばバ
フリー末期に事実上の統治者の地位にあっ
たアターベク（atābak al-‘asākir：総司令）・
シャイフ（ーン）Shaykhū(n) al-Nāṣirī（d. 
	��/�
�	）は，彼がエジプト・シリアの各
地に保有したイクターと私有地と賃借地か
ら，毎日 ��万ディルハム（dh）以上の収入
があったと言われる�	）。このような直轄地賃
借の広まりは，スルターン権力の弱体化やペ
ストの蔓延による農村への被害とイクター制
への打撃といった，バフリー末期の不安定
な政治的・経済的状況を主因としたもので
あったが��），それが有力者の私財確保の手段
として広く行われていた当時の状況を考えれ
ば，もともとアミールの一員であったスル
ターンが他のアミールたちと同様に，当時流
行していた「賃借」によって土地を保持し

��） Sabra ����: ��	-���. cf. 五十嵐 ����: ��-��.
�
） al-Maqrīzī, Sulūk, 
: 
��, 
��; Ibn Qāḍī Shuhba, Ta’rīkh, �: ��.
��） Cf. 川本 ����: ��.
��） al-Maqrīzī, Sulūk, 
: ���.
��） 	�	/�
��年：al-Maqrīzī, Sulūk, 
: �
�; Ibn al-Furāt, Duwal, �: ���; Ibn Qāḍī Shuhba, Ta’rīkh, �: 

���. 	��/�
�	年：Duwal, �: ���; Ta’rīkh, �: ���. ザヒーラの金庫係：Duwal, �: ���, ���; Ta’rīkh, 
�: ��.

�	） al-Ṣafadī, A‘yān al-‘Aṣr, �: �
�; Ibn Taghrībirdī, Manhal, �: ���.
��） 五十嵐 ����: ��-�
; id. ����a: �-	.
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ていたことは不思議ではない。事実，バル
クークはアミール時代も即位後も賃借地を
持っていた形跡がある��）。またその息子のス
ルターン・ファラジュ al-Nāṣir Faraj（在位
���-�，���-��/�
��-����，����-��）も，「ア
ミールたちと同様に」彼の賃借地と，同じく
土地に関係する権益である後述のヒマーヤ
（ḥimāya：保護）による収入を管轄するため
のディーワーンを置いていた��）。
それでは，ザヒーラがこのような「スル
ターンの賃借地」を指すようになったとする
ならば，それはどのような経緯によるのだろ
うか。ザヒーラが土地を示していることが明
確な最初の事例は，バルクーク治世末期の
	��/�
�	年に行われた土地測量に関する以
下の記事である：

「	��年ジュマーダーⅠ月 �日（�
�	年
�月 �日），スルターン（バルクーク）は
収税長官（shādd al-dawāwīn）のアミー
ル・フサインḤusām al-Dīn Ḥusayn al-
Gharsīに，上エジプトへの出立と，［同地
における］国家の土地（bilād al-dawla al-
sharīfa）と私有地（al-amlāk）とザヒーラ

（al-dhakhīra）［の土地］の測量（misāḥa）
を命じた。」��）

この記事におけるザヒーラが，この時代に
一般的なスルターンの動産の意味ではなく，
土地の範疇に属することは明らかであるが，
それが具体的に何を指しているかは明確でな
い。ここでの「私有地」がバルクークの私有
地を指していると考えれば，この測量が上エ

��） al-Maqrīzī, Sulūk, 
: ���, ���-���; Ibn Qāḍī Shuhba, Ta’rīkh, �: ���, ���; Ibn al-Furāt, Duwal, �: 
�
�.

��） al-Maqrīzī, Khiṭaṭ, �: ���.
��） Ibn al-Furāt, Duwal, �: ���.

図表 I-�―スルターン私財担当官職名表記の比較

番号 就任日付 人名 ustādār/nāẓir Ibn al-Furāt (d. ��	)
Ibn Ḥijjī
(d. ���)

al-Maqrīzī
(d. ���)

� 	��/�/�� ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī b. al-Ṭablāwī U A/W/D [�: ���] A/W [
: �	�]

� ���/�/� Faraj al-Ḥalabī U A/M [���] A/D [
: ���]


 ���/�/� Zayn al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān b. 
al-Kuwayz

N

� ���/	/�� Nāṣir al-Dīn Muḥammad b. 
Sunqur

U D/M [���] A/W/D [
: �
�]
D/A [
: ���	]

� ���/�/�� Tāj al-Dīn b. Samakh N

� ��	/�� ‘Alā al-Dīn al-Baghdādī U

	 ���/�
���/	

Taqī al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb b. 
Abī Shākir

U A/W [�: ���]
D/A [�: ���]

� (���) Nāṣir al-Dīn Muḥammad b. 
Ḥasan al-Fāqūsī

N

� ���/�/	 Zayn al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān b. 
al-Kuwayz

U D [�: ����]

A: Amlāk/D: Dhakhīra/H: Ḥimāyāt/M: Musta’jarāt/W: Awqāf
※出典は特に指定がない場合は以下の通り：Ibn al-Furāt: Duwal; Ibn Ḥijjī, Ta’rīkh, al-Maqrīzī: Sulūk; Ibn Qādī 



五十嵐大介：ザヒーラ考

ジプトにおける政府財源の直轄地とバルクー
ク個人の保有地との区分けを明確にするため
のものと解釈でき，この記事中のザヒーラが
「私有地」と対比されるバルクークの「賃借
地」を意味していた可能性はある。一方それ
が広く私有地全般を指していると考えるなら
ば，この記事は国家の土地，民間の土地，バ
ルクークの土地の三者の区分けを明確にする
ものであったと解釈でき，スルターンの私財
と関係するタームであるザヒーラが，バル
クークの保有地（私有地・賃借地問わず）の
総称として用いられていると思われる。しか
しこの記事だけでは判断することはできない。
ただし，既にこの時からザヒーラがスル
ターンの賃借地を指した可能性があったと
して，常にそのような意味であった訳では
なかった。	��/�
�	年に初代のアムラーク・
アウカーフ・ザヒーラ庁長官に就任したイ
ブン・アッタブラーウィー ‘Alā’ al-Dīn ‘Alī 
b. al-Ṭablāwī以後，ジャクマク治世初期の

���/����年までに同庁の長官（ustādār）も
しくは監督官（nāẓir：次官）に就いた人物
と，その職名の史料上での表記についてまと
めたのが（図表 I-�）である。ここで参照し
た史料の著者の内ほぼ同時代人と言えるの
が，イブン・アルフラート Ibn al-Furāt，イ
ブン・ヒッジー Ibn Ḥijjī，マクリーズィー
al-Maqrīzī，イブン・カーディー・シュフバ
Ibn Qāḍī Shuhba，イブン・ハジャル Ibn 
Ḥajar al-‘Asqalānī，アイニー al-‘Aynīの �
名であるが，一見して明らかなように，同じ
人物の肩書きが彼らの間でも異同があるのみ
ならず，著者を同じくする史料，また同じ史
料の中においてすら，この官職の名称は必
ずしも一定したものではない。この官職は
ザヒーラの他，「アムラーク」「アウカーフ」
「賃借地」「ヒマーヤ」という，スルターンが
様々な形態で保有した，土地と関連する諸権
益のいくつかが並記されるか，もしくはその
内の一つを冠した官職名で表記される。また

Ibn Qāḍī Shuhba
(d. ���)

Ibn Ḥajar
(d. ���)

al-‘Aynī
(d. ���)

Ibn Taghrībirdī
(d. �	�)

al-Ṣayrafī
(d. ���)

al-Sakhāwī
(d. ���)

A/W/D [�: ���]
al-Khāṣṣ [�: ���]

D/A [�: ���; �: �	�]
al-Khāṣṣ al-Sulṭānī 
[Dhayl, ���]

D [‘Iqd
, ���] D [�: ���] khāṣṣ li-al-sulṭān/
D/A [�:���]

A/M [�: ���]
A/D [�: ���-	; �: ��, 
�

]

A/D [‘Iqd
, ���, ���] D/A [��: ��; �
: ��] A/D [�: ��	, ���] A/D [�: �	�]

A/D [‘Iqd
, ���] A/D [�: ���]

A/W/D [�: ��] A [�: ��] D/A [‘Iqd
, ��
] D/A [��: ��] D/A [�: ��	; �: ��]
D [�: ��]

ustādār [	: ��
]

A/D [‘Iqd
, ��	] A/D [�: ���]

D/A [�: ���]

A/D [�: �
�]
D [
: ��]
A/D/M/W [
: ���]
A/D [Dhayl, ���]

D [‘Iqd�, ���]
A/D/M/W [‘Iqd�, 
�	�]

A/W [�
: ��] D/A [�: ���] A/D/M/W [�: ���-
]

al-Khāṣṣ bi-Khāṣṣ al-
Sulṭān/M/D [�: ��]

al-Khāṣṣ bi-Khāṣṣ al-
Sulṭān/M/D [	: ���]

D/H [‘Iqd�, ���-
] D [��: 
��] D/A/H [�: ���] D/A [Tibr: ��]
D [
: ��]

Shunhba: Ta’rīkh; Ibn Ḥajar: Inbā’ al-Ghumr; Ibn Taghrībirdī, Nujūm; al-Ṣayrafī: Nuzha; al-Sakhāwī: .Daw’
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単純に「スルターンの私的財務官（ustādār 
al-khāṣṣ al-sulṭānī）」等の名称で呼ばれる場
合もあった。初代のイブン・アッタブラー
ウィーを例に取れば，イブン・アルフラート
が彼の職名に「アムラーク」「アウカーフ」
「ザヒーラ」の三者の名を冠しているのに対
し，マクリーズィーは「アムラーク」と「ア
ウカーフ」，イブン・ハジャルは「アムラー
ク」と「ザヒーラ」，アイニーは「ザヒーラ」
のみを冠して記述している。
以上の �名に加え，より後代の歴史家
であるイブン・タグリービルディー Ibn 
Taghrībirdī，サイラフィー al-Ṣayrafī，サハー
ウィー al-Sakhāwīによる表記も併せ��），こ
の職に言及される場合にこれらの権益のいず
れが選択され職名に冠されるのか，そのパ
ターンと頻度についてまとめたのが（図表
I-�）である（表記の違いによる混乱を避け
るため，以下この職をスルターンの「私財担
当官」と呼ぶ）。この私財担当官は，時に「ス
ルターンのアムラーク・ザヒーラ・賃借地・
アウカーフ庁長官」と呼ばれるなど，「ザヒー

ラ」と「賃借地」の並記例があることを見る
と（No. �, �, ��），ザヒーラが常に「賃借地」
という限定された意味であったとは言えない
だろう。
ところで（図表 I-�）を見ると，この私財
担当官に言及される場合「アムラーク」と
「ザヒーラ」の二つのみが並記され，職名に
冠せられる例が最も多く（No. �／�	例中 �	
例），「ザヒーラ」単独がそれに次ぐ（No. �
／�例）。またこれらの内一つの権益のみが
冠せられている場合はほとんどザヒーラが選
ばれている（�例中 �例）。その一方で，こ
の職名でザヒーラに言及されない例は少な
く，�	例中 �例のみに過ぎない（No. �, 	, 
�, �
, ��）。こうした傾向は総じて後代の歴
史書および後代の任命例の方が顕著であり，
また複数の権益が列挙される場合でも「ザ
ヒーラ」を最初に置く傾向が強くなる（図表
I-�，No. �など）。これらの用例から，スル
ターンの私財担当官のもと多様な資産が一元
的に管理される中で，「ザヒーラ」が本来の
財宝（動産）の意味を離れ，次第にこれらの

図表 I-�―スルターン私財担当官職名比較一覧

Dhakhīra Amlāk Awqāf Musta’jarāt Ḥimāyāt Khāṣṣ 言及なし 事例数
� ○ ○ �	
� ○ �
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� ○ ○ ○ ○ 

� ○ ○ 

� ○ ○ ○ �
	 ○ ○ �
� ○ �
� ○ ○ ○ �
�� ○ ○ ○ �
�� ○ ○ �
�� ○ ○ �
�
 ○ �
�� ○ �

��） これら後代の史書は特に，先に挙げた同時代史料の記述をそのまま引用している可能性も想定され
るが（例えば al-Sakhāwīと Ibn Ḥajarの表記の類似性），それでも独自の表記もあり（No. �など），
著者の時代の同職名に対する認識をある程度反映していると考えられる。
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スルターン私財，特にその主要な収入源であ
る，様々な手段・形態で保有された土地―以
下ではこれを総称して，仮に「スルターン私
領」と呼ぶ―を代表するタームとして認識さ
れるようになったと考えられるのではないだ
ろうか。そして前述のようにバルスバーイの
時代，ザヒーラが特にスルターンの賃借地を
意味すると見なされたことは，スルターンが
国有地を「賃借」の名目で自身の個人的な収
入源に転用することが進み，それがスルター
ン私領の中でも大きな割合を占めるに至った
ことを仄めかす。それについては以下で「ス
ルターン私領」を構成した各種の農地につい
て個別に見ていく中で改めて論じる。

III　スルターン私財とその運営

�. 「スルターン私領」の構造
（�）私有地とワクフ
バルクークが自身のために私有財やワクフ
として多数の不動産を保有していたことは前
稿で見たが，それは彼以後のスルターンに
とって一般的な手法となった。文書史料をも
とに，チェルケス時代前半の三人の有力スル
ターン，バルクーク，シャイフ al-Mu’ayyad 
Shaykh（在位 ���-��/����-��），バルスバー
イの各々がワクフもしくは私有財として保有
していた物件を比較したのが（図表 II）で
ある�
）。これが全てであったとは限らない
が，文書によればシャイフは �
件，バルス
バーイは ��件と，その保有物件数はバルクー

クの例（

件）よりもさらに増加している。
彼らはいずれもエジプト・シリアの広範な地
域に，農地，都市不動産，その他農村の水利
施設等を保有しているが，特に農地の占める
割合が後のスルターンほど高くなっているこ
とが一目瞭然である（
�.
→��.�→��.�％）。
特にエジプトの農地は，バルクークの場合は
わずかに過ぎなかったが（
件，�.�％），バ
ルスバーイの事例では全体の約半数を占める
までになった（
�件，��.�％）。バルスバー
イが ��	年ジュマーダー II月 ��日/����年
�月 ��日の最初のワクフ設定以来，死の前
年 ���/��
�年までの間に ��度にわたって
次々と物件を加えていき，かつ新たな支出用
途を加えることはほとんどなかったことは，
余剰収益を管財人＝バルスバーイ自身が自由
に運用できたことを考えれば，これがワクフ
という形態をとった個人財産の集積に他なら
ないと言えよう��）。
これらの物件の中には，彼らがアミール時
代に獲得したもの，また正規の取引によって
他者から購入したものも含まれていたであろ
う。しかし彼らがこれだけ大規模な資産を獲
得するには，スルターンとしての地位が大き
な役割を果たしていた。すなわち，前稿で見
たように，バルクークはスルターンとしての
地位を利用して国有地（政府直轄地やイク
ター）を自身の私有地に転用したり，それを
ワクフに設定することを行ったが，ワクフ物
件中に農地の占める割合がシャイフ，バルス
バーイと右肩上がりに上昇していることは，

図表 II―各スルターンの私有／ワクフ物件比較（括弧内は総物件数に占める割合（％））

エジプト シリア 総計

スルターン名 農地
都市
不動産

その他 合計 農地
都市
不動産

その他 合計 農地
都市
不動産

その他 合計

バルクーク  
（�.�） �	（��.�） 
（�.�） �
（��.	）	（��.�） 
（�.�） � ��（
�.
）��（
�.
）��（��.�） 
（�.�） 



シャイフ ��（
�.�）��（�	.�） 
（	.�） ��（�	.�）	（��.
） �（��.�） �（�.
） ��（
�.�）��（��.�）��（��.�） �（�.
） �


バルスバーイ 
�（��.�）

（��.	） � 	�（��.�）�（�.�） 	（�.�） �  �（��.�） ��（��.�）��（��.�） � ��

�
） バルクークの保有物件は私有財とワクフ財が含まれているが（cf. 五十嵐 ����: 第 �部第 
章；id. 
����b），シャイフとバルスバーイの保有物件は全てワクフに設定されたものである。

��） Waqf Deed, Sultan al-Ashraf Barsbāyによる。cf. Amīn ����: 	�-	�.
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こうした国有地の流用がさらに進んだことを
示している��）。バルスバーイの治世 �
�年ラ
ビー II月/��
�年 ��月に，こうした手法が
初めて公に問題とされたことは，その表れと
言える。この時，バルスバーイが自ら任命す
る国庫代理人（wakīl bayt al-māl）を通じて
国有地を購入し，ワクフに設定するという手
法に対して，一部のウラマーからその合法性
に関して異議が唱えられた。このことは，バ
ルスバーイによるワクフを手段とした国有地
の「私財化」が，文書が示しているように，
それまでのスルターンと比べてもより大規模
であり，イスラーム的な慈善としてワクフ制
度を擁護する立場にあり，またそれを生活の
糧としていたウラマーにとっても目に余る規
模であったことを示していよう。しかしこの
異議は結局却下され，こうした手法によるス
ルターンのワクフの合法性は承認された��）。
スルターンによるワクフを利用した資産の確
保はこれ以降も継続され，前述のカーイト
バーイとガウリーによって，それは極限に達
することとなるのである�	）。
（�）賃借地
政府直轄地を賃借によって獲得すること
は，前述のようにバフリー末期よりアミー

ルのみならず，文官も含めた国家の有力者
たちに共通して行われるようになった手法
であり，スルターンのそれもその性格にお
いて大きな違いはない。こうした賃借地が
各地にあったことは無論であるが，特にシ
リアに大規模な「スルターンの賃借地（al-
musta’jarāt al-sulṭānīya）」が存在したこ
とが史料から確認できる。肥沃な農耕地帯
であるガウル al-Ghawr地方はチェルケス
時代初期からスルターンの賃借地であった
とされ��），また ���/����年には「シリア
のスルターンの賃借地の監督官（nāẓir al-
musta’jarāt al-sulṭānīya bi-al-Shām）」職の
任免例が見られる��）。
マムルーク朝期のシリアはダマスクス，ア
レッポなど �～	の州に分割され，各州は総
督（nā’ib al-salṭana）のもと，エジプトの政
府機構を模した州政府によって運営されてい
た。シリア各州の財務行政は基本的に独立採
算制であり，余剰分が州総督によってカイロ
に輸送されることもあったが，エジプトとシ
リアの財務機構には直接の結びつきはなく，
各州の税収が恒常的に中央政府のもとに送ら
れるような中央集権的な財政の仕組みを持た
なかった
�）。このような財政制度を踏まえれ

��） 五十嵐 ����: ��-�
; id. ����b: ��-
�. これ以外にも，シャイフは一地区を自身の食料供給源に転
用し，特別の財務官を設置していた。al-Maqrīzī, Sulūk, �: ��
.

��） Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: �		-�	�. 五十嵐 ���	a: �
�-�
�. 国有地のワクフ化は，
それが政府のハラージュ収入の減少とイクター地の縮小につながることから，歴代スルターンに
よってしばしばその解消が努力されたものの，多くの場合ウラマーの強硬な反対により頓挫した
（五十嵐 ����: ��-��; id. ����a: �-�）。スルターン自身によるワクフ設定を通じた私財の確保は，
ワクフに対するこのようなウラマーの態度を逆に利用したともいえよう。なおマムルーク朝期に
おける国有地ワクフの合法性をめぐる議論については，五十嵐 ����: 第 �部第 �, �章 ; id. ���	a; 
id. ���
を参照。

�	） ペトリーはワクフ文書をもとに，両者のワクフ物件からの総収入と，マドラサなどのワクフ対象に
割り当てられている支出高の概算を算出した。彼によれば，いずれのワクフもその支出先が規定さ
れている割合は，総収入の 	～��％程度であり，残りはすべて管財人を務めるワクフ設定者＝スル
ターン自身の裁量に任される，個人的な資金となった（Petry ����a: ���-���, ���-��
）。

��） al-Qalqashandī, Ṣubḥ, �: ���. なおガウル地方に専門の財務官や文官がしばしば任じられているこ
とは，このためだと思われる［Ibn Qāḍī Shuhba, Ta’rīkh, �: ���, ���, ��
, ���; �: ���, ���; al-
Maqrīzī, Sulūk, �: ����; al-Ṣayrafī, Nuzha, 
: 
��; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: ���］。

��） Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: ���-��. またバルクークも，自身の賃借地と後述の商業
担当機関，マトジャル（matjar）を管轄する人間をダマスクスに置いている。Ibn al-Furāt, Duwal, �: 
�
�; al-Maqrīzī, Sulūk, 
: ���-���; Ibn Qāḍī Shuhba, Ta’rīkh, �: ���.


�） 五十嵐 ����: ���-���; id. ����: �
�. マムルーク朝期のシリア地方行政については，Popper 
����-�	, �: ��
-���; Ziadeh ���
: ��-
�.
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ば，シリアにあるこれら「スルターンの賃借
地」は，元々は州政府にハラージュ収入をも
たらす，シリアの各州政府の直轄地であった
ことがわかる。そしてスルターンがシリアの
土地を選んで「賃借」したことは，当時のエ
ジプトの財政状況とも関係していた。すなわ
ち，バルクーク以後の財政制度の改編によ
り，エジプトの政府直轄地の大部分が，ス
ルターンのマムルーク軍団（al-mamālīk al-
sulṭānīya）への俸禄支弁を任務とするムフラ
ド庁（al-Dīwān al-Mufrad：独立官庁）の
収入源になった。チェルケス時代を通じた国
家の慢性的な財政難の中，マムルーク軍団へ
の月給はしばしば滞り，暴動の引き金となっ
たことから，この官庁の維持はスルターンに
とって政権基盤を安定させる上で最大の関心
事となった
�）。このため，もしもスルターン
がエジプトにおいて大規模な「賃借地」を獲
得した場合は，当然のこととしてムフラド庁
へと皺寄せがいき，その収入不足をさらに悪
化させることにつながる。このためスルター
ンは，農地を「賃借」によって自身の直接の
収入源とするにあたり，国家にとってより重
要性の低いシリアの土地を優先して選択した
ものと考えられよう。
ところで，ザヒーラをスルターン賃借地と
説明した Dīwān al-Inshā’はバルスバーイ期
頃に執筆されたものであり，それは前述のよ
うに，スルターンによる国有地の購入とワク
フ化が問題視された時期でもあった。この史
料でザヒーラがスルターン賃借地を意味する
とされたのは，スルターンのかかる手法が問
題視される中で，「所有権」の直接の移動を
伴わない賃借の方が合法性の面で障壁が低

く，それを通じて獲得された農地が「スル
ターン私領」の中で最も大きな割合を占める
に至ったことを示唆するのではないだろう
か。そしてそれは，後述するように，これら
の土地がその後「スルターン直轄領」へと発
展する遠因となったと思われる。ただし，「賃
借地」にしろ「私有地」にしろ，それは獲得
のための法的な名目を出るものではなく，ス
ルターンが実際にそれに適した賃料や代価を
エジプトなりシリアの財務官庁に支払ってい
たかは疑わしい
�）。
（�）ヒマーヤ
チェルケス時代に特徴的な，土地制度と
関連する重要な権益としてヒマーヤがある
が，スルターンの私財担当官はそのヒマーヤ
も併せて管轄していた

）。ヒマーヤとは，有
力者が地方農村に行使した私的な保護権であ
り，その村を政府の地方長官（wālī, kāshif）
の「搾取」から保護する見返りに農民やムク
ターから保護料を徴収した
�）。このヒマーヤ
はチェルケス時代を通じ，賃借地と並んでア
ミールその他の有力者が持つ私的権益の柱で
あったが
�），特にシャイフの治世以降に格段
に広まったとされる
�）。国家の財政難が恒常
化し，その対応に苦慮していたスルターン
が，一方で特定地域を個人として「保護」し，
正規の地方行政官の介入を阻んでいていたこ
とは，こうした私的な権益確保の手法が，規
模はともかく本質的にはスルターンと他のア
ミールたちとで大きく変わることはなかった
という，その同質性を象徴する例と言えよう。
以上のように，チェルケス期のスルターン
は，様々な形態によって大規模な土地を確保
することに努め，それが拡大の一途を辿っ


�） 五十嵐 ����: �
; id. ����a: �	.

�） 例えばバルクークは多くの国有地を自身の私有地に転用したが，それは純粋な私有財として相続の

対象とはならず，没後は国庫に戻されたと思われる（五十嵐 ����: ��-��; id. ����b: 
�-
�）。


） al-Ṣayrafī, Nuzha, �: ���; al-‘Aynī, ‘Iqd�, ���-��
. また前述のように，ファラジュはアミールたち

と同様に自身の賃借地とヒマーヤを管轄するディーワーンを置いていた（前掲註 ��）。

�） al-Asadī, Taysīr, ��-��, �
�-�
�. ヒマーヤについては，Meloy ����を参照。

�） Cf. al-Maqrīzī, Sulūk, �: ���.

�） Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: ���.
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た。スルターンがこのような私的収入源を必
要とした背景には，バフリー末期以来の国有
地の流出を主因とした慢性的な財政難があっ
たが
	），国家の長であるスルターンがその対
策に苦慮する一方で，私有地，ワクフ，賃借，
ヒマーヤ等アミールたちと同様の手段によっ
て自ら国有地の獲得に努め，その流出に一役
買っていたというねじれた構図は，一体どの
ように考えればいいのだろうか。一つには，
チェルケス朝の政治体制が，有力アミールの
一人がマムルークの代表として国家の行財政
運営の責任を担う，バフリー末期の「アター
ベク体制」の延長として発展したことを考え
れば，あるアミールがスルターン位を獲得し
たとしても，国家財政を管理するのとは別に，
従来通り他のアミールと同様の手段で私財の
獲得も同時に追求したことは驚くに当たらな
い
�）。それとともに，ムフラド庁設立を契機
としたチェルケス朝初期の財政制度の改編が
大きく影響していた。すなわち，国家財政は
ワズィール庁（Dīwān al-Wizāra：財務庁）・
ハーッス庁（Dīwān al-Khāṣṣ：私財庁）・ム
フラド庁の三つの財務官庁に分割され，各々
が割り当てられた財源の中で業務を運営する
という，各庁の独立採算制による運営方式と
なった
�）。理念的には，各官庁が必要な出費
を賄った後の余剰がスルターンのもとに集め
られることになるのだが，この時代の慢性的
な財政難の中ではそれは現実的に不可能で
あった。このため，スルターンが支援者をつ
なぎ止めるための褒美や一時金，マムルーク
軍団養成のための奴隷購入費など自身のため
の支出を賄うには，必然的にこれらの国家財
政からは独立した財源が別個に必要とされた
のであり，それはその後，後述する「スルター
ン直轄財源」の形成にもつながるのである。

�. スルターン私財担当官の変遷
既に見たように，バルクーク期に成立した
アムラーク庁は，その後管轄財源の多様化と
ともに発展し，スルターンが掌握する，特に
農地に関係する諸権益を一括して管理してい
た。しかし（図表 I-�）からも明らかなよう
に，責任者の長官や監督官職が，���/���	年
にイブン・アビー・シャーキル Taqī al-Dīn 
‘Abd al-Wahhāb b. Abī Shākirが死亡した
後，シャイフ期の半ばからバルスバーイの治
世晩期まで ��年以上に亘り史料中に見られ
なくなる。その背景には，その財産を実際に
保管する「スルターン金庫（al-Khizāna al-
Sharīfa/Khizānat al-Sulṭān; pl. khazā’in）」
が次第に拡大・組織化して役割を増し，財源
自体の管理も直接担うようになったことが
あった。
アラビア語で金庫を意味する「ヒザーナ」
という語は，マムルーク朝時代を通じて史
料中に表れるが，同じ単語であってもそれ
が具体的に指すものは時代とともに変遷し
た。そもそもバフリー期には，カイロの王
城（Qal‘at al-Jabal）に置かれていた「国庫
/（大）金庫（Bayt al-Māl/al-Khizāna（al-
Kubrā））」に政府の収入が運ばれ，保管・出
納されることになっていた。それがナースィ
ル al-Nāṣir Muḥammad b. Qalāwūn治世第
三期（	��-��/�
��-��）のハーッス庁の設立
に伴い，その長官（nāẓir al-khāṣṣ）が管轄
する「私金庫（Khizānat al-Khāṣṣ）」に多
くの税収が流れるようになると，この「国
庫」は役割を喪失し，ハーッス庁長官がその
調達・支給を担当する賜衣（khil‘a）の保管
倉庫となった��）。しかしナースィルの没後ス
ルターンの実権が失われ，	��/�
�	年以降
アミールたちの合議制によって国家の行財


	） 五十嵐 ����: 
�-��, 	�-��; id. ����a: 
-�; id. ����b: ��-��.

�） 五十嵐 ����: 	�-		, 	�-��; id. ����b: �
, ��.

�） 五十嵐 ����: �	-��; id. ����a: ��.
��） al-‘Umarī, Masālik, ��; al-Maqrīzī, Khiṭaṭ, 
: 	
�. Rabie ��	�: ���. ハーッス庁の設立については

Little ����を参照。なおこの「国庫」はこの時の役割喪失と賜衣倉庫化により「大金庫（al-Khizāna 
al-Kubrā）」と呼ばれ，その後ハーッス庁長官の監督下にあったことから「ハーッス庫 ↗
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政が運営されるようになると，「私金庫」は
アミールの高官であるラース・ナウバ（ra’s 
nawba）の監督下に置かれるようになっ
た��）。これによりハーッス庁はその名前が示
すようなスルターン「私財」の監督という役
割を失い，爾後政府の一財務官庁となったの
である。
その一方で，チェルケス期になると，後宮
内に置かれる「スルターン金庫」が，それが
後宮にある故に宦官から任命された「金庫係
（khāzindār）」の管理のもと，国家の財務官
庁から独立し独自の財源も備えたスルター
ン直轄の財庫として重要性を増した��）。この
宦官の金庫係は，バルクーク期に前述のサン
ダルが務めていた「ザヒーラの金庫係」の系
譜に連なる職であり，従来から存在し，十
騎長や四十騎長のアミールが就任するマム
ルーク軍人のヒエラルヒーのなかに位置付け
られた同名の武官職「（大）ハーズィンダー
ル（khāzindār（al-kabīr））」とは明確に区別
される�
）。このようにチェルケス期の「スル
ターン金庫」は，バルクーク期の私有不動産

庁設立を通じたスルターン私財の拡大によっ
て，その財貨の保管を担う金庫として新たに
脚光を浴びるようになった，国家の財務機関
からは独立した金庫であった。
さて，バルクーク以後のスルターン私財
の拡大により，この金庫を管轄する宦官の
金庫係は重要性を増し，スルターンの側近
として勢力を拡大した。シャイフ期の金庫係
マルジャーン Zayn al-Dīn Marjān al-Hindī
（d. �

/��
�）は，シャイフの即位以前から
彼の宦官であったが��），彼の在任中からこの
金庫係の地位が高まるとともに，スルターン
金庫に直結する財源が付与されたり，新た
な役割が加えられるようになった��）。その会
計業務を行う文官の「金庫監督官（nāẓir al-
khizāna）」が史料中に表れるようになるのも
この頃であり��），特にジーアーン家（Banū 
al-Jī‘ān）がマムルーク朝滅亡までスルター
ン金庫の業務に深く関わることとなった�	）。
またシャイフ期に前述の「シリアのスルター
ン賃借地監督官」職を金庫監督官が兼任して
いる例は��），この金庫がスルターンの財貨を

↗ （Khizānat al-Khāṣṣ）」と呼ばれるようになった［al-Qalqashandī, Ṣubḥ, 
: �	�］。これはハーッス
庁の財貨を納めるための「私金庫」と同名のため注意が必要である。この賜衣倉庫は 	��/�
��年，
バルクークに反乱し一時カイロを占領したミンターシュMinṭāshによって牢獄に転用されて以後，
見られなくなる［al-Maqrīzī, Sulūk, 
: �	�; id. Khiṭaṭ, 
: 	
�-	
�］。

��） al-Maqrīzī, Sulūk, �: 	��-	��. 五十嵐 ����: ��.
��） al-Maqrīzī, Sulūk, 
: ���	-����; Dīwān al-Inshā’, fol. ��	r.
�
） このため，宦官の金庫係とアミールのハーズィンダールは，同時期に各々別の人物が就任している。

例として，Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: ��-
�, ���, ���, 


-

�, ���-���.
��） 彼については，al-Sakhāwī, .Daw’, ��: ��
-���.
��） ���/���
年には遺産庁（Dīwān al-Mawārīth）がワズィール庁とハーッス庁の管轄下から分離され，

相続人のいない遺産は直接スルターン金庫に入るようになった［al-‘Aynī, Iqd	, ���; al-Maqrīzī, 
Sulūk, �: ��	; Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: �; al-Ṣayrafī, Nuzha, �: 
��］。���/����-�
年にはカーバ神殿のキスワを賄う役目が同金庫の監督官に任された［Sulūk, �: 
��］。��
/����年
にはマルジャーンがハーッス庁の管轄権も握っている［Inbā’ al-Ghumr, 
: ���, �
�; al-Sakhāwī, 
.Daw’, ��: ��
-���］。なおスルターン金庫が独自の財源を持つようになったのは，ファラジュ期の
��
/����年にイクターが直属の財源に転用されたのが最初である［Sulūk, 
: ���	-����］。

��） シャイフ期にこの職を務めたアブド・アルバースィト Zayn al-Dīn ‘Abd al-Bāsiṭは，この職を足
掛かりにその後軍務庁長官（nāẓir al-jaysh）を主たる地位として文官の最高実力者となり，バルス
バーイ期にはその権力は頂点に達した［Ibn Taghrībirdī, Manhal, 	: �
	-�
�］。なおこの時代の金
庫監督官職は，KhiṭaṭやMasālik等で言及される，国庫 /大金庫を監督しハーッス庁長官の台頭と
ともに役割を失った同名の官職［al-Maqrīzī, Khiṭaṭ, 
: 	
�; al-‘Umarī, Masālik, ��. cf. Rabie ��	�: 
��
-���］とは別の官であることに注意されたい。

�	） ジーアーン家については，Martel-� oumian ����: ���-
��.
��） Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: ���-���.
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単に保管しておくだけではなく，組織として
その財源の運営にも積極的に関与するように
なったことを示していよう。
さて，様々な手法による私財の確保に力
を入れたバルスバーイのもとで，スルター
ン金庫はさらに多くの権益を加え，同時に
金庫係の地位と役割は格段に重みを増した。
彼の長い治世を通じ一貫して金庫係を務め
たのが宦官のジャウハル・アルクヌクバー
イー Jawhar al-Qunuqbā’ī（d. ���/����）で
あったが��），バルスバーイが実施した有名
な香辛料の専売制は彼の進言によるもので
あり��），スルターン金庫に直接入る財貨を
増やすための施策であった。また彼の時代
には，従来ハーッス庁に属していた造幣局
（Dār al- .Darb）の権益もこの金庫に加えら
れていた��）。そしてスルターン金庫の運営が
評価された彼は，バルスバーイから正式に
ザヒーラの管轄も任され，その金の徴収も
担当するようになったのである��）。彼はバル
スバーイの没後もその地位を保ち，ジャク
マク期には宦官長（zimām）職も兼務して，
���/����年に死去するまでスルターン私財
運営の最高責任者として権力を握った。彼の
死後，一時私財担当官が再び任じられたもの
の（図表 I-�，No. �），金庫係が宦官長職を
兼ね，ザヒーラを監督し，スルターン財政の
責任者を務めることがジャクマクの治世の大
部分を通じて続いたのである�
）。
以上見てきたように，バルクーク以降の

「スルターン私財」拡大の中で，ザヒーラは
バルスバーイ期頃までに，私的な財貨の蓄え
から，特に土地と関係したスルターン個人の

収入源，「スルターン私領」として位置付け
られるようになった。それとともに，ザヒー
ラを含め様々な手法で獲得されたスルターン
の財貨が，スルターン金庫を核として管理さ
れることとなった。しかしこうして集積した
「スルターン私財」が，国家の権益を多数流
用したものであったことから，その後次第に
「私財」としての位置付けが曖昧なものとな
り，スルターン位への就任者が直接掌握する，
地位に付属した「スルターン直轄財源」へと
発展していくこととなった。���/����年に
イブン・アルクワイズ Zayn al-Dīn ‘Abd al-
Raḥmān b. al-Kuwayzが，死亡したジャウ
ハルの代わりにザヒーラその他を管轄する私
財担当官に就任したのを最後に，ザヒーラが
アムラークやアウカーフなどと並記されるこ
とはなくなり，単独で表記されることが常態
となった。それは「ザヒーラ」という語が，
スルターン職に付属する権益，直轄財源を総
称するタームとなったためであった。次では
こうして発展を遂げたザヒーラの構造につい
て詳しく見ていくこととしよう。

IV　スルターン直轄財源の確立

�. スルターン直轄領の形成
�/��世紀半ばのジャクマクの治世頃より，

「ザヒーラの土地（bilād al-dhakhīra）」がス
ルターンの「私領」としての位置付けを超え，
国家財政から独立してスルターン職の直接の
管理下に置かれる「直轄領」へと発展した。
このような変化がいつ，どのようにして起
こったかは確定し難いが，前述のように「ス

��） 彼については，Ibn Taghrībirdī, Manhal, �: 
�-��; Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, �: ��	-
���; al-Sakhāwī, .Daw’, 
: ��-��.

��） Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: ��
.
��） Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: 
��.
��） al-Maqrīzī, Sulūk, �: ��
�; Ibn Taghrībirdī, Manhal, �: ��; al-Ṣayrafī, Nuzha, �: ���-���. なおこ

こでの「ザヒーラ」は，前述したようなスルターン保有の農地全般を意味するものと解釈する。
�
） ジャクマク期からフシュカダム al-Ẓāhir Khushqadam期（���-	�/����-�	）まで宦官長と金庫係

の地位にあったファイルーズ Fayrūz al-Nūrūzīは，彼の私的な官房長（dawādār）であるユーヌ
ス Yūnus b. ‘Umar b. Jarabughāを自身の監督下にあるザヒーラの運営担当者（mutakallim）と
していた［al-Ṣayrafī, Inbā’ al-Haṣr, ��	］。
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ルターン私領」を構成していた農地は，「賃
借地」にせよ「私有地」にせよ，名目はどう
あれ実情は政府直轄地やイクターなどの国有

地を流用したものが中心であった。以上に鑑
みれば，これらの土地が次第に大規模化する
中で，私的な保有形態を装うことなく，スル
ターンの直接管理下に移動した土地として公
に認識されるようになったものと思われる。
（図表 III）は，Tuḥfaをもとに，カーイト
バーイ治世初期においてザヒーラに属してい
るエジプトの地区と，その内 			/�
	�-�年
の段階においてイクターに割り当てられてい
た地区の数をまとめたものである。これによ
れば，ザヒーラ地はエジプト全土で計 ��地
区，収入高は ���,��
.�ディーナール・ジャ
イシー（dnj）��）に及んでいた。ただしその
地区平均収入高は ����.� dnjと，エジプト
全土の平均（���	.� dnj）と大差はないよう
に，収入規模の大きな肥沃な地区というより
は，比較的中・小規模の地区を多く含んでい
たと言える。またその分布は，上エジプトよ
りも下エジプトにやや多く，またシャルキー
ヤ県に ��地区と最も集中してはいるものの，
全体としてはエジプト全土に分散していたと
言えよう。ただし後述するように，ザヒーラ
の土地は出入りが頻繁に行われていたため，
常にこのような傾向であった訳ではなく，あ
くまでこの時点での状態であることに留意す
る必要がある。
さて，スルターンは自己の収入源の拡大を
目論み，機を見てエジプト・シリアの土地を
ザヒーラに編入することを試みたが��），イク
ターとして軍人に分与されていた農地を直接
ザヒーラに加えることも行った��）。イクター
のザヒーラ編入の実例が史料中に表れること
はそれ程多くはないものの，（図表 III）に
よればカーイトバーイのザヒーラの土地は，
その大部分がかつてイクターであったことが

図表 III―ザヒーラの土地分布

下エジプト県名
（iqlīm/a‘māl）

ザヒーラ
地区数

イブラ
（dnj）

元
イクター

カイロ近郊（al- .Dawāḥī） � ��,��� �

al-Qalyūbīya 
 ��,
	� �

al-Sharqīya �� �	,���.	+ ��

al-Daqahlīya � � �

 .Dawāḥī � aghr Dimyāṭ � � �

al-Gharbīya 	 
�,��� �

al-Manūfīya � ��,��� �

Abyār wa Jazīra Banī Naṣr � � �

al-Buḥayra � �,���+ �

Fuwwa � 
,��� �

Nastarāwa � � �

 .Dawāḥī al-Iskandarīya � � �

下エジプト合計 
� �
�,���.	 ��

上エジプト

al-Jīzīya � � �

al-Iṭfīḥīya � �
,��� 


al-Fayyūmīya � � �

al-Bahnasāwīya 	 
�,�	� �

al-Ushmūnayn � 
,���.� �

al-Manfalūṭīya � 	,��� �

al-Asyūṭīya � � �

al-Ikhmīmīya � �,�
� �

al-Qūṣīya � �,��� �

上エジプト合計 �	 ��,	��.� ��

エジプト合計 �� ���,��
.� ��

ザヒーラ平均イブラ �,���.�

※数値の端数は小数点以下二桁目を四捨五入した。
※一つの地区がザヒーラの他，別の用途と共有されてい
る場合（イクター，私有地，ワクフなど），個別の収入
高が明示されているものを除き，その地区の収入高を
均等に割り，収入高を算出した。
※ +は，イブラの明らかでない地区が含まれていること
を示す。なおザヒーラ平均イブラは，イブラの不明な
二つの地区を除外して算出した。

��） 土地からの収入高を表す単位。なお 	�
/�
�
～	��/�
��年に実施されたナースィル検地（al-rawk 
al-Nāṣirī）では，最高位の百騎長のイクターで，収入高は ��万 dnjと規定された（Sato ���	: 
���-���）。

��） al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: ���-���, ���; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: 
��-
��; al-Sakhāwī, Tibr, 
��; 
Ibn Iyās, Badā’i‘, 
: �
-��.

��） ��
/����年：al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: ��. ���/����年：Iẓhār, 
: ���. ��	/���
年：Ibn Taghrībirdī, 
Ḥawādith	, 		�. ���/��		年：Ibn al-Jī‘ān, al-Qawl al-Mustaẓraf, 	�-	�.
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わかるように（全 ��地区中 ��地区），スル
ターンは他のマムルーク軍人の反発を招かな
い範囲で，密かにこのようなイクターの取込
みを行っていたのである。
またそれとは逆に，ザヒーラの土地から
マムルーク軍人に対するイクター分与が行
われることもしばしばあった。史料では，
��	/���
年にジャクマクの後を継いだ息
子のウスマーン al-Manṣūr ‘Uthmān（在位
��	/���
）が，ザヒーラに入っていた計三つ
の十騎長位のイクターを与えているのが初見
であるが�	），特にスルターンの交代時には新
スルターンによって行われた論功行賞と人事
の再編に伴い，しばしばザヒーラからイク
ターが供出された��）。���/����年のカーイ
トバーイの死去に伴い即位した息子のムハン
マド al-Nāṣir Muḥammad b. Qāytbāy（在位
���-��/����-��）は，父の時代にザヒーラに
入っていた約一千ものイクターを軍隊に分配
し，ザヒーラには残さなかったという��）。ま
た死亡時に限らず，スルターンの地位に揺ら
ぎが生じた場合，軍隊を懐柔するためザヒー
ラからイクターを分与せざるを得なくなる
こともあった��）。ポリアクが前述のようにザ
ヒーラ庁の役割を「欠員イクターの保管先」
と見なしたのは，このようなザヒーラを軸と
したイクターの編入と配分の事例からであっ
たが，これはスルターンが収入増を意図して
イクター地を自身の直轄領へ組み込む一方

で，政情に応じて他のマムルーク軍人に対
する懐柔策として，そこからイクターを供
与せざるを得なくなるという，土地という収
入源をめぐる支配層内部での利益獲得競争と
パワー・バランスの結果として生じたもので
あった。換言すれば，ザヒーラにどの程度の
土地を集積させ，確固とした直轄財源を確立
し得るかは，周囲のアミール，マムルーク軍
団ら支配層内部でのスルターンの権力基盤の
強弱やその時々の彼らとの関係に大きく左右
されたのである。
さて，チェルケス時代には土地の保有形態
が多様化したため，ザヒーラに集積した土地
にも様々なものが含まれていた。例えばリザ
ク地（rizaq; sing. rizqa）も多くザヒーラに
組み込まれていた��）。また農地には不可欠な
水車（dūlāb, pl. dawālīb）の利権も加えら
れた��）。また，国家の有力者たちはイクター，
私有地，ワクフ，賃借地，ヒマーヤ等様々な
形態で土地を保有していたが，当該人物が死
亡したり，失脚した際に，これら「賃借」や
「保護」された土地が政府直轄地に戻された
りすることはなく，その人物が保有していた
そのままの形態でザヒーラに吸収されること
も見られた。そして従来通りこれらを一つの
単位として監督官が置かれ，そこからの収益
をザヒーラに納めるという形で管理運営され
たのである�
）。このように，その人物が保有
していた土地が一括して維持された背景に

�	） al-Sakhāwī, Tibr, ��	, ���; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: 

�; id. Nujūm, ��: ��. cf. Nāṣir ���
: 
���.

��） ���/����年 al-Ẓāhir Khushqadam: Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: ���; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, 
Nayl, �: ���-���; Ibn Iyās, Badā’i‘, �: 
�
. �	�/���	年 al-Ẓāhir Timurbughā: Nujūm, ��: 
��. 
�	�/��	�年 al-Ashraf Qāytbāy: al-Ṣayrafī, Inbā’ al-Haṣr, ���-���.

��） Ibn Iyās, Badā’i‘, 
: 

�; Ibn al-Shiḥna, al-Badr al-Zāhir, ��.
��） Ibn Iyās, Badā’i‘, 
: ���. cf. Nāṣir ���
: ���.
��） 前掲註 ��. なおリザク地とは，軍役を退いたアミールや軍人の孤児や寡婦，特定の宗教施設などに

対し国庫から一種の恩給として与えられた農地である。Poliak ��
�: 
�-
�; Ito ���
: ��-��.
��） al-Ṣayrafī, Inbā’ al-Haṣr, ���-��
; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 
��.
�
） ���/����年秘書長（kātib al-sirr）バーリズィー Kamāl al-Dīn Muḥammad al-Bārizīの事例：

Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: ��	; al-Sakhāwī, Tibr, 
��. ���/����年ダマスクス総督ジュルバー
ン Julbān al-Mu’ayyadīの事例：al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: �
-��. ���/����年ハーッス庁・軍務庁長官
イブン・カーディブ・ジャカム Jamāl al-Dīn Yūsuf b. Kātib Jakamの事例：Ibn Taghrībirdī, 
Ḥawādith	, 
��. ��	/���
年官房長（dawādār kabīr）・百騎長ジャーニーベク Jānībak nā’ib  ↗
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は，何よりも土地制度上の問題があった。す
なわち，バフリー末期から続く国家による土
地の一元的掌握の弛緩はさらに顕著になり，
特に �/��世紀中頃には国有地売却が急増し
た��）。このような状況下で，直轄地やイクター
の他，私有地やワクフ地が拡大するとともに，
さらにそれらが賃借・保護といった手法を通
じて他者の手に渡ったように，土地に対する
権利は錯綜し，重層化した。このため保有者
が死亡したからといってそれらを単純に国庫
に戻すということは困難であり，各人が生前
中に保有していた形態そのままで，それらの
権益を移動させるのが最も効率的であったも
のと考えられる。

�. ワクフとザヒーラ
歴代スルターンによって行われた，宗教施
設の建設と大規模なワクフの設定は，既に見
たように個人的収入源確保のための方策の一
つであった。このようなワクフは，寄進した
スルターン自身が管財人となったが，その下
で誰が実際の運営を担っていたかは具体的な
情報は少なく，確かなことはわからない。た
だし，チェルケス時代初期からワクフも含め
たスルターンの「私財」が一元的に管理され，
それが直轄財源として発展したという歴史的
経緯を踏まえれば，スルターン自身のワクフ
もザヒーラに組み込まれ，その枠内で運営さ
れていた可能性があろう。
また，このような当該スルターンによって
設定されたもの以外にも，多数のワクフ権益
がザヒーラに組み込まれた。この時代，エジ
プト・シリアの農地や都市不動産の多くがワ

クフ化したが，それは単なる「善行」の枠を
越え，ワクフ施設を核として各地に遍在する
都市と農村の富を有機的に結び付ける，財の
保有形態の一つとなった。そしてしばしば規
定の「善行」への支出に必要な分量を超える
大量の物件がワクフ財とされたことから��），
ワクフ財の管理・運用権をもつ管財人のポ
ストは利権となり，ウラマーのみならず軍
人，官僚らの獲得競争の対象となった。ワク
フ管財人職は基本的に寄進者自身が務め，そ
の死後の人事も寄進者によって細かく規定さ
れてはいたものの，特に大規模なワクフの管
財人に関してはしばしばスルターンがその任
免に関与した��）。その中で，これらのポスト
を特定個人に与えることなく，ザヒーラに編
入することも行われたのである。��	/���

年に百騎長・官房長ジャーニーベク Jānībak 
nā’ib Juddaが政争の結果，仲間の四十騎長
タナム Tanam Ruṣāṣとともに殺害された際
には，両者のワクフはイクターやその他の
権益とともにザヒーラに加えられた�	）。また
��	/����年までには，かつてダマスクスの
シャーフィイー派大カーディーに属していた
ヌーリー病院（al-Bīmāristān al-Nūrī）の管
財人職がザヒーラに属するようになった��）。
またスルターン財政と深く関わり富貴を得る
こととなった歴代の宦官長・金庫係が設定し
たワクフ（al-awqāf al-zimāmīya）も，ザヒー
ラ監督官が監督していた��）。
これらの事例はいずれも，ワクフ財をザ
ヒーラに「没収」したものではない。ワクフ
としての性格はそのままに，そこから財貨を
徴収し管理運用する利権を管財人ポストを単

↗ Juddaとムフタスィブ（muḥtasib）・四十騎長タナム Tanam Ruṣāṣの事例：Ḥawādith	, 		�.
��） Abū Ghāzī ����: ��-��.
��） Cf. Petry ����a: ���-���, ���-��
; id. ����: ���-���; Garcin and Taher ����: �	�-�	�, 
��-
��; 

Sabra ����: ��	; Lev ����: ��
-���. 前掲註 �	参照。このような手法はバフリー末期より見られ
るようになった（五十嵐 ����: 	�-		, 	�）。例として，al-Maqrīzī, Khiṭaṭ, �: ���, 	��.

��） 五十嵐 ����: �	-��, ��-��; id. ����b: 
�-
�, 
�, �� note��.
�	） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 		�.
��） Ibn al-Ḥimṣī, Ḥawādith al-Zamān, �: ���.
��） Ibn Iyās, Badā’i‘, �: 
�, ��, ��	. この時代の宦官のワクフについては，Petry ����b: �
-��.
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位としてザヒーラのもとに組み入れたもので
あった。そしてそれは，永続的にザヒーラに
囲い込まれていた訳ではなく，状況に応じて
供出され，他の人物に与えられた。ここで注
目したいのが，���/����年にカーイトバー
イの後を継いで息子ムハンマドが即位した時
の事例である。彼は即位後間もなく，アミー
ルやマムルーク軍団を自派につなぎ止めるた
めザヒーラから大量のイクターを供出し，彼
らに分配したが，この時同時に，ザヒーラに
入っていたマドラサその他のワクフ管財人職
を供出し，配分している	�）。このようなザヒー
ラを軸としたワクフ権益の集積と配分は，先
に見たイクターの事例と基本的に同じ構図で
あり，ワクフが財産保有の一形態として，管
財人職を単位として移動していたこと，それ
が財の獲得源として扱われていたことを端的
に示している。

�. 商業とザヒーラ
スルターンは土地のような恒常的な収入源
を確保する一方で，商業活動に介入し，そこ
から現金を徴収することにも腐心した。この
ためザヒーラの権益には，商業に関するもの
も多く含まれた。まず最初に，香辛料貿易
からの収入について見ていこう。シャイフ
は ���/����年の即位後間もなく，アレクサ
ンドリアにて香辛料取引に携わるヴェネチア
商人に対し，最初に彼の個人所有の香辛料か
ら一定の分量を市価よりも高い金額で購入す

ることを義務付ける「優先的な強制販売」を
実施した	�）。続くバルスバーイはそれをさら
に進め，スルターンのみが香辛料貿易に携わ
り，一般商人の参画を排除する専売制を導入
した。この専売こそ間もなく廃止されるもの
の，シャイフが行った「優先的な強制販売」
の手法はマムルーク朝滅亡まで続き，香辛料
貿易は歴代スルターンの重要な収益源となっ
たのである	�）。
さて，カーイトバーイ即位以降の王朝末
期には，スルターンの香辛料取引に携わる
「スルターンの商人（tujjār al-sulṭān）」は別
名「ザヒーラの商人（tujjār al-dhakhīra al-
sharīfa）」とも呼ばれていた	
）。また前述のよ
うに，ガウリー期にマムルーク朝とヴェネチ
アとの間で締結された香辛料貿易に関する通
商協定には「dacchieri」すなわちザヒーラ
について言及されている。それによれば，毎
年秋に一定期間アレクサンドリアに逗留を許
されたヴェネチア商人は，ザヒーラから ��� 
sporte	�）の胡椒の購入を義務付けられ，その
代金もザヒーラへ支払った	�）。またザヒーラ
の胡椒の価格は，在アレクサンドリアのヴェ
ネチア領事が選任した �人の商人と，ザヒー
ラ側の人間の協議によって決定され，この
委員会がザヒーラの商人と協議した	�）。一方
でヴェネチア側がもたらす貴金属（金銀銅）

は，ザヒーラが独占的に取引した		）。また取
引全般に課せられた関税も，その一部がザ
ヒーラに入るとともに，追加逗留費の支払や

	�） Ibn al-Jī‘ān, al-Badr al-Zāhir, ��.
	�） Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, �: ���. Ashtor ���
: �	�-�		.
	�） バルスバーイの商業政策については Darrag ����: chap. �; Meloy ���
; Ashtor ��	�-	�; id. ���
: 

�		-��
; 古林 ����を，マムルーク朝とイタリア港湾都市との香辛料貿易については Ashtor ���
: 
chap. �; ‘Abd al-Nabī ����: �
�-�
�; Horii ���
を参照。

	
） Horii ���
: ���-���. 例として，カーイトバーイ期にアレクサンドリアのザヒーラの商人であった
イブン・ウライバMuḥyī al-Dīn（Zayn al-Dīn）‘Abd al-Qādir b. ‘Ulayba（d. ���/����）：‘Abd 
al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, 	: ���; al-Sakhāwī, .Daw’, �: ���-���; Ibn Iyās, Badā’i‘, 
: ���.

	�） � sporta＝�
�ポンド（約 ��
 kg）もしくは ���ポンド（約 ��� kg）（Wansbrough ���
: ���, 
note �）。��� sporteは約 ��,��	 kgもしくは ��,	�
 kgにあたる。なお Reinaud ����: ��, �	, 
�, 

�では coufeという単位が使われているが，同じものと考えられる。

	�） Reinaud ����: �	, 

 (art. �, ��); Wansbrough ���
: ���-��� (art. �).
	�） Reinaud ����: ��-�� (art. �).
		） Ibid. 
�-
� (art. ��).
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滞在期間違反者の没収財産もザヒーラに入る
とされた	�）。またザヒーラ監督官がこの期間，
取引の監督のためアレクサンドリアに滞在
し	�），品質検査済の香辛料を保管する箱の鍵
は，ヴェネチア領事とザヒーラ監督官によっ
て保管されたという��）。アレクサンドリアに
おいて外国商人から徴収する関税収入は，本
来ハーッス庁の収入源であったが��），このよ
うにスルターンの香辛料の取引からの収入だ
けではなく，アレクサンドリアでの商業活動
に関わる税収の一部がザヒーラに組み込まれ
たのである��）。
スルターンは香辛料以外にも，穀物を市場
価格が安い時に買占め，値段が上昇した時に
売却する穀物投機をはじめ，砂糖や木材，薪
などの物品の取引にも参画し，利益を得てい
た。こうした商品を保管していたのが「スル
ターンの倉庫（al-Ḥawāṣil al-Sulṭānīya）」や
「穀物庫（shuwan, ahrā’）」であったが�
），
末期にはこれらは「ザヒーラ倉庫（Ḥawāṣil 
al-Dhakhīra）」，「ザヒーラの穀物庫（Shuwan 
al-Dhakhīra）」と呼ばれ，それを管轄する特
別な官吏も置かれた��）。このようにスルター
ンの商業活動全般がザヒーラに属するように

なったのである。
またザヒーラが持つ商業に関する収入源
として，カイロの市場（sūq）から徴収され
た月税（mushāhara）と週税（mujāma‘a）
がある。これらは �/��世紀中葉までには存
在が確認できる，ムフタスィブが市場から
徴収した税である��）。これらの税がザヒー
ラに納められていることが確認できる例は
��	/����年が最初であるが��），スークの商
人にザヒーラへの納税義務が課せられる事例
はそれ以前にも見られ（���/���	年）�	），王
朝末期を通じた商業活動への課税強化の結
果，これらの税がザヒーラの収入とされたも
のと思われる。
ところで，スルターンによる商業活動への
介入は末期に限らずチェルケス時代を通じて
行われていたが��），カーイトバーイ以前のス
ルターンの商業活動に関しては，同時代史料
に「ザヒーラ」の語はほとんど表れない��）。
スルターン個人の商業活動を担当する機関
は「スルターンのマトジャル（al-Matjar al-
Sulṭānī）」と呼ばれていた��）。こうした商業
活動と関係して「ザヒーラ」の語が年代記中
に表れるのは，管見の限りカーイトバーイ期

	�） Ibid. ��-�	, ��, ��.
	�） Wansbrough ���
: ��� (art. ��).
��） Ibid. ���-��� (art. ��).
��） al-Ẓāhirī, Zubda, ���.
��） また �		/��	
年にカーイトバーイからヴェネチアに送られた書簡にも，「ザヒーラの胡椒」につい

て言及されている（Wansbrough ����: ���, ���）。こうした香辛料は，紅海の港ジッダに来航した
商人に対し，香辛料の積荷の三分の一をインドのカリカットでの仕入値でスルターンに売却するこ
とを義務づけた強制買付などを通じて調達された（Ferrand ����: ��; 佐藤圭四郎 ����: ���-���）。
またセント・カテリーヌ修道院文書に含まれる���/����年と���/���	年付の三通の勅令では，カー
イトバーイが紅海側の港湾都市トゥール al-Ṭūrの官吏たちに対して，同地の倉庫（ḥawāṣil）に「ザ
ヒーラの香辛料」を貯蔵しておくよう命じている。Ernst ����: ���, ���, ���. cf. 古林 ����: ��.

�
） al-Ẓāhirī, Zubda, ���-��
.
��） al-Sakhāwī, Wajīz, 
: �	�; Ibn Iyās, Badā’i‘, �: ��
. 穀物の買占や特定商品の専売に関しては，al-

Asadī, Taysīr, �
�-���.
��） Berkey ����: ���-�	�.
��） Ibn al-Ḥimṣī, Ḥawādith al-Zamān, �: ���. cf. Ibn Iyās, Badā’i‘, �: ��.
�	） ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: 	
-	�.
��） バルスバーイの小麦と砂糖取引への介入と失敗を扱った最新の研究が，Meloy ����である。
��） �/��世紀末以降に著された史料では，この時期もスルターンの商業活動に関連して「ザヒーラ」

の語が用いられているが［cf. ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: ��; id. Rawḍ, fol. �
�r］，それはこ
の語が著者の時代の意味合いで用いられたものと思われる。

��） Ashtor ���
: ��
; 古林 ����: �
-��.
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の �		/��	�年に，前述の商人イブン・ウラ
イバが「スルターンの商人」と「ザヒーラ監
督官」に就任しているのが最初である��）。一
方でこの時代までにはマトジャルという用語
は史料中にほとんど見られなくなった。ザ
ヒーラが「スルターン直轄財源」を幅広く意
味するようになったことにより，マトジャル
の機能や役割もザヒーラの中に含まれるよう
になったことを示していよう。

�. その他
チェルケス時代には，軍人職はもとより，
各種の財務官・行政官などの文官職，カー
ディーやワクフ管財人などの宗教職も，任命
時に一定額を支払う売官が広まり，スルター
ンの現金獲得手段として多用された。また，
それが多くの場合分割で支払われたことや，
官職の権益化により公金と私財との区別が曖
昧になったことにより，解任・死亡時に会計
監査を伴う財産没収が行われることが常態と
なった��）。このような売官や財産没収による
現金の支払は，史料中では一般的に「スル
ターン金庫に支払う」と表現されたが，�/��
世紀中頃以降の史料では，しばしば「ザヒー
ラに支払う」と表現されたように�
），スル
ターン金庫とザヒーラが同義で用いられるこ
ともあった。ただし，両者が明確に区別され

ている例もあり��），前者がスルターンの財貨
が納められる具体的な「金庫」として，「ス
ルターン直轄財源」としてより幅広くまた観
念的な意味合いを持つ後者に含まれるものと
見なされたのである。
ザヒーラには他にも，時に応じて造幣局
の管轄権など国家や他の官職に属する様々
な権益が加えられた��）。またザヒーラはシリ
アの各地にも多くの収入源を保有していた。
例えば ��	年サファル月/���
年 �月には，
シリア地方にあるザヒーラの権益からの収
入 ��,���ディーナール（dn）がカイロへ届
けられている��）。またナーブルスNābulus
地方にはザヒーラの権益が特に多く存在し
た�	）。またジャクマク期に時の宦官長・金庫
係ファイルーズの下でザヒーラの運営を任さ
れていた前述のユーヌスは，イーナール al-
Ashraf Īnālの治世（��	-��/���
-��）の一
時期正式にザヒーラ長官となると，シリア各
地を廻って各地のザヒーラの権益を担当する
財務官（ustādār）を任命したという��）。
以上のようにザヒーラは多種多様な収入源
を獲得し，拡大の一途を辿った。ザヒーラの
運営責任者は，それが「私財」の位置付けで
あった時と同様に宦官長・金庫係が担当する
のが基本であったが��），その強化のため独立
した人物が立てられることや���），国家の有

��） al-Ṣayrafī, Inbā’ al-Haṣr, ���-���. 彼は「ザヒーラの商人（tājir al-dhakhīra）」とも述べられる
［‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, 	: ���］。なお彼が死亡した際には，その遺産からザヒーラに属
する分が差押えられている［al-Sakhāwī, Wajīz, 
: ���-���. ���-���］。彼については前掲註 	
を
参照。

��） 売官と財産没収については，Miura ���	; Martel-� oumian ����: ��-��; id. ����; Aḥmad ��	�.
�
） al-Ṣayrafī, Nuzha, �: 
��, 
	�, ���; 
: �		, 
��, 
��-
��, �
�; al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: ��; Ibn al-Ḥimṣī, 

Ḥawādith al-Zamān, �: ���-���.
��） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, ���.
��） Ibn al-Ḥimṣī, Ḥawādith al-Zamān, �: ���.
��） al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: 
�	.
�	） al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: ���.
��） al-Ṣayrafī, Inbā’ al-Haṣr, �
�-�
�, ��	-���. 前掲註 �
参照。
��） 例えばジャクマク期の ���/����年に同職に就任し，���/����年のフシュカダム治世初期に死亡

するまで計 �人のスルターンのもとでその地位にあった前述のファイルーズ：Ibn Taghrībirdī, 
Nujūm, ��: ��; id. Ḥawādith�, �: 
��; al-Sakhāwī, Tibr, ���; al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: 
��.

���） ジャクマク・イーナール期のナッハース Abū al-Khayr al-Naḥḥās（d. ���/����）：al-Biqā‘ī, Iẓhār, 

: ��; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 
��, 
��; id. Nujūm, ��: �
�, ���-���. 彼については，Mortel 
����.
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力な文官が管轄することもあった���）。しか
しこれらの多様な権益を一人の人物が一元
的に管理することは次第に困難になっていっ
た。カーイトバーイ以降，スルターン財政の
さらなる強化により，直轄財源の監督は側近
である低位のマムルーク兵や文官たちによっ
て分掌されるようになるのである���）。

V　スルターン財政拡大の意味

�. 行財政運営におけるザヒーラの役割
スルターン財政の成立は，それが「私財」
としての位置付けであった頃より，第一にス
ルターンの直轄収入を確保・拡大することを
目的としたものであった。このため，そもそ
もその収入は決められた支出先を持たず，ス
ルターンの裁量に任されていた��
）。その用
途が史料中に表れることは少ないが，スル
ターン金庫から直接支出される軍隊の遠征手
当その他の臨時ボーナス（ナファカ nafaqa）
の他���），政権運営のための政治資金，自身
のマムルーク兵養成のための奴隷購入費等
に用いられていたと考えられる���）。その他
の事例としては，���/�
��年にバルクーク
が死去した時，彼の私財担当官が彼の墓廟で
のセレモニーに関する支出を賄っている���）。
またそれを個人としての善行に費やす事例も

見られ，�	�/��	�年，カーイトバーイはア
ムル・モスクの状況を視察し，その修繕を命
じて費用をザヒーラの金から支出した��	）。
このように，元来スルターン個人の支出を
賄うものであったスルターン財政は，ここま
で見てきたように，�/��世紀中頃に「私財」
としての位置付けから地位と結びついた「ス
ルターン直轄財源」へと発展した。その誘因
としては，国家の行財政運営面におけるスル
ターン財政の役割と必要性の増大があった。
すなわち，この時代以降，国家の財政状況は
加速度的に悪化し，ワズィール庁やムフラド
庁といった国家の財務組織の運営は滞った。
このような状況の中，これらの業務を遂行さ
せるため，ザヒーラからの補填が恒常的に行
われるようになったのである。それが最初に
確認できるのが，イーナールの治世にあたる
���年サファル月/����年 �月である。この
時，ワズィール庁が担当していたマムルーク
軍団その他に対する毎日の肉の支給が収入不
足から不可能となり，ワズィールのイブン・
アンナッハール Faraj b. al-Naḥḥālは姿を隠
した。間もなく彼が帰参したため，イーナー
ルは彼を留任させたが，その際ワズィール庁
に対してザヒーラから毎日 ��,��� dhが補
填されることになった���）。��
/����年には
ザヒーラからの補填額がさらに増加され，一

���） ジャクマク・イーナール期のハーッス庁・軍務庁長官イブン・カーティブ・ジャカム Jamāl al-
Dīn Yūsuf b. Kātib Jakam（d. ���/����）：al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: ��	, 
��, 
��; Ibn Taghrībirdī, 
Ḥawādith�, �: 
	�.

���） 五十嵐 ����: 第 
部第 	章 ; id. ���	b.
��
） al-Qalqashandī, Ṣubḥ, 
: ��
. cf. Nāṣir ���
: ���-��	.
���） Cf. al-Ṣayrafī, Nuzha, 
: ���.
���） Sulūkでは，マムルーク軍団へのナファカ，アミールやトルコマーンへの贈物（ṣilāt），マムルー

ク奴隷の購入費用，軍事遠征費がジャクマクによって賄われた「スルターンの支出（nafaqāt 
al-sulṭān）」と称されている［al-Maqrīzī, Sulūk, �: ����-����］。また Ta’rīkh al-Malik al-Ashraf 
Qāytbāyでもスルターン金庫からの支出として，遠征費，マムルーク奴隷・武具・馬・矢・槍の購
入費，建築・修繕費，褒美（in‘ām），贈物，慈善（birr），サダカへの出費が挙げられている［fol. 
��r-v］。

���） al-‘Aynī, ‘Iqd�, ��
.
��	） ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, 	: ��. またバルスバーイは死の間際にスルターン金庫から施しを行

うことを命じている［al-Ṣayrafī, Nuzha, 
: ���］。
���） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: ���-��
; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: ���. なおこの翌月には，

以前にアミールたちが持っていたイクターやその他の権益からの収入，一日 
�,��� dhが補填額
に上乗せされている［Ḥawādith�, �: ���-���. cf. Nayl, �: ���-��	］。
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日計 	�,��� dhとなった���）。またマムルー
ク軍団への月給支払を担当したムフラド庁に
対する補填も ��
/����年以前から行われて
おり���），��	/���
年には毎月 ��,��� dnが
ザヒーラからムフラド庁に補填されることが
決まった���）。結局これは実現されなかった
が，その後も月に �,��� dnの補填が続けら
れた���）。���/����年にはハーッス庁の任務
である，犠牲祭で分配する羊・牛等の犠牲獣
の支給が困難となり，スルターンによって補
填されている��
）。財政難に陥ったこれらの
官庁に対して，一時的な補填や財源付与がス
ルターンによって行われることはそれまでも
あったが���），イーナールの治世からは恒常
的に実施されるようになった���）。この頃ま
でに国家財政の機能不全が限界まで達し，そ
の運営上ザヒーラによる支援が不可欠になっ
たのである。
またザヒーラは，支給業務を担当する財務
官庁への補填や，軍隊へのナファカなどの臨
時出費を賄うだけではなく，自ら定期的な支
給業務も担うようになった。���/����-	年
頃にはザヒーラからあるカーディーに対して
月 
,��� dhの手当が支給されていた���）。ま
た ���/����年までには，犠牲祭における軍
隊や官僚，法学者（faqīh）への犠牲獣の支
給の一部がザヒーラから行われていた��	）。ま
た ���/����年までには，引退した（ṭarkhān）
アミールに対する恩給もザヒーラから賄われ

るようになった���）。これらの支給は，本来
こうした業務を担うことになっていたハーッ
ス庁などの政府の担当機関の困窮から，ザ
ヒーラがその一部を肩代わりするようになっ
たものと思われる。
またそれ以上に，カーイトバーイ期になる
と，イクターを与えられずザヒーラからの現
金と小麦の支給のみを割り当てられたアミー
ルまでが出現した。管見の限り，���/����
年にエジプトの百騎長・会議長（amīr 
majlis）に就任したウズダムルUzdamurが
最初の事例である。彼はマムルーク軍人のヒ
エラルヒーの中で会議長という高位の職に
あったにもかかわらずイクターを持たず，代
わりにザヒーラから毎月 �,��� dnの月給を
受けていたという���）。
このように国家の行財政・軍事面における
ザヒーラの役割の拡大は，イクター制と直轄
地収入を基礎としたそれまでの国家体制が
限界に達していたことを如実に表している。
チェルケス期を通じた歴代スルターンによる
財政再建のための努力は，時に一定の成果を
上げたものの，長期的に見れば国有地の流出
という根本的な問題を解消するものではな
かった。そればかりか，スルターン自身も国
有地の転用によって自身の財源確保に努めた
ことは，土地制度の崩壊を一層押し進める結
果になった���）。このような状況の中，スル
ターン自身が掌握する財産によって国家の収

���） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 
��.
���） al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: ��, �
; Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 
��.
���） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, 	�	.
���） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, ���, �		, 		�.
��
） ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, 	: 
�
.
���） 五十嵐 ����: ��; id. ����a: �	, 

-
� note��. al-Maqrīzī, Sulūk, �: ���; al-Ṣayrafī, Nuzha, 
: 
	�; 

al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: ���-���.
���） Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, ���.
���） al-Biqā‘ī, Iẓhār, �: �	�.
��	） Ibn Iyās, Badā’i ‘, �: �	�.
���） Ibn Iyās, Badā’i ‘, �: �
�, 

�.
���） Ibn Iyās, Badā’i ‘, 
: ���. 同様の例は他にも見られ［Badā’i ‘, �: ���, �
�］，チェルケス期を通じた

イクター制の崩壊とマムルークの俸禄依存の進行を象徴する事例と言えよう。cf. 五十嵐 ����: ��; 
id. ����a: ��.

���） 五十嵐 ����: ��; id. ����b: 
�.
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入不足が補われるようになり，次第にそれが
国家の行財政運営上不可欠になっていった。
スルターンの「私財」から「直轄財源」への
発展はこのような状況下で起こったのであっ
た。そして国家財政を穴埋めする役目を負っ
たザヒーラの負担は増加し続け���），ザヒーラ
の運営が滞ると国家財政も機能しなくなった
ことから���），さらにその拡大へとつながった。
こうしてザヒーラを核としたスルターン財政
の拡充と，国家財政のスルターン財政への従
属化が進行し，特にカーイトバーイの治世以
降，スルターン財政はそれまでの補完的役割
を超え，むしろそれが中核となって国家の行
財政が維持運営されることとなるのである。

�.  スルターン交代時のザヒーラ：権益の集
積と流出のサイクル
前稿で私は，バルクークが在位中に集積し
た私財が没後どのように扱われたのか考察
し，それが地位と同様，基本的には世襲され
ることのない「一代限りの財産」であったこ
とを指摘した��
）。彼の後，スルターンによ
る財産の確保が一般化し，規模も拡大する中
で，その没後の処遇については特に議論が生
じることはなく，あるスルターンが生存中に
貯えた財産は，それが当初のような「私財」
の名目であれその後「スルターン直轄財源」
として確立した後であれ，基本的には後任ス
ルターンによって引き継がれるようになった
ようである。ただしそれは，後継スルターン
が前任者の資産をそのまま自身のものとして

自由に扱えたことを意味するものではない。
新スルターンが即位後最初に行うのが，「バ
イアのナファカ（nafaqat al-bay‘a）」の支給
であった。これはアミールやマムルーク軍
団が新スルターンに忠誠を誓う代わりに受
取った下賜金であり，新スルターンがその配
分を通じ，広くマムルーク全体から支援を
獲得する最初の機会でもあった���）。このた
め前スルターンによって蓄えられた財貨は，
この機会にそのほとんどが供出されること
となった。���/����年に即位したタタル al-
Ẓāhir Ṭaṭarは，その直後から反対勢力との
内戦に勝ち抜く必要があったこともあり，わ
ずか数ヶ月の治世の間に前スルターン・シャ
イフがスルターン金庫に遺した財貨を全て自
派のアミールとマムルーク軍団に分配したと
いう���）。また ���/��
�年にジャクマクが即
位した時には，スルターンのマムルーク軍団
だけでなくアミールたちのマムルーク兵に対
してもバイアのナファカが支給され���），ま
た軍事遠征が重なったこともあり，彼の即位
後 
年間で費やした出費は 
��万 dnに及ん
だ。これは前スルターン・バルスバーイがス
ルターン金庫に遺していた財産を全て使い果
たしたうえに，それを ��万 dnも上回った
という��	）。このため，前任者のスルターン
財政の規模が小さく，スルターン金庫に遺さ
れた現金が乏しかった場合は，ナファカの支
給が困難となり，スムーズな権力の確立に支
障を来すことになった���）。いずれにせよこの
金庫の蓄えはスルターンの交代によりそのほ

���） al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: ���.
���） al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: �	-��.
��
） 五十嵐 ����b: 
�-
�, 
�, 
�; id. ����: ��-��.
���） バイアのナファカについては，Ayalon ����: ��-�	. 新スルターン即位時のアミールに対するナファ

カ（nafaqāt al-umarā’）の事例として，Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: 
	�; Ibn Iyās, Badā’i‘, �: 

��, 
	�-
	�; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: 
��; �: ��
.

���） al-‘Aynī, ‘Iqd�, ��	-���. なおシャイフは死亡時，金庫に ���万 dnを遺したという［Ibn Ḥajar al-
‘Asqalānī, Inbā’ al-Ghumr, 
: ��	］。

���） al-Maqrīzī, Sulūk, �: ����; Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: ��
; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: ��.
��	） al-Maqrīzī, Sulūk, �: ����-����; al-Ṣayrafī, Nuzha, �: ���; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: �
�.
���） al-Manṣūr ‘Uthmān: Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith�, �: 

	-

�, 
��; al-Sakhāwī, Tibr, ���; ‘Abd al-

Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: 
��. al-Ashraf Īnāl: Ḥawādith�, �: 
��-
��, 
��-
�
, 
��-
�
; Nayl,  ↗
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とんどが一度流出することになったのである。
また現金以外にも，財源としてザヒーラに
集積した農地も同様に，スルターンの交代に
よってその多くが一度イクターとして分与さ
れ，放出された。同様にザヒーラに組み込ま
れていた多くのワクフ管財人職も放出されて
いる。いずれも同じく即位時に実施された，
アミールや文官・ウラマーの支援を獲得する
ための官職＝富の獲得源の配分の中で供出さ
れたのであった���）。
一方，スルターン自身がワクフに設定した
資産について見ると，これも次のスルターン
に継承される類のものではない。寄進したス
ルターンが死亡した後の管財人人事につい
ては，各々がワクフ設定時に規定していた。
シャイフの場合では，彼の男性の子孫の一人
とエジプトの官房長と秘書長が協力して管財
人職を務め，子孫で適切な人物がいない場合
はこの両官職就任者のみが，このいずれかが
不可能な場合はもう片方が単独で務め，両者
いずれも不可能な場合は大カーディーに任さ
れることとなっていた�
�）。またバルスバー
イのワクフでは，彼の子孫と官房長が協力し
て行うことが定められていた�
�）。ただしス
ルターンの子孫は，政権交代によってその地
位を逐われ，投獄や幽閉の憂き目にあうのが
常態であったから，実際にはこれらの高官が
管財人職務の遂行において主導的役割を果
たしていたと思われる�
�）。事実，シャイフ
のワクフ文書には，�
�年ラジャブ月 ��日

/����年 �月 ��日付で秘書長と官房長が二
人で管財人として業務に携わっていることを
示す文書が書き加えられ�

），また同文書の
裏面には，���年シャウワール月 ��日/����
年 �月 ��日付で，「ワーキフの男の子孫で
成年に達しているものがいないため」，時の
秘書長バーリズィーと官房長タグリービル
ディー Taghrībirdīの二人のみで管財人を務
める旨が記載されている。また，後継スルター
ンが前任者のワクフ全体を解消することはな
かったものの，それらが財産保有手段とし
て，ワクフ施設の実際の運営に必要な分量を
超えて物件が寄進されていたことから，余剰
のワクフ物件を没収したり，それをイクター
として分与することも見られた。例えばシャ
イフは，ファラジュのワクフから多くの農地
を没収したが，その中には彼が父バルクーク
の建設したザーヒリーヤ学院（al-Madrasa 
al-Ẓāhirīya）に対して寄進したものも含まれ
ていた�
�）。またフシュカダムも即位後，イー
ナールのワクフの土地を没収し，アミールや
マムルーク軍団へのイクター分与を行った�
�）。
このように，スルターンのもとに集積した
資産・財源はそのまま次のスルターンに継承
されていく訳でなく，交代時にその多くが一
度放出された。そして新スルターンは，アミー
ル時代に獲得した自身の土地（イクター，私
有地，賃借地，ヒマーヤ等）を出発点とし
て�
�），その治世を通じてザヒーラの拡大を意
図し，再びイクター，ワクフ管財人，その他

↗ �: ���. al-Ẓāhir Khushqadam: Ibn Taghrībirdī, Ḥawādith	, ���-���; Ibn Iyās, Badā’i‘, �: 
��; 
Nayl, �: ��
. Qānṣūh al-Ghawrī: Badā’i‘, �: �
-��.

���） 前掲註 ��, 	�.
�
�） Waqf Deed, Sultan al-Mu’ayyad Shaykh, WA, q�
�; ‘Abd al-‘Alīm (ed.), ���.
�
�） Waqf Deeds, Sultan al-Ashraf Barsbāy: 	.
�
�） Cf. 五十嵐 ����: �	-��; id. ����b: 
�-
	.
�

） Waqf Deed, Sultan al-Mu’ayyad Shaykh, WA, q�
�; ‘Abd al-‘Alīm (ed.), ���-���.
�
�） al-Maqrīzī, Sulūk, �: �
	; id. Khiṭaṭ, �: ���.
�
�） Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: ���. cf. al-Biqā‘ī, Iẓhār, 
: 
�
.
�
�） カーイトバーイの農地の購入は即位の �	年前，���/����年から見られるという［Petry ����a: 

���］。一方，新スルターンが他の有力アミールの強制によって，アミール時代の権益を手放すこと
を強いられるケースもあった。例として，父バルスバーイの時代に百騎長の地位にあり［al-Maqrīzī, 
Sulūk, �: ���］，その死後即位したユースフ al-‘Azīz Yūsuf b. Barsbāy（在位 ���/�
��）の事例：
Sulūk, �: ���	; ‘Abd al-Bāsiṭ al-Ḥanafī, Nayl, �: ��. また彼の廃位時における保有権益の没収に ↗



五十嵐大介：ザヒーラ考

諸々の財源を機を見て集積していくというよ
うに，特に土地に関する権益の集積→分配→
集積というサイクルが，スルターンの交代ご
とにくり返されるという構図をもっていた。
そしてこのような権益の集積はスルターンに
限定されたものではなく，他のアミールたち
が同様に土地・ワクフ・その他様々な権益の
獲得に努めたことと対応していたのである。
すなわち，本稿で示したスルターン財政の展
開は，表面上の印象とは異なり，構造的には
スルターン権力の質的な変化や一方的な強化
を意味するものではなかった。むしろ，支配
集団を構成する高位のアミールたちと，その
第一人者であったスルターンとのいずれも
が，様々な私的権益を集積し，国家制度の枠
組みを越えた権力基盤を形成する過程であっ
たといえよう。

VI　おわりに

以上見てきたように，チェルケス時代を通
じたスルターン財政の拡大とともに，「ザヒー
ラ」は当初の動産の意味からスルターンが保
有する農地を代表するタームとなり，最終的
にはスルターン直轄財源を総称する意味を持
つようになった。このような語意の変遷は，
そのままスルターンの私財の拡大と「私領」
の形成，さらにその直轄領化と財源の多様化
という，スルターン財政の発展のあり方と軌
を一にするものであった。このようにスル
ターン財政が発展を遂げたまさに同じ時期，
マムルーク朝の伝統的な土地制度は崩壊し，
国有地の流出によってイクター制と政府直轄
地を二本の柱として成り立っていた国家体制
は動揺を来していた。こうした国有地の流出
こそがこの時代の財政難の根本原因であった
が，それは国家の有力者たちが様々な手法に
より国家財産を獲得・私有することを志向し
続けたことに起因した。しかしマムルークの

代表者としてその総意のもと即位したチェル
ケス期のスルターンが，このような他のア
ミールたちの既得権益を根本的に禁止・制約
することは事実上不可能であり，歴代スル
ターンの財政再建や国家体制を再構築するた
めの努力も，必然的に対症療法的にならざる
を得ず，次第に行き詰まっていった�
	）。ス
ルターンは目前の危機を乗り切るため，自身
の直轄財政の拡大に力を入れ，それによって
地位の安定化を図るとともに，破綻に瀕した
国家財政を支えることを試みた。こうして国
家財産のスルターン財源への転用という形
で，国有地の流出はスルターン自身によって
も促進されたのである。そして最終的には，
農地や都市や商業活動に関わる様々な利権を
集積して巨大化したザヒーラが，機能不全に
陥った国家の行財政を支える上で不可欠な存
在となった。かかるスルターン財政の発展は，
有力者による私的権益の集積と国家制度を通
じた統治体制の弱体化の一プロセスであると
同時に，それが進行する中での体制維持のあ
り方であったと位置付けられよう。
また，ザヒーラを軸として展開された，ス
ルターンによる農地の獲得・保有のあり方
は，この時代の土地制度の変容を具に反映し
ていた。すなわち，バフリー末期から続く継
続的な国有地の流出により，�/��世紀には
イクターや政府直轄地以外に，私有地，ワク
フ，賃借地，ヒマーヤ等，土地の保有形態が
多様化していた。当初ザヒーラの土地は「賃
借」という形態でスルターンの管理下に移動
した国有地を意味したが，このような様々な
形態によって国家のコントロールを離れた土
地権益が社会に広く拡散していく中で，スル
ターンのもとに集められた土地の形態もまた
多様化した。スルターンがイクターであれワ
クフであれそれらの土地をそのままの形態で
自身のもとに集積させたことは，国家による
土地の一元的掌握の崩壊と保有形態の多様化

↗ ついては：Sulūk, �: ��
�; Ibn Taghrībirdī, Nujūm, ��: 
��-
��; al-Ṣayrafī, Nuzha, �: ���.
�
	） Cf. 五十嵐 ����: ��-��; id. ����a: �
-��.
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により，土地に対する権利（＝租税徴収権）

が錯綜・重層化する中で，それを整理・再構
築することが最早不可能となっていたことを
意味していた。そしてこのようなスルターン
直轄財源のあり方は，規模はともかく本質的
にはアミール層を初めとする有力者たちの財
源確保の手法と大きな違いはなく，彼らもま
たイクターのほか賃借，保護，私有地の獲得
とワクフ設定，さらには様々なワクフ管財人
職の掌握等，様々な形で土地権益を集積して
いた�
�）。その意味で，スルターンの直轄財
源の拡大はその他の有力者たちの私的権益の
拡張と同列に位置付けられ，いずれも土地権
益の社会的拡散という当時の全般的状況の上
に成り立っていたのである。そしてスルター
ンがこれらの権益を自己のもとに集積するこ
とは，他の有力者たちが獲得する分を抑制す
ることにもつながり，その逆もまた然りで
あった。個々のスルターンの権力基盤や政治
力の強弱により，それが強ければこれらの多
くの権益を一手に集めることが可能な反面，
弱ければそれは制限され，また忠誠を獲得す
るために分け与える必要があった。すなわち
国家制度を通じた配分システムから離れた諸
権益をいかに自己のもとに集積できるかは，
支配エリート内部のパワー・バランスに左右
されたのである。それ故，スルターンが集積
した権益は，その交代によって一度放出され，
多くが他の有力者の手に移ることになったの
である。
さて，マムルーク朝の国家・社会構造の基
底であったイクター制が，土地徴税権の配分
を国家がコントロールすることによって成り
立っていたことを想起すれば，このように土
地に対する権益が多数，国家の直接の管理下
から離れ，社会全般に広く拡散したことは，
スルターンを頂点としたマムルーク・軍人支
配層内部の政治・権力構造はもとより，イク
ター保有を通じ農村の富を都市に環流させる

力を独占的に握ることによって成り立ってい
た彼らの権力と支配のあり方に大きな影響を
与えたことは疑いない。それについては，土
地制度の変容と支配層との関わりを考察する
予定の別稿で改めて論じたい。
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オスマン・アラブ人の「オスマン国民」像
アブデュルハミト・ゼフラーヴィーの「諸民族の統一」論

藤　波　伸　嘉
（東京大学大学院）

The Ottoman-Arab Perception of “Ottoman Nationhood”
Abdülhamit Zehravi on “ittihad-ı anasır”

Fujınamı, Nobuyoshi
Postgraduate Student, Graduate School of Arts and Sciences, � e University of Tokyo

� e Ottoman-Arab perception of “Ottoman Nationhood” has been little stud-
ied until today. Although literatures concerning Ottoman-Arabs in the late 
Ottoman period have suffi  ciently mentioned their “Arab” identity, they have 
referred less, if at all, to their involvement in the “Ottoman” nationhood. In 
the context of “Arab history,” historians have paid attention to Ottoman-Arabs’ 
intellectual endeavor in the Second Constitutional Period (����–����) only as 
“origins” of the later Arab nationalism. Abdülhamit Zehravi (in Arabic, ‘Abd 
al-Ḥamīd al-Zahrāwī), an Ottoman-Arab thinker and statesman, is no excep-
tion in this regard. His idea on the Ottoman state and Ottoman nation has 
been largely ignored. Zehravi is usually considered as “one of the most pro-
minent pre-war [Arab] nationalists,” although it is widely known that he did 
not deny the existence of the Ottoman state. � e author of this article tries to 
describe Zehravi’s understanding of the Ottoman Nationhood.

As an Ottoman citizen who well understood the diff erence between the 
two concepts of “Ottoman” and “Turk,” Zehravi admitted that the primary 
task for every Ottoman citizen was to pursue “ittihad-ı anasır,” or “unity of 
ethnicities.” This statement was not surprising given the atmosphere of the 
time, since unity of ethnicities was the semi-offi  cial usage for describing the 
Ottoman Nationhood ideal. � e remarkable aspect of his argument is the dis-
tinction he made between the “gerenal unity of Ottomans” and the “political 
unity of Ottomans”; according to him, the latter is to be made up from com-
munities, not individuals, agreeing upon the common political program.

Zehravi’s ideas on the origins of communities merit further comment. A 
community comes into existence only if and when there is a common spirit 

Keywords: Ottoman Empire, Second Constitutional Period, Young Turks, 
Nationalism, Unity of Ethnicities

キーワード : オスマン帝国，第二次立憲政期，青年トルコ，ナショナリズム，諸民族の統一
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and mutual assistance. Neighborhood communities are most likely to be 
formed, since mutual assistance, in his opinion, is the essential factor for people 
to form communities and neighborhood ties represent the most basic kind of 
mutual assistance. In contrast, he believes that ethnic or religious communi-
ties are always diffi  cult to be formed, and even if they are formed, these com-
munities can rarely become politically and socially united entities.

If communities are formed in this manner, then how are nations formed 
and what is the relationship between communities and nations. Zehravi ex-
plained in the following way: not every community could become a nation, while 
in many cases diff erent communities do constitute one nation. � e crutial fac-
tor in the formation of a nation is the need for “political” unity, and this could 
hardly be provided by ethnic or religious communities. � is argument clarifi es 
why it was necessary to achieve and strengthen the “unity of Ottomans.” Arab 
unity or Muslim unity was impracticable because Arabs were divided among 
themselves and the Ottoman Empire did not have the power to make all the 
Muslims in the world one and united. As a pragmatist conscious of the need 
for power in the theater of politics, especially in the age of imperialism, 
Zehravi claimed that the unity of Ottomans was the only way to retain indepen-
dence and to resist Western invasion.

� e last question to be considered is the manner in which the “political 
unity of Ottomans” should be realized. � is point was partially made when 
he preferred the community-based “political unity of Ottomans” over the 
individual-based “general unity of Ottomans”. � e political unity of Ottomans 
required what Zehravi wanted—equality among communities. For him, equality 
among individuals was not enough; he believe that communal egalitarianism 
should be pursued along with individual egalitarianism in order to realize the 
unity of Ottomans in the real sense of the word. As a consequense, in his opi-
nion, any attempt to pursue the general unity of Ottomans at the expense of 
the political unity of Ottomans should be criticized and renounced.

Of course this proposition was far from the perfect solution. Since the 
members of the majority community often find “unequal” treatment under 
communal egalitarianism, it makes little sense to judge whether the commual 
egalitarianism advocated by Zehravi or the individual egalitarianism pursued 
by Unionists (according to Zehravi) was more right and a suitable choice for 
the realization of the unity of Ottomans. What is important here is the very 
fact that Zehravi faced the problem of egalitarianism, since the ambivalent 
issue of “equality” was the same problem Ottoman intelletuals had to tackle 
since the Tanzimat period.

In conclusion, Zehravi’s perception of the Ottoman Nationhood could be 
summarized as follows: he approved the framework of the Ottoman Empire 
because it provided the only possibility to confront Western invasion by 
means of power. Although many scholars today consider “Ottomanism,” or 
the Ottoman Nationhood ideal, as a senseless, completely artificial concept 
doomed to failure, Zehravi appreciated the existence of the Empire from his 
very realistic point of view. It was taken for granted that the Ottoman Nation 
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�. 問題の所在

����年の青年トルコ革命以降，オスマ
ン帝国第二次立憲政期は，三十年に及ぶ
スルタン・アブデュルハミト二世の支配
（��	�-����年，以下「ハミト期」）より解放
され，帝国治下の諸地域に大きな政治的・思
想的変動がもたらされた時期であった。それ
はアラブ地域，アラブ人にも当てはまる。「名
望家政治 politics of notables�）」の枠組みと
ハミト期以来の帝国の支配システムとの中で
成長し，「オスマン後」アラブ諸地域の政治
において主役を演ずることになる人々の多く
が議員，軍人，官僚として活躍を始めたのは

正にこの時期であった�）。
アブデュルハミト・ゼフラーヴィー

Abdülhamit Zehravi（‘Abd al-Ḥamīd al-
Zahrāwī）も第二次立憲政期オスマン政界で
頭角を現したオスマン・アラブ人政治家の
一人である。ゼフラーヴィーは ��	�年生ま
れ
），シリア州ホムスの下級地方名士の家系
に属する。早くよりイスタンブルでトルコ
語・アラビア語双方の新聞刊行に携わるが，
後にアブデュルハミト二世の専制政治への反
発からカイロに亡命，執筆活動を継続しつつ
青年トルコ運動を支持した。革命を主導した
元「自由委員会」系の統一派�）セラーニキ・
グループと近い関係にはなく，従って一般に
想定される（狭義の）青年トルコ勢力からは

consisted of many elements or ethnicities. � ere was no “Ottomanism-Arabism” 
dichotomy in Zehravi’s mind. � e confl ict began only when the type of ega-
litarianism, individual or communal, to be adopted was questioned. Zehravi’s 
ideas appear to be largely conditioned by the political and ideological logics 
that prevailed at the time in the Empire, since as long as he accepted the fra-
mework of the Empire, his argument was always linked to the problematique 
of egalitarianism, problems that every Ottoman statesman was expected to 
find solutions to. Therefore, it makes little sense to categorize the Ottoman 
elite into “Ottomanist” or “Arabist” camps, as has been done until now in 
both Arab and Turkish historiography. Instead, Ottoman-Arab and Ottoman-
Turk perception of Ottoman Nationhood should be placed in a common his-
torical context in which the “Ottoman” political thought can be examined.

�. 問題の所在
�. 「諸民族の統一」

. 共同体と国民

�. 「共同体の平等」
�. 結論：「オスマン主義」について

�） Hourani ����により定式化された「名望家政治」論において，アラブ地方政界の動向は中上流階
級の階層内政治，その内部での離合集散として描かれ，現地社会と帝国中央との間での「仲介者」
としての役割が注目される。この枠組みはハミト期から「オスマン後」まで一貫して存続した。「名
望家政治」論に基づきシリア政界の動向を考察する研究として，Roded ����, ����; Dawn ����; 
Akarlı ����; Khoury ���
, ���	, ����及び木村 ���	を参照。

�） 具体例として，帝国議会へのアラブ地域選出議員について論じた Prätor ���
，行政学院（Mekteb-i 
Mülkiye）へのアラブ地域からの進学者を扱った Blake ����などを参照。第二次立憲政期より
「オスマン後」に至るアラブ諸国エリートの連続性については，Winder ����-���
; Pool ����; 
Tarbush ����; Simon ����; 酒井 ����などを参照。


） ����年説，���
年説もある。Duri ���	, p. ���; Tarabein ����, p. ���; Herzog, p. ��を参照。
�） 以下，「統一と進歩委員会 İttihat ve Terakki Cemiyeti」に属した人々を「統一派」と呼ぶ。
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外れるゼフラーヴィーだが，ハミト専制に反
対して亡命し，他の亡命オスマン人とも交友
していた点で彼も広義の青年トルコ勢力に属
する（Hanioğlu ����, p. ��	）。彼は革命後
の ����年選挙でハマ選出の下院議員となり，
以後イスタンブルを拠点に活動した。彼は早
くから統一派と対立関係に入り，����年には
反統一派勢力が結集した自由連合党に参加す
るが，このためもあり，����年選挙では落
選する。ゼフラーヴィーは同年末にカイロで
結成された地方分権党に参加し，更に，後に
アラブ民族主義生成期の画期として常に言及
されることになる ���
年 �月パリ開催の「ア
ラブ会議」で議長を務める。この直後，彼は
統一派との妥協に応じ，����年 �月に上院議
員に勅選された。だが第一次大戦中の ����
年 �月，シリア第四軍司令官ジェマル・パ
シャにより「分離主義活動」の罪状で処刑さ
れる。
このように ����年の上院議員勅選を除け
ばゼフラーヴィーはアラブ民族主義の「殉教
者」と見做されるに不足のない経歴を持ち，
故に「数少ない ����年以前のアラブ主義者」
に分類されることが多い。実際，シリア「名
望家政治」上層の既得権益に対抗すると共に
帝国中央での地位向上を図る彼には，自ら

が「アラブ」であることを強調する戦術を取
る必要があった（Dawn ��	
, pp. �	�-�	�; 
Dawn ����, p. �
）。ただ，彼はオスマン帝
国それ自体を否定していた訳ではない。現実
に，ゼフラーヴィーも含めた当時のアラブ人
政治家の多数はオスマン政界をその活動の場
としていた。では彼はオスマン帝国のあるべ
き姿としてどのような国家像を描いていたの
か。如何なる「オスマン国民」像を提示して
いたのか。
この問いにはこれまで充分な答えが与えら
れてきたとは言い難い。ジェマル・パシャに
よる ����年のアラブ人処刑，それに続く「ア
ラブの覚醒」「アラブの叛乱」がトルコ・ア
ラブ対立の頂点として理解される研究動向に
おいて，オスマン・アラブ人を「オスマン人」
と見る意識自体がそもそも希薄であり，オス
マン・アラブ人の思想的営為は専ら「アラ
ブ」意識の有無，「アラブ民族主義」の起源
という側面から論じられてきた�）。このため，
ゼフラーヴィーの「アラブ」意識は「オスマ
ン主義」とは矛盾しなかった，という結論以
上の分析が加えられることは稀であり，しか
もこの際，「オスマン主義」なる語の意味内
容自体が考察されることはほとんどない�）。
実際，第一次大戦終結まで「アラブ主義者」

�） 「アラブ史」の文脈における一般的な第二次立憲政期の位置付けについてはKhoury ���
; Duri 
���	; Commins ����; Tauber ���
a, ���
bなどを参照。タンズィマート改革から説き起こし，帝
国中央をも視野に収めるHourani ���
; Dawn ��	
の両著作は先駆的にして例外的な業績と言え
よう。なおオスマン・アラブ人思想家の研究としてCleveland ��	�, ����がしばしば引用されるが，
これも「オスマン後」の動向が主要な考察対象であり，第二次立憲政期における言動は充分に検討
されていない。

�） Duriはゼフラーヴィーにおける「アラブ」意識の様相は詳細に検討するが，「オスマン国民」理
念の位置付けの検討は不充分であり，「オスマン主義」を認めていた，という結論で終わっている
（Duri ���	, pp. ���-���）。Tarabeinも「彼のアラブ意識はオスマン主義と両立」したという結論
に留まる（Tarabein ����, p. ���）。だがこれらは既に Dawnが述べた点を確認したに過ぎず，そ
れが具体的にどのような形で「両立」したのかという点は検討されることはなく，「オスマン主義」
の定義もなされていない。Commins ����, pp. ��-��ではゼフラーヴィーの思想の内，イスラー
ム的論点に関心が集中し，時期的にも革命前が対象である。これに対し，ゼフラーヴィーが帝国内
部で展開した政治思想に着目するHerzogは，彼は「オスマン帝国の正統性が単にそこに存在して
いるということに限定されるような種類のオスマン主義を主張した（Herzog, p. ���）」と説き，「正
しく理解されたオスマン主義として提示されるゼフラーヴィーのアラブ主義は」「オスマン帝国か
ら実質的な政治機能と正統性とを奪った」と述べる（p. �）。ここで問われるべきは，ゼフラーヴィー
が「そこに存在していること」を根拠にオスマン帝国の存在を肯定するに当たり示す論理は「アラ
ブ主義」と理解されるべきものか否か，そのような彼の論理は「オスマン帝国の正統性」を損 ↗
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が常に少数派に留まっていたことは広く認識
されているにも拘らず	），それに対する，オ
スマン・アラブ人の大多数を占めていた筈の
人々の政治思想は「オスマン主義」と一括さ
れるに留まる。こうした状況は，近年の一連
の「修正主義」的研究も含め，第二次立憲政
期のオスマン・アラブ人の政治思想を扱う研
究のほぼ全てに共通する�）。
では「アラブ」意識を強く持つゼフラー
ヴィーは，どのような論拠からオスマン帝国
の枠組みを肯定し，どのような立場から「オ
スマン国民」理念を評価していたのか。この
点を明らかにすることで，ゼフラーヴィーの
「オスマン国民」理解がオスマン思想史上に
どう位置付けられるか，また「オスマン国民」
理念はアラブ思想史上にどのような意味を持
つかという問題を検討することもできると考
える。思想史研究におけるトルコ・アラブ間
の分断を相対化し，オスマン・アラブ人の政
治思想をオスマン・トルコ人のそれと比較対
照する視座を築くこともそこから可能となる
のではないだろうか。
本稿は以上の問題関心に基づき，ゼフラー
ヴィーが如何なる「オスマン国民」像を提示
していたかを明らかにすることを目的とす
る。この際，分析の対象を ����年より ����
年までの時期に限定するが，それは，彼がイ
スタンブルを，即ちオスマン帝国中央政界を
その活動拠点としていた時期の言動に分析の
対象を絞ることで，オスマン人としての彼の

主張内容をより鮮明に浮かび上がらせるため
の時期設定である。史料としては次の二種類
を主に利用する。一つはゼフラーヴィーが参
加していた帝国議会下院の議事録であり，も
う一つは彼が ����年 �月にイスタンブルで
創刊したアラビア語紙，Ḥaḍāraに執筆した
論説である。今回は後者に関してはゼフラー
ヴィーの『全集』を使用した。そこで引用に
当たっては同『全集』でのページ数を注記し，
初出時日を併記する。以下，掲載紙名が特記
されない論考は全てḤaḍāra紙掲載のもので
ある。

�. 「諸民族の統一」

初めに「国民」「民族」に関する用語法を
整理しておきたい。ゼフラーヴィーは「オス
マン国民」と，それを形成する各種の集団と
を表す単語として，オスマン語では unsur, 
kavim, cins, millet（複 数 形 は そ れ ぞ れ
anasır, akvam, ecnas, milel）の語を，アラ
ビア語では ‘unṣur, qawm, jins, milla, umma

（複数形はそれぞれ ‘anāṣir, aqwām, ajnās, 
milal, umam）の語を用いていた。これらの
内，元来「要素，元素」を意味する unsur
の語は，「オスマン帝国の構成要素」という
含意から，この時期に「民族」の意味を表す
のに最も頻繁に用いられていた語だった。一
方「国民」についてはオスマン語ではmillet
の語が，アラビア語では ummaの語が主に

↗ なうものだったのか，そしてそれは他のオスマン人の示す「オスマン国民」理解と比してどのよ
うな特性を持つものだったのか，という問題であろう。Herzogも「オスマン主義」「アラブ主義」
に明確な定義を与えてはおらず，ゼフラーヴィーの「オスマン国民」理解を他のオスマン人のそれ
と比較することもしていないため，これらの点は問われることなく残されている。

	） この点についてはアラブ主義の起源を論じる以下の研究の全てが一致している。Khalidi ����, 
����b, ���	; Haddad ����; Muslih ����, ����; Dawn ����を参照。そして第二次立憲政期の「ア
ラブ主義者」が後の「アラブ民族主義者」に直結する訳でもない（Dawn ��	
, pp. ���-���）。

�） 例えばゼフラーヴィーの同僚である別のアラブ人議員，シュクリュ・アセリーを論ずる Seikalyは，
アセリーは「オスマン主義」の許でのトルコ・アラブ両民族の共生を求め，アラブ独立などは考え
てもいなかったと述べるに留まり，彼がその「共生」の実現方法として具体的に何を示していたか
については論じない（Seikaly ����, pp. ��-��）。「オスマン主義」と「アラブ意識」とは両立した
と述べるに留まるという点では，第二次立憲政期のイラクを扱うHaddadも同様である（Haddad 
����, pp. �
�-�
�）。なお「修正主義」的研究の動向についてはKhalidi ����a; Cleveland ���	; 
Kayalı ���	, pp. �-��などを参照。
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用いられ，kavim（qawm），cins（jins）の
語は概ね「民族」を表すのに用いられていた。
ただ以下にも明らかなように，これらの語は
必ずしも一義的に「国民」「民族」の意味を
有していた訳ではない。そこで本稿では，原
文の引用に際して，上記の語については一々
その原語を附す。訳については，政治単位と
しての国家に対応する人間集団について用い
られている場合に「国民」の語を用い，他の
集団については基本的に「民族」の訳語を当
て，文脈に応じて適宜訳を改変した。
さて，ゼフラーヴィーの「オスマン国民」
像を考える上で第一に確認すべきは，彼が
「オスマン」と「トルコ」との相違を認識し，
その上で「諸民族の統一 ittihad-ı anasır」な
る理念こそオスマン人が実現すべき目標であ
るとしていたことである。まず前者から確認
していくと，彼は ����年 ��月 
日付け論考
において次のように主張している。

　「この国はギュルハネ勅令以前にはあた
かもトルコ人のみの，あるいはムスリムの
みのものであるかに見做されていたが，こ
の勅令以降，「オスマン人」という名前は
ムスリムにも，キリスト教徒にも，ユダヤ
教徒にも，トルコ人にも，アラブ人にも，
そしてその他の諸民族 ajnāsにも適用され
るようになった。最近の革命と憲法の公布，
そしてそれに伴う効果によってこの意味は
力を増し，民族 ajnāsと宗教との別を問わ
ず，皆に等しく祖国は単一のものとなった」
（Zahrāwī, vol. 
, pp. ���-���.）

ゼフラーヴィーは「オスマン」「トルコ」
両概念の相違に決して無頓着ではなかった。
この点を踏まえた上で後者，「諸民族の統一」
の論点に移りたい。例えば ����年 �月 
日，
帝国議会下院において次のような会話がなさ
れている。

　ハリル・メンテシェ：「これまでアラブ
人とトルコ人とに関して如何なる政治的目
的が追求されたことがあっただろうか？こ
の国の，この国家の六百年の歴史において
そのようなものは存在しなかった。（中略）

政府にはオスマンの統一以外には如何な
る目的も願望もない。（中略）この国家の
六百年の歴史において，アラブ Araplıkや
トルコ Türklükといったものは存在しな
かったのに，今になってこれらを創造しよ
うというのだろうか？」
　ゼフラーヴィー：「ハリル・ベイエフェ
ンディは諸民族の統一 ittihad-ı anasırに
言及された。私もまた諸民族の統一に貢献
し，それを求める点で決してハリル・ベイ
エフェンディに劣るものではない。我々
の全てがここで統一に向けて骨身を惜し
むことがないようになることが必要であ
る」（MMZC D.�,Sİ.
,İçt.���, pp. 
���b-

���a.）

統一派幹部の内相ハリル・メンテシェが政
府の追求する唯一の目的として「統一」の実
現を訴えているのに対し，ゼフラーヴィーも
「統一」という目的の正当性自体には全く異
議を唱えず，自分もまたその実現に努めてい
ると述べる。つまり，両者共に「統一」を目
標として掲げる点で一致しているのだが，そ
れはこの両名の間に限られたものでもなかっ
た。「諸民族の統一」とは，多民族国家オス
マン帝国の統治理念として，またその存続及
び発展の必要条件として広汎に浸透していた
概念であり，「統一」が達成すべき目標であ
ること自体は誰も異論を差し挟むことのな
い，自明にして共通のルールであった�）。対
立軸はそれをどう解釈するか，そしてその実
現のためには何がなされるべきかという点に
存在した。
この点は当のゼフラーヴィーが何度も確認

�） この点については藤波 ����，p. ��
も参照。
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している。例えば彼は ����年 �月 ��日付け
論考で「対立は統一への意志において存在す
るのではなく，それは統一の解釈と，その実
現方法にこそある」と述べ，「統一とはオス
マン人の民族性 jinsiyyāt al-‘uthmāniyyīnの
尊重，それぞれの利害と存在との向上，相互
に尊重し合うことを皆が理解し，相互に存在
する無関心を友愛へと導くこと」によって実
現可能なのだと説いている（Zahrāwī, vol. �, 
p. ��）。他のオスマン人同様，彼はオスマン
人が実現すべき目標として「諸民族の統一」
なる理念を提示していた。従って，彼が如何
なる「オスマン国民」像を提示していたかと
いう問いは，彼が如何なる「諸民族の統一」
像を提示していたかという問いに他ならな
い。
ではゼフラーヴィーは如何なる「統一」を
求めていたのか。そこで，彼が最も包括的，
体系的にあるべき「統一」の姿を説いている
����年 �月 ��日付け論考を検討していきた
い。ここで彼は一般論として「人類社会にお
ける統一」を説いた上で，特殊事例としての
「オスマン帝国における統一」について論じ
るという構成を取っている。ゼフラーヴィー
はこの後者を①全オスマン人の統一 ittiḥād 
‘uthmānī ‘āmm，②民族的なオスマンの統一
ittiḥād jinsī ‘uthmānī，③宗教的なオスマン
の統一 ittiḥād dīnī ‘uthmānī，そして④政治
的なオスマンの統一 ittiḥād siyāsī ‘uthmānī
の四つに分類していた（Zahrāwī, vol. 
, 
pp. ���-�	�）。
彼はこの内，民族的，宗教的の両「統一」
の実現可能性については極めて懐疑的であっ
た。この点には後に立ち戻るが，ここで第一
に確認すべきは，彼が「全オスマン人の統
一」と「政治的なオスマンの統一」とに別々
の定義を与えていたことであろう。彼は前者
を「オスマン人の全てが同一のプログラムに
則り，行政や政治に当たる人を一致して選出
する」ことと定義し，これは理想的なもので
あるとしても，その実現は極めて困難だと

説く。一方，「政治的なオスマンの統一」は
「綱領（プログラム）を承認し，行政や政治
に当たる人を選出することにおけるオスマン
人の諸共同体の統一 ittiḥād jamā‘āt min al-
‘uthmāniyyīn」と定義され，ここに列挙さ
れた四種の「統一」の中で最も実現の容易な
ものであり，かつ，彼の賞揚する「政治的教
養」の創出にも期待を繋ぐものであるとされ
た。
しかしこの両者についての説明を比較して
みれば，相違は，結合の主体を「オスマン人
の全て」とするか，あるいは「オスマン人の
諸共同体」とするか，という点にしかない。
故に，ゼフラーヴィーはオスマン人個々人を
直接に包摂する「統一」ではなく，共同体を
経由する形での「統一」を求めていたのだと
言うことができる。即ち，多様な共同体の存
在を前提とした上で，それらを結合主体と
した，「政治」に基づく，具体的には特定の
綱領への同意に基づく「統一」こそ，彼の説
くところであった。では「統一」の形成主体
たるべき共同体とはそもそも何か。この点を
考える上で示唆を与えるのが ����年 ��月 ��
日付け Insāniyya紙掲載論考「個人と共同体」
である（Zahrāwī, vol. �, pp. ���-�
�）。
ここでゼフラーヴィーは，共同体には①純
粋に自然な共同体，②活動や意志に基づく
共同体，の二種類があるとする。彼は①に
属する三つの類型として a. 家族 b. 近隣共同
体 c. 言語や地域に基づく共同体を，②に属
する三つの類型として a. 宗教 b. 政府 c. 結
社を挙げているが，ここでは① b「近隣共同
体 jamā‘at al-jiwār」に注目したい。彼はこ
れについて，「多くの場合，隣接することは
言語の同一性を要請するものであるので，こ
のために，私はこれを言語共同体 jamā‘at al-
lughaや民族共同体 jamā‘at al-jinsと呼ぶよ
りも，近隣共同体と呼ぶことを好む」と述べ
ている。つまり民族や言語は「隣接すること」
に基づく二義的属性と見做される。実際，彼
は次の① c「言語や地域に基づく共同体」に
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ついても，これらは「近隣共同体」の特殊事
例であり，従ってその類型の中に含ませるこ
とも可能だと述べている。
同様の理解は先に触れた「人類社会におけ
る統一」に関する議論でも繰り返されてい
た��）。ここで彼は「一般的なものから特殊な
ものへ」という順に①人類の統一 ittiḥād al-
insānī，②民族的統一 ittiḥād al-jinsī，③宗教
的統一 ittiḥād al-dīnī，④地域的統一 ittiḥād 
al-iqlīmī，⑤都市の統一 ittiḥād al-baladī，
⑥集団の統一 ittiḥād al-ṣinfīの六種類の「統
一」を列挙しているが，この内，「人類の統
一」は全く実現不可能であり，「民族的統一」
「宗教的統一」の実現も稀にしか可能ではな
いとされる。それに対し，「活動や願望にお
いて同一な人々の小規模の集団の統一」であ
る「集団の統一」（「単一のプログラムに基づ
いて一致団結した政治結社の統一」が例とし
て示される）や，他の町に対しての特定の町
の住民の統一，他の地域に対する特定の地域
の人々の統一である「都市の統一」「地域的
統一」の実現はより容易である。
以上の議論からゼフラーヴィーが物理的近
接に基づく共同体を重視していることが理解
されるが，ではその「近隣共同体」の形成
要因とは何か。彼はここで「紐帯 rābiṭa」に
着目していた。「近隣共同体」は自らと人々
との間を，また人々の間を相互扶助 ta‘āwun
により結び付けるものであると述べる彼は，
隣接すること以上に強い相互扶助をもたらす
ものはなく，また隣接することによる紐帯以
上に真実の紐帯もない，と説く。彼はまた，「共
通の精神 rūḥ al-‘umūmiyya」を持たない共
同体は，魂を持たない肉体と同様，死せるも
同然であるとすら述べ，何の社会的紐帯も持
たない人間集団は共同体における「紐帯」「共
通の精神」を得ることで道徳の規範を与えら

れることになり，それにより幸福を得ること
が可能となると論じていた��）。「人は共同体
のために努めない限り進歩はなく，また共同
体は自らのために努める人々を有さない限り
進歩はない（Zahrāwī, vol. �, p. ���）」と説
く彼にとり，共同体はそれが人間集団を向上
させるに足るだけの「紐帯」を有する場合に
こそ存在意義を持つ��）。従って，必ずしも個々
の共同体の存在自体に不変の本質が想定され
る訳ではない。実際，「活動や意志に基づく
共同体」とは定義上，人為的なもの，つまり
は可変的なものであるし，上に列挙されてい
る各「統一」が「統一」として機能するのは
あくまで特定の一つあるいは複数の問題にお
いて，他の「統一」に対して有する特徴によっ
てに過ぎない（Zahrāwī, vol. 
, p. ���）。彼
は「近隣共同体」を論ずるに際しても，街区
maḥallaが共同体として機能するのは都市
baladに対してであり，都市は地域 iqlīmに
対し，そして地域は世界に対してであるとい
うように，個々の共同体が共同体たる所以を
極めて相対的なものとして描いている。
人に社会的紐帯を与えるものこそが共同体
であり，個々の共同体の存在自体はあくまで
相対的なものである，そして共同体の中でも
物理的な近接に基づく共同体こそ最も基本的
なものであるとするこの論理こそ，ゼフラー
ヴィーの共同体観の基本であった。では帝国
の構成要素たる各共同体がそのように定義さ
れる時，「オスマン国民」とは如何なる意味
を持つ存在として現れるのか。換言すれば，
そうした各共同体にとり，「オスマンの統一」
は何故に必要とされるのか。そしてその「オ
スマンの統一」とは具体的にはどのようにし
て実現されるべきとされたのか。

��） ����年 �月 ��日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ���-���）。
��） ����年 �月 �	日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ��-��）。
��） この点については ����年 �月 ��日付け論考「社会の力」も参照（Zahrāwī, vol. 
, pp. �

-

�
�）。
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�. 共同体と国民

まずは ����年 �月 ��日付け論考における
以下の議論を確認しておきたい。

　「国民 ummaとは様々な理由に基づい
て，多くの点においてあたかも一人の人間
であるかの如くに至るまでに集まった人々
の集合のことである。そしてその理由の中
でも本質的で最も深く根差しているもの
は，相互扶助 ta‘āwunである。（中略）人々
は，今日国民 umamとして存在する三つ
の大きな種類へと分類される。それは民
族的国民 al-ummat al-jinsiyya，宗教的国
民 al-ummat al-dīniyya，そして政治的国
民 al-ummat al-siyāsiyyaである。もし国
民 umamが自然なものなのであれば，人々
の中の全ての民族 jinsがそれぞれに国民
ummaとなっている筈であろう。だが民
族 ajnāsの起源を検討してみれば，そこに
も同様に人為性が見出される。しかし人々
は民族共同体 al-jāmi‘at al-jinsiyyaのまま
に留まっているのでもないし，全ての民族
ajnāsが民族共同体として集合したままで
いる訳でもない。それどころか，地上には，
単一の民族の民 ahl jins wāḥidでありなが
ら分裂している人々がどれほどいることだ
ろうか。分裂した民族 ajnāsがどれほどあ
り，異なる民族 ajnāsでありながら集合し
ているものがどれほどあることだろうか」
（Zahrāwī, vol. �, pp. �
-��.）

ここに明らかなように，ゼフラーヴィーは
民族が必然的に政治的，社会的な意味での一

体性を担保し得る存在であるとは考えていな
い。アラブ民族もその例外ではない。アラブ
人とは「言葉と民族 jinsという観点では単
一の共同体だが，地域や慣習，宗派の観点か
らすれば複数の共同体」なのであり�
），「シ
リア人，イラク人，ヒジャーズ人，イエメン人，
エジプト人，アフリカ人，スンナ派ムスリム，
シーア派，バーティン派，ワッハーブ派，キ
リスト教徒諸宗派，ユダヤ教徒，そして保守
派，自由主義者，フリーメーソン，社会主義者，
教養のある人とない人とから成るオスマン・
アラブ人について考慮すれば（中略）この集
合体に共通の精神や共通の思想が存在するか
否かについて軽々に判断を下すのはほとんど
不可能と思われる」のであった��）。既に触れ
たように，「紐帯」と同様，「共通の精神」の
存在こそ，共同体が共同体たるための必要条
件とされる以上，オスマン・アラブ人に「共
通の精神」が存在するか否かが疑問視される
ということは，オスマン・アラブ人という共
同体が存在するか否かが自明ではなかったこ
とを意味する。
同様の理解は宗教に対しても示された。ゼ
フラーヴィーは，世界中のムスリムの連携と
いう理想が実現不可能なことを繰り返し指摘
する。オスマン帝国が現実に帝国外のムスリ
ムを保護する力を有していない以上，ムスリ
ムの統一は意味を持ち得ない��）。また彼は，
「アラブ会議」直前に行なった談話でも，同
会議が宗教的性格を有していないことを強調
し，「宗教的紐帯に基づいてオスマンの統一
を強化することを望むか」という問いに対し
ても「宗教的紐帯は常に政治的統一を創出す
る能力を欠く」と答えてこれを否定している
（Zahrāwī, vol. �, pp. ���-��	）。

�
） ����年 �月 ��日付け論考を参照。なおゼフラーヴィーはこれに先立つ部分で，シリア人はイラク
のことを知らず，イラク人はシリアのことを知らず，ヒジャーズ人はリビアのことを知らず，そし
てエジプト人はイエメンのことを知らない，といった状況にあると指摘している（Zahrāwī, vol. 
, 
pp. ���-���）。

��） ����年 �月 ��日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ��）。
��） ����年 ��月 �日付け論考（Zahrāwī, vol. �, pp. ���-���），����年 ��月 
日付け論考（Zahrāwī, 

vol. 
, pp. ���-���），����年 ��月 �
日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. �
�）などを参照。
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つまり，彼は民族や宗教それ自体には政治
的統一をもたらす機能は存在しないことを強
調していた。����年 �月 ��日付け論考に見ら
れる以下の主張もこの認識の延長線上にある。

　「オスマン人以外の人々が大きな紛争に
悩まされているのと同様に，オスマン人
もまた悩まされている：宗教紛争 ikhtilāf 
al-dīnī，民族紛争 ikhtilāf al-jinsī，そして
政治的紛争 ikhtilāf al-siyāsiyya。だが我々
はこれに驚いたり嘆いたりするべきではな
く，寧ろこうしたものは自然なものだと考
え，あらゆる国民 umamや集団が同様で
あると考えるべきである。（中略）宗教紛
争，民族紛争を嘆く多くの言葉のために，
これらについて嘆く人々は，この二つの紛
争の裏にはそれらの多くがそこに起因する
別のものがあり，この両者が止んだとして
もそれは止んでいないということを忘れて
しまっている。それが政治的紛争である。
（中略）仮に我々の生活が宗教紛争や民族
紛争の惨禍に晒されているとしても，それ
を追跡・調査してみれば，我々がそこに本
当に見出すのは政治的紛争の産物である」
（Zahrāwī, vol. 
, pp. ��-��.）

国際的にも国内的にも，実際に問題となっ
ているのはあくまで「政治」であって，民族
紛争や宗教紛争が本質なのではない��）。二十
世紀の戦争とは常に政治的戦争なのであって
宗教戦争ではあり得ない�	）。そこで必要とさ

れるのは「力」である。力を持たない者に
は権利もなく，力なくして平和はあり得な
い��）。オスマン人はこうした現実を理解すべ
きであった。
では利害に基づき「力」に依拠した「政治」
が横行する二十世紀初頭の帝国主義の世界に
おいて，「力」によって西洋列強に対抗する
ためには何が必要なのか。既に見たように，
ゼフラーヴィーは民族や宗教にそれ自体とし
て「政治的統一」を実現させる機能が備わっ
ているとは見做さない。彼が「オスマン国民」
を求めるのはここにおいてであった。ムスリ
ムの統一，アラブ人の統一が「政治的統一」
をもたらし得ず，従って西洋列強の進出に
「力」で対抗し得る主体を形成し得ないのな
らば，現存するオスマン帝国に依拠する以外
に如何なる方策があり得ようか。そして以上
に示した彼の論理を踏まえれば，西洋列強に
対抗し得る主体としての「オスマン国民」の
存在が前提される限り，彼がその「統一」を
強く求めることも当然だと言えよう。従って
ゼフラーヴィーは，アラブ人もあくまで「オ
スマン国民」の枠内でその立場の向上を図る
べきだと説く。この点で ����年 �月 ��日付
け論考における議論は典型的である。

　「では我々自身に対する我々の見解とは
何か？それは，この文脈においては，オス
マンの領域が含む全てのアラブ人を現実に
オスマン人とすることを，我々アラブ共同
体ma‘shar al-‘arabの政策として打ち立て

��） ゼフラーヴィーは，����年 ��月 	日に帝国議会下院で行なった政府批判の演説において，国民
milletの精神的・社会的状態こそ現在のオスマン帝国が抱える最大の問題であって，民族紛争
ihtilaf-ı anasırではないと述べている（MMZC D.�,Sİ.
,İçt.��, pp. 
�	a-
��a）。

�	） 列強のオスマン帝国内政への介入の要因も宗教などではなく政治であると看破する ����年 ��月 �
日付け論考も参照（Zahrāwī, vol. �, p. ���）。

��） 伊土戦争，クレタ問題に関連してこの点はしばしば指摘されている。前者については ����年 ��月
��日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ���-��	），����年 ��月 
日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, p. 
���）などを参照。後者について，列強に仲介を求めたり，新聞各紙が抗議の論調を示したりする
ようなことは無益に過ぎないと指摘する ����年 �月 ��日付け論考を参照（Zahrāwī, vol. �, pp. 
��-�
）。とはいえ彼は議会では「クレタに限られず，国土の全てに関して，今後オスマン人は寸土
といえども譲渡することはない」と述べて他議員同様の「愛国心」を示してもいる（TV No.��	
（MMZC D.�,Sİ.�,İçt.���），p. ��a）。
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ることである。そして，ここで「現実に」
というのは，言葉のあらゆる意味において
合法的な，あらゆる責務に彼らが共同して
参加することを意味する。何故なら，それ
こそが，最も早くから国民 ummaの内の
全ての民族 ajnāsと社会階層の大部分の意
識に健全な心と知識とをもたらし始めたも
のなので。そしてアラビア半島の全住民，
シリア・イラク間の沙漠の全住民，そして
シリア・イラク・アフリカ各州の全住民が
この責務に共同して参加するようになり，
議会で制定される軍事，財政，司法，行政，
政治に関わるあらゆる法律を支持するよう
になった暁には，この国の力は望む通りに
強化され，神が望むならば，ヨーロッパの
政治的語彙から所謂「東方問題」は消去
されることだろう」（Zahrāwī, vol. 
, pp. 

�-
�.）

だからこそオスマン・アラブ人もまた帝国
中央の政策決定機関に参画し，帝国臣民とし
ての権利義務を十全に担うべきである。西洋
列強への対抗の意識から，それを「力」によ
り遂行することが可能な主体として「オスマ
ン国民」を想定し，それを実現するためにこ
そ，アラブ人もまた「統一」に尽力せねばな
らない，という彼の基本的な思考構造は明ら
かであろう。
そこでもう一つの問題に移りたい。帝国の
構成要素たる各共同体は具体的にどのように
して「政治的なオスマンの統一」を実現させ
るべきなのか。

�. 「共同体の平等」

ゼフラーヴィーは ����年 �月 ��日付け論
考において，帝国構成要素相互間のあるべき
関係を論じている。彼が求めるのが共同体を
経由した「政治的な」統一であるならば，こ

れはその実現を可能とする綱領とは何かとい
う問題にも関わる重要な論点である。
ここで彼は帝国臣民が個々人としての資格
で平等であることには何の疑いもないと断っ
た上で，帝国内の諸共同体は宗教上の特権と
言語上の特権という二つの点を除いて平等で
ある，と述べる。この前者に関してゼフラー
ヴィーは，憲法がイスラームを国教に定めて
いる以上，ムスリム共同体に宗教的特権が存
在するのは当然だと説くが，後者，即ち帝国
の公用語がトルコ語であることに関してはや
や微妙な論理を展開する。彼は，この特権が
トルコ民族のために存在しているのは自明だ
とした上で，この種の特権が正当化されるの
は国家内での多数性によってのみだと説く。
そして，この国においてムスリムの多数性は
自明であり，またトルコ人の多数性もアラブ
人以外に対しては自明であるが，しかしトル
コ人のアラブ人と比しての多数性には疑問
の余地がある，と論じる（Zahrāwī, vol. 
, 
pp. 
�-
�）。
ここでゼフラーヴィーはオスマン帝国を構
成する主体として個人と共同体との二種類を
想定すべきことを確認している。つまり彼は
「個々人の平等」に加えた「共同体の平等」
の必要性を指摘しているのだが��），ここで彼
の「統一」論に立ち戻る必要がある。既に確
認したように，ゼフラーヴィーは「全オスマ
ン人の統一」の実現は困難だとして「政治的
なオスマンの統一」を推奨していたが，この
主張はこの二つの「平等」の主体との関連で
次のように定式化することができよう。即ち，
オスマン人個々人を結合主体とする「全オス
マン人の統一」とは「個々人の平等」に基づ
く「統一」像であり，「オスマン人の諸共同
体」を結合主体とする「政治的なオスマンの
統一」とは「共同体の平等」に基づく「統一」
像であった。彼の基本的主張とは「個々人の
平等」に対して「共同体の平等」の意義を強

��） 彼は「共同体の平等」の必要性に何度も論及している。����年 ��月 	日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, 
p. ���），����年 �月 �日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, p. ���）などを参照。
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調し，「政治的なオスマンの統一」を「全オ
スマン人の統一」に優先させることであった
と要約することができる。彼があるべき「オ
スマン国民」像との関係で統一派を批判する
際の論拠も，この視座から改めて検討してお
く必要があろう。
例えばゼフラーヴィーは ����年 ��月 ��
日付け論考にて，統一派は「帝国構成諸民族
‘anāṣirの権利を蹂躙し，そのそれぞれの特
性やそのそれぞれの存在の構成要素を消滅さ
せ，彼らの意志を一つの意志へと吸収させ，
その特性を一つの特性で覆うことで，彼らを
特定の一要素 ‘unṣur makhṣūṣへと変容させ，
その利害への奉仕のために彼らの力を利用し
ようとした」と指弾する（Zahrāwī, vol. 
, 
p. ���）。彼は統一派の政権喪失後の ����年
�月 ��日付け論考でも同様に，「オスマン帝
国構成諸民族 ‘anāṣir al-‘uthmāniyyaを統一
と進歩委員会という坩堝に投げ入れて単一
の要素 ‘unṣur wāḥidを作り出すこと」を批
判の対象としていた（Zahrāwī, vol. 
, pp. 
���-��	）。ここで彼は帝国構成諸民族の多
様性，独自性が保持された形での「統一」を
こそ追求すべきと訴えているのであって��），
通説で言われるような，「統一派のトルコ化
政策」に対する批判がなされているのではな
い。実際，彼は「その理念のためにトルコ人
をトルコ人たること turkiyyatihiから，アラ
ブ人をアラブ人たること ‘arabiyyatihiから
引き離すことを求めるような統一」の実現は
極めて困難であると述べてもいる��）。

つまり，彼は「トルコ人」に対しては「平
等」に反する言語上の特権が与えられている
ことを批判する一方，統一派に対しては，「ト
ルコ人をトルコ人たることから引き離す」よ
うな「統一」の試みを批判していた。換言す
れば，ゼフラーヴィーは，「トルコ人」には
「共同体の平等」の立場から，統一派には「政
治的なオスマンの統一」の立場から批判を向
ける。彼が政敵として対峙するのは統一派で
あって「トルコ人」ではなく��），また統一派
は「トルコ政党」ではないという事実を彼が
承認していた以上�
），「トルコ人」に対する
批判と統一派に対する批判とが，政治的にも
論理的にも，異なるものであったのも当然の
ことであったろう。だがそれらは「平等」と
いう軸において一貫していた。
勿論，事はゼフラーヴィーの求める「共同
体の平等」「政治的なオスマンの統一」が正
しく，「個々人の平等」を追求し「全オスマ
ン人の統一」を推進する（と彼が理解する）

統一派の政策は誤りであったと簡単に結論付
け得る性質の問題ではない。当然ではあるが，
ゼフラーヴィーの「統一」論もまた完璧な処
方箋ではあり得ない。「共同体の平等」が多
数派共同体に属する個々人には往々にして
「不平等」と映ることを考えれば，「共同体の
平等」を求めると共に「個々人の平等」をも
尊重する，という主張の実現は極めて困難で
あると言わざるを得ない。一方でゼフラー
ヴィー自身，「多数性」によって平等に反す
る特権的地位が与えられることを認め，ムス

��） この主張は ����年 �月 ��日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ��-�	），����年 �月 ��日付け論考
（Zahrāwī, vol. 
, pp. �
�-�
�）などでも繰り返されている。

��） ����年 �月 ��日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, p. ��）。
��） この点は彼自身が何度か確認している。例として ����年 �月 �
日（
�日の誤り？）付け論考

（Zahrāwī, vol. �, p. ��），����年 ��月 
�日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, p. ���）を参照。
�
） 議会に存在する政党・政治結社の中で「民族政党」はギリシア人政党のみであり，他の主要三政

党（＝統一派，穏健自由主義党，民衆党）はそれぞれが帝国構成民族の全てを含んでいると述べる
����年 ��月 �日付け論考（Zahrāwī, vol. �, pp. ��	-�	�），統一派は決して「トルコ政党」ではな
いと認める ����年 �月 �日の議会発言（MMZC D.�,Sİ.�,İçt.
�, p. 	��a-c）を参照。また逆の観
点から，トルコ人の中にも反統一派の者は少なくないと説く ����年 	月 �	日付け論考（Zahrāwī, 
vol. 
, pp. ���-���），穏健自由主義党，民衆党の両党も多くのトルコ人を含んでいると説く ����
年 �月 �日付け論考（Zahrāwī, vol. 
, pp. ���-���）なども参照。
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リムがキリスト教徒に対して特権を有するこ
とを当然視している。またそもそも，「平等」
に扱われるべき共同体の定義自体が問われる
べきであろう。ゼフラーヴィーは ����年 ��
月 
�日付け論考では「オスマン国民」の構
成要素として民族的要素 ‘unṣur al-jinsiyya，
宗教的要素 ‘unṣur al-dīn，そして思想・社会
原則上の要素 ‘unṣur al-fi kr wa al-ijtihād al-
ijtimā‘īの三種を提示しているが（Zahrāwī, 
vol. 
, pp. ���-���），ギリシア・ブルガリ
ア教会問題の顚末にも明らかなように，正に
この各要素の定義，範囲をめぐって現実に厳
しい対立が存在していた（藤波 ����）。更に
言えば，個々の共同体の存在自体を極めて相
対的なものと捉えるゼフラーヴィーの元来の
論理に照らしても，「共同体の平等」とはほ
とんど実現不可能な概念だったとすら言えよ
う。
従って，ここで「個々人の平等」と「共同
体の平等」との優劣を云々することに余り意
味はない。重要なのは，「オスマン国民」の
必要性を訴え，「諸民族の統一」の実現方法
を提示するに際し，ゼフラーヴィーがこの
「平等」の問題に逢着していること自体であ
ろう。ムスリムと非ムスリムの「平等」，オ
スマン人としての「平等」と共同体の「特権」
との両立の是非など，「平等」の問題はタン
ズィマート以来，オスマン帝国が抱え続けた
難題であり，青年トルコ革命後の「国民」形
成においても最大の焦点とされた問題であっ
た��）。「諸民族の統一」実現に向けた思想的
営為の中で，ゼフラーヴィーもまた他のオス
マン人と同様の問題に直面していたのだった。

�. 結論：「オスマン主義」について

従来の「アラブ史」研究では「アラブ」意
識の有無と政治的立場とが直結すると見做さ
れることが多かったが，その指標とされるの
が，����年選挙時の政党所属と ���
年「ア
ラブ会議」及び ����年以降の「アラブの叛
乱」への参加の有無とであった。即ち，����
年選挙で統一派を支持した者は「オスマン主
義」の，自由連合党を支持した者は「アラ
ブ主義」の信奉者と見做される��）。ところが
「トルコ史」研究においては，この同じ ����
年選挙における与野党対立は，「トルコ主義」
に目覚めた統一派側と，未だそれを欠き，旧
態依然たる「オスマン主義」に固着した反
対派勢力との対立として描かれることが多
い��）。つまり，アラブ史・トルコ史双方の文
脈において，「オスマン主義」なる分析概念
は正反対の政治的陣営を指すために用いられ
ている。既に触れたように，「オスマン主義」
とはオスマン・アラブ人の政治思想を論ずる
際にも頻繁に用いられる分析概念であるが，
同一の語が表す内容が文脈に応じてこれほど
に変化するようであれば，その概念の意味内
容自体を改めて検討する必要が生じよう。
「オスマン主義」「アラブ主義」双方の起
源を論ずる先駆的な論文集の中で，Dawnは
「オスマン主義」を「オスマン帝国に居住す
る多様な民族を一つの国民とすること」と定
義した上で，「オスマン主義」も「アラブ主
義」も共に西洋列強の進出に対抗する思想と
して立ち上げられたものであり，その意味で
同根の思想であること，また後者は前者から
発生したものであることを示していた。彼は

��） この点については，新井 ����; 新井 ����, pp. ��-��を参照。
��） 統一派支持者を「オスマン主義」，自由連合党支持者を「アラブ主義」の信奉者と見做す研究の例

として，Dawn ��	
, pp. ���-�	�; Dawn ����, pp. �
-��; Khoury ���
, pp. ��, �	-	�; Khalidi 
����b, pp. ��-��などを参照。

��） 統一派を「トルコ主義」，自由連合党を「オスマン主義」の信奉者と見做す研究の例として，
Tunaya ����, p. ���; Akşin ����, p. �	�; Birinci ����, pp. ��-�	, �
-��; Somel ����, pp. 
���-���; 新井 ����, pp. ���-���などを参照。
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����年に至るまでほとんどのオスマン・ア
ラブ人が「オスマン主義者」だったと結論付
け（Dawn ��	
, pp. ���-��	），以後の研究
の多くが彼の定義を継承している�	）。しかし
Dawnの「オスマン主義」定義も実はかなり
曖昧なものであった。元来この論文ではタン
ズィマートの改革者から新オスマン人までを
含む，西洋列強に対抗する思想を立ち上げよ
うとした人々としての「オスマン人愛国者
Ottoman patriotists」が論じられていた筈
が，いつの間にかこの語は断りなく「オスマ
ン主義者Ottomanists」と呼び替えられてし
まう。同書所収の別の論文でも，冒頭で「支
配的イデオロギーたるオスマン主義はオスマ
ン帝国の存続を求めるものであった。対抗イ
デオロギーたるアラブ主義は，アラブ人は特
別の美質と権利とを持つ特別な民族であると
主張した（p. ���）」と定義する Dawnは，「第
一次大戦中に反オスマン帝国の活動を行なわ
なかった人（pp. ���-���）」と定義した筈の
人々を，やはりいつの間にか「オスマン主義
者」と呼び替えてしまう。
一方，「アラブ人と青年トルコ」との関係
を論ずるKayalıは「タンズィマートのオス
マン主義」は全臣民の平等を意味し（Kayalı 
���	, p. ��），「アブデュルハミト二世のイ
スラーム主義はイスラームに発するイデオ
ロギーによって飾られたオスマン主義（p. 

�）」だと述べる一方で，「政治的平等と代表
制政府とにより帝国への忠誠が担保された多
民族・多宗教帝国を求める国家イデオロギー
としてのオスマン主義が失敗した時，青年ト
ルコは，トルコ民族主義ではなく，イスラー
ム主義に向かった」と説く（p. ��）。彼は「統
一派の理解するオスマン主義において，民族，
宗教，そして言語の差異には何の重要性もな

かった」とも述べ（p. ��），統一派は「宗教，
民族の差異はより広いオスマン人意識により
取って代わられる」と考えており，故に，オ
スマン人としての平等は自身の既得権益を損
なうと考える非ムスリム臣民はこれに反対し
たと説く（p. ��）。また彼が青年トルコ革命
直後のアラブ人議員はなおオスマン主義を信
奉していたと述べる際の論拠は，分離主義に
反対し帝国の一体性を護持する旨の彼らの声
明であった（p. 	�）。
つまり DawnもKayalıも事実上，「オス
マン帝国の存在を認めること」という以上の
意味を「オスマン主義」なる語に附与してい
ない。「オスマン人全ての平等の追求」から
「イスラーム主義」なり「トルコ主義」なり
に「オスマン主義」の解釈が変容した，と述
べられ得ること自体，「オスマン主義」の語
が，そうした特定の政策志向の前提として，
「オスマン帝国の存在を認めること」以上の
意味内容を持っているとは言い難いことの証
左であろう。ゼフラーヴィーら二十世紀初頭
のアラブ人政治家の思想を論じる研究に「オ
スマン主義」と「アラブ意識」とは両立し得
た，という結論で終わるものが多いのも，こ
うした「オスマン主義」定義が踏襲されてい
るためだと言える。
これに対し，一方のオスマン史，あるい
は「トルコ史」研究において，トルコ人以外
のオスマン人をオスマン人として論じる意識
は希薄であり，「オスマン国民」理念も専ら
トルコ人の文脈で論じられる��）。非トルコ民
族を扱う研究の多くが帝国からの分離独立を
目指す勢力に関心を集中させる傾向にあった
こともあり，トルコ人以外のオスマン人，民
族意識に目覚めた非トルコ臣民には「オスマ
ン国民」理念を受け入れる余地は全くなかっ

�	） Dawn自身もこの主張を繰り返している（Dawn ����, pp. ��-�	）。Dawnの定義を継承する研究
者の例として，Khoury ���
; Muslih ����; Haddad ����などを参照。

��） オスマン思想史（あるいは「トルコ」思想史）研究の代表的業績である Berkes ����; Mardin 
����; Ülken ��	�; Kara ����なども基本的に「トルコ人」以外は論の対象とせず，また Arai ����; 
新井 ����; Somel ����; Üstel ����など，「オスマン国民」理念に注目する研究も専らそれをトル
コ人の文脈で論じる。
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たかのような理解が浸透し，「オスマン主義」
の失敗という結論が広く受け入れられている��）。
だが「オスマンの統一」と「諸民族の統一

ittihad-ı anasır」とがほぼ同義で用いられ，
「諸民族の統一」が追求すべき目標であるこ
とについて見解は一致していたように，当時
「オスマン国民」が複数の構成要素 unsurか
ら成ることは当然の前提であり，それが臣民
個々人の民族意識と対立するとは見做されて
いない。ゼフラーヴィーも指摘するように，
争点とされたのは「諸民族の統一」の実現方
法，即ち，臣民個々人の民族性は「オスマン
国民」としての国民性の中にどう位置付けら
れるべきかという点であった。オスマン帝国
の存在を認める立場を「オスマン主義」と一
括する視座からは，当時のオスマン人が最重
要の問題と考えていたこの論点自体が抜け落
ちてしまう。帝国の存在を認めるか否かを基
準に定義される「オスマン主義」なる分析概
念は，帝国内部で展開される政治思想を分析
する際には有効性を持ち得ない。
以上の点を確認した上で冒頭に掲げた問い
に戻りたい。ゼフラーヴィーはどのような論
拠からオスマン帝国の枠組みを肯定し，如何
なる「オスマン国民」像を提示していたのか。
この問いには以下のように答えることができ
る。彼は国際政治の舞台における「力」を根
拠にオスマン帝国を肯定するが，それは民族
や宗教に対する「政治」の優越という理解，
そしてそこから導き出される現実主義的な国
際政治観から要請されるものでもあった。民
族や宗教には政治的統一をもたらす機能はな
く，アラブ人やムスリムの統一は現実に不可
能であった。それに対し，オスマン帝国こそ，
西洋列強への対抗，独立の維持を「力」によ
り遂行することが可能な政治主体として肯定

される。だがひとたび帝国の枠組みが肯定さ
れる限り，ゼフラーヴィーもまた帝国内部の
政治的・思想的課題に拘束された。彼が「諸
民族の統一」の実現方法として提示したのは
「個々人の平等」に対し「共同体の平等」を，
「全オスマン人の統一」に対し「政治的なオ
スマンの統一」を優先する「統一」像だった
が，ここで彼が直面しているのはタンズィ
マート以降のオスマン人が共有していた臣民
相互の平等という問題に他ならない。
第一次大戦後の政治過程から遡る形で「ト
ルコ民族主義」や「アラブ民族主義」の「前
史」として末期オスマン帝国における思想的
営為を把握する立場は未だ根強い。民族意識
の覚醒を多民族帝国の解体，民族国家樹立に
単線的に結び付ける見解と共鳴するこの視座
は，オスマン帝国の維持を求める立場を，い
わば「失敗」が約束付けられた「オスマン主
義」なるものとして一括し，それを「トルコ
主義」や「アラブ主義」に対置する。だが本
稿の検討からも明らかなように，一般に「ア
ラブ主義者」の代表格と見做されるゼフラー
ヴィーにおいても，「アラブ」意識が「アラブ」
国家樹立構想に直結した訳ではない。民族や
宗教に対する「政治」の優位を強調する彼は，
この点で「アラブ」に例外的な位置を与えて
はいない。ゼフラーヴィーの思想的立場の核
心は現実主義に裏打ちされたオスマン帝国肯
定にこそあったのであり，帝国の枠組みが前
提される限りにおいて，彼もまた他のオスマ
ン知識人と同一の問題枠組みの許で「諸民族
の統一」の実現方法を模索することになっ
た。以上のゼフラーヴィーの議論から明らか
なように，二十世紀初頭の「アラブ史」を，
後に展開する民族主義の「前史」としてでは
なく，その当時の政治的・思想的環境の中に

��） こうした見解の例としてGöçek ����aを参照。また「オスマン国民」理念は「トルコ」意識とも
両立しないと考えられることも多い。その例として，Hanioğlu ����, ����など，革命以前から「ト
ルコ」意識が存在していたことを理由に，青年トルコ人の「オスマン性」を過小評価する立場の研
究を挙げることができよう。なおこれらとはやや異なる立場からの研究としては Salzmann ����
を参照。
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適切に位置付けて考えるためには，オスマン
帝国内部に存在した政治的・思想的論理を常
に参照する必要がある。そしてそれは，ゼフ
ラーヴィーのような人物の思想的立場を，回
顧的に設定された民族主義の枠内に押し込め
ることなく正当に論ずるためにも必須のこと
ではないだろうか。
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センウィー・クロニクルに見られる「タイ国」像（Ⅱ）
精霊信仰と星占い

新　谷　忠　彦
（アジア・アフリカ言語文化研究所）

Les “États Tais” Tels que Décrits dans la Chronique de Sënwi (II)
À Propos du Rôle des Esprits et des Astrologues

Shintani, Tadahiko L. A
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa

Les états tais qui se trouvaient dans la région que nous avons nommée “Aire 
culturelle Tai” sont à l’époque actuelle des endroits à prédominance boudd-
histe théravadienne. La Chronique de Sënwi écrite en langue shan (tay) ne 
parle pourtant presque pas du bouddhisme, et curieusement de plus, on peut 
même trouver des sections qui laissent soupçonner la négligence du boudd-
hisme dans ces états de l’époque. Nous pouvons remarquer au contraire 
l’importance du rôle joué par les esprits et les astrologues dans le domaine 
socio-politique de ces états. Même à l’heure actuelle, on connaît bien l’impor-
tance de la croyance aux esprits et de l’astrologie tant dans la vie quotidienne 
des citoyens que dans les décisions politiques prises au sein de la région. On 
peut observer la curieuse coïncidence entre ce qui est écrit dans cette chro-
nique en langue shan (tay) et ce qui se passe actuellement dans le domaine 
socio-politique.

Dans cet article, nous avons examiné le rôle joué par les esprits et les 
astrologues mentionnés dans cette chronique et nous avons pris en considéra-
tion la diff érence entre le rôle des esprits et celui des astrologues. Le rôle des 
esprits apparaît dans les aspects relativement “positifs” et surtout ils appa-
raissent souvent pour résoudre les problèmes de la succession des chefs, par 
exemple, lorsqu’il n’y a pas d’enfant male pour leur succéder. Contrairement 
aux esprits, le rôle des astrologues se trouve présenté sous des aspects plus 
ou moins “malfaisants”. Ils participent souvent aux ruses provoquées par 
l’ennemi de l’état ou par la jalousie existant entre les dames de la cour.

Alors qu’il n’y a pas moyen de vérifi er pour le moment si ce qui est écrit 

Keywords: Sënwi chronicle, Tai cultural area, spirit, astrologist, Shan (Tay) 
language

キーワード : センウィー・クロニクル，タイ文化圏（シャン文化圏），精霊，星占い，シャ
ン（Tay）語
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�. はじめに

シャン（Tay）族は古くよりテラワダ仏教
を受容し，自らの信仰のより所とするばかり
でなく，周辺の非タイ系民族の間にも広めて
きた。ところが，シャン（Tay）語で書かれ
たクロニクルの一つであるセンウィー・クロ
ニクルにはなぜか仏教に関する話は殆ど出て
こない。わずかながら仏教と関係する用語が
数ヵ所見られるのみで，しかも，こうした用
語は本クロニクルの内容とは本質的に関係の
ない部分でしか現れない。その一方で，精霊
信仰的なもの，あるいは星占いに関する記述
が多々見られる。
仏教国緬甸�）の歴史の中で，ナッ信仰や星
占いが重要な役割を果たしてきたことは周知
の事実であり，また，現代社会においても
無視できない機能をもっているが，シャン

（Tay）語クロニクルにもそうした記述が多
く見られることは大変興味を引かれるところ
である。センウィー・クロニクル解題の第二
回目として，そうした精霊信仰や星占いなど，
彼らの政治・社会生活を支えている精神的側
面に関する記述を探ってみたいと考える。
使う資料は前回とまったく同じものであ
り，資料に関する説明，および，それに基づ
いて作成した，本書に登場する主要なムンに
関する年表は前回の拙稿を参照されたい�）。

�. 仏教と関係する記述

本書には仏教に関する記述は基本的にな
い。ただ，多少なりとも仏教を背景とした用
語がいくつか現れてくるので，それらを拾い
集めてみる。

dans la chronique est historiquement valable, l’importance scientifique de 
cette chronique ne diminue pourtant pas même si son contenu s’avère incor-
rect un jour, car le fait même de l’existence d’une telle chronique en langue 
shan (tay) a une valeur en elle-même, et nous avons intérêt à savoir pour 
quelle raison une telle chronique a été écrite et conservée au cours de l’histoire 
de cette région.

�. はじめに
�. 仏教と関係する記述

�.� 釈迦
�.� パガンの A.nö,ra.tha.王と仏歯
�.
 チェンマイでのお寺と仏塔の発見
�.� 人質の出家と死亡


. 精霊信仰

.� 仏教信仰を否定する記述


.� 精霊が王位の継承に直接絡む記述

.
 精霊が王の権威を裏付ける記述

.� 人が死後精霊（神）になる記述

.� 現世を律する精霊

.� 判断を精霊に仰ぐ記述

�. 星占い
�. 結論

�） ビルマかミャンマーかと云う意味のない議論を避けるため，本稿では漢字で書いた緬甸を使うこと
にする。どちらに読んでも構わない。

�） 「センウィー・クロニクルに見られるタイ国像（Ⅰ）―王の資格をめぐって―」，『アジア・アフリ
カ言語文化研究』��号，���
，pp. �	�-��
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�.�　〈釈迦〉
本書に出てくる年号はすべて緬暦（パガン
暦）


）であるが，次の部分にのみ佛暦にかか
わる年号が出てくる。

（�）《釈迦牟尼が涅槃に入ってから ��	�年
が経ち，��年�）となった。その頃Mäng:
Maaw:�）はMaan;cë;töng;と呼ばれてい
た。》（p. 
）

�.�　〈パガンの A.nö,ra.tha. 王と仏歯〉
パガンのアノーラター王が仏歯を求めて旅
立った帰りにMäng:Maaw:に立ち寄った話
が �ヵ所に出てくる。

（�）《���年�）に至り，パガン国の A.nö,ra.tha.
王はMäng:Wong.に仏歯を求めて行った
帰りにMäng:Maaw:に立ち寄り，Mäng:
Maaw:のCaw;pha.longHom,mäng:	）は娘
のCö:mun,la.をA.nö,ra.tha.に献上した。》
（p. ��）

（
）《Weng:Pu:kam,の名前については，
パガンの Caw;Nö,ra.tha.�）が仏歯を求め
てMäng:Wong.へ行った帰りにMäng:
Maaw:に立ち寄り，この場所に泊まった
ことからMäng:Pu:kam,と呼ばれるよう
になったものである。》（pp. ��-
�）

�.�　〈チェンマイでのお寺と仏塔の発見〉
センウィー王 Caw;longKham:hip,pha.�）

はチェンマイ，チェンセーン，チェンハー
イ��）の三人の王の求めにより，彼らの緬甸
王への朝貢に付き添った。帰路，緬甸王の命
により，三人の王をそれぞれの国に送り届け
たが，その際，チェンマイでお寺と仏塔を見
つけている。

（�）《そこで Caw;longKham:hip,と牛飼
いと若い男たちはWeng:Keng:May,��）の
町中をあちこち見て回り，町の南東の方に
大きなお寺��）と大きな仏塔�
）を見つけた。》
（p. ��）

この部分に前後を付けると，当時のセン
ウィーでは仏教が知られていなかったことに
なるが，このことについては後述する。

�.�　〈人質の出家と死亡〉
センウィーに対する緬甸王の支配が強くな
るに従って，王が自らの親族を緬甸王の元に
“人質”として出すようになるが，この“人
質”として出していた人物が出家し，僧衣を
まとって旅先で死亡したとの記述がある。

（�）《Caw;KhunKham:hung;は父王の命に
より，緬甸へ行って緬甸王の側用人をつと
めていたが，Mäng:A,wa.で死亡した。こ
の人は Pha.Khunliという名の男の子を一
人残していた。Caw;Pu,Kham:song,pha.��）は


） 緬暦の元年は西暦 �
�年に始まる。
�） �
年の間違いではないか。
�） シャン（Tay）語の転写法については，新谷忠彦，Caw Caay Hän Maü，『シャン（Tay）語音韻

論と文字法』，����，アジア・アフリカ言語文化研究所刊を参照。
�） 西暦 ���	年。
	） 後期Mäng:Maaw:の第 �代の王。
�） アノーラター王のこと。
�） Sënwiの第 ��代（新 �代）の王。
��） 現在のチェンラーイのこと。
��） チェンマイのこと。
��） 原文では wat.long。
�
） 原文では köng:mu:long。
��） Sëwnwiの新々第 ��代の王。
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自分の子KhunKham:hung;が死亡した
後，このKhunliに人質としてMäng:A,wa.
へ行くよう命じた。その時，緬甸王は（人
質に）Keng:May,攻撃を命じた。それか
ら帰って来て �，�年が経ったころ，（彼＝
人質は）僧衣をまとい出家した。その後東
側の諸国へ出かけ，サルウィン河を渡って
Weng:Keng:Tung��）を過ぎたところで泥
棒に取り囲まれ，旅行中に僧衣のままで死
亡した。》（p. ��）

以上が本書に現れる多少なりとも仏教と関
係のある用語のすべてである。このことから，
本書は仏教とはまったく関係のない背景を前
提として書かれたものであることが分かる。

�. 精霊信仰

“精霊”という用語をここでは使ったが，
本書で使われている原文のシャン（Tay）語
は phiである。非常に具体的で人界とは別の
世界に住む存在として描かれてはいるが，現
世に生きる人間と同じような行いをなし，ま
たこの世に生きていた特定の人が死後精霊と
なる場合もあり，日本語の“神”に近い概念
かもしれない。基本的に現世の人に対して何
か悪いことをする存在ではない。従って以下
に抽出するシャン（Tay）語文の日本語訳で
は，現れてくる状況に応じて“精霊”を使っ
たり“神”を使ったりしているが，原文では
すべて同じ phiである。
精霊が出現する場面は王位の継承に絡む場
合が多く，また，夢の中に現れて現世の人に
指示するパターンが中心となっている。

�.�　〈仏教信仰を否定する記述〉
本書は仏教について語らないばかりか，次

のように，（�）の引用文の前後を付けると，
当時のセンウィーでの仏教信仰を否定するよ
うな記述が見られる。

（�）《Caw;longKham:hip,pha.はKeng:May,
王からの贈り物を受け取った後，Weng:
Keng:May,に �ヵ月留まった。帰る日が
近くなったある日，Caw;longKham:hip,
は牛飼いの Aay;に対して「われわれの
出発日が近くなってきた。他の人たちに
Weng:Keng:May,はどのような町である
のか，また，町の中には何があるのか，十
分説明できるように，町中を散歩して見て
おこう。」と言った。
　そこで Caw;longKham:hip,と牛飼いと
若い男たちはWeng:Keng:May,の町中を
あちこち見て回り，町の南東の方に大き
なお寺と大きな仏塔を見つけた。そこで
（Caw;longKham:hip,が）「入 っ て 見 よ
う。」と言って，その大きなお寺の中に入っ
て行った。中に入って仏像��）が �体並ん
でいるのを見つけ，主従は「この国では精
霊の像�	）がある。ひとつわが国へ持って
行って住民たちに見てもらい，もしこの像
が本当に良いものなら��），われわれもこの
国の人と同じように，（この像を）信仰し
よう。もし何の御利益もないのなら，子供
たちにあげて遊び道具にすればよい。おい，
牛飼い。それをひとつ抱き上げてみろ。そ
れは木でできているのか，それとも他の何
かで作られているものなのか。」と言った。
そこで牛飼いは進み出て持ち上げようとし
たが，とても重く，それは木製ではなく，
金属製であった。今度は Caw;longKham:
hip,が �体の像を手で持ち上げようとし
たが，とても重く，持ち上がらなかった。
しかし �体だけは比較的軽かった。そこで，

��） チェントゥンのこと。
��） 原文は hun,hang;phra:であって，“精霊”あるいは“神”とした phiとは異なる。
�	） 原文では hun,phihaang;phiである。
��） 御利益があるものなら，の意。
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Caw;longKham:hip,はその比較的軽い方
の像を持ち上げた。牛飼いは他人に見られ
るのを恐れて，（その像を）布で包んで持
ち出し，自分たちの宿泊場所に隠した。そ
れから �日後，朝早くに Caw;longKham:
hip,pha.はキャンプを畳み，従者を集め，
荷物を整理してWeng:Keng:May,を出発
し，帰って行った。時に �

年��）のこと
である。
　帰路の途中，牛飼いは（像を）布に包ん
で馬の背中の後ろの方に吊るし，自分は前
の方に乗っていたが，しばらくするとその
像は前の方に来ていた。このように後ろに
乗せていても，いつの間にか前の方に来て
しまうことが毎日繰り返された。そこで主
従は「これは畏れ多いことだ。この像はわ
れわれが後ろに置いていてもすぐに前の方
に移ってゆく。本当に畏れ多いことだ。ぜ
ひ国まで持って運ぶべきだ。」と言った。
彼らは慎重に持って運び，一人ずつ交代し
ながら，持って国までたどり着いた。
　そこで彼らは「この精霊の像は御利益が
あるのかないのか，栄光が大きいのかそう
でないのか，温泉の熱い湯の中につけてみ
よう。」と言って，温泉の熱い湯の中に持っ
て行って沈めた。すると，湯はたちまち
冷たくなったので，彼らは「Mäng:Yon:��）

のこの精霊の像はとても大きな栄光を持っ
ている。」と言った。そこで Caw;pha.
longは官僚と住民皆に対して「この精霊
の像は栄光が大きく，とても強いので，こ
の像を怒らせてはいけません。国の聖木を
切って祠を作り，豚を殺し，鶏を焼き，牛，
水牛を供えなさい。」と言った。そこで命
令通りに精霊のための祠を作った。夜に
なって仏像は逃げ出し，見えなくなってし
まった。》（pp. 	
-	�）

この文章を文字通りに解釈すれば，当時の
センウィーでは仏教が知られていなかったこ
とになり，同時に，当時のチェンマイでは仏
教が信仰されており，センウィーはチェンマ
イから仏像を盗んで来たことになるが，果た
して事実はどうなのであろうか。また，もし
このことが事実でないとするならば，それで
はなぜこのようなことを書いたのであろう
か，その背景を知りたいものである。

�.�　〈精霊が王位の継承に直接絡む記述〉
精霊が現れる場面は，何らかの形で王位の
継承に絡む場合が圧倒的に多い。その中でも
王の継承資格者である男の子の出生に絡んだ
り，誰を継承者にするか決める場面を以下に
拾い上げてみる。

（	）《Caw;KhunKom:��）の御世に至り，
従者および侍女は ���人もいたが，男の子
は一人もなく，王は，もし自分が死んだら
後を継ぐ者が誰もいなくなるので，これか
ら先，女たちには皆それぞれ男の子ができ
るように神にお祈りさせ，自分もまたお祈
りを始めた。こうして女たちは皆，王の命
令通り，それぞれ毎朝毎晩，子供ができる
ようにお祈りした。
　ある日，深夜の ��時を過ぎて精霊が
Caw;pha.longKhunKom:の夢の中に現れ
「Caw;pha.longKhunKom:よ。もしお前
が男の子を欲しければ，イラワジ河のほと
りで 	日 	晩お祭りをしなさい。そうすれ
ば水が流れてきます。そうしたら，そこに
流れてきた金の卵を女たちに食べさせなさ
い。その卵を食べた女は誰でも男の子を産
むことができます。」と言った。Caw;pha.
longKhunKom:は就寝中にこのような夢
を見たので，朝になって目覚めた時，官僚
たちと住民たちを呼び，イラワジ河で 	日

��） 西暦 ��	�年。
��） チェンマイのこと。
��） Mäng:Mit;の第 
代の王。
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	晩に亙って祭りを行いたいと言った。そ
こで，国中の主従すべてが集まって，イ
ラワジ河のほとりで 	日 	晩に亙って祭り
を行ったところ，雨・風が毎日止むことな
く，（人々は）金の卵が流れてくるのを待
ち受けていた。しかし，金の卵は流れて来
ず，	日が経ち，祭りをたたんでそれぞれ
国許へ帰って行ったが，（王には）夢の中
に現れた精霊の言葉が忘れられず，若い女
一人を見張り役と一緒にその河のほとりに
留めておいた。王が宮殿に戻って行った
後，見張り役の人皆がいちじく��）が一個
流れてくるのを見つけ，彼らはそれを拾っ
て若い女に与えた。若い女はそのいちじく
を受け取り食べた。食べた後も座って眺め
ていたが，流れてくるものは何も見付か
らなかった。陽が暮れたのでそろって帰
り，王の元に戻って来て「私たちがずっと
河のほとりで見張っていましたが，何も流
れてきませんでした。ただ，ちょっと前に
いちじくが一個流れてきて，皆がそれを
拾って私にくれましたので，私はそれを食
べました。」と若い女が話した。Caw;pha.
longKhunKom:は「拾って食べたのはよ
いことだ。私は別にお前を責めたり，残念
に思ったりはしていない。」と言ったので
若い女は元通り気楽に過ごしていた。
　その日からその若い女は妊娠し，��ヵ
月が経って臨月に達し，子供を産む時期に
なった。》（pp. ��-�
）

王位を継承する資格があるのは基本的に男
であることは前回の拙稿の中で述べておいた
が�
），男の子が生まれないことは国の一大事
であり，そうした際に精霊が登場し，問題を

解決に導く形になっている。また，次の場面
も同じように男の子がなくて困っている状況
の場面である。

（�）《Caw;pha.longMëw,pong;��）は歳を
とっても男の子がなかった。そこで彼は非
常に悩み，男の子が欲しくてたまらず，毎
日 Ruk.kha.co:神��），Phung,ma.co:神��）

にお祈りしていた。ある日，Caw;pha.
longMëw,pong;は若い女の宮殿に入った。
その時，その若い女は Caw;pha.longに
「あなたはこれまで私の宮殿に入って来た
ことがありませんでしたが，ここ �，�日
間よくいらっしゃいますね。」と言った。
Caw;pha.longMëw,pong;は「これまでこ
こに来たことはない，今日だけだ。」と言っ
て不機嫌になり，人に命じて（彼女を）監
視させた。夜中になって Ruk.kha.co:神
が現れ，若い女の宮殿へ入って行った。人々
はそれを見て，皆で捕まえようとしたが，
捕まえられず，その神は走って宮殿の屋根
の上に上り，「Caw;pha.longMëw,pong;
よ。お前は男の子が欲しくて毎日神にお祈
りしているが，今，私こそ，他でもない，
Caw;pha.longHom,mäng:�	）が神になっ
た姿である。これを信じるかね。」と言っ
た。その時，その神は靴の片方を取って投
げ，「Caw;pha.longMëw,pong;よ。もし
お前が本当に男の子が欲しいのなら，こ
の靴を信仰しなさい。」と言って消えてし
まった。Caw;pha.longMëw,pong;は「こ
の若い女は私に対して正直ではない。その
振る舞いは正直ではない。私の命がある間
は，その父母，その兄弟の誰とも会うこと
ができないように，彼女にMäng:Maaw:

��） 原文はmaak,lä,（Ficus lanceolata）。
�
） 「センウィー・クロニクルに見られる「タイ国」像（Ⅰ）―王の資格をめぐって―」，『アジア・ア

フリカ言語文化研究』��号，���
，pp. �	�-���
��） 後期Mäng:Maaw:の第 
代（新初代）の王。
��） 木の神。
��） 地の神。
�	） 後期Mäng:Maaw:の第 �代の王。
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の南から北まであらゆる場所で乞食をして
生活させ，宮殿には居させず，今日限り
追い出そう。」と言った。そこで，その若
い女は非難を浴びて宮殿を離れ，Mäng:
Maaw:の南から北までの至る所で乞食を
しながら行ったり来たりするようになった。
　若い女は妊娠して �� ヵ月になり，
LöyLaawのふもとのNam.kaay,mö;村で
男の子を 
人産んだ。》（pp. �	-��）

ここで生まれた三人の男の子のうちの一人
が，シャン（Tay）族歴史上の大王とされる
後の Caw;longSäkhaan,pha.��）となる。こ
の中では王が死後に神（精霊）となる話が出
ているが，別のところでも人が死後に神（精
霊）となる話があって，その点については後
でもう一度触れたい。さて，このようにして

人の男の子を授かったものの，子供がまだ
幼いうちに王は亡くなってしまう。そこで王
位の継承をめぐり再び精霊が登場することに
なる。

（�）《KhunYi;khaangkham:兄弟 ��）の年齢
が�歳になった���年
�）に父親のCaw;pha.
longMëw,pong;が亡くなった。息子の
Caw;Yi;khaangkham:は未だ幼少だった
ので，国を継承する人がなく，官僚たちが
考えあぐねているところへ，精霊が官僚の
一人の夢の中に現れ「官僚たちよ。もしお
前たちが国を幸せにし，名高くしたいと
思うなら，Naang:I,kham:lëng:
�）を王に
するが良い。」と言った。精霊が夢の中に

現れてこのように言ったので，官僚たち
はNaang:I,kham:lëng:を王にかつぎ上げ
た。》（pp. ��-��）

王となる資格を持つ者は基本的に男だけで
あるが，本書の中では例外として �人の女性
の王が登場する。このNaang:I,kham:lëng:
はその中で最初の女性の王である。

�.�　〈精霊が王の権威を裏付ける記述〉
精霊が王の権威を裏付けるような役割を果
たしていると考えられる場面がいくつか見ら
れる。以下にそれらを拾ってみる。

（��）《KhunYi;kwaay:kham:
�）はこうし
てMäng:Cun,ko:へ着いた。父の Caw;
KhunKo:

）はとても喜んで，	日 	晩壮大
な祭りを行って，皇太子として認め，Caw;
KhunTing,
�）の子Naang:I,Pumを貰い受け
に行って，二人を結婚させ，長く一緒に
暮らさせた。このとき精霊が現れ，KhunYi;
kwaay:kham:に一本の刀を差し出した。
祭りが終わり，立太子式も終わって，この
ニュースは Caw;Wong.te,hösëng
�）の元
に伝わり，（Caw;Wong.te,hösëngは）家
臣を遣わしてCaw;Yi;kwaay:kham:に自分
に会いにくるよう伝えた。そこで �
�年
�）

タイ暦 lap:saü;の年にKhunYi;kwaay:kham:
は Caw;Wong.te,hösëngに会いに行った。
Caw;Wong.te,hösëngは父親のKhunKom:
と一緒に国を治めるよう命令を下した。》
（pp. ��-��）

��） 後期Mäng:Maaw:の第 �代（新 
代）の王。
��） 生まれた 
人の男の子のうち �人は早くに亡くなり，この時点で生存していたのは �人だけである。

また，KhunYi;khaangkham:は後の Caw;longSäkhaan,pha.の幼名である。

�） 西暦 ����年。

�） Caw;pha.longMëw,pong;の二女。

�） Mäng:Mit;の第 �代の王。


） Mäng:Mit;の第 
代の王。

�） Mäng:Ka.le:/Weng:Säの王。

�） 中国皇帝を意味する言葉ではあるが，ここに出てくる人物が実際に中国皇帝であったかどうかは疑

わしい。

�） 西暦 ��		年。
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（��）《ここでMäng:Maaw:の方に話を戻
すと，��	年
	）にCaw;pha.longMëw,pong;
が亡くなり，Naang:I,kham:lëng:が王と
なったその時はKhunYi;khaangkham:と
KhunSaamlong兄弟二人とその母親の三人
はまだLöyLaawのふもとのNam.kaay,mö;
村に住んでいた。母子三人は畑を耕して
生活していた。KhunYi;khaangkham:と
KhunSaamlongの二人は成長して ��，�
歳になっていて，二人の兄弟は畑を耕し，
米を作り，豆を植え，きゅうりを植え，年
老いた母親を養っていた。ある夜，国の神，
木の神が一緒にKhunYi;khaangkham:の
夢の中に現れて「KhunYi;khaangkham:
よ。お前たち二人がもっと良い生活をし
たいと思うなら（私の言うことを聞き
なさい）。お前たち二人の畑の北側
�）に
大きな石がひとつある。その大きな石の
下に印鑑が一個あるので，それをお前た
ちの家に置いておきなさい。」と言った。
KhunYi;khaangkham:は夢の中で精霊に
このように言われた。朝になって起きて
きて，朝食を食べた後，兄弟二人はいつ
ものように一緒に畑に出かけた。その時
KhunYi;khaangkham:は精霊が現れて告
げたことを弟のCaw;KhunSaamlongに伝
え，二人の兄弟はそろって畑の北側に行っ
て眺めたところ，実際に大きな石をひとつ
見つけた。そこで兄弟二人はてこを使って
その大きな石を持ち上げたところ，精霊が
夢の中で言った通り，印鑑が見つかった。
兄弟二人は，それがそんなに重要なものと
は知らなかったので，それを篭に入れてお
いた。お昼を大分過ぎたころ，兄弟二人は
一緒に畑を後にして家路についた。帰宅の
途中，いろいろな人に出会ったが，彼らは
「殿下，お二人はどちらに行って来られた

んでしょうか。」と言って合掌して尋ねた。
二人は「畑に行って来ました。」と答えた。
こうした人たちと別れて，兄弟は「今はど
うしたんだろう。いつもと違うな。会う人
みんなが気が狂っているみたいで，自分た
ちを分かっていない。今しがたわれわれに
会った人はお辞儀をして合掌して尋ねてい
たよ。このような人は本当に気の狂った人
だよ。」とお互いに言葉を交わした。兄弟
はこのように話しながら家に帰り着くと，
二人の兄弟を見に現れた人たちが皆同じよ
うな振る舞いをした。その時二人の母親が
事情を尋ねたので，兄弟は母親に事の仔細
を話した。精霊がKhunYi;khaangkham:
の夢の中に現れ，特別なことは何もないの
だが，精霊が夢の中で渡してくれた丸い
石を一個拾った，と言った。その時，母
親がそれを見せるようにと言ったので，
Caw;KhunYi;khaangkham:は取り出して
母親に渡した。母親はそれを隠し，誰にも
言わないようにと言いつけた。》（pp. ��-��）

（��）《この日の翌日，二人の兄弟が家の近
くに茅を刈りに出かけたところ，国を守っ
ている Ruk.kha.co:神が虎の姿で現れ，
Caw;KhunYi;khaangkham:の背中に飛び
かかった。しかし虎は彼を咬むことはでき
なかった。その時二人の兄弟が大声を出し
て叫んだところ，虎は森の中に逃げて行っ
てしまった。それからしばらくして，二人
の姉のNaang:I,kham:lëng:は王となって
��年が経ち，�	
年
�）に亡くなった。その
後官僚たちはKhunYi;khaangkham:を同年
に王として擁立した。KhunYi;khaangkham:
は 虎 に 背 中 を 咬 ま れ た 逸 話 か ら，
Caw;longSäkhaan,pha.��）と呼ばれる王と
なった。》（p. ��）


	） 西暦 ����年。ただし，���年（西暦 ����年）の間違いではないか。

�） あるいは「上の方」とも訳せる。原語は näである。

�） 西暦 �
��年。
��） 後期Mäng:Maaw:の第 �代（新 
代）の王。
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（��）では精霊が王の後継者に刀を差し出
し，（��）では印鑑を与え，（��）では国神が
虎の姿で現れている。王の象徴として印鑑が
重要なことは前回の拙稿の中で既に述べてお
いた��）。また，この Caw;longSäkhaan,pha.
以降，Mäng:Maaw:に限らず，シャン（Tay）
王の名前には「虎」の付いた名前が圧倒的に
多く現れる。現在に於いても，「虎」はシャ
ン（Tay）族の象徴的な存在となっている。

�.�　〈人が死後精霊（神）になる記述〉
人が死後精霊（神）になる話は（�）の引用文

の中で出てきたが，もう一ヵ所 Caw;longSäkhaan,
pha.が自分の弟 Caw;KhunSaamlongを司
令官としてMäng:Woy,sa,li,を攻撃させ，勝
利を収めたが，密告者の言葉を信じ，Caw;
KhunSaamlongに疑いを抱いて，毒を入れ
た食事を食べさせ，それを食べた弟の Caw;
KhunSaamlongが死後精霊となった話が出
てくる。

（�
）《兵はMäng:Woy,sa,li,を離れ，中間
点に達した頃 Taaw.säyen:/Taaw.pha.lö,
の二人は「Woy,sa,li,のやつらは小心者
でどうしようもない。彼らは人口が多
く，水牛飼いの子供だけでもわれわれの兵
の数を上回っているのに，われわれと戦
争することをせず，簡単に降伏してしま
い，本当に弱虫なやつらだ。」と言った。
Caw;Saamlongはこれを聞きつけ，「お前
たち二人はそのようなことを言ってはいけ
ません。彼らは偉い人たちだから，贈り物
を用意し，銀，金を送ってきたのであって，
お前たち二人のようにけなすのは良くない。」
と言った。Caw;Saamlongが二人をこのよ
うに諭したところ，二人は脅威と恥ずかし
さを感じて，こっそりと使いの者を先に行
かせ，Caw;longSäkhaan,pha.に「われわ

れ主従の者は公務によってMäng:Woy,sa,li,
に征き，あらゆる分野で勝利を収めまし
た。Mäng:Woy,sa,li,の人はいろいろな
贈り物を用意しました。しかし，王様の
弟の Caw;Saamlongは正しく行動せず，
いやしくもMäng:Woy,sa,li,の人との間
で次のような取り決めをしてしまいまし
た。自分の国に戻ったら，自分の王を捕
まえて人質としてあげるよ，と。そして，
Caw;Saamlong自らが王となる，と言い
ました。これは本当の話です。われわれ二
人は主人に完全に従う従者であり，主人を
とても敬愛しておりますので，彼ら（のた
くらみ）に加わることはできません。彼ら
のやり方がどうなのかを知った以上，自
分たちの主人に知らせないわけには行か
ず，お知らせするために来ました。」と伝
えた。Caw;longSäkhaan,pha.は Taaw.
säyen:/Taaw.pha.lö,の二人が人を介して
伝えてきたこの知らせを受けると，何も考
えずに，伝えられたその言葉を信じ，金の
器と銀の蒸し鍋にとてもきれいな食べ物
を盛り，そこに砒素を入れて，使者に持
たせて，王の使いとして Caw;Saamlong
の元に送って，食べさせるようにと伝え
た。Caw;Saamlongは事情を知って，す
べての兵およびMäng:Woy,sa,li,の人に
呼びかけた。「皆さん，われわれは彼��）の
ために仕事をしてMäng:Woy,sa,li,の領
土であらゆる勝利を収めて帰って来まし
た。なのに，彼は私たちを信用しないで，
ほかの二人がわれわれを中傷したのを信
じて，食事を作ってそこに砒素を入れて
私に送って来ました。私はこれを食べて
死にますが，Mäng:Woy,sa,li,の方々，わ
れわれに贈り物を持ってきた方々は，こ
の国に到着後，お帰りなさい。贈り物に
ついては，Taaw.säyen:/Taaw.pha.lö,と兵

��） 「センウィー・クロニクルに見られる「タイ国」像（Ⅰ）―王の資格をめぐって―」，『アジア・ア
フリカ言語文化研究』��号，���
，pp. ���-��


��） Caw;longSäkhaan,pha.のこと。
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隊たちに Caw;longSäkhaan,pha.の元へ
持って行かせなさい。あなた方は帰って
行っても，われわれが約束したように，�
年に一回，
年に一回，朝貢品として反
物，金，銀を用意してこの国にいつも届け
なさい。あなた方が帰って行った後，私は
Caw;longSäkhaan,pha.が私に食べるよう
にと届けた食事を食べましょう。」Mäng:
Woy,sa,li,の人たちは帰って行き，Caw;
Saamlongは食事を食べた。彼は死んでこ
の国�
）で PhiSa.mäng:��）になった。》（p. ��）

�.�　〈現世を律する精霊〉
精霊が公正な神として，現世の悪事を正す
行為を Caw;Wong.母子が犯した母子相姦に
関する次の文章の中に見て取ることができ
る。ただ，ここに出てくる精霊（神）はイン
ド神話に由来するもので，創世神話も含め，
本書全体にインド神話の影響が感じられる。

（��）《さて，Ma,ta.li.神��）とWi.sa.kyung,
神��）の二人の精霊が人界に降りて来て，人
界の書記と Caw;Wong.の書記を連れてイ
ンドラ神�	）に読んで説明させたところ，イ
ンドラ神は事情を知って怒り，「Caw;Wong.
母子は不徳を行い，バカで野蛮な行為を
行っており，人倫を逸脱している。」と言っ
てのろしを上げ，それが降りて来て白虎と
なりMik.thi.la,の町を荒らし回った。君
主住民皆一緒になって（白虎と）戦ったが，
その虎はインドラ神が送り出した虎であっ
たため，勝つことができなかった。皆で捕
まえようとしたが，これも駄目だった。こ
の白虎は �sök,��）の背丈があり，とても早

く，一日に三つの国を駆け抜けることがで
きた。》（p. ��）

�.�　〈判断を精霊に仰ぐ記述〉
政を行うに際し，どのような行動をとった
らよいのか迷った時に，その判断を精霊（神）

に仰ぐ光景が次の文章の中に出てくる。

（��）《そこでCaw;Naang:pha.hom,mäng:��）

と Caw;Kham:kaay,pha.��）に住民たちを加
えて相談したところ，皆一様に「今 Caw;
Wong.te,hösëngがまた，援軍を送るよう
にと言って来たし，Säki;/Sängam:の方
も援軍を送るようにと言って来ている。で
は，われわれはこの両者のどちらを支援す
べきだろうか。」と質問を投げかけた。そ
の時，官僚，王，住民は皆「われわれはど
ちらを支援しようか話し合ったが結論が出
ない。そこで神を呼んでそのお言葉に従う
ことにしよう。」と言った。そこで「兵を
出して Caw;Wong.te,hösëngを支援すべ
きかどうか」と言って供物を用意して神
に尋ねた。老人に白い服を着せて，神の
祭壇の近くに行かせて願い事を言わせた。
（老人は）「神様，われわれは Caw;Wong.
te,hösëngを支援すべきか否か，目に見え
るようにお示しください。」と言って，口
の中に水を含み，両方の手で両方の耳を
ふさいで祭壇を離れ，道を歩いて町に着
き，そこで口の中の水を吐き出し，両方の
耳を開いた。その時，ほえ鹿が二度鳴いた
のが聞こえた。このしるしの意味を解釈す
ると，蛇の顔は吉で，ほえ鹿の顔は凶で
あるとする古い言い伝えがあるところか

�
） Mäng:Köng:のこと。
��） 聖木の精霊。
��） インドラ神の御者。
��） インドラ神の仏師で建築の神。
�	） 原文ではKhunSi.kya:となっている。
��） 長さの単位で，�sök,はひじから指先までの長さを表す。
��） Sënwiの第 	代（新 �代）の王。
��） Sënwiの第 �代（新 �代）の王。
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ら，Caw;Wong.te,hösëngを支援すること
は否となる。この後，前と同じようにして
Säki;/Sängam:を支援することは是か非か
を神に告げて，答えを示してくれるよう願
い事をして，水を口の中に含み，耳をふさ
いで，町に戻って来て，水を吐き出し，耳
を開いた。その時ほえ鹿が四回鳴くのが聞
こえた。そこで彼らは，�回は機の神の行
いであり，�回は荒々しい豚の行いである
とする古い言い伝えに従ってこのしるしを
解釈した。「初めは Caw;Wong.te,hösëng
を支援すべきかと神に伺ったのに対し，ほ
え鹿は �回鳴いた。今回は Säki;/Sängam:
を支援すべきかと神に尋ねたのに対し，
ほえ鹿は �回鳴いた。後にやった時が �
回ほえ鹿が鳴いて，回数が多かったので，
われわれはSäki:/Sängam:を支援すべきだ
ろう。」と言って，各国は兵を率いて Caw;
longKham:kaay,とCaw;Naang:pha.hom,
mäng:の元へ駆けつけた。》（pp. 
�-
�）

以上，精霊あるいは神に関する記述を見て
きたが，ここに現れてくる精霊や神は基本的
に人に対して何か悪いことをする存在ではな
く，王位の継承や人々の日常生活を律する存
在として現れていることが分かる。

�. 星占い

精霊が基本的に“良い”存在として現れて
くるのに対し，星占いの場合はあまり“良く
ない”存在で，策略に加担するような場面に
現れてくる。尚，星占いの原語はmömäng:
となっていたりmöpe,taang,であったり
mölongとなっている��）が，möはシャン

（Tay）語では通常“何かをできる人，特技
を持つ人，名人”などの意味で使われる言葉
である。
（	）の引用文の中で，一人の女が妊娠する

ことになったが，このことによって，宮殿に
いる女性たちの間で嫉妬心が芽生え，他の女
性たちが策略を考えるようになり，こうした
策略に星占いが加担している。（	）の続きは
次のようになっている。

（��）《子供を産む時期になって他の女性
は皆，彼女の周りに集まって注目してい
た。その若い女性は目まいがして自分の身
体の自由がきかなくなった。眺めていた
他の女たちは皆，生まれてきた子供に対
して嫉妬心を抱き，「子供を足の踵で踏み
つけて殺してしまえ。」と言って，その母
親には血の付いた布の塊を見せて「あなた
の産んだ子は人の子ではなく，血の塊が出
てきただけなんです。」と言った。女はし
ばらくの間失神していたため，他の女たち
の言ったことを信用するようになった。彼
女たちは皆，事実を隠して，若い女に知ら
れないようにしておいた。それから，彼女
たちは生まれた子供を見に行き，死んだと
思っていたのにまだ死んでいなかったこと
に気付き，牛飼いを一人呼んで，その子を
牛が出入りする路上に捨て置くように命じ
た。そこで牛飼いは，女たちが言った通り
に，子供を持って行って牛が出入りする道
の真中に捨てた。朝になって，牛が皆牛舎
を出る時になり，群れの頭目の雌牛が最初
に出てきて，子供が道の真中に置かれてい
るのを見つけ，他の牛にこの子を避けるよ
う命じた。そして，その頭目の雌牛が子供
を口の中に入れて森の中に連れて行き，そ
こに置いてミルクを十分に与え，遠くには
行かずに，その子供の周りで草を食べて
いた。夜になって，牛たちが牛舎に戻る
時，縞の頭目の雌牛は（その子を）口の中
に入れて帰った。こうしたことを毎日繰り
返し，一年が経ち，子供が歩けるように
なった。女たちの方は，子供が見えない

��） mäng:は“国”の意であり，pe,taang,は緬甸語の beding“星占い”からの借用語であり，longは“大
きい”を意味する。
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ので，死んでしまったものと考えていた
が，ある日，その子が頭目の雌牛の背に
乗っているのを見つけた。そこで，牛飼
いが牛が帰ってくるまでをずっと眺めて
いると，（その子が）縞の雌牛の口の中に
入って隠れたので，牛飼いはそのことを
女たちに伝えた。そこで，女たちのリー
ダーは皆に病気のふりをさせ，星占いを
呼んで，「もし Caw;pha.longKhunKom:
が，あなたがた星占いに対して「宮殿の女
たちが皆病気になってしまったのは，星に
よって引き起こされた国内中に及ぶ流行病
なのでしょうか。また，自分にも及ぶもの
でしょうか。」と尋ねてきたら，「国内や王
様の身に及ぶものではありません。（宮殿
の女たちについては），聖木を切り，祠を
建てれば女たちの病気は消えてしまいま
す。また，縞の頭目の雌牛を神に捧げれば
終わります。もしそうしなければ，宮殿の
女たちは皆死んでしまうばかりか，王様
御自身の身にも及ぶことになります。」と
答えてください。」と言った。女たちはこ
のように言い，星占いはこれを引き受け
た。 そ の 後，Caw;pha.longKhunKom:
は星占いを宮殿に呼び，女たちの病気は
どうしたのかと尋ねた。そこで星占いは
Caw;pha.longKhunKom:に対して「聖木
を切り，祠を建てて国神を祭りなさい。そ
して，縞の頭目の雌牛を生贄として神に捧
げれば全て終わります。」と告げた。そこ
で Caw;pha.longKhunKom:は星占いの
言ったことに従い，従者を呼び，祭壇を作
り，縞の頭目の雌牛を神に捧げるように，
と伝えた。縞の頭目の雌牛はそのことを聞
きつけると，子供を吐き出し，（その子供を）

曲がった角の頭目の雌水牛が代わって呑み
込んだ。縞の頭目の雌牛はKhunKom:が
連れて行って殺し，神に捧げた。宮殿の女
たちは皆，病気のふりを止め，元に戻った。》
（pp. �
-��）

女たちの嫉妬心に基づく策略は更に続き，
星占いの加担も続く。

（�	）《曲がった角の雌水牛が口の中に呑み
込んで行った後，�，�，	日が経ち，曲がっ
た角の雌水牛が子供を口に含んでいるのを
（飼い主が）見つけ，この子は精霊なのだ
ろうかそれとも人間なのだろうかと自問し
た。この子が曲がった角の頭目の雌水牛の
口の中に入り込む度に，水牛の飼い主は女
たちに伝えた。女たちはそのことを知って，
星占いを呼び，前回と同じように言って，
宮殿の中の皆が病気のふりをした。そこで
Caw;pha.longKhunKom:は星占いを呼ん
で尋ねた。星占いは，前回と同じように，
女たちが言いつけてあるので，星占いは王
に対して「曲がった角をもつ頭目の雌水牛
を神に生贄として捧げなさい。」と言った。
曲がった角をもつ頭目の雌水牛は，子供を
呑み込んで逃げて行き，Ka.le:/Weng:Sä
に達し，I,Naang:Pumの水牛の群れの中
に入った。》（p. ��）

以上が女性の嫉妬心に基づく策略に星占
いが加担した場面であるが，中国軍の指揮
官が Caw;longSäkhaan,pha.の居るWeng:
Ce;laan.攻略を狙って考えた計略に加担
した星占いもいる。シャン（Tay）の大王
Caw;longSäkhaan,pha.もその計略にはまっ
たく気付かず，中国人星占いを完全に信用し，
とても喜んでいる。

（��）《そ の 時 中 国 の 指 揮 官 はWeng:
Ce;laan.を占領するための計略を考え
て，一人の星占いに伝えた。その星占い
にはWeng:Ce;laan.に住んで，他の人
が（町から）逃げ出すようにするよう命
じた。そこで中国人の星占いはWeng:
Ce;laan.に来て家を建てて住み込んだ。
Caw;longSäkhaan,pha.は中国人の星占
いを呼んで，国のこと，自分のことにつ
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いて聞き，これから先どうであるのか，
良いのか，悪いのか尋ねた。そこで中国
人の星占いは，いろいろと占って「この
Ce;laan.の町にはこれから先，平穏で有
名になるようなものは何もありません。」
と言った。そこで Caw;longSäkhaan,pha.
は「では，平穏で町を造るにふさわしい
場所があるか占ってみてくれ。」と言っ
た。星占いは，占って「この北の �～

tëng,��）の所でMaaw:河の北側に町を作
れば，銀，金の出る井戸が町の真中にあ
ります。これまでよりもずっと良く，何
百倍，何千倍も有名になります。」と答え
た。Caw;longSäkhaan,pha.は「分 か っ
た。」と言った。	��年�
）に至り，Weng:
Ce;laan.を出てWeng:Ta;sop:uを建設し
た。この町を造るに当たり，中国人の星
占いは，（予め）土の中に隠しておいた金
の鍋を掘り出して Caw;longSäkhaan,pha.
に見せた。そこで Caw;longSäkhaan,pha.
は「占いの通りだ。」と言って，とても喜
んだ。》（p. �	）

ここまでくれば，なにやら現代政治と重
なって見えてくる人も多いかもしれないが，
シャン（Tay）語で書かれたクロニクルにこ
のようなことが書かれていることは間違いの
ない事実であって，不思議に思われると同時
に，興味の尽きないところでもある。また，
中国人星占いが中国皇帝と喧嘩になって，中国
を追放されたが，センウィーに移り住み，時
のセンウィー王に大歓迎された話も出ている。

（��）《その頃中国ではMin.kum,ye,と名
乗る有名な星占いが一人いて，この人が
Caw;Wong.te,hösëngと喧嘩になった。そ
こで（Caw;Wong.te,hösëngは）星占い

を非難して追放したので，（その星占い
は）Mäng:Sënwiに下りて来て住んでい
た。Caw;longSähom,pha.��）はこの星占
いのMin.kum,ye,を呼んで，どこに町を
建設したらよいかを占ってもらった。そ
こで中国人星占いは，その場所を示し
た。その場所とは，西の方で，Laang:河
が Tu;河に合流する地点である。そこ
で ����年��），タイ暦mäng:hawの年に，
Caw;longSähom,pha.は Laang:河の東側
を離れてWeng:Sop:pong,tu;に移り住ん
だ。Caw;longSähom,pha.はこの中国人星
占いをとても気に入って，たくさんの褒美
を与え，Mäng:Wün:の王とした。このと
き以来，Mäng:Wün:はMäng:Sinkhu:ye,
と呼ばれるようになった。》（p. �	）

以上が本書に現れる星占いに関する記述の
すべてであるが，先に見てきた精霊の場合と
違って，何か一風変わったウラ

4 4

のある存在と
して描かれている。また，その裏には中国の
影も見えており，（��）及び（��）の引用文
の中で精霊が反中国的であるのとは対照的で
ある。

�. 結論

以上，シャン（Tay）語で書かれたセン
ウィー・クロニクル解題の第二回目として，
その中から，精霊信仰や星占いなど，彼らの
政治・社会生活を支えている精神的側面に関
する記述を探ってみた。これらの記述から明
らかになったことは，まず第一に，本書は仏
教とはまったく関係のない背景の中で書かれ
ていることである。第二に，精霊や星占いは
王位の継承や国の政策決定に深くかかわって
いることである。特に精霊は王位の継承やそ

��） �tëng,=約 �マイル。
�
） �西暦 �
�
年。
��） Sënwiの新々第 
代の王。
��） 西暦 ����年。
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の権威付けに深くかかわっている。第三に，
精霊は基本的に“良い”存在として描かれて
いるのに対し，星占いはどちらかと言えばあ
まり“良くない”存在として描かれている。
ちなみにシャン（Tay）文語文では taay“死
亡する”の婉曲な用語として緬甸語由来の
naat;ywa,caam,“霊界に召される”と云う表
現がよく使われる。
今後は本書に書かれていることが事実かど
うかをしっかりと確認することが先ず必要で
ある。歴史を専門としない筆者がそのような
確認をする術を知らないが，単純な感覚とし
て，どう見ても事実と考えられる事柄は少な
いように思われる。しかし，単に事実でない，
ということだけで，本書の価値がないという
ことにはならない。なぜならば，こうしたシャ
ン（Tay）語で書かれたものが存在すること
自体に何らかの意味があるからである。ここ
に書かれた事柄が大部分事実でないとするな
らば，では，どうしてそのようなことが書か
れたのであろうか，その背景を探ってみるこ
とはきわめて重要である。
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は，執筆者自身による未発表の研究論文，「資料」
は，研究・分析のための資料を研究者一般が利
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ト，語彙資料，歴史資料など。原稿 �枚目表紙
には「論文」「資料」の別を明記する。


. 原稿は，投稿段階でハードコピーおよびプリン
トアウトに用いた文書ファイルを提出すること
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Bloomfield, Leonard. ��
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York: Henry Holt & Co.
b. 雑誌［例］
前嶋信次 ���� 「テリアカ考―文化交流史上から
見た一薬品の伝播について」『史学』
� (�): 
�-
�.

Sapir, Edward. ����. “Sound Pattern in 
Language.” Language, �: 
	–��.

c. 論文集掲載論文［例］
Polanyi, Karl. ���	. “� e Economy as Instituted 

Process.” Trade and Market in the Early Empires 
(K. Polanyi, C. W. Arensberg and H. W. 
Pearson, eds.), ��
–�	�, Chicago: � e Free 
Press.
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 ＊同一論文集中の論文を多数引用している場合，
その論文集自体を単行本の扱いで見出しとして
出し，各論文には次のような要領で論文集を示
す方式を取ってもよい。

Polanyi, Karl. ���	. “� e Economy as Instituted 
Process.” Trade and Market in the Early Empires 
(K. Polanyi et al. eds.), ��
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�. 本文以外の言語の引用には，必ず本文で用いた
言語で訳をつける。また，言語学における例文
の引用などについては，以下のように，語また
は形態素ごとに訳「グロス」をつけること。

(�) nákorera               ébaná
 I.am.working.for children
 ‘I am working for the children.’
(�) n-á-kor-er-a                                     ébaná
 �sg.sub-pres.prog-work-ben-fin children
 ‘I am working for the children.’
(
) n-á-kor-er-a                                        ébaná
 �単主語-現在進行-働く-受益-語尾　子供たち
 「私は子供たちのために働いている。」
�. 校正は，初校を著者校正とし，資料などの性質
上，必要と認められた場合には二校目以降も著
者が行う。校正時の訂正は，誤植および字句の
修正以外は認めない。

＊当執筆要領は『アジア・アフリカ言語文化研究』第
	�号（����年
月末〆・�月末刊行）より適用する。

執　筆　要　領（2004年 9月改訂）
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